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平成１７年第１回平成１７年第１回平成１７年第１回平成１７年第１回

美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録

平成１７年３月９日（水曜日）平成１７年３月９日（水曜日）平成１７年３月９日（水曜日）平成１７年３月９日（水曜日）
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午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議

●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開

きます。きます。きます。きます。

●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。

４番 白木優志君４番 白木優志君４番 白木優志君４番 白木優志君

５番 小関勝教君５番 小関勝教君５番 小関勝教君５番 小関勝教君

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。

●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。問に入ります。問に入ります。問に入ります。

発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。

９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。

●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第１●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第１●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第１●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第１

回定例会に当たり、大綱４点について市長に回定例会に当たり、大綱４点について市長に回定例会に当たり、大綱４点について市長に回定例会に当たり、大綱４点について市長に

お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。

2005年度の政府予算案は、３月２日、自民2005年度の政府予算案は、３月２日、自民2005年度の政府予算案は、３月２日、自民2005年度の政府予算案は、３月２日、自民

党、公明党両党の賛成多数で衆議院を通過し、党、公明党両党の賛成多数で衆議院を通過し、党、公明党両党の賛成多数で衆議院を通過し、党、公明党両党の賛成多数で衆議院を通過し、

現在参議院で審議されていますが、その内容現在参議院で審議されていますが、その内容現在参議院で審議されていますが、その内容現在参議院で審議されていますが、その内容

は所得税、住民税の定率減税の半減を皮切りは所得税、住民税の定率減税の半減を皮切りは所得税、住民税の定率減税の半減を皮切りは所得税、住民税の定率減税の半減を皮切り

とする本格的な大増税路線に足を踏み出したとする本格的な大増税路線に足を踏み出したとする本格的な大増税路線に足を踏み出したとする本格的な大増税路線に足を踏み出した

ものとなっていることが大きな特徴となってものとなっていることが大きな特徴となってものとなっていることが大きな特徴となってものとなっていることが大きな特徴となって

います。若者には、フリーター課税を強化し、います。若者には、フリーター課税を強化し、います。若者には、フリーター課税を強化し、います。若者には、フリーター課税を強化し、

高齢者の住民税の非課税措置を段階的に廃止高齢者の住民税の非課税措置を段階的に廃止高齢者の住民税の非課税措置を段階的に廃止高齢者の住民税の非課税措置を段階的に廃止

することも盛り込んでいます。社会保障では、することも盛り込んでいます。社会保障では、することも盛り込んでいます。社会保障では、することも盛り込んでいます。社会保障では、

介護保険で利用者の負担をふやし、生活保護介護保険で利用者の負担をふやし、生活保護介護保険で利用者の負担をふやし、生活保護介護保険で利用者の負担をふやし、生活保護

の母子加算を削減し、障害者福祉に利用者負の母子加算を削減し、障害者福祉に利用者負の母子加算を削減し、障害者福祉に利用者負の母子加算を削減し、障害者福祉に利用者負

担を導入しています。担を導入しています。担を導入しています。担を導入しています。

また、国立大学の授業料値上げなど、あらまた、国立大学の授業料値上げなど、あらまた、国立大学の授業料値上げなど、あらまた、国立大学の授業料値上げなど、あら

ゆる分野で庶民に痛みを押しつけています。ゆる分野で庶民に痛みを押しつけています。ゆる分野で庶民に痛みを押しつけています。ゆる分野で庶民に痛みを押しつけています。

雇用保険や年金の保険料値上げ、中小業者へ雇用保険や年金の保険料値上げ、中小業者へ雇用保険や年金の保険料値上げ、中小業者へ雇用保険や年金の保険料値上げ、中小業者へ

の消費税の課税強化など、すでに決まっていの消費税の課税強化など、すでに決まっていの消費税の課税強化など、すでに決まっていの消費税の課税強化など、すでに決まってい

るものを合わせると05年、06年度の国民負担るものを合わせると05年、06年度の国民負担るものを合わせると05年、06年度の国民負担るものを合わせると05年、06年度の国民負担

は合計で７兆円に及びます。雇用者所得が毎は合計で７兆円に及びます。雇用者所得が毎は合計で７兆円に及びます。雇用者所得が毎は合計で７兆円に及びます。雇用者所得が毎

年数兆円も減り続け、貯蓄の取り崩しで貯蓄年数兆円も減り続け、貯蓄の取り崩しで貯蓄年数兆円も減り続け、貯蓄の取り崩しで貯蓄年数兆円も減り続け、貯蓄の取り崩しで貯蓄

ゼロの世帯が２割を超えてふえています。家ゼロの世帯が２割を超えてふえています。家ゼロの世帯が２割を超えてふえています。家ゼロの世帯が２割を超えてふえています。家

計部門が資金不足に陥る前代未聞の事態も起計部門が資金不足に陥る前代未聞の事態も起計部門が資金不足に陥る前代未聞の事態も起計部門が資金不足に陥る前代未聞の事態も起

きています。家計の窮迫が急速に進んでいるきています。家計の窮迫が急速に進んでいるきています。家計の窮迫が急速に進んでいるきています。家計の窮迫が急速に進んでいる

ときに大増税に踏み出すのは、余りにも無謀ときに大増税に踏み出すのは、余りにも無謀ときに大増税に踏み出すのは、余りにも無謀ときに大増税に踏み出すのは、余りにも無謀

です。低所得者の高齢者に対する住民税の非です。低所得者の高齢者に対する住民税の非です。低所得者の高齢者に対する住民税の非です。低所得者の高齢者に対する住民税の非

課税措置の廃止や住民税の配偶者控除の廃止課税措置の廃止や住民税の配偶者控除の廃止課税措置の廃止や住民税の配偶者控除の廃止課税措置の廃止や住民税の配偶者控除の廃止

などによって、住民税が非課税であった世帯などによって、住民税が非課税であった世帯などによって、住民税が非課税であった世帯などによって、住民税が非課税であった世帯

も課税されるようになります。課税世帯になも課税されるようになります。課税世帯になも課税されるようになります。課税世帯になも課税されるようになります。課税世帯にな

ると、国民健康保険税や介護保険料が連動しると、国民健康保険税や介護保険料が連動しると、国民健康保険税や介護保険料が連動しると、国民健康保険税や介護保険料が連動し

て値上げされ、負担増は雪だるま式にふくらて値上げされ、負担増は雪だるま式にふくらて値上げされ、負担増は雪だるま式にふくらて値上げされ、負担増は雪だるま式にふくら

みます。衆議院の審議で明らかになったことみます。衆議院の審議で明らかになったことみます。衆議院の審議で明らかになったことみます。衆議院の審議で明らかになったこと

は、小泉内閣が負担増の影響をまともに考慮は、小泉内閣が負担増の影響をまともに考慮は、小泉内閣が負担増の影響をまともに考慮は、小泉内閣が負担増の影響をまともに考慮

していないことです。７兆円もの負担増をかしていないことです。７兆円もの負担増をかしていないことです。７兆円もの負担増をかしていないことです。７兆円もの負担増をか

ぶせたら、９兆円負担増を引き金に大不況にぶせたら、９兆円負担増を引き金に大不況にぶせたら、９兆円負担増を引き金に大不況にぶせたら、９兆円負担増を引き金に大不況に

落ち込んだ８年前の二の舞になることは明ら落ち込んだ８年前の二の舞になることは明ら落ち込んだ８年前の二の舞になることは明ら落ち込んだ８年前の二の舞になることは明ら

かであります。８年前との大きな違いは、大かであります。８年前との大きな違いは、大かであります。８年前との大きな違いは、大かであります。８年前との大きな違いは、大

企業が過去最高利益を上げていること。それ企業が過去最高利益を上げていること。それ企業が過去最高利益を上げていること。それ企業が過去最高利益を上げていること。それ

にもかかわらず、賃金の総額が減り続けていにもかかわらず、賃金の総額が減り続けていにもかかわらず、賃金の総額が減り続けていにもかかわらず、賃金の総額が減り続けてい

ることです。ることです。ることです。ることです。

一方、三位一体改革の名による地方自治体一方、三位一体改革の名による地方自治体一方、三位一体改革の名による地方自治体一方、三位一体改革の名による地方自治体

への締めつけは一層厳しくなり、地方交付税、への締めつけは一層厳しくなり、地方交付税、への締めつけは一層厳しくなり、地方交付税、への締めつけは一層厳しくなり、地方交付税、

国庫支出金の削減となってあらわれています。国庫支出金の削減となってあらわれています。国庫支出金の削減となってあらわれています。国庫支出金の削減となってあらわれています。

こうした政治的背景の中で今定例会が開かれこうした政治的背景の中で今定例会が開かれこうした政治的背景の中で今定例会が開かれこうした政治的背景の中で今定例会が開かれ

ていますが、桜井市長におかれましては最初ていますが、桜井市長におかれましては最初ていますが、桜井市長におかれましては最初ていますが、桜井市長におかれましては最初

の予算議会であり、また自立した美唄の実質の予算議会であり、また自立した美唄の実質の予算議会であり、また自立した美唄の実質の予算議会であり、また自立した美唄の実質

的な自立第１年目になる内容を持っていると的な自立第１年目になる内容を持っていると的な自立第１年目になる内容を持っていると的な自立第１年目になる内容を持っていると

思います。思います。思います。思います。

大綱質問の１点目は、自立に向けた市政の大綱質問の１点目は、自立に向けた市政の大綱質問の１点目は、自立に向けた市政の大綱質問の１点目は、自立に向けた市政の

取り組みについてであります。取り組みについてであります。取り組みについてであります。取り組みについてであります。

その１つ目は、財政の見通しについてであその１つ目は、財政の見通しについてであその１つ目は、財政の見通しについてであその１つ目は、財政の見通しについてであ

りますが、自立推進計画における財政推計でりますが、自立推進計画における財政推計でりますが、自立推進計画における財政推計でりますが、自立推進計画における財政推計で
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は、単年度収支では平成18年から赤字が始まは、単年度収支では平成18年から赤字が始まは、単年度収支では平成18年から赤字が始まは、単年度収支では平成18年から赤字が始ま

り、23年度を累計のピークとして24年度からり、23年度を累計のピークとして24年度からり、23年度を累計のピークとして24年度からり、23年度を累計のピークとして24年度から

単年度では黒字となり、それ以降は累積赤字単年度では黒字となり、それ以降は累積赤字単年度では黒字となり、それ以降は累積赤字単年度では黒字となり、それ以降は累積赤字

が減少し、平成28年以降は黒字財政が続くとが減少し、平成28年以降は黒字財政が続くとが減少し、平成28年以降は黒字財政が続くとが減少し、平成28年以降は黒字財政が続くと

なっていますが、これは「自立のシナリオ」なっていますが、これは「自立のシナリオ」なっていますが、これは「自立のシナリオ」なっていますが、これは「自立のシナリオ」

を策定した平成15年10月以降、国による地方を策定した平成15年10月以降、国による地方を策定した平成15年10月以降、国による地方を策定した平成15年10月以降、国による地方

財政の締めつけが予想以上に厳しいことによ財政の締めつけが予想以上に厳しいことによ財政の締めつけが予想以上に厳しいことによ財政の締めつけが予想以上に厳しいことによ

るさまざまな施策の見直しによるものであるるさまざまな施策の見直しによるものであるるさまざまな施策の見直しによるものであるるさまざまな施策の見直しによるものである

とのことですが、これはどの施策をどのようとのことですが、これはどの施策をどのようとのことですが、これはどの施策をどのようとのことですが、これはどの施策をどのよう

に見直せばこのような財政推計が実現可能なに見直せばこのような財政推計が実現可能なに見直せばこのような財政推計が実現可能なに見直せばこのような財政推計が実現可能な

のかお尋ねいたします。のかお尋ねいたします。のかお尋ねいたします。のかお尋ねいたします。

その２つ目、重点施策のあり方についてでその２つ目、重点施策のあり方についてでその２つ目、重点施策のあり方についてでその２つ目、重点施策のあり方についてで

ありますが、１点目は今議会の初日においてありますが、１点目は今議会の初日においてありますが、１点目は今議会の初日においてありますが、１点目は今議会の初日において

市長の市政方針が示されましたが、これを読市長の市政方針が示されましたが、これを読市長の市政方針が示されましたが、これを読市長の市政方針が示されましたが、これを読

む限りにおいては、私の目の悪いせいでもあむ限りにおいては、私の目の悪いせいでもあむ限りにおいては、私の目の悪いせいでもあむ限りにおいては、私の目の悪いせいでもあ

るかと思いますけれども、桜井市長の最初のるかと思いますけれども、桜井市長の最初のるかと思いますけれども、桜井市長の最初のるかと思いますけれども、桜井市長の最初の

予算編成の特徴が余り見えてこないように思予算編成の特徴が余り見えてこないように思予算編成の特徴が余り見えてこないように思予算編成の特徴が余り見えてこないように思

えてなりません。市長の公約も含め、何を重えてなりません。市長の公約も含め、何を重えてなりません。市長の公約も含め、何を重えてなりません。市長の公約も含め、何を重

点にどう取り組むのかお聞きいたします。点にどう取り組むのかお聞きいたします。点にどう取り組むのかお聞きいたします。点にどう取り組むのかお聞きいたします。

２点目は、市政執行方針の中で目新しいも２点目は、市政執行方針の中で目新しいも２点目は、市政執行方針の中で目新しいも２点目は、市政執行方針の中で目新しいも

のとして、いわゆる道の駅に着手することがのとして、いわゆる道の駅に着手することがのとして、いわゆる道の駅に着手することがのとして、いわゆる道の駅に着手することが

挙げられていますが、この道の駅はどういう挙げられていますが、この道の駅はどういう挙げられていますが、この道の駅はどういう挙げられていますが、この道の駅はどういう

ものをつくろうとしているのか。その場所やものをつくろうとしているのか。その場所やものをつくろうとしているのか。その場所やものをつくろうとしているのか。その場所や

規模、運営主体をどのようにお考えなのかお規模、運営主体をどのようにお考えなのかお規模、運営主体をどのようにお考えなのかお規模、運営主体をどのようにお考えなのかお

聞きいたします。聞きいたします。聞きいたします。聞きいたします。

その３つ目は、市民負担の内容と今後の見その３つ目は、市民負担の内容と今後の見その３つ目は、市民負担の内容と今後の見その３つ目は、市民負担の内容と今後の見

通しについてでありますが、自立推進計画に通しについてでありますが、自立推進計画に通しについてでありますが、自立推進計画に通しについてでありますが、自立推進計画に

はさまざまな分野での市民負担が記載されてはさまざまな分野での市民負担が記載されてはさまざまな分野での市民負担が記載されてはさまざまな分野での市民負担が記載されて

おりますが、直接市民負担になる部分でも五おりますが、直接市民負担になる部分でも五おりますが、直接市民負担になる部分でも五おりますが、直接市民負担になる部分でも五

十数項目にわたってすべての市民生活に直接十数項目にわたってすべての市民生活に直接十数項目にわたってすべての市民生活に直接十数項目にわたってすべての市民生活に直接

大きな影響を及ぼすものとなっています。し大きな影響を及ぼすものとなっています。し大きな影響を及ぼすものとなっています。し大きな影響を及ぼすものとなっています。し

かし、その内容は何がどれだけの負担額になかし、その内容は何がどれだけの負担額になかし、その内容は何がどれだけの負担額になかし、その内容は何がどれだけの負担額にな

るのかが明確でありません。市民負担の主なるのかが明確でありません。市民負担の主なるのかが明確でありません。市民負担の主なるのかが明確でありません。市民負担の主な

ものは何か、また１世帯当たりどれだけの負ものは何か、また１世帯当たりどれだけの負ものは何か、また１世帯当たりどれだけの負ものは何か、また１世帯当たりどれだけの負

担額になるのかお聞きいたします。担額になるのかお聞きいたします。担額になるのかお聞きいたします。担額になるのかお聞きいたします。

あわせて推進計画では、２年後、３年後のあわせて推進計画では、２年後、３年後のあわせて推進計画では、２年後、３年後のあわせて推進計画では、２年後、３年後の

計画もありますが、今後の実施の見通しにつ計画もありますが、今後の実施の見通しにつ計画もありますが、今後の実施の見通しにつ計画もありますが、今後の実施の見通しにつ

いてお尋ねいたします。いてお尋ねいたします。いてお尋ねいたします。いてお尋ねいたします。

大綱質問の２点目は、水道行政についてで大綱質問の２点目は、水道行政についてで大綱質問の２点目は、水道行政についてで大綱質問の２点目は、水道行政についてで

あります。あります。あります。あります。

その１つ目は、桂沢水系の事故についてでその１つ目は、桂沢水系の事故についてでその１つ目は、桂沢水系の事故についてでその１つ目は、桂沢水系の事故についてで

ありますが、このことは桂沢水道企業団のこありますが、このことは桂沢水道企業団のこありますが、このことは桂沢水道企業団のこありますが、このことは桂沢水道企業団のこ

とではありますが、本市も企業団を構成するとではありますが、本市も企業団を構成するとではありますが、本市も企業団を構成するとではありますが、本市も企業団を構成する

一員であり、本市においては全世帯数の27％一員であり、本市においては全世帯数の27％一員であり、本市においては全世帯数の27％一員であり、本市においては全世帯数の27％

に当たる3,300世帯が桂沢の水を使用し、そのに当たる3,300世帯が桂沢の水を使用し、そのに当たる3,300世帯が桂沢の水を使用し、そのに当たる3,300世帯が桂沢の水を使用し、その

水量は本市が使用している水の27％になり、水量は本市が使用している水の27％になり、水量は本市が使用している水の27％になり、水量は本市が使用している水の27％になり、

多くの市民に不安と混乱を与えたことから、多くの市民に不安と混乱を与えたことから、多くの市民に不安と混乱を与えたことから、多くの市民に不安と混乱を与えたことから、

看過できないものであります。看過できないものであります。看過できないものであります。看過できないものであります。

そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１

点目として、事故発生の原因は何だったのか。点目として、事故発生の原因は何だったのか。点目として、事故発生の原因は何だったのか。点目として、事故発生の原因は何だったのか。

２点目は、水質検査の体制はどうだったの２点目は、水質検査の体制はどうだったの２点目は、水質検査の体制はどうだったの２点目は、水質検査の体制はどうだったの

か、その期間と検査項目はどのようになってか、その期間と検査項目はどのようになってか、その期間と検査項目はどのようになってか、その期間と検査項目はどのようになって

いるのか。いるのか。いるのか。いるのか。

３点目は、有害物質であるジクロロメタン３点目は、有害物質であるジクロロメタン３点目は、有害物質であるジクロロメタン３点目は、有害物質であるジクロロメタン

の毒性についてでありますが、新聞報道によの毒性についてでありますが、新聞報道によの毒性についてでありますが、新聞報道によの毒性についてでありますが、新聞報道によ

れば基準値の64倍の数値が検出されたというれば基準値の64倍の数値が検出されたというれば基準値の64倍の数値が検出されたというれば基準値の64倍の数値が検出されたという

ことで多くの市民が不安に陥ったわけですが、ことで多くの市民が不安に陥ったわけですが、ことで多くの市民が不安に陥ったわけですが、ことで多くの市民が不安に陥ったわけですが、

この有害物質は健康にどのような影響を及ぼこの有害物質は健康にどのような影響を及ぼこの有害物質は健康にどのような影響を及ぼこの有害物質は健康にどのような影響を及ぼ

すのかであります。すのかであります。すのかであります。すのかであります。

４点目は、損害賠償についてでありますが、４点目は、損害賠償についてでありますが、４点目は、損害賠償についてでありますが、４点目は、損害賠償についてでありますが、

岩見沢では桂沢の水を使った加工品の返品や岩見沢では桂沢の水を使った加工品の返品や岩見沢では桂沢の水を使った加工品の返品や岩見沢では桂沢の水を使った加工品の返品や

加工停止、操業停止などがあったり、本市に加工停止、操業停止などがあったり、本市に加工停止、操業停止などがあったり、本市に加工停止、操業停止などがあったり、本市に

おいてもペットボトルを購入して飲料水にしおいてもペットボトルを購入して飲料水にしおいてもペットボトルを購入して飲料水にしおいてもペットボトルを購入して飲料水にし

たということも聞いております。本市においたということも聞いております。本市においたということも聞いております。本市においたということも聞いております。本市におい

ては、そのような事例があったのか、また損ては、そのような事例があったのか、また損ては、そのような事例があったのか、また損ては、そのような事例があったのか、また損

害賠償の申し入れがどうだったのかでありま害賠償の申し入れがどうだったのかでありま害賠償の申し入れがどうだったのかでありま害賠償の申し入れがどうだったのかでありま

す。す。す。す。

５点目として、事故防止の今後の対策につ５点目として、事故防止の今後の対策につ５点目として、事故防止の今後の対策につ５点目として、事故防止の今後の対策につ
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いてでありますが、ライフラインの根幹であいてでありますが、ライフラインの根幹であいてでありますが、ライフラインの根幹であいてでありますが、ライフラインの根幹であ

り、生命と健康に重大な影響を及ぼす水道事り、生命と健康に重大な影響を及ぼす水道事り、生命と健康に重大な影響を及ぼす水道事り、生命と健康に重大な影響を及ぼす水道事

業において、このような事故は決してあって業において、このような事故は決してあって業において、このような事故は決してあって業において、このような事故は決してあって

はならないものでありますが、今後の対策をはならないものでありますが、今後の対策をはならないものでありますが、今後の対策をはならないものでありますが、今後の対策を

どのようにしようとしているのかお聞きいたどのようにしようとしているのかお聞きいたどのようにしようとしているのかお聞きいたどのようにしようとしているのかお聞きいた

します。します。します。します。

その２つ目として、本市の水道行政についその２つ目として、本市の水道行政についその２つ目として、本市の水道行政についその２つ目として、本市の水道行政につい

てでありますが、今回の桂沢水系の事故に関てでありますが、今回の桂沢水系の事故に関てでありますが、今回の桂沢水系の事故に関てでありますが、今回の桂沢水系の事故に関

連して本市の水道行政がどうなっているのか連して本市の水道行政がどうなっているのか連して本市の水道行政がどうなっているのか連して本市の水道行政がどうなっているのか

が多くの市民の関心が持たれています。が多くの市民の関心が持たれています。が多くの市民の関心が持たれています。が多くの市民の関心が持たれています。

そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１

つは、美唄ダム水系の検査体制についてであつは、美唄ダム水系の検査体制についてであつは、美唄ダム水系の検査体制についてであつは、美唄ダム水系の検査体制についてであ

りますが、どのような体制をとっているのか、りますが、どのような体制をとっているのか、りますが、どのような体制をとっているのか、りますが、どのような体制をとっているのか、

その検査機関と検査項目についてお聞きいたその検査機関と検査項目についてお聞きいたその検査機関と検査項目についてお聞きいたその検査機関と検査項目についてお聞きいた

します。します。します。します。

次に、地下水の利用状況についてでありま次に、地下水の利用状況についてでありま次に、地下水の利用状況についてでありま次に、地下水の利用状況についてでありま

すが、最近妹背牛で地下水の汚染があったこすが、最近妹背牛で地下水の汚染があったこすが、最近妹背牛で地下水の汚染があったこすが、最近妹背牛で地下水の汚染があったこ

とが新聞などで報道されていますが、本市でとが新聞などで報道されていますが、本市でとが新聞などで報道されていますが、本市でとが新聞などで報道されていますが、本市で

は地下水の飲用水としての利用状況はどのよは地下水の飲用水としての利用状況はどのよは地下水の飲用水としての利用状況はどのよは地下水の飲用水としての利用状況はどのよ

うになっているのか、また食品加工の利用実うになっているのか、また食品加工の利用実うになっているのか、また食品加工の利用実うになっているのか、また食品加工の利用実

態があるのか、その地下水の水質検査はどの態があるのか、その地下水の水質検査はどの態があるのか、その地下水の水質検査はどの態があるのか、その地下水の水質検査はどの

ようにしているのかお聞きいたします。ようにしているのかお聞きいたします。ようにしているのかお聞きいたします。ようにしているのかお聞きいたします。

その３つ目は、緊急時の対応についてであその３つ目は、緊急時の対応についてであその３つ目は、緊急時の対応についてであその３つ目は、緊急時の対応についてであ

りますが、今回の水質汚染事故で汚染されたりますが、今回の水質汚染事故で汚染されたりますが、今回の水質汚染事故で汚染されたりますが、今回の水質汚染事故で汚染された

水の放水や市民への広報をどのように行われ水の放水や市民への広報をどのように行われ水の放水や市民への広報をどのように行われ水の放水や市民への広報をどのように行われ

たのか、また桂沢水系、美唄水系に限らず緊たのか、また桂沢水系、美唄水系に限らず緊たのか、また桂沢水系、美唄水系に限らず緊たのか、また桂沢水系、美唄水系に限らず緊

急時の対応をどのように行うのかお尋ねいた急時の対応をどのように行うのかお尋ねいた急時の対応をどのように行うのかお尋ねいた急時の対応をどのように行うのかお尋ねいた

します。します。します。します。

大綱３点目は、本市の交通体系についてで大綱３点目は、本市の交通体系についてで大綱３点目は、本市の交通体系についてで大綱３点目は、本市の交通体系についてで

あります。市民生活になくてはならない交通あります。市民生活になくてはならない交通あります。市民生活になくてはならない交通あります。市民生活になくてはならない交通

手段として、本市においては市民バスが多く手段として、本市においては市民バスが多く手段として、本市においては市民バスが多く手段として、本市においては市民バスが多く

の市民によって利用されていますが、市民バの市民によって利用されていますが、市民バの市民によって利用されていますが、市民バの市民によって利用されていますが、市民バ

スの運行の現状について、路線、経路、バススの運行の現状について、路線、経路、バススの運行の現状について、路線、経路、バススの運行の現状について、路線、経路、バス

の保有台数とその定員について、スクールバの保有台数とその定員について、スクールバの保有台数とその定員について、スクールバの保有台数とその定員について、スクールバ

スの混乗分も含めてどのようになっているのスの混乗分も含めてどのようになっているのスの混乗分も含めてどのようになっているのスの混乗分も含めてどのようになっているの

かお聞きいたします。かお聞きいたします。かお聞きいたします。かお聞きいたします。

また、自立推進計画によれば市民バスの交また、自立推進計画によれば市民バスの交また、自立推進計画によれば市民バスの交また、自立推進計画によれば市民バスの交

通体系の見直しを検討するとありますが、ど通体系の見直しを検討するとありますが、ど通体系の見直しを検討するとありますが、ど通体系の見直しを検討するとありますが、ど

のように行おうとしているのかお聞きいたしのように行おうとしているのかお聞きいたしのように行おうとしているのかお聞きいたしのように行おうとしているのかお聞きいたし

ます。ます。ます。ます。

大綱質問の４点目は、公営住宅行政につい大綱質問の４点目は、公営住宅行政につい大綱質問の４点目は、公営住宅行政につい大綱質問の４点目は、公営住宅行政につい

てであります。現在の公営住宅法は、平成８てであります。現在の公営住宅法は、平成８てであります。現在の公営住宅法は、平成８てであります。現在の公営住宅法は、平成８

年５月に成立し、平成10年から実施されて７年５月に成立し、平成10年から実施されて７年５月に成立し、平成10年から実施されて７年５月に成立し、平成10年から実施されて７

年になります。この法律の目的として第１条年になります。この法律の目的として第１条年になります。この法律の目的として第１条年になります。この法律の目的として第１条

では、「この法律は、国及び地方公共団体がでは、「この法律は、国及び地方公共団体がでは、「この法律は、国及び地方公共団体がでは、「この法律は、国及び地方公共団体が

協力して、健康で文化的な生活を営むに足り協力して、健康で文化的な生活を営むに足り協力して、健康で文化的な生活を営むに足り協力して、健康で文化的な生活を営むに足り

る住宅を整備し、これを住宅に困窮しているる住宅を整備し、これを住宅に困窮しているる住宅を整備し、これを住宅に困窮しているる住宅を整備し、これを住宅に困窮している

低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は

転貸することにより、国民生活の安定と社会転貸することにより、国民生活の安定と社会転貸することにより、国民生活の安定と社会転貸することにより、国民生活の安定と社会

福祉の増進に寄与することを目的とする。」福祉の増進に寄与することを目的とする。」福祉の増進に寄与することを目的とする。」福祉の増進に寄与することを目的とする。」

とあります。実際の運用では、政令や省令、とあります。実際の運用では、政令や省令、とあります。実際の運用では、政令や省令、とあります。実際の運用では、政令や省令、

規則の内容は第１条の精神と国民生活の実態規則の内容は第１条の精神と国民生活の実態規則の内容は第１条の精神と国民生活の実態規則の内容は第１条の精神と国民生活の実態

とは大きな乖離があると思いますが、低所得とは大きな乖離があると思いますが、低所得とは大きな乖離があると思いますが、低所得とは大きな乖離があると思いますが、低所得

者の市民生活には公営住宅は必要不可欠のも者の市民生活には公営住宅は必要不可欠のも者の市民生活には公営住宅は必要不可欠のも者の市民生活には公営住宅は必要不可欠のも

のであります。のであります。のであります。のであります。

そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１そこで、具体的にお聞きいたしますが、１

点目は、公営住宅の現状と今後の建築計画に点目は、公営住宅の現状と今後の建築計画に点目は、公営住宅の現状と今後の建築計画に点目は、公営住宅の現状と今後の建築計画に

ついてでありますが、本市には道営住宅をもついてでありますが、本市には道営住宅をもついてでありますが、本市には道営住宅をもついてでありますが、本市には道営住宅をも

含め、公営住宅の団地数及び管理している戸含め、公営住宅の団地数及び管理している戸含め、公営住宅の団地数及び管理している戸含め、公営住宅の団地数及び管理している戸

数がどれだけあるのか、また有為団地の建て数がどれだけあるのか、また有為団地の建て数がどれだけあるのか、また有為団地の建て数がどれだけあるのか、また有為団地の建て

替えも含め今後の整備計画がどのようになっ替えも含め今後の整備計画がどのようになっ替えも含め今後の整備計画がどのようになっ替えも含め今後の整備計画がどのようになっ

ているのかお尋ねいたします。ているのかお尋ねいたします。ているのかお尋ねいたします。ているのかお尋ねいたします。

２点目は、道営住宅の使用料等の改定につ２点目は、道営住宅の使用料等の改定につ２点目は、道営住宅の使用料等の改定につ２点目は、道営住宅の使用料等の改定につ

いてでありますが、これについては昨年12月いてでありますが、これについては昨年12月いてでありますが、これについては昨年12月いてでありますが、これについては昨年12月

の定例会でもお聞きいたしましたが、その時の定例会でもお聞きいたしましたが、その時の定例会でもお聞きいたしましたが、その時の定例会でもお聞きいたしましたが、その時

点では不確定の部分もあり、改定の内容が必点では不確定の部分もあり、改定の内容が必点では不確定の部分もあり、改定の内容が必点では不確定の部分もあり、改定の内容が必

ずしも明確でありませんでした。しかし、現ずしも明確でありませんでした。しかし、現ずしも明確でありませんでした。しかし、現ずしも明確でありませんでした。しかし、現

時点では、道では４月１日からの実施に向け時点では、道では４月１日からの実施に向け時点では、道では４月１日からの実施に向け時点では、道では４月１日からの実施に向け
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て道営住宅に入居している住民に改定の内容て道営住宅に入居している住民に改定の内容て道営住宅に入居している住民に改定の内容て道営住宅に入居している住民に改定の内容

の文書が届けられているとのことであります。の文書が届けられているとのことであります。の文書が届けられているとのことであります。の文書が届けられているとのことであります。

改めてお聞きしますが、道営住宅の使用料改改めてお聞きしますが、道営住宅の使用料改改めてお聞きしますが、道営住宅の使用料改改めてお聞きしますが、道営住宅の使用料改

定の内容がどのようになっているのかお聞き定の内容がどのようになっているのかお聞き定の内容がどのようになっているのかお聞き定の内容がどのようになっているのかお聞き

いたします。いたします。いたします。いたします。

３点目は、市営住宅の使用料の減免につい３点目は、市営住宅の使用料の減免につい３点目は、市営住宅の使用料の減免につい３点目は、市営住宅の使用料の減免につい

てでありますが、自立推進計画の中でも家賃てでありますが、自立推進計画の中でも家賃てでありますが、自立推進計画の中でも家賃てでありますが、自立推進計画の中でも家賃

の減免の見直しが言われておりますが、そのの減免の見直しが言われておりますが、そのの減免の見直しが言われておりますが、そのの減免の見直しが言われておりますが、その

改定の内容と減免の対象者がどれだけの負担改定の内容と減免の対象者がどれだけの負担改定の内容と減免の対象者がどれだけの負担改定の内容と減免の対象者がどれだけの負担

増になるのかお尋ねいたします。増になるのかお尋ねいたします。増になるのかお尋ねいたします。増になるのかお尋ねいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質

問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。

初めに、財政の見通しについてであります初めに、財政の見通しについてであります初めに、財政の見通しについてであります初めに、財政の見通しについてであります

が、自立推進計画における財政推計につきまが、自立推進計画における財政推計につきまが、自立推進計画における財政推計につきまが、自立推進計画における財政推計につきま

しては、自立に向けた方策を前提にしており、しては、自立に向けた方策を前提にしており、しては、自立に向けた方策を前提にしており、しては、自立に向けた方策を前提にしており、

「自立のシナリオ」が平成15年度予算額を基「自立のシナリオ」が平成15年度予算額を基「自立のシナリオ」が平成15年度予算額を基「自立のシナリオ」が平成15年度予算額を基

準にしているのに対し、今回は平成17年度予準にしているのに対し、今回は平成17年度予準にしているのに対し、今回は平成17年度予準にしているのに対し、今回は平成17年度予

算案を基準に推計し直したものでございます。算案を基準に推計し直したものでございます。算案を基準に推計し直したものでございます。算案を基準に推計し直したものでございます。

推計結果でありますが、単年度収支で申し推計結果でありますが、単年度収支で申し推計結果でありますが、単年度収支で申し推計結果でありますが、単年度収支で申し

上げますと、平成18年度から平成23年度まで上げますと、平成18年度から平成23年度まで上げますと、平成18年度から平成23年度まで上げますと、平成18年度から平成23年度まで

マイナスが続き、平成24年度からは黒字に転マイナスが続き、平成24年度からは黒字に転マイナスが続き、平成24年度からは黒字に転マイナスが続き、平成24年度からは黒字に転

換しているという結果となったところでござ換しているという結果となったところでござ換しているという結果となったところでござ換しているという結果となったところでござ

います。平成24年度から黒字となる理由といいます。平成24年度から黒字となる理由といいます。平成24年度から黒字となる理由といいます。平成24年度から黒字となる理由とい

たしまして、歳入においては収入増につながたしまして、歳入においては収入増につながたしまして、歳入においては収入増につながたしまして、歳入においては収入増につなが

る要素はございませんが、歳出において職員る要素はございませんが、歳出において職員る要素はございませんが、歳出において職員る要素はございませんが、歳出において職員

数の削減効果として人件費が抑制されること、数の削減効果として人件費が抑制されること、数の削減効果として人件費が抑制されること、数の削減効果として人件費が抑制されること、

また公債費の償還が少額となっていくという、また公債費の償還が少額となっていくという、また公債費の償還が少額となっていくという、また公債費の償還が少額となっていくという、

これらの要素により黒字になるものでございこれらの要素により黒字になるものでございこれらの要素により黒字になるものでございこれらの要素により黒字になるものでござい

ます。ます。ます。ます。

次に、重点施策についてでありますが、私次に、重点施策についてでありますが、私次に、重点施策についてでありますが、私次に、重点施策についてでありますが、私

は市政執行方針の中で市政執行の基本姿勢とは市政執行方針の中で市政執行の基本姿勢とは市政執行方針の中で市政執行の基本姿勢とは市政執行方針の中で市政執行の基本姿勢と

して、生き活き美唄の実現、地域医療体制のして、生き活き美唄の実現、地域医療体制のして、生き活き美唄の実現、地域医療体制のして、生き活き美唄の実現、地域医療体制の

構築、自立の取り組み、協働のまちづくりを構築、自立の取り組み、協働のまちづくりを構築、自立の取り組み、協働のまちづくりを構築、自立の取り組み、協働のまちづくりを

基本としてまちづくりを進めることを述べま基本としてまちづくりを進めることを述べま基本としてまちづくりを進めることを述べま基本としてまちづくりを進めることを述べま

した。した。した。した。

また、主要施策の中では、高齢社会に対応また、主要施策の中では、高齢社会に対応また、主要施策の中では、高齢社会に対応また、主要施策の中では、高齢社会に対応

するための介護予防を中心とした福祉施策、するための介護予防を中心とした福祉施策、するための介護予防を中心とした福祉施策、するための介護予防を中心とした福祉施策、

一般廃棄物の適正処理を図るための最終処分一般廃棄物の適正処理を図るための最終処分一般廃棄物の適正処理を図るための最終処分一般廃棄物の適正処理を図るための最終処分

場整備を中心とした環境施策、パークゴルフ場整備を中心とした環境施策、パークゴルフ場整備を中心とした環境施策、パークゴルフ場整備を中心とした環境施策、パークゴルフ

場など地域資源をいかした交流施策のほか、場など地域資源をいかした交流施策のほか、場など地域資源をいかした交流施策のほか、場など地域資源をいかした交流施策のほか、

「食」をテーマとした「道の駅」の調査検討、「食」をテーマとした「道の駅」の調査検討、「食」をテーマとした「道の駅」の調査検討、「食」をテーマとした「道の駅」の調査検討、

さらには米粉の利活用の研究促進など、産業さらには米粉の利活用の研究促進など、産業さらには米粉の利活用の研究促進など、産業さらには米粉の利活用の研究促進など、産業

間の連携等による経済振興が重要であると考間の連携等による経済振興が重要であると考間の連携等による経済振興が重要であると考間の連携等による経済振興が重要であると考

え、このような福祉、環境、交流、経済振興え、このような福祉、環境、交流、経済振興え、このような福祉、環境、交流、経済振興え、このような福祉、環境、交流、経済振興

に重点を置いて市政を執行してまいりたいとに重点を置いて市政を執行してまいりたいとに重点を置いて市政を執行してまいりたいとに重点を置いて市政を執行してまいりたいと

考えております。考えております。考えております。考えております。

次に、食の駅につきましては、温泉施設や次に、食の駅につきましては、温泉施設や次に、食の駅につきましては、温泉施設や次に、食の駅につきましては、温泉施設や

日本一の直線道路をはじめ自然、文化、産業、日本一の直線道路をはじめ自然、文化、産業、日本一の直線道路をはじめ自然、文化、産業、日本一の直線道路をはじめ自然、文化、産業、

特産品などあらゆる地域資源をいかし、相乗特産品などあらゆる地域資源をいかし、相乗特産品などあらゆる地域資源をいかし、相乗特産品などあらゆる地域資源をいかし、相乗

効果が生まれるさまざまな活動を展開するた効果が生まれるさまざまな活動を展開するた効果が生まれるさまざまな活動を展開するた効果が生まれるさまざまな活動を展開するた

め、国道12号線沿いに「食」にこだわっため、国道12号線沿いに「食」にこだわっため、国道12号線沿いに「食」にこだわっため、国道12号線沿いに「食」にこだわった

「道の駅」をつくるほか、農産物の加工施設「道の駅」をつくるほか、農産物の加工施設「道の駅」をつくるほか、農産物の加工施設「道の駅」をつくるほか、農産物の加工施設

と販売施設をつくり、美唄ブランドの開発とと販売施設をつくり、美唄ブランドの開発とと販売施設をつくり、美唄ブランドの開発とと販売施設をつくり、美唄ブランドの開発と

ＰＲを積極的に行い、通過するまちから立ちＰＲを積極的に行い、通過するまちから立ちＰＲを積極的に行い、通過するまちから立ちＰＲを積極的に行い、通過するまちから立ち

寄ってみたいまちになるよう魅力あるまちづ寄ってみたいまちになるよう魅力あるまちづ寄ってみたいまちになるよう魅力あるまちづ寄ってみたいまちになるよう魅力あるまちづ

くりを進めてまいりたいと考えております。くりを進めてまいりたいと考えております。くりを進めてまいりたいと考えております。くりを進めてまいりたいと考えております。

なお、場所や規模、運営主体などにつきまなお、場所や規模、運営主体などにつきまなお、場所や規模、運営主体などにつきまなお、場所や規模、運営主体などにつきま

しては、今後調査検討していくこととしておしては、今後調査検討していくこととしておしては、今後調査検討していくこととしておしては、今後調査検討していくこととしてお

ります。ります。ります。ります。

次に、市民負担の内容と今後の見通しにつ次に、市民負担の内容と今後の見通しにつ次に、市民負担の内容と今後の見通しにつ次に、市民負担の内容と今後の見通しにつ

いてでありますが、自立推進計画に記載されいてでありますが、自立推進計画に記載されいてでありますが、自立推進計画に記載されいてでありますが、自立推進計画に記載され

ている市民負担の主なものについて、水道料ている市民負担の主なものについて、水道料ている市民負担の主なものについて、水道料ている市民負担の主なものについて、水道料

金、介護保険料及び下水道使用料を除く普通金、介護保険料及び下水道使用料を除く普通金、介護保険料及び下水道使用料を除く普通金、介護保険料及び下水道使用料を除く普通

会計に限って申し上げますと、事業系ごみ処会計に限って申し上げますと、事業系ごみ処会計に限って申し上げますと、事業系ごみ処会計に限って申し上げますと、事業系ごみ処

理手数料をはじめ市立幼稚園保育料、市民会理手数料をはじめ市立幼稚園保育料、市民会理手数料をはじめ市立幼稚園保育料、市民会理手数料をはじめ市立幼稚園保育料、市民会

館使用料、放課後児童施設負担金、へき地保館使用料、放課後児童施設負担金、へき地保館使用料、放課後児童施設負担金、へき地保館使用料、放課後児童施設負担金、へき地保

育所保育料、家庭ごみ手数料、粗大ごみ手数育所保育料、家庭ごみ手数料、粗大ごみ手数育所保育料、家庭ごみ手数料、粗大ごみ手数育所保育料、家庭ごみ手数料、粗大ごみ手数
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料などの引き上げ及び有料化を予定しており、料などの引き上げ及び有料化を予定しており、料などの引き上げ及び有料化を予定しており、料などの引き上げ及び有料化を予定しており、

総額で１億3,200万円程度となり、単純に１万総額で１億3,200万円程度となり、単純に１万総額で１億3,200万円程度となり、単純に１万総額で１億3,200万円程度となり、単純に１万

3,300世帯で割り返しますと１世帯当たり年間3,300世帯で割り返しますと１世帯当たり年間3,300世帯で割り返しますと１世帯当たり年間3,300世帯で割り返しますと１世帯当たり年間

で約１万円の負担増になるものと見込まれまで約１万円の負担増になるものと見込まれまで約１万円の負担増になるものと見込まれまで約１万円の負担増になるものと見込まれま

す。す。す。す。

今後の改定に当たりましては、美唄市の自今後の改定に当たりましては、美唄市の自今後の改定に当たりましては、美唄市の自今後の改定に当たりましては、美唄市の自

立に向け、受益者負担の見直しは避けては通立に向け、受益者負担の見直しは避けては通立に向け、受益者負担の見直しは避けては通立に向け、受益者負担の見直しは避けては通

れないものでございますので、「公共サービれないものでございますので、「公共サービれないものでございますので、「公共サービれないものでございますので、「公共サービ

スのあり方」を検討する中で、市民の皆さんスのあり方」を検討する中で、市民の皆さんスのあり方」を検討する中で、市民の皆さんスのあり方」を検討する中で、市民の皆さん

に理解をいただけるよう努めてまいりたいとに理解をいただけるよう努めてまいりたいとに理解をいただけるよう努めてまいりたいとに理解をいただけるよう努めてまいりたいと

考えております。考えております。考えております。考えております。

次に、桂沢水系の事故についてであります次に、桂沢水系の事故についてであります次に、桂沢水系の事故についてであります次に、桂沢水系の事故についてであります

が、初めに事故発生の原因について桂沢水道が、初めに事故発生の原因について桂沢水道が、初めに事故発生の原因について桂沢水道が、初めに事故発生の原因について桂沢水道

企業団では、塗装工事中にジクロロメタンが企業団では、塗装工事中にジクロロメタンが企業団では、塗装工事中にジクロロメタンが企業団では、塗装工事中にジクロロメタンが

混入したものとしておりますが、混入経路な混入したものとしておりますが、混入経路な混入したものとしておりますが、混入経路な混入したものとしておりますが、混入経路な

ど詳細につきましては今後設置されます（仮ど詳細につきましては今後設置されます（仮ど詳細につきましては今後設置されます（仮ど詳細につきましては今後設置されます（仮

称）事故調査委員会で調査することとしてお称）事故調査委員会で調査することとしてお称）事故調査委員会で調査することとしてお称）事故調査委員会で調査することとしてお

ります。ります。ります。ります。

次に、桂沢水道企業団の水質検査について次に、桂沢水道企業団の水質検査について次に、桂沢水道企業団の水質検査について次に、桂沢水道企業団の水質検査について

でありますが、２名体制で濁度、ｐＨなど５でありますが、２名体制で濁度、ｐＨなど５でありますが、２名体制で濁度、ｐＨなど５でありますが、２名体制で濁度、ｐＨなど５

項目は毎日、一般細菌、大腸菌など28項目は項目は毎日、一般細菌、大腸菌など28項目は項目は毎日、一般細菌、大腸菌など28項目は項目は毎日、一般細菌、大腸菌など28項目は

毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類

など11項目は３カ月に１回、カドミウム及びなど11項目は３カ月に１回、カドミウム及びなど11項目は３カ月に１回、カドミウム及びなど11項目は３カ月に１回、カドミウム及び

その化合物やヒ素及びその化合物など50項目その化合物やヒ素及びその化合物など50項目その化合物やヒ素及びその化合物など50項目その化合物やヒ素及びその化合物など50項目

は１年に１回行っております。は１年に１回行っております。は１年に１回行っております。は１年に１回行っております。

次に、有害物質の毒性についてであります次に、有害物質の毒性についてであります次に、有害物質の毒性についてであります次に、有害物質の毒性についてであります

が、文献によりますとラット、ハムスター等が、文献によりますとラット、ハムスター等が、文献によりますとラット、ハムスター等が、文献によりますとラット、ハムスター等

による実験では一部発がん性は証明されておによる実験では一部発がん性は証明されておによる実験では一部発がん性は証明されておによる実験では一部発がん性は証明されてお

りますが、人間については発がん性の十分なりますが、人間については発がん性の十分なりますが、人間については発がん性の十分なりますが、人間については発がん性の十分な

確証はないが、その可能性がある物質に分類確証はないが、その可能性がある物質に分類確証はないが、その可能性がある物質に分類確証はないが、その可能性がある物質に分類

されております。されております。されております。されております。

次に、損害賠償の有無についてであります次に、損害賠償の有無についてであります次に、損害賠償の有無についてであります次に、損害賠償の有無についてであります

が、現在まで小売店や加工業者等からの損害が、現在まで小売店や加工業者等からの損害が、現在まで小売店や加工業者等からの損害が、現在まで小売店や加工業者等からの損害

賠償の申し出はございません。賠償の申し出はございません。賠償の申し出はございません。賠償の申し出はございません。

次に、再発防止策についてでありますが、次に、再発防止策についてでありますが、次に、再発防止策についてでありますが、次に、再発防止策についてでありますが、

今後「事故調査委員会」において検討され、今後「事故調査委員会」において検討され、今後「事故調査委員会」において検討され、今後「事故調査委員会」において検討され、

その結果に基づき対応してまいります。その結果に基づき対応してまいります。その結果に基づき対応してまいります。その結果に基づき対応してまいります。

次に、緊急時の対応についてでありますが、次に、緊急時の対応についてでありますが、次に、緊急時の対応についてでありますが、次に、緊急時の対応についてでありますが、

広報につきましては広報車、自治組織への依広報につきましては広報車、自治組織への依広報につきましては広報車、自治組織への依広報につきましては広報車、自治組織への依

頼、ファックス、電話等により行ったところ頼、ファックス、電話等により行ったところ頼、ファックス、電話等により行ったところ頼、ファックス、電話等により行ったところ

であります。であります。であります。であります。

また、ジクロロメタンの混入した水道水のまた、ジクロロメタンの混入した水道水のまた、ジクロロメタンの混入した水道水のまた、ジクロロメタンの混入した水道水の

放水につきましては、峰延及び光珠内配水池放水につきましては、峰延及び光珠内配水池放水につきましては、峰延及び光珠内配水池放水につきましては、峰延及び光珠内配水池

より給水されている配水管の幹線を重点的に、より給水されている配水管の幹線を重点的に、より給水されている配水管の幹線を重点的に、より給水されている配水管の幹線を重点的に、

消火栓及び排泥施設を活用して17地点で放水消火栓及び排泥施設を活用して17地点で放水消火栓及び排泥施設を活用して17地点で放水消火栓及び排泥施設を活用して17地点で放水

作業を実施いたしました。作業を実施いたしました。作業を実施いたしました。作業を実施いたしました。

今後、緊急時の対応といたしましては、今今後、緊急時の対応といたしましては、今今後、緊急時の対応といたしましては、今今後、緊急時の対応といたしましては、今

回多くの皆様から苦情等の電話をいただきま回多くの皆様から苦情等の電話をいただきま回多くの皆様から苦情等の電話をいただきま回多くの皆様から苦情等の電話をいただきま

したので、それらを参考に検討してまいりたしたので、それらを参考に検討してまいりたしたので、それらを参考に検討してまいりたしたので、それらを参考に検討してまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、市民バスの運行についてであります次に、市民バスの運行についてであります次に、市民バスの運行についてであります次に、市民バスの運行についてであります

が、スクールバス混乗を含む市民バス西線のが、スクールバス混乗を含む市民バス西線のが、スクールバス混乗を含む市民バス西線のが、スクールバス混乗を含む市民バス西線の

経路につきましては、茶志内、中村、沼の内、経路につきましては、茶志内、中村、沼の内、経路につきましては、茶志内、中村、沼の内、経路につきましては、茶志内、中村、沼の内、

日東、開発、北沼方面が５路線、進徳、拓北日東、開発、北沼方面が５路線、進徳、拓北日東、開発、北沼方面が５路線、進徳、拓北日東、開発、北沼方面が５路線、進徳、拓北

方面が１路線、上美唄、元村、中美唄、西美方面が１路線、上美唄、元村、中美唄、西美方面が１路線、上美唄、元村、中美唄、西美方面が１路線、上美唄、元村、中美唄、西美

唄、大富方面が３路線、豊葦、光珠内、峰延唄、大富方面が３路線、豊葦、光珠内、峰延唄、大富方面が３路線、豊葦、光珠内、峰延唄、大富方面が３路線、豊葦、光珠内、峰延

方面が２路線、合計11路線となっております。方面が２路線、合計11路線となっております。方面が２路線、合計11路線となっております。方面が２路線、合計11路線となっております。

市民バス東線の経路につきましては、東明通市民バス東線の経路につきましては、東明通市民バス東線の経路につきましては、東明通市民バス東線の経路につきましては、東明通

経由で駅からアルテピアッツァ、スキー場行経由で駅からアルテピアッツァ、スキー場行経由で駅からアルテピアッツァ、スキー場行経由で駅からアルテピアッツァ、スキー場行

きが11路線、旭通経由、駅からアルテピアッきが11路線、旭通経由、駅からアルテピアッきが11路線、旭通経由、駅からアルテピアッきが11路線、旭通経由、駅からアルテピアッ

ツァ、スキー場行きが11路線、南美唄からアツァ、スキー場行きが11路線、南美唄からアツァ、スキー場行きが11路線、南美唄からアツァ、スキー場行きが11路線、南美唄からア

ルテピアッツァ行きが１路線、合計23路線とルテピアッツァ行きが１路線、合計23路線とルテピアッツァ行きが１路線、合計23路線とルテピアッツァ行きが１路線、合計23路線と

なっております。なっております。なっております。なっております。

次に、バスの保有台数と定員についてであ次に、バスの保有台数と定員についてであ次に、バスの保有台数と定員についてであ次に、バスの保有台数と定員についてであ

りますが、市民バス西線はスクールバスを含りますが、市民バス西線はスクールバスを含りますが、市民バス西線はスクールバスを含りますが、市民バス西線はスクールバスを含

む合計10台で、定員74名が１台、58名から60む合計10台で、定員74名が１台、58名から60む合計10台で、定員74名が１台、58名から60む合計10台で、定員74名が１台、58名から60

名が８台、29名が１台となっており、東線は名が８台、29名が１台となっており、東線は名が８台、29名が１台となっており、東線は名が８台、29名が１台となっており、東線は

５台で、定員74名が１台、70名が２台、37名５台で、定員74名が１台、70名が２台、37名５台で、定員74名が１台、70名が２台、37名５台で、定員74名が１台、70名が２台、37名
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が１台、10名が１台となっております。が１台、10名が１台となっております。が１台、10名が１台となっております。が１台、10名が１台となっております。

次に、市民バスの交通体系の見直しについ次に、市民バスの交通体系の見直しについ次に、市民バスの交通体系の見直しについ次に、市民バスの交通体系の見直しについ

てでありますが、今後バス問題懇話会等におてでありますが、今後バス問題懇話会等におてでありますが、今後バス問題懇話会等におてでありますが、今後バス問題懇話会等にお

いて全市的なバス交通体系について検討していて全市的なバス交通体系について検討していて全市的なバス交通体系について検討していて全市的なバス交通体系について検討して

まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。

次に、公営住宅の現状と今後の建築計画に次に、公営住宅の現状と今後の建築計画に次に、公営住宅の現状と今後の建築計画に次に、公営住宅の現状と今後の建築計画に

ついてでありますが、現在の団地数及び管理ついてでありますが、現在の団地数及び管理ついてでありますが、現在の団地数及び管理ついてでありますが、現在の団地数及び管理

戸数は、市営住宅が16団地1,118戸、道営住宅戸数は、市営住宅が16団地1,118戸、道営住宅戸数は、市営住宅が16団地1,118戸、道営住宅戸数は、市営住宅が16団地1,118戸、道営住宅

が２団地173戸の合わせて1,291戸であります。が２団地173戸の合わせて1,291戸であります。が２団地173戸の合わせて1,291戸であります。が２団地173戸の合わせて1,291戸であります。

有為団地の建て替えにつきましては、平成1有為団地の建て替えにつきましては、平成1有為団地の建て替えにつきましては、平成1有為団地の建て替えにつきましては、平成1

6年度までに62戸が完成し、平成17年度より２6年度までに62戸が完成し、平成17年度より２6年度までに62戸が完成し、平成17年度より２6年度までに62戸が完成し、平成17年度より２

カ年で56戸の建設を予定しており、全体で118カ年で56戸の建設を予定しており、全体で118カ年で56戸の建設を予定しており、全体で118カ年で56戸の建設を予定しており、全体で118

戸になります。戸になります。戸になります。戸になります。

今後の整備計画につきましては、今年度策今後の整備計画につきましては、今年度策今後の整備計画につきましては、今年度策今後の整備計画につきましては、今年度策

定を進めております「公営住宅ストック総合定を進めております「公営住宅ストック総合定を進めております「公営住宅ストック総合定を進めております「公営住宅ストック総合

活用計画」により、老朽化した住宅の建て替活用計画」により、老朽化した住宅の建て替活用計画」により、老朽化した住宅の建て替活用計画」により、老朽化した住宅の建て替

えと団地の統廃合を基本として、本市の財政えと団地の統廃合を基本として、本市の財政えと団地の統廃合を基本として、本市の財政えと団地の統廃合を基本として、本市の財政

状況や公共下水道の供用開始との整合性を図状況や公共下水道の供用開始との整合性を図状況や公共下水道の供用開始との整合性を図状況や公共下水道の供用開始との整合性を図

りながら計画的に整備を行い、居住環境の向りながら計画的に整備を行い、居住環境の向りながら計画的に整備を行い、居住環境の向りながら計画的に整備を行い、居住環境の向

上に努めてまいりたいと考えております。上に努めてまいりたいと考えております。上に努めてまいりたいと考えております。上に努めてまいりたいと考えております。

次に、道営住宅の使用料の改正についてで次に、道営住宅の使用料の改正についてで次に、道営住宅の使用料の改正についてで次に、道営住宅の使用料の改正についてで

ありますが、本年４月１日より家賃減免制度ありますが、本年４月１日より家賃減免制度ありますが、本年４月１日より家賃減免制度ありますが、本年４月１日より家賃減免制度

につきまして総収入を算定する際に新たに障につきまして総収入を算定する際に新たに障につきまして総収入を算定する際に新たに障につきまして総収入を算定する際に新たに障

害年金や遺族年金などが加えられたほか、減害年金や遺族年金などが加えられたほか、減害年金や遺族年金などが加えられたほか、減害年金や遺族年金などが加えられたほか、減

免後の家賃については収入が見込めない世帯免後の家賃については収入が見込めない世帯免後の家賃については収入が見込めない世帯免後の家賃については収入が見込めない世帯

に対して引き続き免除が適用されますが、収に対して引き続き免除が適用されますが、収に対して引き続き免除が適用されますが、収に対して引き続き免除が適用されますが、収

入のある世帯については最低を3,500円とし、入のある世帯については最低を3,500円とし、入のある世帯については最低を3,500円とし、入のある世帯については最低を3,500円とし、

収入に応じて増額となります。収入に応じて増額となります。収入に応じて増額となります。収入に応じて増額となります。

駐車場の使用料につきましては、現在の月駐車場の使用料につきましては、現在の月駐車場の使用料につきましては、現在の月駐車場の使用料につきましては、現在の月

額2,030円が2,540円に改正されると伺ってお額2,030円が2,540円に改正されると伺ってお額2,030円が2,540円に改正されると伺ってお額2,030円が2,540円に改正されると伺ってお

ります。ります。ります。ります。

次に、市営住宅使用料の減免についてであ次に、市営住宅使用料の減免についてであ次に、市営住宅使用料の減免についてであ次に、市営住宅使用料の減免についてであ

りますが、今回受益に対する負担を適正なもりますが、今回受益に対する負担を適正なもりますが、今回受益に対する負担を適正なもりますが、今回受益に対する負担を適正なも

のとするため制度を改正するものであります。のとするため制度を改正するものであります。のとするため制度を改正するものであります。のとするため制度を改正するものであります。

内容につきましては、収入が見込めない世内容につきましては、収入が見込めない世内容につきましては、収入が見込めない世内容につきましては、収入が見込めない世

帯に対しては引き続き全額免除が適用されま帯に対しては引き続き全額免除が適用されま帯に対しては引き続き全額免除が適用されま帯に対しては引き続き全額免除が適用されま

すが、見込める世帯につきましては現行の減すが、見込める世帯につきましては現行の減すが、見込める世帯につきましては現行の減すが、見込める世帯につきましては現行の減

額割合を１割低減し、９割、６割、４割、２額割合を１割低減し、９割、６割、４割、２額割合を１割低減し、９割、６割、４割、２額割合を１割低減し、９割、６割、４割、２

割とするものであります。割とするものであります。割とするものであります。割とするものであります。

減免対象者の具体的な負担増額につきまし減免対象者の具体的な負担増額につきまし減免対象者の具体的な負担増額につきまし減免対象者の具体的な負担増額につきまし

ては、平成15年度の場合で試算しますと、１ては、平成15年度の場合で試算しますと、１ては、平成15年度の場合で試算しますと、１ては、平成15年度の場合で試算しますと、１

戸当たり平均増額は870円程度となります。こ戸当たり平均増額は870円程度となります。こ戸当たり平均増額は870円程度となります。こ戸当たり平均増額は870円程度となります。こ

のうち全額免除の96戸の方について申しますのうち全額免除の96戸の方について申しますのうち全額免除の96戸の方について申しますのうち全額免除の96戸の方について申します

と、引き続き全額免除となる方は21戸で、９と、引き続き全額免除となる方は21戸で、９と、引き続き全額免除となる方は21戸で、９と、引き続き全額免除となる方は21戸で、９

割の減免となる方が75戸になり、１戸当たり割の減免となる方が75戸になり、１戸当たり割の減免となる方が75戸になり、１戸当たり割の減免となる方が75戸になり、１戸当たり

の平均月額は1,500円程度となります。の平均月額は1,500円程度となります。の平均月額は1,500円程度となります。の平均月額は1,500円程度となります。

なお、この改正は、本年４月１日より施行なお、この改正は、本年４月１日より施行なお、この改正は、本年４月１日より施行なお、この改正は、本年４月１日より施行

しますが、既存入居者の方は本年10月１日かしますが、既存入居者の方は本年10月１日かしますが、既存入居者の方は本年10月１日かしますが、既存入居者の方は本年10月１日か

らの適用になります。らの適用になります。らの適用になります。らの適用になります。

なお、美唄ダム水系の水質検査につきましなお、美唄ダム水系の水質検査につきましなお、美唄ダム水系の水質検査につきましなお、美唄ダム水系の水質検査につきまし

ては、水道部長から答弁をいたします。ては、水道部長から答弁をいたします。ては、水道部長から答弁をいたします。ては、水道部長から答弁をいたします。

●議長中西勇夫君 水道部長。●議長中西勇夫君 水道部長。●議長中西勇夫君 水道部長。●議長中西勇夫君 水道部長。

●水道部長加藤 誠君 美唄ダム水系の水質●水道部長加藤 誠君 美唄ダム水系の水質●水道部長加藤 誠君 美唄ダム水系の水質●水道部長加藤 誠君 美唄ダム水系の水質

検査等につきましては、私の方から答弁させ検査等につきましては、私の方から答弁させ検査等につきましては、私の方から答弁させ検査等につきましては、私の方から答弁させ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

水質検査でございますけれども、水道法に水質検査でございますけれども、水道法に水質検査でございますけれども、水道法に水質検査でございますけれども、水道法に

基づき原水は一般細菌、大腸菌など９項目は基づき原水は一般細菌、大腸菌など９項目は基づき原水は一般細菌、大腸菌など９項目は基づき原水は一般細菌、大腸菌など９項目は

毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類毎月、ホウ素及びその化合物、フェノール類

など８項目は３カ月に１回、六価クロム化合など８項目は３カ月に１回、六価クロム化合など８項目は３カ月に１回、六価クロム化合など８項目は３カ月に１回、六価クロム化合

物など39項目は１年に１回行っております。物など39項目は１年に１回行っております。物など39項目は１年に１回行っております。物など39項目は１年に１回行っております。

浄水は、濁度、ｐＨなど５項目は毎日、一般浄水は、濁度、ｐＨなど５項目は毎日、一般浄水は、濁度、ｐＨなど５項目は毎日、一般浄水は、濁度、ｐＨなど５項目は毎日、一般

細菌、大腸菌など10項目は毎月、ホウ素及び細菌、大腸菌など10項目は毎月、ホウ素及び細菌、大腸菌など10項目は毎月、ホウ素及び細菌、大腸菌など10項目は毎月、ホウ素及び

その化合物、フェノール類など20項目は３カその化合物、フェノール類など20項目は３カその化合物、フェノール類など20項目は３カその化合物、フェノール類など20項目は３カ

月に１回、カドミウム及びその化合物やヒ素月に１回、カドミウム及びその化合物やヒ素月に１回、カドミウム及びその化合物やヒ素月に１回、カドミウム及びその化合物やヒ素

及びその化合物など50項目は１年に１回行っ及びその化合物など50項目は１年に１回行っ及びその化合物など50項目は１年に１回行っ及びその化合物など50項目は１年に１回行っ

ております。ほかに市独自の検査といたしまております。ほかに市独自の検査といたしまております。ほかに市独自の検査といたしまております。ほかに市独自の検査といたしま

して、沈殿処理水について塩化物イオンなどして、沈殿処理水について塩化物イオンなどして、沈殿処理水について塩化物イオンなどして、沈殿処理水について塩化物イオンなど

９項目、浄水場配水池、給水栓について一般９項目、浄水場配水池、給水栓について一般９項目、浄水場配水池、給水栓について一般９項目、浄水場配水池、給水栓について一般
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細菌など10項目を毎月行っております。細菌など10項目を毎月行っております。細菌など10項目を毎月行っております。細菌など10項目を毎月行っております。

なお、水質検査機関といたしまして、主になお、水質検査機関といたしまして、主になお、水質検査機関といたしまして、主になお、水質検査機関といたしまして、主に

桂沢水道企業団に依頼しておりますが、企業桂沢水道企業団に依頼しておりますが、企業桂沢水道企業団に依頼しておりますが、企業桂沢水道企業団に依頼しておりますが、企業

団で検査を行えない項目につきましては、登団で検査を行えない項目につきましては、登団で検査を行えない項目につきましては、登団で検査を行えない項目につきましては、登

録を受けた検査機関へ依頼をしております。録を受けた検査機関へ依頼をしております。録を受けた検査機関へ依頼をしております。録を受けた検査機関へ依頼をしております。

次に、本市における地下水等の利用状況に次に、本市における地下水等の利用状況に次に、本市における地下水等の利用状況に次に、本市における地下水等の利用状況に

ついてでありますが、飲用水の利用件数は92ついてでありますが、飲用水の利用件数は92ついてでありますが、飲用水の利用件数は92ついてでありますが、飲用水の利用件数は92

件であり、そのうち沢水利用者は16件であり件であり、そのうち沢水利用者は16件であり件であり、そのうち沢水利用者は16件であり件であり、そのうち沢水利用者は16件であり

ます。ます。ます。ます。

食品加工業での使用実態はありません。食品加工業での使用実態はありません。食品加工業での使用実態はありません。食品加工業での使用実態はありません。

また、地下水と水質検査につきましては、また、地下水と水質検査につきましては、また、地下水と水質検査につきましては、また、地下水と水質検査につきましては、

北海道飲用井戸等衛生対策要領により、利用北海道飲用井戸等衛生対策要領により、利用北海道飲用井戸等衛生対策要領により、利用北海道飲用井戸等衛生対策要領により、利用

者が色、濁りなどを毎日みずから確認し、毎者が色、濁りなどを毎日みずから確認し、毎者が色、濁りなどを毎日みずから確認し、毎者が色、濁りなどを毎日みずから確認し、毎

年水質検査を１回行うことが望ましいとされ年水質検査を１回行うことが望ましいとされ年水質検査を１回行うことが望ましいとされ年水質検査を１回行うことが望ましいとされ

ております。ております。ております。ております。

●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。●議長中西勇夫君 ９番長谷川吉春君。

●９番長谷川吉春君 この場から幾つかの問●９番長谷川吉春君 この場から幾つかの問●９番長谷川吉春君 この場から幾つかの問●９番長谷川吉春君 この場から幾つかの問

題について再質問させていただきたいと思い題について再質問させていただきたいと思い題について再質問させていただきたいと思い題について再質問させていただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

最初に、自立に向けた市政の取り組みにつ最初に、自立に向けた市政の取り組みにつ最初に、自立に向けた市政の取り組みにつ最初に、自立に向けた市政の取り組みにつ

いてでありますけれども、自立推進計画においてでありますけれども、自立推進計画においてでありますけれども、自立推進計画においてでありますけれども、自立推進計画にお

ける財政推計の見通しを立てる上で、さまざける財政推計の見通しを立てる上で、さまざける財政推計の見通しを立てる上で、さまざける財政推計の見通しを立てる上で、さまざ

まな施策をどのように進めた上で成り立つのまな施策をどのように進めた上で成り立つのまな施策をどのように進めた上で成り立つのまな施策をどのように進めた上で成り立つの

かお尋ねしたわけですけれども、具体的なおかお尋ねしたわけですけれども、具体的なおかお尋ねしたわけですけれども、具体的なおかお尋ねしたわけですけれども、具体的なお

答えはなかったと思うわけであります。私は、答えはなかったと思うわけであります。私は、答えはなかったと思うわけであります。私は、答えはなかったと思うわけであります。私は、

財政推計というのは、さまざまな具体的な施財政推計というのは、さまざまな具体的な施財政推計というのは、さまざまな具体的な施財政推計というのは、さまざまな具体的な施

策の数値の積み重ねによって成り立つものだ策の数値の積み重ねによって成り立つものだ策の数値の積み重ねによって成り立つものだ策の数値の積み重ねによって成り立つものだ

と思いますが、自立推進計画に述べられていと思いますが、自立推進計画に述べられていと思いますが、自立推進計画に述べられていと思いますが、自立推進計画に述べられてい

る各分野での政策の見直しには具体的な数値る各分野での政策の見直しには具体的な数値る各分野での政策の見直しには具体的な数値る各分野での政策の見直しには具体的な数値

は全く示されていないわけであります。このは全く示されていないわけであります。このは全く示されていないわけであります。このは全く示されていないわけであります。この

自立推進計画が示されてから、幾つかのセク自立推進計画が示されてから、幾つかのセク自立推進計画が示されてから、幾つかのセク自立推進計画が示されてから、幾つかのセク

ションの担当者に見直しの具体的な内容をおションの担当者に見直しの具体的な内容をおションの担当者に見直しの具体的な内容をおションの担当者に見直しの具体的な内容をお

聞きしましても、具体的にはこれから検討す聞きしましても、具体的にはこれから検討す聞きしましても、具体的にはこれから検討す聞きしましても、具体的にはこれから検討す

るということでありました。これでは、財政るということでありました。これでは、財政るということでありました。これでは、財政るということでありました。これでは、財政

推計そのものが希望的な観測、あるいはこう推計そのものが希望的な観測、あるいはこう推計そのものが希望的な観測、あるいはこう推計そのものが希望的な観測、あるいはこう

あってほしいという願望の上に成り立っていあってほしいという願望の上に成り立っていあってほしいという願望の上に成り立っていあってほしいという願望の上に成り立ってい

るという印象を強く受けるものであります。るという印象を強く受けるものであります。るという印象を強く受けるものであります。るという印象を強く受けるものであります。

そして、そのことは自立推進計画そのものがそして、そのことは自立推進計画そのものがそして、そのことは自立推進計画そのものがそして、そのことは自立推進計画そのものが

単なる机上プランに終わってしまうおそれが単なる机上プランに終わってしまうおそれが単なる机上プランに終わってしまうおそれが単なる机上プランに終わってしまうおそれが

なしとは言えないのではないかと思うわけでなしとは言えないのではないかと思うわけでなしとは言えないのではないかと思うわけでなしとは言えないのではないかと思うわけで

あります。市政執行方針の重点政策を見ましあります。市政執行方針の重点政策を見ましあります。市政執行方針の重点政策を見ましあります。市政執行方針の重点政策を見まし

ても、継続的な政策を別にすれば、抽象的なても、継続的な政策を別にすれば、抽象的なても、継続的な政策を別にすれば、抽象的なても、継続的な政策を別にすれば、抽象的な

文言、修辞的な文言は目につきますが、具体文言、修辞的な文言は目につきますが、具体文言、修辞的な文言は目につきますが、具体文言、修辞的な文言は目につきますが、具体

的なものは見えてこないわけであります。的なものは見えてこないわけであります。的なものは見えてこないわけであります。的なものは見えてこないわけであります。

市長は、この定例会に農政部の設置条例を市長は、この定例会に農政部の設置条例を市長は、この定例会に農政部の設置条例を市長は、この定例会に農政部の設置条例を

提案しております。これについての議論はこ提案しております。これについての議論はこ提案しております。これについての議論はこ提案しております。これについての議論はこ

こで行わないこととして、総務常任委員会のこで行わないこととして、総務常任委員会のこで行わないこととして、総務常任委員会のこで行わないこととして、総務常任委員会の

中での議論にゆだねられなければならないと中での議論にゆだねられなければならないと中での議論にゆだねられなければならないと中での議論にゆだねられなければならないと

思うわけですけれども、農政部を設置するか思うわけですけれども、農政部を設置するか思うわけですけれども、農政部を設置するか思うわけですけれども、農政部を設置するか

らには農業政策がこれまでの施策の単なる延らには農業政策がこれまでの施策の単なる延らには農業政策がこれまでの施策の単なる延らには農業政策がこれまでの施策の単なる延

長ではなくて、大きな前進があるものと私は長ではなくて、大きな前進があるものと私は長ではなくて、大きな前進があるものと私は長ではなくて、大きな前進があるものと私は

期待していたわけであります。しかし、その期待していたわけであります。しかし、その期待していたわけであります。しかし、その期待していたわけであります。しかし、その

期待は残念ながらみごとに外れてしまったと期待は残念ながらみごとに外れてしまったと期待は残念ながらみごとに外れてしまったと期待は残念ながらみごとに外れてしまったと

言わざるを得ないわけであります。私は、こ言わざるを得ないわけであります。私は、こ言わざるを得ないわけであります。私は、こ言わざるを得ないわけであります。私は、こ

れまで昨年の10月の臨時議会や12月の定例議れまで昨年の10月の臨時議会や12月の定例議れまで昨年の10月の臨時議会や12月の定例議れまで昨年の10月の臨時議会や12月の定例議

会も含めてかなり多くの農業政策についての会も含めてかなり多くの農業政策についての会も含めてかなり多くの農業政策についての会も含めてかなり多くの農業政策についての

質問を行ってきましたけれども、それに対す質問を行ってきましたけれども、それに対す質問を行ってきましたけれども、それに対す質問を行ってきましたけれども、それに対す

る答弁と話す言葉は違いますが、内容ではほる答弁と話す言葉は違いますが、内容ではほる答弁と話す言葉は違いますが、内容ではほる答弁と話す言葉は違いますが、内容ではほ

とんど変わっていないように思うわけでありとんど変わっていないように思うわけでありとんど変わっていないように思うわけでありとんど変わっていないように思うわけであり

ます。今定例会においてもこれまで５人の同ます。今定例会においてもこれまで５人の同ます。今定例会においてもこれまで５人の同ます。今定例会においてもこれまで５人の同

僚議員が農政問題で質問しておりますが、そ僚議員が農政問題で質問しておりますが、そ僚議員が農政問題で質問しておりますが、そ僚議員が農政問題で質問しておりますが、そ

の答弁の内容は大きな進展は見られないようの答弁の内容は大きな進展は見られないようの答弁の内容は大きな進展は見られないようの答弁の内容は大きな進展は見られないよう

に思われるわけであります。に思われるわけであります。に思われるわけであります。に思われるわけであります。

重点施策の中で目につくのは、「食」にこ重点施策の中で目につくのは、「食」にこ重点施策の中で目につくのは、「食」にこ重点施策の中で目につくのは、「食」にこ

だわった「道の駅」でありますが、私はこれだわった「道の駅」でありますが、私はこれだわった「道の駅」でありますが、私はこれだわった「道の駅」でありますが、私はこれ

には大きな疑問を持っているわけです。「道には大きな疑問を持っているわけです。「道には大きな疑問を持っているわけです。「道には大きな疑問を持っているわけです。「道

の駅」は、旅行者にとっては大変便利なものの駅」は、旅行者にとっては大変便利なものの駅」は、旅行者にとっては大変便利なものの駅」は、旅行者にとっては大変便利なもの

でありますけれども、運営していく上では財でありますけれども、運営していく上では財でありますけれども、運営していく上では財でありますけれども、運営していく上では財
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政的に大きな負担がかかると思うわけです。政的に大きな負担がかかると思うわけです。政的に大きな負担がかかると思うわけです。政的に大きな負担がかかると思うわけです。

近隣の「道の駅」の中には、自治体が年間2,0近隣の「道の駅」の中には、自治体が年間2,0近隣の「道の駅」の中には、自治体が年間2,0近隣の「道の駅」の中には、自治体が年間2,0

00万円以上負担しているところもあるという00万円以上負担しているところもあるという00万円以上負担しているところもあるという00万円以上負担しているところもあるという

ように聞いております。「道の駅」を設置しように聞いております。「道の駅」を設置しように聞いております。「道の駅」を設置しように聞いております。「道の駅」を設置し

たことによって、将来市の財政に大きな負担たことによって、将来市の財政に大きな負担たことによって、将来市の財政に大きな負担たことによって、将来市の財政に大きな負担

がかかることを懸念するからであります。市がかかることを懸念するからであります。市がかかることを懸念するからであります。市がかかることを懸念するからであります。市

長の選挙公約の目玉の１つでもあり、また思長の選挙公約の目玉の１つでもあり、また思長の選挙公約の目玉の１つでもあり、また思長の選挙公約の目玉の１つでもあり、また思

い入れもあると思いますけれども、再検討すい入れもあると思いますけれども、再検討すい入れもあると思いますけれども、再検討すい入れもあると思いますけれども、再検討す

るお考えがないのかどうかお尋ねいたします。るお考えがないのかどうかお尋ねいたします。るお考えがないのかどうかお尋ねいたします。るお考えがないのかどうかお尋ねいたします。

「道の駅」に関してもう１点お聞きいたし「道の駅」に関してもう１点お聞きいたし「道の駅」に関してもう１点お聞きいたし「道の駅」に関してもう１点お聞きいたし

ますが、近隣の市町村にある「道の駅」の運ますが、近隣の市町村にある「道の駅」の運ますが、近隣の市町村にある「道の駅」の運ますが、近隣の市町村にある「道の駅」の運

営主体と自治体の負担がどのようになってい営主体と自治体の負担がどのようになってい営主体と自治体の負担がどのようになってい営主体と自治体の負担がどのようになってい

るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。

次に、市民負担についてでありますが、先次に、市民負担についてでありますが、先次に、市民負担についてでありますが、先次に、市民負担についてでありますが、先

ほどのご答弁では１世帯当たり年間約１万円ほどのご答弁では１世帯当たり年間約１万円ほどのご答弁では１世帯当たり年間約１万円ほどのご答弁では１世帯当たり年間約１万円

の負担増ということでありますが、これは水の負担増ということでありますが、これは水の負担増ということでありますが、これは水の負担増ということでありますが、これは水

道料金の値上げや介護保険料、下水道料金の道料金の値上げや介護保険料、下水道料金の道料金の値上げや介護保険料、下水道料金の道料金の値上げや介護保険料、下水道料金の

値上げなどを合わせると２万円以上の負担に値上げなどを合わせると２万円以上の負担に値上げなどを合わせると２万円以上の負担に値上げなどを合わせると２万円以上の負担に

なるのではないかと思います。一昨年の夏かなるのではないかと思います。一昨年の夏かなるのではないかと思います。一昨年の夏かなるのではないかと思います。一昨年の夏か

ら秋にかけて美唄市民は、財政的に厳しくてら秋にかけて美唄市民は、財政的に厳しくてら秋にかけて美唄市民は、財政的に厳しくてら秋にかけて美唄市民は、財政的に厳しくて

も自立の道を歩むことを決意しました。市民も自立の道を歩むことを決意しました。市民も自立の道を歩むことを決意しました。市民も自立の道を歩むことを決意しました。市民

負担についてもそれなりに理解されていると負担についてもそれなりに理解されていると負担についてもそれなりに理解されていると負担についてもそれなりに理解されていると

思うわけでありますが、これには当然許容範思うわけでありますが、これには当然許容範思うわけでありますが、これには当然許容範思うわけでありますが、これには当然許容範

囲があるわけであります。市民にすれば、こ囲があるわけであります。市民にすれば、こ囲があるわけであります。市民にすれば、こ囲があるわけであります。市民にすれば、こ

の部分は許容できるとかこの部分は認められの部分は許容できるとかこの部分は認められの部分は許容できるとかこの部分は認められの部分は許容できるとかこの部分は認められ

ないとかがあるわけです。しかし、自立推進ないとかがあるわけです。しかし、自立推進ないとかがあるわけです。しかし、自立推進ないとかがあるわけです。しかし、自立推進

計画の市民負担の具体的な数値が示されてい計画の市民負担の具体的な数値が示されてい計画の市民負担の具体的な数値が示されてい計画の市民負担の具体的な数値が示されてい

ないために判断に迷うことになります。市民ないために判断に迷うことになります。市民ないために判断に迷うことになります。市民ないために判断に迷うことになります。市民

と一体となってまちづくりを行うためにも市と一体となってまちづくりを行うためにも市と一体となってまちづくりを行うためにも市と一体となってまちづくりを行うためにも市

民の理解と協力が不可欠であります。市の広民の理解と協力が不可欠であります。市の広民の理解と協力が不可欠であります。市の広民の理解と協力が不可欠であります。市の広

報紙であるメロディーの２月号に自立推進計報紙であるメロディーの２月号に自立推進計報紙であるメロディーの２月号に自立推進計報紙であるメロディーの２月号に自立推進計

画の素案に対する意見を募集することが掲載画の素案に対する意見を募集することが掲載画の素案に対する意見を募集することが掲載画の素案に対する意見を募集することが掲載

されて、その結果、２人の人から意見が寄せされて、その結果、２人の人から意見が寄せされて、その結果、２人の人から意見が寄せされて、その結果、２人の人から意見が寄せ

られたということでありますけれども、市民られたということでありますけれども、市民られたということでありますけれども、市民られたということでありますけれども、市民

負担の見直しの数値が明確に示されていない負担の見直しの数値が明確に示されていない負担の見直しの数値が明確に示されていない負担の見直しの数値が明確に示されていない

ために意見の出しようがないわけであります。ために意見の出しようがないわけであります。ために意見の出しようがないわけであります。ために意見の出しようがないわけであります。

各施設の運営の見直しの内容や市民負担の見各施設の運営の見直しの内容や市民負担の見各施設の運営の見直しの内容や市民負担の見各施設の運営の見直しの内容や市民負担の見

直しを具体的な数値で示す必要があると思い直しを具体的な数値で示す必要があると思い直しを具体的な数値で示す必要があると思い直しを具体的な数値で示す必要があると思い

ますが、どのようにお考えなのかお尋ねいたますが、どのようにお考えなのかお尋ねいたますが、どのようにお考えなのかお尋ねいたますが、どのようにお考えなのかお尋ねいた

します。します。します。します。

また、自立推進計画の具体的な内容、市民また、自立推進計画の具体的な内容、市民また、自立推進計画の具体的な内容、市民また、自立推進計画の具体的な内容、市民

の理解と協力を求めるために市民説明が必要の理解と協力を求めるために市民説明が必要の理解と協力を求めるために市民説明が必要の理解と協力を求めるために市民説明が必要

だと思いますが、どのようにしようとしていだと思いますが、どのようにしようとしていだと思いますが、どのようにしようとしていだと思いますが、どのようにしようとしてい

るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。

次に、水道行政についてでありますが、１次に、水道行政についてでありますが、１次に、水道行政についてでありますが、１次に、水道行政についてでありますが、１

点目は、桂沢水系の今回の事故は塗装工事中点目は、桂沢水系の今回の事故は塗装工事中点目は、桂沢水系の今回の事故は塗装工事中点目は、桂沢水系の今回の事故は塗装工事中

に使用した剥離剤にジクロロメタンが含まれに使用した剥離剤にジクロロメタンが含まれに使用した剥離剤にジクロロメタンが含まれに使用した剥離剤にジクロロメタンが含まれ

ていたということでありますが、ジクロロメていたということでありますが、ジクロロメていたということでありますが、ジクロロメていたということでありますが、ジクロロメ

タンそのものは検査項目に入っている有害物タンそのものは検査項目に入っている有害物タンそのものは検査項目に入っている有害物タンそのものは検査項目に入っている有害物

質であります。なぜそのような剥離剤を使用質であります。なぜそのような剥離剤を使用質であります。なぜそのような剥離剤を使用質であります。なぜそのような剥離剤を使用

したのか、またその危険性についてどのようしたのか、またその危険性についてどのようしたのか、またその危険性についてどのようしたのか、またその危険性についてどのよう

な認識をお持ちだったのかお聞きいたします。な認識をお持ちだったのかお聞きいたします。な認識をお持ちだったのかお聞きいたします。な認識をお持ちだったのかお聞きいたします。

２点目は、水質の検査体制についてであり２点目は、水質の検査体制についてであり２点目は、水質の検査体制についてであり２点目は、水質の検査体制についてであり

ますが、今回の有害物質の混入が判明したのますが、今回の有害物質の混入が判明したのますが、今回の有害物質の混入が判明したのますが、今回の有害物質の混入が判明したの

は、企業団の水質検査によるものではなくては、企業団の水質検査によるものではなくては、企業団の水質検査によるものではなくては、企業団の水質検査によるものではなくて

陸上自衛隊美唄駐屯地の定期検査によるもの陸上自衛隊美唄駐屯地の定期検査によるもの陸上自衛隊美唄駐屯地の定期検査によるもの陸上自衛隊美唄駐屯地の定期検査によるもの

であることが新聞などで報道されています。であることが新聞などで報道されています。であることが新聞などで報道されています。であることが新聞などで報道されています。

そうだとするならば、企業団の検査体制に重そうだとするならば、企業団の検査体制に重そうだとするならば、企業団の検査体制に重そうだとするならば、企業団の検査体制に重

大な問題があると思うわけです。ジクロロメ大な問題があると思うわけです。ジクロロメ大な問題があると思うわけです。ジクロロメ大な問題があると思うわけです。ジクロロメ

タンを含む化合物の検査は１年に１回というタンを含む化合物の検査は１年に１回というタンを含む化合物の検査は１年に１回というタンを含む化合物の検査は１年に１回という

ことですので、もし自衛隊の検査により汚染ことですので、もし自衛隊の検査により汚染ことですので、もし自衛隊の検査により汚染ことですので、もし自衛隊の検査により汚染

が判明しなければ、市民はその水を飲み続けが判明しなければ、市民はその水を飲み続けが判明しなければ、市民はその水を飲み続けが判明しなければ、市民はその水を飲み続け

ていたことになるわけです。検査体制をどのていたことになるわけです。検査体制をどのていたことになるわけです。検査体制をどのていたことになるわけです。検査体制をどの

ようにしようとしているのかお聞きいたしまようにしようとしているのかお聞きいたしまようにしようとしているのかお聞きいたしまようにしようとしているのかお聞きいたしま

す。す。す。す。

３点目は、混入した有害物質の毒性につい３点目は、混入した有害物質の毒性につい３点目は、混入した有害物質の毒性につい３点目は、混入した有害物質の毒性につい

てでありますが、煮沸すれば安全だというこてでありますが、煮沸すれば安全だというこてでありますが、煮沸すれば安全だというこてでありますが、煮沸すれば安全だというこ

とが言われています。通常細菌などは、煮沸とが言われています。通常細菌などは、煮沸とが言われています。通常細菌などは、煮沸とが言われています。通常細菌などは、煮沸
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すれば死滅するわけでありますが、化学物質すれば死滅するわけでありますが、化学物質すれば死滅するわけでありますが、化学物質すれば死滅するわけでありますが、化学物質

のジクロロメタンが煮沸して安全だという根のジクロロメタンが煮沸して安全だという根のジクロロメタンが煮沸して安全だという根のジクロロメタンが煮沸して安全だという根

拠は何なのかをお聞きいたします。拠は何なのかをお聞きいたします。拠は何なのかをお聞きいたします。拠は何なのかをお聞きいたします。

次に、本市の水道行政についてであります次に、本市の水道行政についてであります次に、本市の水道行政についてであります次に、本市の水道行政についてであります

が、美唄ダム原水の水質監視に浄水場で魚をが、美唄ダム原水の水質監視に浄水場で魚をが、美唄ダム原水の水質監視に浄水場で魚をが、美唄ダム原水の水質監視に浄水場で魚を

飼っておりますが、それで安全なのかです。飼っておりますが、それで安全なのかです。飼っておりますが、それで安全なのかです。飼っておりますが、それで安全なのかです。

水質に異常があった場合に水質検査など原因水質に異常があった場合に水質検査など原因水質に異常があった場合に水質検査など原因水質に異常があった場合に水質検査など原因

の究明に期間がかかり、その場合、市民が知の究明に期間がかかり、その場合、市民が知の究明に期間がかかり、その場合、市民が知の究明に期間がかかり、その場合、市民が知

らないでその水を飲んでいるわけです。こうらないでその水を飲んでいるわけです。こうらないでその水を飲んでいるわけです。こうらないでその水を飲んでいるわけです。こう

した場合、どのように対処するのかお聞きいした場合、どのように対処するのかお聞きいした場合、どのように対処するのかお聞きいした場合、どのように対処するのかお聞きい

たします。たします。たします。たします。

次に、緊急時の対応についてでありますけ次に、緊急時の対応についてでありますけ次に、緊急時の対応についてでありますけ次に、緊急時の対応についてでありますけ

れども、今回の事故のときのことでありますれども、今回の事故のときのことでありますれども、今回の事故のときのことでありますれども、今回の事故のときのことであります

けれども、19日の夕方に市の職員が回覧板をけれども、19日の夕方に市の職員が回覧板をけれども、19日の夕方に市の職員が回覧板をけれども、19日の夕方に市の職員が回覧板を

持ってきました。私のところの町内会は、約3持ってきました。私のところの町内会は、約3持ってきました。私のところの町内会は、約3持ってきました。私のところの町内会は、約3

00世帯が住んでおりました。その配付体制は、00世帯が住んでおりました。その配付体制は、00世帯が住んでおりました。その配付体制は、00世帯が住んでおりました。その配付体制は、

私から３人の区長に渡り、その後21人の班長私から３人の区長に渡り、その後21人の班長私から３人の区長に渡り、その後21人の班長私から３人の区長に渡り、その後21人の班長

さんに届けられて、班長さんから各戸に回ささんに届けられて、班長さんから各戸に回ささんに届けられて、班長さんから各戸に回ささんに届けられて、班長さんから各戸に回さ

れ、そして各戸に回覧されていくと、そういれ、そして各戸に回覧されていくと、そういれ、そして各戸に回覧されていくと、そういれ、そして各戸に回覧されていくと、そうい

う背景になっているわけです。後で聞いてみう背景になっているわけです。後で聞いてみう背景になっているわけです。後で聞いてみう背景になっているわけです。後で聞いてみ

ますと、私の町内会の人の中には22日の安全ますと、私の町内会の人の中には22日の安全ますと、私の町内会の人の中には22日の安全ますと、私の町内会の人の中には22日の安全

宣言が出された後で回覧板が回ってきたとい宣言が出された後で回覧板が回ってきたとい宣言が出された後で回覧板が回ってきたとい宣言が出された後で回覧板が回ってきたとい

うところがあったわけです。これでは、緊急うところがあったわけです。これでは、緊急うところがあったわけです。これでは、緊急うところがあったわけです。これでは、緊急

時に間に合わないわけです。時に間に合わないわけです。時に間に合わないわけです。時に間に合わないわけです。

また、広報車の啓蒙も家の中ではほとんどまた、広報車の啓蒙も家の中ではほとんどまた、広報車の啓蒙も家の中ではほとんどまた、広報車の啓蒙も家の中ではほとんど

聞こえませんでした。緊急の場合、市民に対聞こえませんでした。緊急の場合、市民に対聞こえませんでした。緊急の場合、市民に対聞こえませんでした。緊急の場合、市民に対

する広報、市民に対する周知をどのようにすする広報、市民に対する周知をどのようにすする広報、市民に対する周知をどのようにすする広報、市民に対する周知をどのようにす

るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。るのかお尋ねいたします。

次に、市民バスの運行についてであります次に、市民バスの運行についてであります次に、市民バスの運行についてであります次に、市民バスの運行についてであります

が、南美唄線と専修大学線を運行していた中が、南美唄線と専修大学線を運行していた中が、南美唄線と専修大学線を運行していた中が、南美唄線と専修大学線を運行していた中

央バスが３月31日をもって撤退して、かわっ央バスが３月31日をもって撤退して、かわっ央バスが３月31日をもって撤退して、かわっ央バスが３月31日をもって撤退して、かわっ

て美唄自校が４月１日より運行することになて美唄自校が４月１日より運行することになて美唄自校が４月１日より運行することになて美唄自校が４月１日より運行することにな

りました。南美唄地域に住んでいる人たちは、りました。南美唄地域に住んでいる人たちは、りました。南美唄地域に住んでいる人たちは、りました。南美唄地域に住んでいる人たちは、

安心もし、またそれを契機にして一部路線の安心もし、またそれを契機にして一部路線の安心もし、またそれを契機にして一部路線の安心もし、またそれを契機にして一部路線の

変更もあって大変喜ばれています。私がお聞変更もあって大変喜ばれています。私がお聞変更もあって大変喜ばれています。私がお聞変更もあって大変喜ばれています。私がお聞

きしたいのは、市民バス体系の見直しについきしたいのは、市民バス体系の見直しについきしたいのは、市民バス体系の見直しについきしたいのは、市民バス体系の見直しについ

てでありますが、市民の中にはいなほ団地方てでありますが、市民の中にはいなほ団地方てでありますが、市民の中にはいなほ団地方てでありますが、市民の中にはいなほ団地方

面にもバスを走らせてほしいという声も多く面にもバスを走らせてほしいという声も多く面にもバスを走らせてほしいという声も多く面にもバスを走らせてほしいという声も多く

聞くわけです。そのことも含めて見直しをす聞くわけです。そのことも含めて見直しをす聞くわけです。そのことも含めて見直しをす聞くわけです。そのことも含めて見直しをす

る必要があると思いますが、どのようにお考る必要があると思いますが、どのようにお考る必要があると思いますが、どのようにお考る必要があると思いますが、どのようにお考

えなのかお聞きいたします。えなのかお聞きいたします。えなのかお聞きいたします。えなのかお聞きいたします。

最後に、市営住宅についてお聞きいたしま最後に、市営住宅についてお聞きいたしま最後に、市営住宅についてお聞きいたしま最後に、市営住宅についてお聞きいたしま

す。市営住宅の今後の整備計画については、す。市営住宅の今後の整備計画については、す。市営住宅の今後の整備計画については、す。市営住宅の今後の整備計画については、

公営住宅ストック総合活用計画を策定し、そ公営住宅ストック総合活用計画を策定し、そ公営住宅ストック総合活用計画を策定し、そ公営住宅ストック総合活用計画を策定し、そ

れに基づいて整備をしたいというご答弁であれに基づいて整備をしたいというご答弁であれに基づいて整備をしたいというご答弁であれに基づいて整備をしたいというご答弁であ

りました。現在本市には、東明中央団地も含りました。現在本市には、東明中央団地も含りました。現在本市には、東明中央団地も含りました。現在本市には、東明中央団地も含

めて古い住宅が多くあります。建てかえを急めて古い住宅が多くあります。建てかえを急めて古い住宅が多くあります。建てかえを急めて古い住宅が多くあります。建てかえを急

がなければならないと思いますが、どのようがなければならないと思いますが、どのようがなければならないと思いますが、どのようがなければならないと思いますが、どのよう

にしようとしているのかをお聞きいたします。にしようとしているのかをお聞きいたします。にしようとしているのかをお聞きいたします。にしようとしているのかをお聞きいたします。

また、東明中央団地では屋根からの落雪にまた、東明中央団地では屋根からの落雪にまた、東明中央団地では屋根からの落雪にまた、東明中央団地では屋根からの落雪に

よって玄関の戸があけることができない、そよって玄関の戸があけることができない、そよって玄関の戸があけることができない、そよって玄関の戸があけることができない、そ

ういうこともしばしば起きております。どのういうこともしばしば起きております。どのういうこともしばしば起きております。どのういうこともしばしば起きております。どの

ように対処しようとしているのかお尋ねいたように対処しようとしているのかお尋ねいたように対処しようとしているのかお尋ねいたように対処しようとしているのかお尋ねいた

します。します。します。します。

次に、市営住宅の使用料の減免についてで次に、市営住宅の使用料の減免についてで次に、市営住宅の使用料の減免についてで次に、市営住宅の使用料の減免についてで

ありますが、減免の対象になっている人たちありますが、減免の対象になっている人たちありますが、減免の対象になっている人たちありますが、減免の対象になっている人たち

は、もともと低所得者であるからであります。は、もともと低所得者であるからであります。は、もともと低所得者であるからであります。は、もともと低所得者であるからであります。

そうした人たちにとっては、使用料の引き上そうした人たちにとっては、使用料の引き上そうした人たちにとっては、使用料の引き上そうした人たちにとっては、使用料の引き上

げは大きな負担となります。とりわけこれまげは大きな負担となります。とりわけこれまげは大きな負担となります。とりわけこれまげは大きな負担となります。とりわけこれま

で全額免除の世帯が１割負担ということで75で全額免除の世帯が１割負担ということで75で全額免除の世帯が１割負担ということで75で全額免除の世帯が１割負担ということで75

戸の家庭で、月平均にすれば1,500円の負担を戸の家庭で、月平均にすれば1,500円の負担を戸の家庭で、月平均にすれば1,500円の負担を戸の家庭で、月平均にすれば1,500円の負担を

しなければならなくなるわけであります。使しなければならなくなるわけであります。使しなければならなくなるわけであります。使しなければならなくなるわけであります。使

用料が全額免除だったということは、その収用料が全額免除だったということは、その収用料が全額免除だったということは、その収用料が全額免除だったということは、その収

入が生活保護の基準以下の世帯であります。入が生活保護の基準以下の世帯であります。入が生活保護の基準以下の世帯であります。入が生活保護の基準以下の世帯であります。

そうした世帯に対して月1,500円の負担を押しそうした世帯に対して月1,500円の負担を押しそうした世帯に対して月1,500円の負担を押しそうした世帯に対して月1,500円の負担を押し

つけるということは、市長が市政執行方針でつけるということは、市長が市政執行方針でつけるということは、市長が市政執行方針でつけるということは、市長が市政執行方針で

述べられている「活き活きとした街づくり」、述べられている「活き活きとした街づくり」、述べられている「活き活きとした街づくり」、述べられている「活き活きとした街づくり」、

「生き生きとした人づくり」とか「やさしさ「生き生きとした人づくり」とか「やさしさ「生き生きとした人づくり」とか「やさしさ「生き生きとした人づくり」とか「やさしさ
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と健康のまちづくり」とか、また「福祉のまと健康のまちづくり」とか、また「福祉のまと健康のまちづくり」とか、また「福祉のまと健康のまちづくり」とか、また「福祉のま

ちづくり」などにも相反するものであって、ちづくり」などにも相反するものであって、ちづくり」などにも相反するものであって、ちづくり」などにも相反するものであって、

もしこれを実行するなら、「生き生きとしたもしこれを実行するなら、「生き生きとしたもしこれを実行するなら、「生き生きとしたもしこれを実行するなら、「生き生きとした

人づくり」や「福祉のまちづくり」という言人づくり」や「福祉のまちづくり」という言人づくり」や「福祉のまちづくり」という言人づくり」や「福祉のまちづくり」という言

葉は単なるうたい文句にしかなりません。再葉は単なるうたい文句にしかなりません。再葉は単なるうたい文句にしかなりません。再葉は単なるうたい文句にしかなりません。再

検討が必要だと思いますが、市長のご見解を検討が必要だと思いますが、市長のご見解を検討が必要だと思いますが、市長のご見解を検討が必要だと思いますが、市長のご見解を

お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問にお●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問にお●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問にお●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問にお

答えします。答えします。答えします。答えします。

初めに、「道の駅」についてでありますが、初めに、「道の駅」についてでありますが、初めに、「道の駅」についてでありますが、初めに、「道の駅」についてでありますが、

私は美唄の活力づくりのため、本市農業と連私は美唄の活力づくりのため、本市農業と連私は美唄の活力づくりのため、本市農業と連私は美唄の活力づくりのため、本市農業と連

携した「食」をテーマとする「道の駅」の建携した「食」をテーマとする「道の駅」の建携した「食」をテーマとする「道の駅」の建携した「食」をテーマとする「道の駅」の建

設が必要であると考えております。その施設設が必要であると考えております。その施設設が必要であると考えております。その施設設が必要であると考えております。その施設

内容等につきましては、平成17年度から調査内容等につきましては、平成17年度から調査内容等につきましては、平成17年度から調査内容等につきましては、平成17年度から調査

検討することとしております。検討することとしております。検討することとしております。検討することとしております。

近隣の「道の駅」の運営主体等について申近隣の「道の駅」の運営主体等について申近隣の「道の駅」の運営主体等について申近隣の「道の駅」の運営主体等について申

し上げますと、三笠市では市が管理し、清掃し上げますと、三笠市では市が管理し、清掃し上げますと、三笠市では市が管理し、清掃し上げますと、三笠市では市が管理し、清掃

等は民間委託、レストラン、直売所等は市の等は民間委託、レストラン、直売所等は市の等は民間委託、レストラン、直売所等は市の等は民間委託、レストラン、直売所等は市の

使用許可により民間が営業を行っており、奈使用許可により民間が営業を行っており、奈使用許可により民間が営業を行っており、奈使用許可により民間が営業を行っており、奈

井江町では商工会に委託、滝川市では組合を井江町では商工会に委託、滝川市では組合を井江町では商工会に委託、滝川市では組合を井江町では商工会に委託、滝川市では組合を

設立し委託、深川市では振興公社に委託をし設立し委託、深川市では振興公社に委託をし設立し委託、深川市では振興公社に委託をし設立し委託、深川市では振興公社に委託をし

ていると承知しております。ていると承知しております。ていると承知しております。ていると承知しております。

各自治体の負担額につきましては、現在把各自治体の負担額につきましては、現在把各自治体の負担額につきましては、現在把各自治体の負担額につきましては、現在把

握している範囲では多いところでは2,300万円握している範囲では多いところでは2,300万円握している範囲では多いところでは2,300万円握している範囲では多いところでは2,300万円

程度、少ないところでは70万円程度となって程度、少ないところでは70万円程度となって程度、少ないところでは70万円程度となって程度、少ないところでは70万円程度となって

おります。おります。おります。おります。

なお、奈井江町、深川市については、平成1なお、奈井江町、深川市については、平成1なお、奈井江町、深川市については、平成1なお、奈井江町、深川市については、平成1

7年度から指定管理者制度を導入すると聞いて7年度から指定管理者制度を導入すると聞いて7年度から指定管理者制度を導入すると聞いて7年度から指定管理者制度を導入すると聞いて

おります。おります。おります。おります。

次に、市民負担についてでありますが、自次に、市民負担についてでありますが、自次に、市民負担についてでありますが、自次に、市民負担についてでありますが、自

立推進計画は自立に向けた第一歩を踏み出す立推進計画は自立に向けた第一歩を踏み出す立推進計画は自立に向けた第一歩を踏み出す立推進計画は自立に向けた第一歩を踏み出す

ためのものであり、今後とも十分な協議を通ためのものであり、今後とも十分な協議を通ためのものであり、今後とも十分な協議を通ためのものであり、今後とも十分な協議を通

じ、市民の皆様と行政が進むべき方向性を共じ、市民の皆様と行政が進むべき方向性を共じ、市民の皆様と行政が進むべき方向性を共じ、市民の皆様と行政が進むべき方向性を共

有し、理解をいただけるよう努めてまいりた有し、理解をいただけるよう努めてまいりた有し、理解をいただけるよう努めてまいりた有し、理解をいただけるよう努めてまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

なお、市民説明につきましては、時期並びなお、市民説明につきましては、時期並びなお、市民説明につきましては、時期並びなお、市民説明につきましては、時期並び

に形態など今後検討してまいりたいと考えてに形態など今後検討してまいりたいと考えてに形態など今後検討してまいりたいと考えてに形態など今後検討してまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、水道事故に関する剥離剤の使用等に次に、水道事故に関する剥離剤の使用等に次に、水道事故に関する剥離剤の使用等に次に、水道事故に関する剥離剤の使用等に

ついてでありますが、桂沢水道企業団では過ついてでありますが、桂沢水道企業団では過ついてでありますが、桂沢水道企業団では過ついてでありますが、桂沢水道企業団では過

去と同様の塗装方法では数年で部分的に塗膜去と同様の塗装方法では数年で部分的に塗膜去と同様の塗装方法では数年で部分的に塗膜去と同様の塗装方法では数年で部分的に塗膜

がはがれてくるものと考え、旧塗装面を完全がはがれてくるものと考え、旧塗装面を完全がはがれてくるものと考え、旧塗装面を完全がはがれてくるものと考え、旧塗装面を完全

に除去することが必要であると判断し、塗装に除去することが必要であると判断し、塗装に除去することが必要であると判断し、塗装に除去することが必要であると判断し、塗装

面の剥離効果に重きを置いて選定したもので面の剥離効果に重きを置いて選定したもので面の剥離効果に重きを置いて選定したもので面の剥離効果に重きを置いて選定したもので

ありますが、浄水への影響及び成分についてありますが、浄水への影響及び成分についてありますが、浄水への影響及び成分についてありますが、浄水への影響及び成分について

の認知が不足していたものと考えております。の認知が不足していたものと考えております。の認知が不足していたものと考えております。の認知が不足していたものと考えております。

次に、水質検査体制につきましては、事故次に、水質検査体制につきましては、事故次に、水質検査体制につきましては、事故次に、水質検査体制につきましては、事故

調査委員会の結論を待って対応策を検討する調査委員会の結論を待って対応策を検討する調査委員会の結論を待って対応策を検討する調査委員会の結論を待って対応策を検討する

こととしております。こととしております。こととしております。こととしております。

次に、煮沸の根拠については、北海道環境次に、煮沸の根拠については、北海道環境次に、煮沸の根拠については、北海道環境次に、煮沸の根拠については、北海道環境

保全課からジクロロメタンは煮沸を行えば問保全課からジクロロメタンは煮沸を行えば問保全課からジクロロメタンは煮沸を行えば問保全課からジクロロメタンは煮沸を行えば問

題はないとの指導を受け、企業団において煮題はないとの指導を受け、企業団において煮題はないとの指導を受け、企業団において煮題はないとの指導を受け、企業団において煮

沸実験を行い、ジクロロメタンが基準値以下沸実験を行い、ジクロロメタンが基準値以下沸実験を行い、ジクロロメタンが基準値以下沸実験を行い、ジクロロメタンが基準値以下

になることを確認した上、厚生労働省にそのになることを確認した上、厚生労働省にそのになることを確認した上、厚生労働省にそのになることを確認した上、厚生労働省にその

ことを報告し、了解を得たところでございまことを報告し、了解を得たところでございまことを報告し、了解を得たところでございまことを報告し、了解を得たところでございま

す。す。す。す。

次に、美唄ダム水系の検査体制についてで次に、美唄ダム水系の検査体制についてで次に、美唄ダム水系の検査体制についてで次に、美唄ダム水系の検査体制についてで

ありますが、美唄ダム原水の水質などの異常ありますが、美唄ダム原水の水質などの異常ありますが、美唄ダム原水の水質などの異常ありますが、美唄ダム原水の水質などの異常

確認については、毎週水源のパトロールを実確認については、毎週水源のパトロールを実確認については、毎週水源のパトロールを実確認については、毎週水源のパトロールを実

施し、美唄浄水場において測定機器による水施し、美唄浄水場において測定機器による水施し、美唄浄水場において測定機器による水施し、美唄浄水場において測定機器による水

質の監視を行っているほか、魚による目視観質の監視を行っているほか、魚による目視観質の監視を行っているほか、魚による目視観質の監視を行っているほか、魚による目視観

察を行っております。これら測定機器での異察を行っております。これら測定機器での異察を行っております。これら測定機器での異察を行っております。これら測定機器での異

常や、職員がにおい、色などの特別な異常を常や、職員がにおい、色などの特別な異常を常や、職員がにおい、色などの特別な異常を常や、職員がにおい、色などの特別な異常を

確認したときには、美唄ダムの原水を確認し、確認したときには、美唄ダムの原水を確認し、確認したときには、美唄ダムの原水を確認し、確認したときには、美唄ダムの原水を確認し、

状況により原水の取水停止と水質検査を行う状況により原水の取水停止と水質検査を行う状況により原水の取水停止と水質検査を行う状況により原水の取水停止と水質検査を行う

とともに、市民に対し速やかに広報活動を行とともに、市民に対し速やかに広報活動を行とともに、市民に対し速やかに広報活動を行とともに、市民に対し速やかに広報活動を行

ってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。
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次に、緊急時の対応についてでありますが、次に、緊急時の対応についてでありますが、次に、緊急時の対応についてでありますが、次に、緊急時の対応についてでありますが、

今回の事故を参考に広報車による啓宣の方法今回の事故を参考に広報車による啓宣の方法今回の事故を参考に広報車による啓宣の方法今回の事故を参考に広報車による啓宣の方法

等を見直すとともに、市としての文書配付の等を見直すとともに、市としての文書配付の等を見直すとともに、市としての文書配付の等を見直すとともに、市としての文書配付の

依頼や電話、ファックス等により市民周知に依頼や電話、ファックス等により市民周知に依頼や電話、ファックス等により市民周知に依頼や電話、ファックス等により市民周知に

努めてまいりたいと考えております。努めてまいりたいと考えております。努めてまいりたいと考えております。努めてまいりたいと考えております。

次に、市民バス体系の見直しについてであ次に、市民バス体系の見直しについてであ次に、市民バス体系の見直しについてであ次に、市民バス体系の見直しについてであ

りますが、平成13年度に設置したバス問題懇りますが、平成13年度に設置したバス問題懇りますが、平成13年度に設置したバス問題懇りますが、平成13年度に設置したバス問題懇

話会等において今後全市的なバス交通体系に話会等において今後全市的なバス交通体系に話会等において今後全市的なバス交通体系に話会等において今後全市的なバス交通体系に

ついて路線や方法等を含め検討してまいりたついて路線や方法等を含め検討してまいりたついて路線や方法等を含め検討してまいりたついて路線や方法等を含め検討してまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、東明中央団地などの計画についてで次に、東明中央団地などの計画についてで次に、東明中央団地などの計画についてで次に、東明中央団地などの計画についてで

ありますが、入居者の意向や立地状況などをありますが、入居者の意向や立地状況などをありますが、入居者の意向や立地状況などをありますが、入居者の意向や立地状況などを

踏まえ、現在策定しております「ストック総踏まえ、現在策定しております「ストック総踏まえ、現在策定しております「ストック総踏まえ、現在策定しております「ストック総

合活用計画」の中で、建て替え、統廃合、保合活用計画」の中で、建て替え、統廃合、保合活用計画」の中で、建て替え、統廃合、保合活用計画」の中で、建て替え、統廃合、保

全などについて検討を進めてまいります。全などについて検討を進めてまいります。全などについて検討を進めてまいります。全などについて検討を進めてまいります。

なお、屋根の落雪などにつきましては、高なお、屋根の落雪などにつきましては、高なお、屋根の落雪などにつきましては、高なお、屋根の落雪などにつきましては、高

齢な世帯から順次小屋根の設置をしておりま齢な世帯から順次小屋根の設置をしておりま齢な世帯から順次小屋根の設置をしておりま齢な世帯から順次小屋根の設置をしておりま

すが、今後におきましても現地の状況など十すが、今後におきましても現地の状況など十すが、今後におきましても現地の状況など十すが、今後におきましても現地の状況など十

分把握し、適切に対応してまいりたいと考え分把握し、適切に対応してまいりたいと考え分把握し、適切に対応してまいりたいと考え分把握し、適切に対応してまいりたいと考え

ております。ております。ております。ております。

最後に、市営住宅使用料の減免についてで最後に、市営住宅使用料の減免についてで最後に、市営住宅使用料の減免についてで最後に、市営住宅使用料の減免についてで

ありますが、減免割合の設定に当たりましてありますが、減免割合の設定に当たりましてありますが、減免割合の設定に当たりましてありますが、減免割合の設定に当たりまして

は減免の趣旨や道営住宅並びに周辺市町村のは減免の趣旨や道営住宅並びに周辺市町村のは減免の趣旨や道営住宅並びに周辺市町村のは減免の趣旨や道営住宅並びに周辺市町村の

状況などを踏まえ、収入に応じた負担となる状況などを踏まえ、収入に応じた負担となる状況などを踏まえ、収入に応じた負担となる状況などを踏まえ、収入に応じた負担となる

よう設定したものでございます。自立推進計よう設定したものでございます。自立推進計よう設定したものでございます。自立推進計よう設定したものでございます。自立推進計

画の公営住宅使用料等の見直しにつきまして画の公営住宅使用料等の見直しにつきまして画の公営住宅使用料等の見直しにつきまして画の公営住宅使用料等の見直しにつきまして

は、駐車場の使用料について周辺市町村などは、駐車場の使用料について周辺市町村などは、駐車場の使用料について周辺市町村などは、駐車場の使用料について周辺市町村など

調査の上、今後検討していくとしております。調査の上、今後検討していくとしております。調査の上、今後検討していくとしております。調査の上、今後検討していくとしております。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。

●16番本郷幸治君 平成17年第１回定例会に●16番本郷幸治君 平成17年第１回定例会に●16番本郷幸治君 平成17年第１回定例会に●16番本郷幸治君 平成17年第１回定例会に

あたり、すでに通告してあります大綱４点にあたり、すでに通告してあります大綱４点にあたり、すでに通告してあります大綱４点にあたり、すでに通告してあります大綱４点に

ついて、市長並びに教育長にお伺いします。ついて、市長並びに教育長にお伺いします。ついて、市長並びに教育長にお伺いします。ついて、市長並びに教育長にお伺いします。

先般平成17年度予算案の発表がありました先般平成17年度予算案の発表がありました先般平成17年度予算案の発表がありました先般平成17年度予算案の発表がありました

が、本市にありましてはいまだ長引く景気のが、本市にありましてはいまだ長引く景気のが、本市にありましてはいまだ長引く景気のが、本市にありましてはいまだ長引く景気の

低迷等による市税の減収、人口減少に伴う地低迷等による市税の減収、人口減少に伴う地低迷等による市税の減収、人口減少に伴う地低迷等による市税の減収、人口減少に伴う地

方交付税の減額、また三位一体の改革の影響方交付税の減額、また三位一体の改革の影響方交付税の減額、また三位一体の改革の影響方交付税の減額、また三位一体の改革の影響

により一段と深刻な財政状況になっておりまにより一段と深刻な財政状況になっておりまにより一段と深刻な財政状況になっておりまにより一段と深刻な財政状況になっておりま

す。今後も美唄が自立していくためには、なす。今後も美唄が自立していくためには、なす。今後も美唄が自立していくためには、なす。今後も美唄が自立していくためには、な

お一層の財政の健全化が求められ、市民サーお一層の財政の健全化が求められ、市民サーお一層の財政の健全化が求められ、市民サーお一層の財政の健全化が求められ、市民サー

ビスを落とさない努力を続けるためのあらゆビスを落とさない努力を続けるためのあらゆビスを落とさない努力を続けるためのあらゆビスを落とさない努力を続けるためのあらゆ

る知恵を出していく必要があります。る知恵を出していく必要があります。る知恵を出していく必要があります。る知恵を出していく必要があります。

そこで、大綱の１点目、行財政改革についそこで、大綱の１点目、行財政改革についそこで、大綱の１点目、行財政改革についそこで、大綱の１点目、行財政改革につい

て、行政効率化への取り組みについてお伺いて、行政効率化への取り組みについてお伺いて、行政効率化への取り組みについてお伺いて、行政効率化への取り組みについてお伺い

します。2003年４月１日に施行されましたエします。2003年４月１日に施行されましたエします。2003年４月１日に施行されましたエします。2003年４月１日に施行されましたエ

ネルギーの使用の合理化に関する法律の改正ネルギーの使用の合理化に関する法律の改正ネルギーの使用の合理化に関する法律の改正ネルギーの使用の合理化に関する法律の改正

では、エネルギー使用量の大きい業務部門にでは、エネルギー使用量の大きい業務部門にでは、エネルギー使用量の大きい業務部門にでは、エネルギー使用量の大きい業務部門に

対しても大規模工場に準ずるエネルギー管理対しても大規模工場に準ずるエネルギー管理対しても大規模工場に準ずるエネルギー管理対しても大規模工場に準ずるエネルギー管理

の仕組みが導入され、エネルギー管理の強化の仕組みが導入され、エネルギー管理の強化の仕組みが導入され、エネルギー管理の強化の仕組みが導入され、エネルギー管理の強化

が行われました。省エネルギー対策の目標とが行われました。省エネルギー対策の目標とが行われました。省エネルギー対策の目標とが行われました。省エネルギー対策の目標と

して、原油換算で年間160万キロリットル削減して、原油換算で年間160万キロリットル削減して、原油換算で年間160万キロリットル削減して、原油換算で年間160万キロリットル削減

を目指しており、そのうち100万キロリットルを目指しており、そのうち100万キロリットルを目指しており、そのうち100万キロリットルを目指しており、そのうち100万キロリットル

はＥＳＣＯ事業の活用により削減効果が期待はＥＳＣＯ事業の活用により削減効果が期待はＥＳＣＯ事業の活用により削減効果が期待はＥＳＣＯ事業の活用により削減効果が期待

されています。ＥＳＣＯ、エナジー・サービされています。ＥＳＣＯ、エナジー・サービされています。ＥＳＣＯ、エナジー・サービされています。ＥＳＣＯ、エナジー・サービ

ス・カンパニー事業とは、省エネルギーを民ス・カンパニー事業とは、省エネルギーを民ス・カンパニー事業とは、省エネルギーを民ス・カンパニー事業とは、省エネルギーを民

間の企業活動として行い、顧客にエネルギー間の企業活動として行い、顧客にエネルギー間の企業活動として行い、顧客にエネルギー間の企業活動として行い、顧客にエネルギー

サービスを包括的に提供するビジネスです。サービスを包括的に提供するビジネスです。サービスを包括的に提供するビジネスです。サービスを包括的に提供するビジネスです。

ＥＳＣＯ事業者は、顧客に対し工場やビルのＥＳＣＯ事業者は、顧客に対し工場やビルのＥＳＣＯ事業者は、顧客に対し工場やビルのＥＳＣＯ事業者は、顧客に対し工場やビルの

省エネルギーに関する診断をはじめ、方策導省エネルギーに関する診断をはじめ、方策導省エネルギーに関する診断をはじめ、方策導省エネルギーに関する診断をはじめ、方策導

入のための設計、施工、導入設備の保守、運入のための設計、施工、導入設備の保守、運入のための設計、施工、導入設備の保守、運入のための設計、施工、導入設備の保守、運

転管理、事業資金の調達などの包括的なサー転管理、事業資金の調達などの包括的なサー転管理、事業資金の調達などの包括的なサー転管理、事業資金の調達などの包括的なサー

ビスを提供し、それまでの環境を損なうことビスを提供し、それまでの環境を損なうことビスを提供し、それまでの環境を損なうことビスを提供し、それまでの環境を損なうこと

なく省エネルギー改修工事を実現し、その結なく省エネルギー改修工事を実現し、その結なく省エネルギー改修工事を実現し、その結なく省エネルギー改修工事を実現し、その結

果得られる省エネルギー効果を保証します。果得られる省エネルギー効果を保証します。果得られる省エネルギー効果を保証します。果得られる省エネルギー効果を保証します。

ＥＳＣＯ事業者は、顧客の省エネルギー効果ＥＳＣＯ事業者は、顧客の省エネルギー効果ＥＳＣＯ事業者は、顧客の省エネルギー効果ＥＳＣＯ事業者は、顧客の省エネルギー効果

の一部を報酬として受け取ります。本市としの一部を報酬として受け取ります。本市としの一部を報酬として受け取ります。本市としの一部を報酬として受け取ります。本市とし

ましても徹底したコスト削減を図るために、ましても徹底したコスト削減を図るために、ましても徹底したコスト削減を図るために、ましても徹底したコスト削減を図るために、

公共施設のエネルギー設備、機器の運用等の公共施設のエネルギー設備、機器の運用等の公共施設のエネルギー設備、機器の運用等の公共施設のエネルギー設備、機器の運用等の
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実情を調査し、省エネルギー対策の観点から実情を調査し、省エネルギー対策の観点から実情を調査し、省エネルギー対策の観点から実情を調査し、省エネルギー対策の観点から

もＥＳＣＯ事業の導入を検討してみたらどうもＥＳＣＯ事業の導入を検討してみたらどうもＥＳＣＯ事業の導入を検討してみたらどうもＥＳＣＯ事業の導入を検討してみたらどう

かお伺いします。かお伺いします。かお伺いします。かお伺いします。

大綱の２点目、中心市街地活性化について大綱の２点目、中心市街地活性化について大綱の２点目、中心市街地活性化について大綱の２点目、中心市街地活性化について

でありますが、市長は平成17年度の市政執行でありますが、市長は平成17年度の市政執行でありますが、市長は平成17年度の市政執行でありますが、市長は平成17年度の市政執行

方針で、主要施策として中心市街地を活性化方針で、主要施策として中心市街地を活性化方針で、主要施策として中心市街地を活性化方針で、主要施策として中心市街地を活性化

するため、「中心市街地活性化基本計画」をするため、「中心市街地活性化基本計画」をするため、「中心市街地活性化基本計画」をするため、「中心市街地活性化基本計画」を

策定し、魅力ある商店街づくりに向けた取り策定し、魅力ある商店街づくりに向けた取り策定し、魅力ある商店街づくりに向けた取り策定し、魅力ある商店街づくりに向けた取り

組みを進めてまいりますと述べられています組みを進めてまいりますと述べられています組みを進めてまいりますと述べられています組みを進めてまいりますと述べられています

が、具体的にいつまで策定し、実行されるのが、具体的にいつまで策定し、実行されるのが、具体的にいつまで策定し、実行されるのが、具体的にいつまで策定し、実行されるの

か、そのタイムスケジュールと市長が考えてか、そのタイムスケジュールと市長が考えてか、そのタイムスケジュールと市長が考えてか、そのタイムスケジュールと市長が考えて

います魅力ある商店街とはどのような形なのいます魅力ある商店街とはどのような形なのいます魅力ある商店街とはどのような形なのいます魅力ある商店街とはどのような形なの

か、まずお伺いします。か、まずお伺いします。か、まずお伺いします。か、まずお伺いします。

本市の人口もピーク時の昭和31年に９万2,1本市の人口もピーク時の昭和31年に９万2,1本市の人口もピーク時の昭和31年に９万2,1本市の人口もピーク時の昭和31年に９万2,1

50人を数えた後、炭鉱閉山等による要因で人50人を数えた後、炭鉱閉山等による要因で人50人を数えた後、炭鉱閉山等による要因で人50人を数えた後、炭鉱閉山等による要因で人

口減少に歯どめがかからず、現在では３万人口減少に歯どめがかからず、現在では３万人口減少に歯どめがかからず、現在では３万人口減少に歯どめがかからず、現在では３万人

を割る状況になり、加えて少子高齢化がどんを割る状況になり、加えて少子高齢化がどんを割る状況になり、加えて少子高齢化がどんを割る状況になり、加えて少子高齢化がどん

どん進み、高齢化率も28％に達し、あと10年どん進み、高齢化率も28％に達し、あと10年どん進み、高齢化率も28％に達し、あと10年どん進み、高齢化率も28％に達し、あと10年

もたてば団塊の世代が65歳を迎え、30％以上もたてば団塊の世代が65歳を迎え、30％以上もたてば団塊の世代が65歳を迎え、30％以上もたてば団塊の世代が65歳を迎え、30％以上

になることは時間の問題であります。こうしになることは時間の問題であります。こうしになることは時間の問題であります。こうしになることは時間の問題であります。こうし

た本格的な高齢社会に対応するため、国は歩た本格的な高齢社会に対応するため、国は歩た本格的な高齢社会に対応するため、国は歩た本格的な高齢社会に対応するため、国は歩

いて暮らせるまちづくりのための基本指針をいて暮らせるまちづくりのための基本指針をいて暮らせるまちづくりのための基本指針をいて暮らせるまちづくりのための基本指針を

策定し、06度をめどに地方自治体における歩策定し、06度をめどに地方自治体における歩策定し、06度をめどに地方自治体における歩策定し、06度をめどに地方自治体における歩

いて暮らせるまちづくり計画の策定を推進すいて暮らせるまちづくり計画の策定を推進すいて暮らせるまちづくり計画の策定を推進すいて暮らせるまちづくり計画の策定を推進す

る予定と聞いております。具体的に言いまする予定と聞いております。具体的に言いまする予定と聞いております。具体的に言いまする予定と聞いております。具体的に言います

と、自宅から徒歩、自転車、公共交通機関なと、自宅から徒歩、自転車、公共交通機関なと、自宅から徒歩、自転車、公共交通機関なと、自宅から徒歩、自転車、公共交通機関な

どで行ける範囲に医療機関があり、郵便局がどで行ける範囲に医療機関があり、郵便局がどで行ける範囲に医療機関があり、郵便局がどで行ける範囲に医療機関があり、郵便局が

あり、役所があり、商店があり、また遊ぶとあり、役所があり、商店があり、また遊ぶとあり、役所があり、商店があり、また遊ぶとあり、役所があり、商店があり、また遊ぶと

ころなど日常生活の諸機能が集約された安心、ころなど日常生活の諸機能が集約された安心、ころなど日常生活の諸機能が集約された安心、ころなど日常生活の諸機能が集約された安心、

快適の歩いて暮らせる生活ゾーンを形成する快適の歩いて暮らせる生活ゾーンを形成する快適の歩いて暮らせる生活ゾーンを形成する快適の歩いて暮らせる生活ゾーンを形成する

必要があります。そのためにも特にＪＲ線か必要があります。そのためにも特にＪＲ線か必要があります。そのためにも特にＪＲ線か必要があります。そのためにも特にＪＲ線か

ら西側地域の中心市街地などでユニバーサルら西側地域の中心市街地などでユニバーサルら西側地域の中心市街地などでユニバーサルら西側地域の中心市街地などでユニバーサル

デザインの視点を持ったまちづくりを推進すデザインの視点を持ったまちづくりを推進すデザインの視点を持ったまちづくりを推進すデザインの視点を持ったまちづくりを推進す

るとともに、高齢者や障害のある方の住宅なるとともに、高齢者や障害のある方の住宅なるとともに、高齢者や障害のある方の住宅なるとともに、高齢者や障害のある方の住宅な

どの居住空間を優先的に確保することが大事どの居住空間を優先的に確保することが大事どの居住空間を優先的に確保することが大事どの居住空間を優先的に確保することが大事

であると思いますが、市長のご所見をお伺いであると思いますが、市長のご所見をお伺いであると思いますが、市長のご所見をお伺いであると思いますが、市長のご所見をお伺い

します。します。します。します。

次に、大綱３点目は、防災、防犯について、次に、大綱３点目は、防災、防犯について、次に、大綱３点目は、防災、防犯について、次に、大綱３点目は、防災、防犯について、

安心、安全まちづくりについてでありますが、安心、安全まちづくりについてでありますが、安心、安全まちづくりについてでありますが、安心、安全まちづくりについてでありますが、

総務省は平成16年７月30日、地域の活性化の総務省は平成16年７月30日、地域の活性化の総務省は平成16年７月30日、地域の活性化の総務省は平成16年７月30日、地域の活性化の

大前提として、身近な生活空間における地域大前提として、身近な生活空間における地域大前提として、身近な生活空間における地域大前提として、身近な生活空間における地域

の安心、安全の確立とコミュニティーの活性の安心、安全の確立とコミュニティーの活性の安心、安全の確立とコミュニティーの活性の安心、安全の確立とコミュニティーの活性

化に資するため、地域安心安全ステーション化に資するため、地域安心安全ステーション化に資するため、地域安心安全ステーション化に資するため、地域安心安全ステーション

整備モデル事業の選定を行いました。16年度整備モデル事業の選定を行いました。16年度整備モデル事業の選定を行いました。16年度整備モデル事業の選定を行いました。16年度

においては、先行的にモデル事業として実施においては、先行的にモデル事業として実施においては、先行的にモデル事業として実施においては、先行的にモデル事業として実施

され、17年度以降全国的な普及が図られるこされ、17年度以降全国的な普及が図られるこされ、17年度以降全国的な普及が図られるこされ、17年度以降全国的な普及が図られるこ

とになっております。具体的には、国の助成とになっております。具体的には、国の助成とになっております。具体的には、国の助成とになっております。具体的には、国の助成

措置があり、100カ所程度実施する予定になっ措置があり、100カ所程度実施する予定になっ措置があり、100カ所程度実施する予定になっ措置があり、100カ所程度実施する予定になっ

ております。この事業の背景には、大規模地ております。この事業の背景には、大規模地ております。この事業の背景には、大規模地ております。この事業の背景には、大規模地

震災害の危険性が高まっていること、また空震災害の危険性が高まっていること、また空震災害の危険性が高まっていること、また空震災害の危険性が高まっていること、また空

き巣やひったくり、振り込め詐欺、幼少年少き巣やひったくり、振り込め詐欺、幼少年少き巣やひったくり、振り込め詐欺、幼少年少き巣やひったくり、振り込め詐欺、幼少年少

女を対象にした犯罪の増加、また犯罪の凶悪女を対象にした犯罪の増加、また犯罪の凶悪女を対象にした犯罪の増加、また犯罪の凶悪女を対象にした犯罪の増加、また犯罪の凶悪

化が進む現在の社会情勢があります。化が進む現在の社会情勢があります。化が進む現在の社会情勢があります。化が進む現在の社会情勢があります。

一方、これまで地域社会の安全に貢献して一方、これまで地域社会の安全に貢献して一方、これまで地域社会の安全に貢献して一方、これまで地域社会の安全に貢献して

いたコミュニティー活動そのものが弱体化しいたコミュニティー活動そのものが弱体化しいたコミュニティー活動そのものが弱体化しいたコミュニティー活動そのものが弱体化し

てきており、改めてコミュニティー活動をベてきており、改めてコミュニティー活動をベてきており、改めてコミュニティー活動をベてきており、改めてコミュニティー活動をベ

ースにした地域の防災、防犯体制の強化を図ースにした地域の防災、防犯体制の強化を図ースにした地域の防災、防犯体制の強化を図ースにした地域の防災、防犯体制の強化を図

ることが背景にあります。特に災害時の緊急ることが背景にあります。特に災害時の緊急ることが背景にあります。特に災害時の緊急ることが背景にあります。特に災害時の緊急

事態発生においては、警報伝達や住民避難、事態発生においては、警報伝達や住民避難、事態発生においては、警報伝達や住民避難、事態発生においては、警報伝達や住民避難、

救助を迅速、的確に行うためには消防機関の救助を迅速、的確に行うためには消防機関の救助を迅速、的確に行うためには消防機関の救助を迅速、的確に行うためには消防機関の

組織力では限界があり、地域の消防団、自主組織力では限界があり、地域の消防団、自主組織力では限界があり、地域の消防団、自主組織力では限界があり、地域の消防団、自主

防災組織、ボランティア等が活躍することが防災組織、ボランティア等が活躍することが防災組織、ボランティア等が活躍することが防災組織、ボランティア等が活躍することが

何よりも有効であります。たとえば平成７年何よりも有効であります。たとえば平成７年何よりも有効であります。たとえば平成７年何よりも有効であります。たとえば平成７年

の阪神・淡路大震災では、救出者の約98％がの阪神・淡路大震災では、救出者の約98％がの阪神・淡路大震災では、救出者の約98％がの阪神・淡路大震災では、救出者の約98％が

住民みずからの活動であったと聞いておりま住民みずからの活動であったと聞いておりま住民みずからの活動であったと聞いておりま住民みずからの活動であったと聞いておりま

す。本市にありましても例外ではなく、ついす。本市にありましても例外ではなく、ついす。本市にありましても例外ではなく、ついす。本市にありましても例外ではなく、つい

最近では２月に起きた桂沢の水道に有害物質最近では２月に起きた桂沢の水道に有害物質最近では２月に起きた桂沢の水道に有害物質最近では２月に起きた桂沢の水道に有害物質

が混入した問題、またインターネットを利用が混入した問題、またインターネットを利用が混入した問題、またインターネットを利用が混入した問題、またインターネットを利用
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した脅迫事件等、こうした一連の問題や事件した脅迫事件等、こうした一連の問題や事件した脅迫事件等、こうした一連の問題や事件した脅迫事件等、こうした一連の問題や事件

の影響はみずからが暮らす地域が安心、安全の影響はみずからが暮らす地域が安心、安全の影響はみずからが暮らす地域が安心、安全の影響はみずからが暮らす地域が安心、安全

であるという意識を低下させていきます。こであるという意識を低下させていきます。こであるという意識を低下させていきます。こであるという意識を低下させていきます。こ

れからは、高齢化がもっと進みます。そのたれからは、高齢化がもっと進みます。そのたれからは、高齢化がもっと進みます。そのたれからは、高齢化がもっと進みます。そのた

めにも安心して暮らすために地域の安全はどめにも安心して暮らすために地域の安全はどめにも安心して暮らすために地域の安全はどめにも安心して暮らすために地域の安全はど

のようにして確保すべきなのか、ソフト、ハのようにして確保すべきなのか、ソフト、ハのようにして確保すべきなのか、ソフト、ハのようにして確保すべきなのか、ソフト、ハ

ードの両面で考える必要に迫られています。ードの両面で考える必要に迫られています。ードの両面で考える必要に迫られています。ードの両面で考える必要に迫られています。

一日も早い市民の安心、安全な生活の確保の一日も早い市民の安心、安全な生活の確保の一日も早い市民の安心、安全な生活の確保の一日も早い市民の安心、安全な生活の確保の

ために、道や国にも積極的に働きかけ、防災ために、道や国にも積極的に働きかけ、防災ために、道や国にも積極的に働きかけ、防災ために、道や国にも積極的に働きかけ、防災

と防犯が連携の上、住民と手を組んで地域のと防犯が連携の上、住民と手を組んで地域のと防犯が連携の上、住民と手を組んで地域のと防犯が連携の上、住民と手を組んで地域の

力を結集した取り組みが重要であります。市力を結集した取り組みが重要であります。市力を結集した取り組みが重要であります。市力を結集した取り組みが重要であります。市

長のご所見をお伺いします。長のご所見をお伺いします。長のご所見をお伺いします。長のご所見をお伺いします。

次に、大綱４点目は、教育行政に関連して次に、大綱４点目は、教育行政に関連して次に、大綱４点目は、教育行政に関連して次に、大綱４点目は、教育行政に関連して

文化芸術の振興についてお伺いします。一口文化芸術の振興についてお伺いします。一口文化芸術の振興についてお伺いします。一口文化芸術の振興についてお伺いします。一口

に文化芸術といっても大変ジャンルが広く、に文化芸術といっても大変ジャンルが広く、に文化芸術といっても大変ジャンルが広く、に文化芸術といっても大変ジャンルが広く、

また奥の深い領域でありますが、私は文化芸また奥の深い領域でありますが、私は文化芸また奥の深い領域でありますが、私は文化芸また奥の深い領域でありますが、私は文化芸

術の持つパワーは人々の創造性をはぐくみ、術の持つパワーは人々の創造性をはぐくみ、術の持つパワーは人々の創造性をはぐくみ、術の持つパワーは人々の創造性をはぐくみ、

その表現力を高めるとともに、人々の心のつその表現力を高めるとともに、人々の心のつその表現力を高めるとともに、人々の心のつその表現力を高めるとともに、人々の心のつ

ながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供ながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供ながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供ながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供

し、多様性を受け入れることができる心豊かし、多様性を受け入れることができる心豊かし、多様性を受け入れることができる心豊かし、多様性を受け入れることができる心豊か

な社会を形成するものであると認識しておりな社会を形成するものであると認識しておりな社会を形成するものであると認識しておりな社会を形成するものであると認識しており

ます。昨年の３月定例会でも取り上げましたます。昨年の３月定例会でも取り上げましたます。昨年の３月定例会でも取り上げましたます。昨年の３月定例会でも取り上げました

が、美唄市として文化芸術の振興に対してそが、美唄市として文化芸術の振興に対してそが、美唄市として文化芸術の振興に対してそが、美唄市として文化芸術の振興に対してそ

の後の条例制定に向けた取り組み経過と現在の後の条例制定に向けた取り組み経過と現在の後の条例制定に向けた取り組み経過と現在の後の条例制定に向けた取り組み経過と現在

の状況と今後の進め方についてお伺いします。の状況と今後の進め方についてお伺いします。の状況と今後の進め方についてお伺いします。の状況と今後の進め方についてお伺いします。

教育長は、平成17年の教育行政執行方針で、教育長は、平成17年の教育行政執行方針で、教育長は、平成17年の教育行政執行方針で、教育長は、平成17年の教育行政執行方針で、

アルテピアッツァ美唄は本市芸術文化の交流アルテピアッツァ美唄は本市芸術文化の交流アルテピアッツァ美唄は本市芸術文化の交流アルテピアッツァ美唄は本市芸術文化の交流

及び情報発信拠点施設として整備充実を図る及び情報発信拠点施設として整備充実を図る及び情報発信拠点施設として整備充実を図る及び情報発信拠点施設として整備充実を図る

とともに、各種コンサートや個展等の文化事とともに、各種コンサートや個展等の文化事とともに、各種コンサートや個展等の文化事とともに、各種コンサートや個展等の文化事

業を促進してまいりますと述べられています業を促進してまいりますと述べられています業を促進してまいりますと述べられています業を促進してまいりますと述べられています

が、新年度予算におけるアルテピアッツァ美が、新年度予算におけるアルテピアッツァ美が、新年度予算におけるアルテピアッツァ美が、新年度予算におけるアルテピアッツァ美

唄整備事業に音の広場整備等に980万円が盛り唄整備事業に音の広場整備等に980万円が盛り唄整備事業に音の広場整備等に980万円が盛り唄整備事業に音の広場整備等に980万円が盛り

込まれていますが、音の広場のネーミングの込まれていますが、音の広場のネーミングの込まれていますが、音の広場のネーミングの込まれていますが、音の広場のネーミングの

由来、また具体的な内容と目的、そして今後由来、また具体的な内容と目的、そして今後由来、また具体的な内容と目的、そして今後由来、また具体的な内容と目的、そして今後

の整備計画はどのように考えておられるのか、の整備計画はどのように考えておられるのか、の整備計画はどのように考えておられるのか、の整備計画はどのように考えておられるのか、

あわせて過去平成13年度からの市内、市外かあわせて過去平成13年度からの市内、市外かあわせて過去平成13年度からの市内、市外かあわせて過去平成13年度からの市内、市外か

らの入館者数の実態について教育長にお伺いらの入館者数の実態について教育長にお伺いらの入館者数の実態について教育長にお伺いらの入館者数の実態について教育長にお伺い

します。します。します。します。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、行政効率化への取り組みについて初めに、行政効率化への取り組みについて初めに、行政効率化への取り組みについて初めに、行政効率化への取り組みについて

でありますが、効率的な行政運営を進める上でありますが、効率的な行政運営を進める上でありますが、効率的な行政運営を進める上でありますが、効率的な行政運営を進める上

で事務事業の見直しとともに施設の管理運営で事務事業の見直しとともに施設の管理運営で事務事業の見直しとともに施設の管理運営で事務事業の見直しとともに施設の管理運営

にかかわる経費を節減することは、常に取りにかかわる経費を節減することは、常に取りにかかわる経費を節減することは、常に取りにかかわる経費を節減することは、常に取り

組んでいかなければならないものであると考組んでいかなければならないものであると考組んでいかなければならないものであると考組んでいかなければならないものであると考

えております。えております。えております。えております。

これまで庁舎をはじめ各施設においても管これまで庁舎をはじめ各施設においても管これまで庁舎をはじめ各施設においても管これまで庁舎をはじめ各施設においても管

理経費の節減に努めてきたところでございま理経費の節減に努めてきたところでございま理経費の節減に努めてきたところでございま理経費の節減に努めてきたところでございま

すが、ご指摘のＥＳＣＯ事業は施設における、すが、ご指摘のＥＳＣＯ事業は施設における、すが、ご指摘のＥＳＣＯ事業は施設における、すが、ご指摘のＥＳＣＯ事業は施設における、

特に光熱水費の節減を目的に導入する企業が特に光熱水費の節減を目的に導入する企業が特に光熱水費の節減を目的に導入する企業が特に光熱水費の節減を目的に導入する企業が

ふえ、自治体においても病院や学校施設、庁ふえ、自治体においても病院や学校施設、庁ふえ、自治体においても病院や学校施設、庁ふえ、自治体においても病院や学校施設、庁

舎などで導入している事例があると承知して舎などで導入している事例があると承知して舎などで導入している事例があると承知して舎などで導入している事例があると承知して

いるところでございます。この事業の認定をいるところでございます。この事業の認定をいるところでございます。この事業の認定をいるところでございます。この事業の認定を

受け、地球温暖化につながることなどの効果受け、地球温暖化につながることなどの効果受け、地球温暖化につながることなどの効果受け、地球温暖化につながることなどの効果

がある場合は、国から改修工事費の一部助成がある場合は、国から改修工事費の一部助成がある場合は、国から改修工事費の一部助成がある場合は、国から改修工事費の一部助成

があることから、道内でも事業の導入を検討があることから、道内でも事業の導入を検討があることから、道内でも事業の導入を検討があることから、道内でも事業の導入を検討

している自治体もありますので、美唄市といしている自治体もありますので、美唄市といしている自治体もありますので、美唄市といしている自治体もありますので、美唄市とい

たしましてもこの制度の導入について検討したしましてもこの制度の導入について検討したしましてもこの制度の導入について検討したしましてもこの制度の導入について検討し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

次に、中心市街地活性化についてでありま次に、中心市街地活性化についてでありま次に、中心市街地活性化についてでありま次に、中心市街地活性化についてでありま

すが、中心市街地活性化基本計画につきましすが、中心市街地活性化基本計画につきましすが、中心市街地活性化基本計画につきましすが、中心市街地活性化基本計画につきまし

ては１月24日道庁において道の関係部署及びては１月24日道庁において道の関係部署及びては１月24日道庁において道の関係部署及びては１月24日道庁において道の関係部署及び

経済産業局など関係機関への最終的な説明会経済産業局など関係機関への最終的な説明会経済産業局など関係機関への最終的な説明会経済産業局など関係機関への最終的な説明会

を終了し、今後調整を行った上で平成17年度を終了し、今後調整を行った上で平成17年度を終了し、今後調整を行った上で平成17年度を終了し、今後調整を行った上で平成17年度

に国へ提出することとしております。に国へ提出することとしております。に国へ提出することとしております。に国へ提出することとしております。

中心市街地の果たす役割は大きなものと考中心市街地の果たす役割は大きなものと考中心市街地の果たす役割は大きなものと考中心市街地の果たす役割は大きなものと考

えており、買い物や医療、交通の拠点となるえており、買い物や医療、交通の拠点となるえており、買い物や医療、交通の拠点となるえており、買い物や医療、交通の拠点となる
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コンパクトでバリアフリーな中心市街地は高コンパクトでバリアフリーな中心市街地は高コンパクトでバリアフリーな中心市街地は高コンパクトでバリアフリーな中心市街地は高

齢者や障害者にとっても便利なものとなりま齢者や障害者にとっても便利なものとなりま齢者や障害者にとっても便利なものとなりま齢者や障害者にとっても便利なものとなりま

す。少子高齢化が進む中、人が集い、交流やす。少子高齢化が進む中、人が集い、交流やす。少子高齢化が進む中、人が集い、交流やす。少子高齢化が進む中、人が集い、交流や

情報の交換ができ、買いたいもの、食べたい情報の交換ができ、買いたいもの、食べたい情報の交換ができ、買いたいもの、食べたい情報の交換ができ、買いたいもの、食べたい

ものがそこにあり、温かみと安心、そして喜ものがそこにあり、温かみと安心、そして喜ものがそこにあり、温かみと安心、そして喜ものがそこにあり、温かみと安心、そして喜

びや満足が感じられるところが魅力ある商店びや満足が感じられるところが魅力ある商店びや満足が感じられるところが魅力ある商店びや満足が感じられるところが魅力ある商店

街ではないかと考えております。こうした視街ではないかと考えております。こうした視街ではないかと考えております。こうした視街ではないかと考えております。こうした視

点から、現在「中心市街地活性化基本計画」点から、現在「中心市街地活性化基本計画」点から、現在「中心市街地活性化基本計画」点から、現在「中心市街地活性化基本計画」

の中に道営住宅の建設を盛り込むとともに、の中に道営住宅の建設を盛り込むとともに、の中に道営住宅の建設を盛り込むとともに、の中に道営住宅の建設を盛り込むとともに、

民間活力を導入しながら「まちなか居住」を民間活力を導入しながら「まちなか居住」を民間活力を導入しながら「まちなか居住」を民間活力を導入しながら「まちなか居住」を

進め、中心市街地の活性化を図ってまいりた進め、中心市街地の活性化を図ってまいりた進め、中心市街地の活性化を図ってまいりた進め、中心市街地の活性化を図ってまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、安全、安心のまちづくりについてで次に、安全、安心のまちづくりについてで次に、安全、安心のまちづくりについてで次に、安全、安心のまちづくりについてで

ありますが、近年の社会情勢を反映し、新たありますが、近年の社会情勢を反映し、新たありますが、近年の社会情勢を反映し、新たありますが、近年の社会情勢を反映し、新た

な手口の犯罪の増加や交通事故により高齢者な手口の犯罪の増加や交通事故により高齢者な手口の犯罪の増加や交通事故により高齢者な手口の犯罪の増加や交通事故により高齢者

や児童生徒が事件に巻き込まれる例が増加しや児童生徒が事件に巻き込まれる例が増加しや児童生徒が事件に巻き込まれる例が増加しや児童生徒が事件に巻き込まれる例が増加し

ております。ております。ております。ております。

また、台風や地震などの自然災害においてまた、台風や地震などの自然災害においてまた、台風や地震などの自然災害においてまた、台風や地震などの自然災害において

も高齢者等が災害の犠牲者となっております。も高齢者等が災害の犠牲者となっております。も高齢者等が災害の犠牲者となっております。も高齢者等が災害の犠牲者となっております。

こうした新たな犯罪や交通事故から市民の皆こうした新たな犯罪や交通事故から市民の皆こうした新たな犯罪や交通事故から市民の皆こうした新たな犯罪や交通事故から市民の皆

様を守るため、従来からの地域安全活動をも様を守るため、従来からの地域安全活動をも様を守るため、従来からの地域安全活動をも様を守るため、従来からの地域安全活動をも

とに生活安全条例を制定することとしておりとに生活安全条例を制定することとしておりとに生活安全条例を制定することとしておりとに生活安全条例を制定することとしており

ます。ます。ます。ます。

また、自然災害についても高齢者等をどのまた、自然災害についても高齢者等をどのまた、自然災害についても高齢者等をどのまた、自然災害についても高齢者等をどの

ように守っていくか課題であり、その対策とように守っていくか課題であり、その対策とように守っていくか課題であり、その対策とように守っていくか課題であり、その対策と

してこれまでの市や警察、消防など従来の枠してこれまでの市や警察、消防など従来の枠してこれまでの市や警察、消防など従来の枠してこれまでの市や警察、消防など従来の枠

組みの中での取り組みでは十分とは言えない組みの中での取り組みでは十分とは言えない組みの中での取り組みでは十分とは言えない組みの中での取り組みでは十分とは言えない

状況となっているものと考えております。状況となっているものと考えております。状況となっているものと考えております。状況となっているものと考えております。

このためこれまでの取り組みに加え、地域このためこれまでの取り組みに加え、地域このためこれまでの取り組みに加え、地域このためこれまでの取り組みに加え、地域

コミュニティー活動を促進し、関係機関、地コミュニティー活動を促進し、関係機関、地コミュニティー活動を促進し、関係機関、地コミュニティー活動を促進し、関係機関、地

域住民が一体となった防犯、防災活動を進め域住民が一体となった防犯、防災活動を進め域住民が一体となった防犯、防災活動を進め域住民が一体となった防犯、防災活動を進め

ていくために、国の制度を活用した事業の検ていくために、国の制度を活用した事業の検ていくために、国の制度を活用した事業の検ていくために、国の制度を活用した事業の検

討などに取り組んでまいりたいと考えており討などに取り組んでまいりたいと考えており討などに取り組んでまいりたいと考えており討などに取り組んでまいりたいと考えており

ます。ます。ます。ます。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご

質問にお答えいたします。質問にお答えいたします。質問にお答えいたします。質問にお答えいたします。

初めに、文化芸術の振興についてでありま初めに、文化芸術の振興についてでありま初めに、文化芸術の振興についてでありま初めに、文化芸術の振興についてでありま

すが、文化芸術振興条例等の制定に向けた取すが、文化芸術振興条例等の制定に向けた取すが、文化芸術振興条例等の制定に向けた取すが、文化芸術振興条例等の制定に向けた取

り組みにつきましては、国の「文化芸術振興り組みにつきましては、国の「文化芸術振興り組みにつきましては、国の「文化芸術振興り組みにつきましては、国の「文化芸術振興

基本法」を受け、文化芸術の持つ役割や意義基本法」を受け、文化芸術の持つ役割や意義基本法」を受け、文化芸術の持つ役割や意義基本法」を受け、文化芸術の持つ役割や意義

を踏まえ、教育委員会といたしましてはこれを踏まえ、教育委員会といたしましてはこれを踏まえ、教育委員会といたしましてはこれを踏まえ、教育委員会といたしましてはこれ

までに個性ある豊かなまちづくり、すべてのまでに個性ある豊かなまちづくり、すべてのまでに個性ある豊かなまちづくり、すべてのまでに個性ある豊かなまちづくり、すべての

市民が文化を享受し、文化を発信できるまち市民が文化を享受し、文化を発信できるまち市民が文化を享受し、文化を発信できるまち市民が文化を享受し、文化を発信できるまち

づくりなどを目指して美唄市文化芸術振興指づくりなどを目指して美唄市文化芸術振興指づくりなどを目指して美唄市文化芸術振興指づくりなどを目指して美唄市文化芸術振興指

針づくりの取り組みを進めてきたところでご針づくりの取り組みを進めてきたところでご針づくりの取り組みを進めてきたところでご針づくりの取り組みを進めてきたところでご

ざいます。先般指針の素案段階で、社会教育ざいます。先般指針の素案段階で、社会教育ざいます。先般指針の素案段階で、社会教育ざいます。先般指針の素案段階で、社会教育

委員会や市内の文化団体等に概要の説明を行委員会や市内の文化団体等に概要の説明を行委員会や市内の文化団体等に概要の説明を行委員会や市内の文化団体等に概要の説明を行

ったところですが、今後それぞれの団体からったところですが、今後それぞれの団体からったところですが、今後それぞれの団体からったところですが、今後それぞれの団体から

ご意見やご提案をいただき、さらに内容の検ご意見やご提案をいただき、さらに内容の検ご意見やご提案をいただき、さらに内容の検ご意見やご提案をいただき、さらに内容の検

討精査をしてまいりたいと考えております。討精査をしてまいりたいと考えております。討精査をしてまいりたいと考えております。討精査をしてまいりたいと考えております。

また、アルテピアッツァ美唄についてであまた、アルテピアッツァ美唄についてであまた、アルテピアッツァ美唄についてであまた、アルテピアッツァ美唄についてであ

りますが、ネーミングをいたしました音の広りますが、ネーミングをいたしました音の広りますが、ネーミングをいたしました音の広りますが、ネーミングをいたしました音の広

場とは旧火葬場の跡地で南側を流れる落合川場とは旧火葬場の跡地で南側を流れる落合川場とは旧火葬場の跡地で南側を流れる落合川場とは旧火葬場の跡地で南側を流れる落合川

の清流や木々を吹き抜ける風の音などをイメの清流や木々を吹き抜ける風の音などをイメの清流や木々を吹き抜ける風の音などをイメの清流や木々を吹き抜ける風の音などをイメ

ージしたものでございます。現在旧火葬場跡ージしたものでございます。現在旧火葬場跡ージしたものでございます。現在旧火葬場跡ージしたものでございます。現在旧火葬場跡

地につきましては、建物の解体後は未整備と地につきましては、建物の解体後は未整備と地につきましては、建物の解体後は未整備と地につきましては、建物の解体後は未整備と

なっておりますが、多くの人々が最後を見送なっておりますが、多くの人々が最後を見送なっておりますが、多くの人々が最後を見送なっておりますが、多くの人々が最後を見送

られた場所でもあることから、緑化整備をすられた場所でもあることから、緑化整備をすられた場所でもあることから、緑化整備をすられた場所でもあることから、緑化整備をす

ることにより亡くなった方々の鎮魂にもつなることにより亡くなった方々の鎮魂にもつなることにより亡くなった方々の鎮魂にもつなることにより亡くなった方々の鎮魂にもつな

がるものと考えております。がるものと考えております。がるものと考えております。がるものと考えております。

整備内容につきましては、基盤切り盛りな整備内容につきましては、基盤切り盛りな整備内容につきましては、基盤切り盛りな整備内容につきましては、基盤切り盛りな

どの敷地造成工及び芝吹きつけの緑化工をそどの敷地造成工及び芝吹きつけの緑化工をそどの敷地造成工及び芝吹きつけの緑化工をそどの敷地造成工及び芝吹きつけの緑化工をそ

れぞれ7,300平方メートル、排水溝170メートれぞれ7,300平方メートル、排水溝170メートれぞれ7,300平方メートル、排水溝170メートれぞれ7,300平方メートル、排水溝170メート

ルなどを行うほか、道道美唄富良野線には誘ルなどを行うほか、道道美唄富良野線には誘ルなどを行うほか、道道美唄富良野線には誘ルなどを行うほか、道道美唄富良野線には誘

導案内板２カ所の整備を予定しているところ導案内板２カ所の整備を予定しているところ導案内板２カ所の整備を予定しているところ導案内板２カ所の整備を予定しているところ

でございます。アルテピアッツァ美唄につきでございます。アルテピアッツァ美唄につきでございます。アルテピアッツァ美唄につきでございます。アルテピアッツァ美唄につき

ましては、今後におきましても多くの方々にましては、今後におきましても多くの方々にましては、今後におきましても多くの方々にましては、今後におきましても多くの方々に
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おいでいただけるものと考えておりますことおいでいただけるものと考えておりますことおいでいただけるものと考えておりますことおいでいただけるものと考えておりますこと

から、財政事情や民活導入による整備手法なから、財政事情や民活導入による整備手法なから、財政事情や民活導入による整備手法なから、財政事情や民活導入による整備手法な

どを十分考慮しながら、素朴で人々の心に感どを十分考慮しながら、素朴で人々の心に感どを十分考慮しながら、素朴で人々の心に感どを十分考慮しながら、素朴で人々の心に感

銘深い共感を与えることのできる空間として銘深い共感を与えることのできる空間として銘深い共感を与えることのできる空間として銘深い共感を与えることのできる空間として

整備に努めてまいります。整備に努めてまいります。整備に努めてまいります。整備に努めてまいります。

なお、入館者数につきましては、平成13年なお、入館者数につきましては、平成13年なお、入館者数につきましては、平成13年なお、入館者数につきましては、平成13年

度7,529人、平成14年度１万3,771人、平成15度7,529人、平成14年度１万3,771人、平成15度7,529人、平成14年度１万3,771人、平成15度7,529人、平成14年度１万3,771人、平成15

年度３万3,221人、平成16年度は２月末で２万年度３万3,221人、平成16年度は２月末で２万年度３万3,221人、平成16年度は２月末で２万年度３万3,221人、平成16年度は２月末で２万

6,019人となっており、市内外の割合は市内の6,019人となっており、市内外の割合は市内の6,019人となっており、市内外の割合は市内の6,019人となっており、市内外の割合は市内の

方が20％、市外の方が80％という状況になっ方が20％、市外の方が80％という状況になっ方が20％、市外の方が80％という状況になっ方が20％、市外の方が80％という状況になっ

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。

●16番本郷幸治君 自席から２点ほど再質問●16番本郷幸治君 自席から２点ほど再質問●16番本郷幸治君 自席から２点ほど再質問●16番本郷幸治君 自席から２点ほど再質問

をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

１点目は、中心市街地活性化についてであ１点目は、中心市街地活性化についてであ１点目は、中心市街地活性化についてであ１点目は、中心市街地活性化についてであ

りますが、これは私過去に２回、３回ほど質りますが、これは私過去に２回、３回ほど質りますが、これは私過去に２回、３回ほど質りますが、これは私過去に２回、３回ほど質

問させていただきました。市長もご承知のと問させていただきました。市長もご承知のと問させていただきました。市長もご承知のと問させていただきました。市長もご承知のと

おり、いま大型店の競合の時代が始まっておおり、いま大型店の競合の時代が始まっておおり、いま大型店の競合の時代が始まっておおり、いま大型店の競合の時代が始まってお

ります。市内はもとより市外周辺におきましります。市内はもとより市外周辺におきましります。市内はもとより市外周辺におきましります。市内はもとより市外周辺におきまし

ても、具体的に自治体の名前挙げますと近隣ても、具体的に自治体の名前挙げますと近隣ても、具体的に自治体の名前挙げますと近隣ても、具体的に自治体の名前挙げますと近隣

の三笠市、岩見沢市に進出しています大型店の三笠市、岩見沢市に進出しています大型店の三笠市、岩見沢市に進出しています大型店の三笠市、岩見沢市に進出しています大型店

の影響は、これは商工会議所が中心になって、の影響は、これは商工会議所が中心になって、の影響は、これは商工会議所が中心になって、の影響は、これは商工会議所が中心になって、

昨年ですか新聞で報道されていましたけれど、昨年ですか新聞で報道されていましたけれど、昨年ですか新聞で報道されていましたけれど、昨年ですか新聞で報道されていましたけれど、

要するに反対ということで。実際に反対とい要するに反対ということで。実際に反対とい要するに反対ということで。実際に反対とい要するに反対ということで。実際に反対とい

ったって、それはなかなか権限のあるものでったって、それはなかなか権限のあるものでったって、それはなかなか権限のあるものでったって、それはなかなか権限のあるもので

はないわけですけれども、いずれにしましてはないわけですけれども、いずれにしましてはないわけですけれども、いずれにしましてはないわけですけれども、いずれにしまして

もこうした状況にあるということで、本市のもこうした状況にあるということで、本市のもこうした状況にあるということで、本市のもこうした状況にあるということで、本市の

商業者にとっては大変深刻な状況下にありま商業者にとっては大変深刻な状況下にありま商業者にとっては大変深刻な状況下にありま商業者にとっては大変深刻な状況下にありま

す。この競争がこれからますます激化して、す。この競争がこれからますます激化して、す。この競争がこれからますます激化して、す。この競争がこれからますます激化して、

仮にもし地元の大型店が撤退するようなこと仮にもし地元の大型店が撤退するようなこと仮にもし地元の大型店が撤退するようなこと仮にもし地元の大型店が撤退するようなこと

が起きましたら、美唄市民の方は一体どこにが起きましたら、美唄市民の方は一体どこにが起きましたら、美唄市民の方は一体どこにが起きましたら、美唄市民の方は一体どこに

買い物に行けばいいんでしょうか。そうなる買い物に行けばいいんでしょうか。そうなる買い物に行けばいいんでしょうか。そうなる買い物に行けばいいんでしょうか。そうなる

と、もはや一商業者の生き残りだけの問題でと、もはや一商業者の生き残りだけの問題でと、もはや一商業者の生き残りだけの問題でと、もはや一商業者の生き残りだけの問題で

はなくて、美唄市全体の大きな社会的な問題はなくて、美唄市全体の大きな社会的な問題はなくて、美唄市全体の大きな社会的な問題はなくて、美唄市全体の大きな社会的な問題

になると思っております。私は、多くの市民になると思っております。私は、多くの市民になると思っております。私は、多くの市民になると思っております。私は、多くの市民

から寄せられる声として、特に高齢者、障害から寄せられる声として、特に高齢者、障害から寄せられる声として、特に高齢者、障害から寄せられる声として、特に高齢者、障害

者の方からですが、冬の除雪のこともありま者の方からですが、冬の除雪のこともありま者の方からですが、冬の除雪のこともありま者の方からですが、冬の除雪のこともありま

す。近くに店があって、病院があって、公共す。近くに店があって、病院があって、公共す。近くに店があって、病院があって、公共す。近くに店があって、病院があって、公共

施設があるところに住みたいとの希望の声を施設があるところに住みたいとの希望の声を施設があるところに住みたいとの希望の声を施設があるところに住みたいとの希望の声を

よく耳にします。そのためにも現在進められよく耳にします。そのためにも現在進められよく耳にします。そのためにも現在進められよく耳にします。そのためにも現在進められ

ていますが、公営住宅の建て替え計画の中にていますが、公営住宅の建て替え計画の中にていますが、公営住宅の建て替え計画の中にていますが、公営住宅の建て替え計画の中に

これからの少子高齢化社会に対応するためにこれからの少子高齢化社会に対応するためにこれからの少子高齢化社会に対応するためにこれからの少子高齢化社会に対応するために

も中心市街地に市営住宅の建設は必要であるも中心市街地に市営住宅の建設は必要であるも中心市街地に市営住宅の建設は必要であるも中心市街地に市営住宅の建設は必要である

と思いますが、まず市長のお考えをお伺いしと思いますが、まず市長のお考えをお伺いしと思いますが、まず市長のお考えをお伺いしと思いますが、まず市長のお考えをお伺いし

ます。ます。ます。ます。

次に、アルテピアッツァ美唄の整備事業に次に、アルテピアッツァ美唄の整備事業に次に、アルテピアッツァ美唄の整備事業に次に、アルテピアッツァ美唄の整備事業に

つきまして、以前よりアルテピアッツァ美唄つきまして、以前よりアルテピアッツァ美唄つきまして、以前よりアルテピアッツァ美唄つきまして、以前よりアルテピアッツァ美唄

の整備事業につきましては多くの市民の方かの整備事業につきましては多くの市民の方かの整備事業につきましては多くの市民の方かの整備事業につきましては多くの市民の方か

ら賛否両論があります。ただいまの答弁で、ら賛否両論があります。ただいまの答弁で、ら賛否両論があります。ただいまの答弁で、ら賛否両論があります。ただいまの答弁で、

現在利用者が年間２万人以上の方が訪れてい現在利用者が年間２万人以上の方が訪れてい現在利用者が年間２万人以上の方が訪れてい現在利用者が年間２万人以上の方が訪れてい

ますが、残念ながら地元美唄市民の利用者はますが、残念ながら地元美唄市民の利用者はますが、残念ながら地元美唄市民の利用者はますが、残念ながら地元美唄市民の利用者は

約20％程度という実態であります。市民から約20％程度という実態であります。市民から約20％程度という実態であります。市民から約20％程度という実態であります。市民から

見ますと、いままでアルテピアッツァ整備事見ますと、いままでアルテピアッツァ整備事見ますと、いままでアルテピアッツァ整備事見ますと、いままでアルテピアッツァ整備事

業に多くの税金を投入してきたわけですから、業に多くの税金を投入してきたわけですから、業に多くの税金を投入してきたわけですから、業に多くの税金を投入してきたわけですから、

もっと多くの市民の皆さん方が利用できるよもっと多くの市民の皆さん方が利用できるよもっと多くの市民の皆さん方が利用できるよもっと多くの市民の皆さん方が利用できるよ

うな付加価値をつけることが大事ではないか。うな付加価値をつけることが大事ではないか。うな付加価値をつけることが大事ではないか。うな付加価値をつけることが大事ではないか。

たとえば年に何回か野外でのイベントをするたとえば年に何回か野外でのイベントをするたとえば年に何回か野外でのイベントをするたとえば年に何回か野外でのイベントをする

とか、そして同時に経済効果が生まれるようとか、そして同時に経済効果が生まれるようとか、そして同時に経済効果が生まれるようとか、そして同時に経済効果が生まれるよう

な仕組みをつくるとか、この点につきましてな仕組みをつくるとか、この点につきましてな仕組みをつくるとか、この点につきましてな仕組みをつくるとか、この点につきまして

教育長はどのようにお考えなのかお尋ねしま教育長はどのようにお考えなのかお尋ねしま教育長はどのようにお考えなのかお尋ねしま教育長はどのようにお考えなのかお尋ねしま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

市街地中心部における公営住宅の建設につ市街地中心部における公営住宅の建設につ市街地中心部における公営住宅の建設につ市街地中心部における公営住宅の建設につ

いてでありますが、まちなかにおける住宅のいてでありますが、まちなかにおける住宅のいてでありますが、まちなかにおける住宅のいてでありますが、まちなかにおける住宅の

供給は、空洞化が進む市街地中心部のにぎわ供給は、空洞化が進む市街地中心部のにぎわ供給は、空洞化が進む市街地中心部のにぎわ供給は、空洞化が進む市街地中心部のにぎわ

いの創出とあわせて少子高齢化に対応した良いの創出とあわせて少子高齢化に対応した良いの創出とあわせて少子高齢化に対応した良いの創出とあわせて少子高齢化に対応した良
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好な居住環境をつくり出すことにより、定住好な居住環境をつくり出すことにより、定住好な居住環境をつくり出すことにより、定住好な居住環境をつくり出すことにより、定住

人口の増加が図られるものと考えております。人口の増加が図られるものと考えております。人口の増加が図られるものと考えております。人口の増加が図られるものと考えております。

公営住宅の整備など今後の計画につきまし公営住宅の整備など今後の計画につきまし公営住宅の整備など今後の計画につきまし公営住宅の整備など今後の計画につきまし

ては、本年度策定をしております「公営住宅ては、本年度策定をしております「公営住宅ては、本年度策定をしております「公営住宅ては、本年度策定をしております「公営住宅

ストック総合活用計画」で従来の直接供給のストック総合活用計画」で従来の直接供給のストック総合活用計画」で従来の直接供給のストック総合活用計画」で従来の直接供給の

ほか、借り上げ公営住宅や高齢者向け優良賃ほか、借り上げ公営住宅や高齢者向け優良賃ほか、借り上げ公営住宅や高齢者向け優良賃ほか、借り上げ公営住宅や高齢者向け優良賃

貸住宅など、公的な資金を活用した民間活力貸住宅など、公的な資金を活用した民間活力貸住宅など、公的な資金を活用した民間活力貸住宅など、公的な資金を活用した民間活力

の導入など、多様な供給方法について検討をの導入など、多様な供給方法について検討をの導入など、多様な供給方法について検討をの導入など、多様な供給方法について検討を

進めてまいりたいと考えております。進めてまいりたいと考えております。進めてまいりたいと考えております。進めてまいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 本郷議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 本郷議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 本郷議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 本郷議員の再質問にお

答え申し上げます。答え申し上げます。答え申し上げます。答え申し上げます。

アルテピアッツァ美唄についてでありますアルテピアッツァ美唄についてでありますアルテピアッツァ美唄についてでありますアルテピアッツァ美唄についてであります

けれども、アルテピアッツァ美唄は全国に美けれども、アルテピアッツァ美唄は全国に美けれども、アルテピアッツァ美唄は全国に美けれども、アルテピアッツァ美唄は全国に美

唄を発信することができる交流文化芸術の拠唄を発信することができる交流文化芸術の拠唄を発信することができる交流文化芸術の拠唄を発信することができる交流文化芸術の拠

点施設でありまして、ただいまご答弁申し上点施設でありまして、ただいまご答弁申し上点施設でありまして、ただいまご答弁申し上点施設でありまして、ただいまご答弁申し上

げましたけれども、道内外からも大変多くのげましたけれども、道内外からも大変多くのげましたけれども、道内外からも大変多くのげましたけれども、道内外からも大変多くの

皆様に来場いただいているところでございま皆様に来場いただいているところでございま皆様に来場いただいているところでございま皆様に来場いただいているところでございま

す。一昨年実は行幸啓ありましたけれども、す。一昨年実は行幸啓ありましたけれども、す。一昨年実は行幸啓ありましたけれども、す。一昨年実は行幸啓ありましたけれども、

あのときに美唄市民の方でも初めておいでにあのときに美唄市民の方でも初めておいでにあのときに美唄市民の方でも初めておいでにあのときに美唄市民の方でも初めておいでに

なった方が結構いらっしゃいました。そんななった方が結構いらっしゃいました。そんななった方が結構いらっしゃいました。そんななった方が結構いらっしゃいました。そんな

ことから、今後におきましては市民の皆さんことから、今後におきましては市民の皆さんことから、今後におきましては市民の皆さんことから、今後におきましては市民の皆さん

もアルテピアッツァ美唄により多くの方が気もアルテピアッツァ美唄により多くの方が気もアルテピアッツァ美唄により多くの方が気もアルテピアッツァ美唄により多くの方が気

軽に足を運んでいただけますように、アルテ軽に足を運んでいただけますように、アルテ軽に足を運んでいただけますように、アルテ軽に足を運んでいただけますように、アルテ

ピアッツァ美唄友の会などの民間団体と協力ピアッツァ美唄友の会などの民間団体と協力ピアッツァ美唄友の会などの民間団体と協力ピアッツァ美唄友の会などの民間団体と協力

してイベントや講演、コンサート等の機会のしてイベントや講演、コンサート等の機会のしてイベントや講演、コンサート等の機会のしてイベントや講演、コンサート等の機会の

提供に取り組んでまいりたいと、このように提供に取り組んでまいりたいと、このように提供に取り組んでまいりたいと、このように提供に取り組んでまいりたいと、このように

考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

５番小関勝教君。５番小関勝教君。５番小関勝教君。５番小関勝教君。

●５番小関勝教君（登壇） 平成17年第１回●５番小関勝教君（登壇） 平成17年第１回●５番小関勝教君（登壇） 平成17年第１回●５番小関勝教君（登壇） 平成17年第１回

市議会定例会に当たり、さきに通告のとおり市議会定例会に当たり、さきに通告のとおり市議会定例会に当たり、さきに通告のとおり市議会定例会に当たり、さきに通告のとおり

大綱３点について市長にお伺いをいたします。大綱３点について市長にお伺いをいたします。大綱３点について市長にお伺いをいたします。大綱３点について市長にお伺いをいたします。

まず、大綱１点目は、農業行政についてでまず、大綱１点目は、農業行政についてでまず、大綱１点目は、農業行政についてでまず、大綱１点目は、農業行政についてで

あります。あります。あります。あります。

１つは、昨年よりスタートした新たな米対１つは、昨年よりスタートした新たな米対１つは、昨年よりスタートした新たな米対１つは、昨年よりスタートした新たな米対

策における補てん制度についてであります。策における補てん制度についてであります。策における補てん制度についてであります。策における補てん制度についてであります。

北海道産米の米価は、過去最低水準近くまで北海道産米の米価は、過去最低水準近くまで北海道産米の米価は、過去最低水準近くまで北海道産米の米価は、過去最低水準近くまで

低迷する中、米改革に伴う補てん金の減少に低迷する中、米改革に伴う補てん金の減少に低迷する中、米改革に伴う補てん金の減少に低迷する中、米改革に伴う補てん金の減少に

米生産地が悲鳴を上げています。こんなとき米生産地が悲鳴を上げています。こんなとき米生産地が悲鳴を上げています。こんなとき米生産地が悲鳴を上げています。こんなとき

にこそ役立ってほしい補てん制度は、全く期にこそ役立ってほしい補てん制度は、全く期にこそ役立ってほしい補てん制度は、全く期にこそ役立ってほしい補てん制度は、全く期

待外れ、低米価でも補てん金が出ない担い手待外れ、低米価でも補てん金が出ない担い手待外れ、低米価でも補てん金が出ない担い手待外れ、低米価でも補てん金が出ない担い手

経営安定対策に生産者の怒りはおさまらない経営安定対策に生産者の怒りはおさまらない経営安定対策に生産者の怒りはおさまらない経営安定対策に生産者の怒りはおさまらない

状況にあります。米改革初年度に早くも明ら状況にあります。米改革初年度に早くも明ら状況にあります。米改革初年度に早くも明ら状況にあります。米改革初年度に早くも明ら

かになった制度のほころびに、いますぐ抜本かになった制度のほころびに、いますぐ抜本かになった制度のほころびに、いますぐ抜本かになった制度のほころびに、いますぐ抜本

的な制度改正をと生産者は切実に訴えていま的な制度改正をと生産者は切実に訴えていま的な制度改正をと生産者は切実に訴えていま的な制度改正をと生産者は切実に訴えていま

す。す。す。す。

２月23日の入札では、きらら397が１俵１万２月23日の入札では、きらら397が１俵１万２月23日の入札では、きらら397が１俵１万２月23日の入札では、きらら397が１俵１万

2,601円、ほしのゆめが１円安の１万2,600円2,601円、ほしのゆめが１円安の１万2,600円2,601円、ほしのゆめが１円安の１万2,600円2,601円、ほしのゆめが１円安の１万2,600円

と、さらなる低米価となり、この米価から米と、さらなる低米価となり、この米価から米と、さらなる低米価となり、この米価から米と、さらなる低米価となり、この米価から米

の販売対策費または流通経費等の手数料を引の販売対策費または流通経費等の手数料を引の販売対策費または流通経費等の手数料を引の販売対策費または流通経費等の手数料を引

くと、農家の手取りは１万円を切る状況になくと、農家の手取りは１万円を切る状況になくと、農家の手取りは１万円を切る状況になくと、農家の手取りは１万円を切る状況にな

り、生産費が１万2,000円から１万3,000円かり、生産費が１万2,000円から１万3,000円かり、生産費が１万2,000円から１万3,000円かり、生産費が１万2,000円から１万3,000円か

かると言われている中、つくるだけ損をしてかると言われている中、つくるだけ損をしてかると言われている中、つくるだけ損をしてかると言われている中、つくるだけ損をして

しまうのではないかという声も出ております。しまうのではないかという声も出ております。しまうのではないかという声も出ております。しまうのではないかという声も出ております。

この現実を考えるときに、美唄市の基幹産業この現実を考えるときに、美唄市の基幹産業この現実を考えるときに、美唄市の基幹産業この現実を考えるときに、美唄市の基幹産業

である農業は米を主体としていますが、これである農業は米を主体としていますが、これである農業は米を主体としていますが、これである農業は米を主体としていますが、これ

からの生産体制は今後どうなるのか心配でなからの生産体制は今後どうなるのか心配でなからの生産体制は今後どうなるのか心配でなからの生産体制は今後どうなるのか心配でな

りません。国の補てん制度には、「担い手経りません。国の補てん制度には、「担い手経りません。国の補てん制度には、「担い手経りません。国の補てん制度には、「担い手経

営安定対策」と「稲作所得基盤確保対策」の営安定対策」と「稲作所得基盤確保対策」の営安定対策」と「稲作所得基盤確保対策」の営安定対策」と「稲作所得基盤確保対策」の

２つがあります。問題なのは担い手経営安定２つがあります。問題なのは担い手経営安定２つがあります。問題なのは担い手経営安定２つがあります。問題なのは担い手経営安定

対策で、この対策は直近３カ年の10アール当対策で、この対策は直近３カ年の10アール当対策で、この対策は直近３カ年の10アール当対策で、この対策は直近３カ年の10アール当

たり稲作収入の平均を基準収入とし、当年度たり稲作収入の平均を基準収入とし、当年度たり稲作収入の平均を基準収入とし、当年度たり稲作収入の平均を基準収入とし、当年度

の収入が基準収入を下回った場合発動されまの収入が基準収入を下回った場合発動されまの収入が基準収入を下回った場合発動されまの収入が基準収入を下回った場合発動されま

す。北海道の米価の場合、補てん発動の基準す。北海道の米価の場合、補てん発動の基準す。北海道の米価の場合、補てん発動の基準す。北海道の米価の場合、補てん発動の基準

となる基準収入水準が低過ぎて、１俵当たりとなる基準収入水準が低過ぎて、１俵当たりとなる基準収入水準が低過ぎて、１俵当たりとなる基準収入水準が低過ぎて、１俵当たり

価格が１万1,000円程度まで下がらなければ補価格が１万1,000円程度まで下がらなければ補価格が１万1,000円程度まで下がらなければ補価格が１万1,000円程度まで下がらなければ補

てんができないのです。セーフティーネットてんができないのです。セーフティーネットてんができないのです。セーフティーネットてんができないのです。セーフティーネット
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としての機能が全く働かず、制度の存在意義としての機能が全く働かず、制度の存在意義としての機能が全く働かず、制度の存在意義としての機能が全く働かず、制度の存在意義

さえ問われても仕方がないのであります。特さえ問われても仕方がないのであります。特さえ問われても仕方がないのであります。特さえ問われても仕方がないのであります。特

に美唄市では、農業関係団体、機関との連携に美唄市では、農業関係団体、機関との連携に美唄市では、農業関係団体、機関との連携に美唄市では、農業関係団体、機関との連携

で、農家へ積極的に担い手になるよう勧め、で、農家へ積極的に担い手になるよう勧め、で、農家へ積極的に担い手になるよう勧め、で、農家へ積極的に担い手になるよう勧め、

農地の集約を図っているところでございます。農地の集約を図っているところでございます。農地の集約を図っているところでございます。農地の集約を図っているところでございます。

国の農政政策も担い手重視の方向性を打ち出国の農政政策も担い手重視の方向性を打ち出国の農政政策も担い手重視の方向性を打ち出国の農政政策も担い手重視の方向性を打ち出

しています。担い手経営安定対策は、このよしています。担い手経営安定対策は、このよしています。担い手経営安定対策は、このよしています。担い手経営安定対策は、このよ

うな事態を招かないための米改革ではなかっうな事態を招かないための米改革ではなかっうな事態を招かないための米改革ではなかっうな事態を招かないための米改革ではなかっ

たのかなと私は思います。美唄市の基幹産業たのかなと私は思います。美唄市の基幹産業たのかなと私は思います。美唄市の基幹産業たのかなと私は思います。美唄市の基幹産業

である米に対し、農業を守るためにも早急にである米に対し、農業を守るためにも早急にである米に対し、農業を守るためにも早急にである米に対し、農業を守るためにも早急に

再生産が可能な制度改正が求められていたと再生産が可能な制度改正が求められていたと再生産が可能な制度改正が求められていたと再生産が可能な制度改正が求められていたと

ころでもあり、国はこれを受け入れたとの情ころでもあり、国はこれを受け入れたとの情ころでもあり、国はこれを受け入れたとの情ころでもあり、国はこれを受け入れたとの情

報もあるようですが、その具体的な内容と今報もあるようですが、その具体的な内容と今報もあるようですが、その具体的な内容と今報もあるようですが、その具体的な内容と今

後の対応について市長にお伺いをいたします。後の対応について市長にお伺いをいたします。後の対応について市長にお伺いをいたします。後の対応について市長にお伺いをいたします。

２つ目に、米の地産地消に向けた食率向上２つ目に、米の地産地消に向けた食率向上２つ目に、米の地産地消に向けた食率向上２つ目に、米の地産地消に向けた食率向上

についてであります。北海道における米の生についてであります。北海道における米の生についてであります。北海道における米の生についてであります。北海道における米の生

産量は、平成16年度約61万トン強、俵数に直産量は、平成16年度約61万トン強、俵数に直産量は、平成16年度約61万トン強、俵数に直産量は、平成16年度約61万トン強、俵数に直

しますと1,037万俵であります。一方、道内のしますと1,037万俵であります。一方、道内のしますと1,037万俵であります。一方、道内のしますと1,037万俵であります。一方、道内の

年間消費量は約37万トン、俵数で629万俵であ年間消費量は約37万トン、俵数で629万俵であ年間消費量は約37万トン、俵数で629万俵であ年間消費量は約37万トン、俵数で629万俵であ

ります。しかし、この消費量もその実態は道ります。しかし、この消費量もその実態は道ります。しかし、この消費量もその実態は道ります。しかし、この消費量もその実態は道

産米が約374万俵、残りの約255万俵は他府県産米が約374万俵、残りの約255万俵は他府県産米が約374万俵、残りの約255万俵は他府県産米が約374万俵、残りの約255万俵は他府県

の米でいま道内が賄われております。このたの米でいま道内が賄われております。このたの米でいま道内が賄われております。このたの米でいま道内が賄われております。このた

め北海道は、府県に向けた道産米、残りの約6め北海道は、府県に向けた道産米、残りの約6め北海道は、府県に向けた道産米、残りの約6め北海道は、府県に向けた道産米、残りの約6

63万俵の販売展開も強化をせざるを得ない状63万俵の販売展開も強化をせざるを得ない状63万俵の販売展開も強化をせざるを得ない状63万俵の販売展開も強化をせざるを得ない状

況にあります。米の全体需給は引き続き減少況にあります。米の全体需給は引き続き減少況にあります。米の全体需給は引き続き減少況にあります。米の全体需給は引き続き減少

しており、逆に府県産米の道内への売り込みしており、逆に府県産米の道内への売り込みしており、逆に府県産米の道内への売り込みしており、逆に府県産米の道内への売り込み

も激化をしている状況にあります。このためも激化をしている状況にあります。このためも激化をしている状況にあります。このためも激化をしている状況にあります。このため

に府県までの流通経費が道内販売よりも余分に府県までの流通経費が道内販売よりも余分に府県までの流通経費が道内販売よりも余分に府県までの流通経費が道内販売よりも余分

にかかり、また販売経費も同様にかかるのでにかかり、また販売経費も同様にかかるのでにかかり、また販売経費も同様にかかるのでにかかり、また販売経費も同様にかかるので

あります。少しでも経費の削減を図るべく、あります。少しでも経費の削減を図るべく、あります。少しでも経費の削減を図るべく、あります。少しでも経費の削減を図るべく、

道内食率を現在よりも20％上げることにより、道内食率を現在よりも20％上げることにより、道内食率を現在よりも20％上げることにより、道内食率を現在よりも20％上げることにより、

生産者の手取りを押し上げることにもつなが生産者の手取りを押し上げることにもつなが生産者の手取りを押し上げることにもつなが生産者の手取りを押し上げることにもつなが

るのではないか、このように思います。るのではないか、このように思います。るのではないか、このように思います。るのではないか、このように思います。

このような事態を踏まえ、道は平成17年度このような事態を踏まえ、道は平成17年度このような事態を踏まえ、道は平成17年度このような事態を踏まえ、道は平成17年度

より道内食率向上推進体制の拡充、強化を図より道内食率向上推進体制の拡充、強化を図より道内食率向上推進体制の拡充、強化を図より道内食率向上推進体制の拡充、強化を図

るべく、道内の水稲作付面積を維持し、安定るべく、道内の水稲作付面積を維持し、安定るべく、道内の水稲作付面積を維持し、安定るべく、道内の水稲作付面積を維持し、安定

的な生産を確保するために、消費の一層の拡的な生産を確保するために、消費の一層の拡的な生産を確保するために、消費の一層の拡的な生産を確保するために、消費の一層の拡

大が重要であり、特に道内における道産米の大が重要であり、特に道内における道産米の大が重要であり、特に道内における道産米の大が重要であり、特に道内における道産米の

販売拡大、食率向上が緊急の課題だと言って販売拡大、食率向上が緊急の課題だと言って販売拡大、食率向上が緊急の課題だと言って販売拡大、食率向上が緊急の課題だと言って

おります。いままで道内の食率は、平成３年おります。いままで道内の食率は、平成３年おります。いままで道内の食率は、平成３年おります。いままで道内の食率は、平成３年

にきらら397がデビューしたときの55％を記録にきらら397がデビューしたときの55％を記録にきらら397がデビューしたときの55％を記録にきらら397がデビューしたときの55％を記録

いたしましたが、平成８年には37％まで下落いたしましたが、平成８年には37％まで下落いたしましたが、平成８年には37％まで下落いたしましたが、平成８年には37％まで下落

をし、その後平成10年にはきらら397、そしてをし、その後平成10年にはきらら397、そしてをし、その後平成10年にはきらら397、そしてをし、その後平成10年にはきらら397、そして

ほしのゆめの食味値がＡランクへ格上げとなほしのゆめの食味値がＡランクへ格上げとなほしのゆめの食味値がＡランクへ格上げとなほしのゆめの食味値がＡランクへ格上げとな

り、これを追い風に平成13年度で60％まで上り、これを追い風に平成13年度で60％まで上り、これを追い風に平成13年度で60％まで上り、これを追い風に平成13年度で60％まで上

昇いたしました。しかし、これ以降今日まで昇いたしました。しかし、これ以降今日まで昇いたしました。しかし、これ以降今日まで昇いたしました。しかし、これ以降今日まで

は横ばい傾向にあります。さきにも言いましは横ばい傾向にあります。さきにも言いましは横ばい傾向にあります。さきにも言いましは横ばい傾向にあります。さきにも言いまし

たが、道内食率を上げることは当然生産者所たが、道内食率を上げることは当然生産者所たが、道内食率を上げることは当然生産者所たが、道内食率を上げることは当然生産者所

得の向上にもつながることでございます。美得の向上にもつながることでございます。美得の向上にもつながることでございます。美得の向上にもつながることでございます。美

唄市も基幹産業の農業を守るべく、食率向上唄市も基幹産業の農業を守るべく、食率向上唄市も基幹産業の農業を守るべく、食率向上唄市も基幹産業の農業を守るべく、食率向上

に向けた方策、対策を図る必要があると考えに向けた方策、対策を図る必要があると考えに向けた方策、対策を図る必要があると考えに向けた方策、対策を図る必要があると考え

ますが、現在美唄市内における地場産米の消ますが、現在美唄市内における地場産米の消ますが、現在美唄市内における地場産米の消ますが、現在美唄市内における地場産米の消

費状況と道が示している食率80％の目標に対費状況と道が示している食率80％の目標に対費状況と道が示している食率80％の目標に対費状況と道が示している食率80％の目標に対

する美唄市内における今後の販売対策、またする美唄市内における今後の販売対策、またする美唄市内における今後の販売対策、またする美唄市内における今後の販売対策、また

実効ある消費拡大となるような実践活動をど実効ある消費拡大となるような実践活動をど実効ある消費拡大となるような実践活動をど実効ある消費拡大となるような実践活動をど

のように展開していくべきか、市長の考え方のように展開していくべきか、市長の考え方のように展開していくべきか、市長の考え方のように展開していくべきか、市長の考え方

をお聞きいたしたいと思います。をお聞きいたしたいと思います。をお聞きいたしたいと思います。をお聞きいたしたいと思います。

大綱２点目は、税務行政についてでありま大綱２点目は、税務行政についてでありま大綱２点目は、税務行政についてでありま大綱２点目は、税務行政についてでありま

す。国は、いま財政再建に向け、三位一体のす。国は、いま財政再建に向け、三位一体のす。国は、いま財政再建に向け、三位一体のす。国は、いま財政再建に向け、三位一体の

もとに各種助成金の削減等や地方交付税の減もとに各種助成金の削減等や地方交付税の減もとに各種助成金の削減等や地方交付税の減もとに各種助成金の削減等や地方交付税の減

額を図っていこうとしています。額を図っていこうとしています。額を図っていこうとしています。額を図っていこうとしています。

また、道も道政難から財政調整基金の取りまた、道も道政難から財政調整基金の取りまた、道も道政難から財政調整基金の取りまた、道も道政難から財政調整基金の取り

崩しをし、総額で２兆9,306億円の新年度の一崩しをし、総額で２兆9,306億円の新年度の一崩しをし、総額で２兆9,306億円の新年度の一崩しをし、総額で２兆9,306億円の新年度の一

般会計予算を組むものの、赤字再建団体に転般会計予算を組むものの、赤字再建団体に転般会計予算を組むものの、赤字再建団体に転般会計予算を組むものの、赤字再建団体に転

落が現実味を帯びるほど悪化をしております。落が現実味を帯びるほど悪化をしております。落が現実味を帯びるほど悪化をしております。落が現実味を帯びるほど悪化をしております。

このような状況下で、美唄市も平成17年度のこのような状況下で、美唄市も平成17年度のこのような状況下で、美唄市も平成17年度のこのような状況下で、美唄市も平成17年度の

予算が厳しい中で行政執行を行わなければな予算が厳しい中で行政執行を行わなければな予算が厳しい中で行政執行を行わなければな予算が厳しい中で行政執行を行わなければな

らない現状にあるというふうに思います。新らない現状にあるというふうに思います。新らない現状にあるというふうに思います。新らない現状にあるというふうに思います。新
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年度の一般会計は171億3,000万円で、前年比年度の一般会計は171億3,000万円で、前年比年度の一般会計は171億3,000万円で、前年比年度の一般会計は171億3,000万円で、前年比

から見ますと約２億8,300万円の減であります。から見ますと約２億8,300万円の減であります。から見ますと約２億8,300万円の減であります。から見ますと約２億8,300万円の減であります。

市民への行政サービス低下を最小限にとめて市民への行政サービス低下を最小限にとめて市民への行政サービス低下を最小限にとめて市民への行政サービス低下を最小限にとめて

も執行には大変努力が必要だと思います。こも執行には大変努力が必要だと思います。こも執行には大変努力が必要だと思います。こも執行には大変努力が必要だと思います。こ

の現状をしっかりと市民の方々にも理解を求の現状をしっかりと市民の方々にも理解を求の現状をしっかりと市民の方々にも理解を求の現状をしっかりと市民の方々にも理解を求

めつつ、ともにこの難局を乗り切らなければ、めつつ、ともにこの難局を乗り切らなければ、めつつ、ともにこの難局を乗り切らなければ、めつつ、ともにこの難局を乗り切らなければ、

本当の自立の道は開けないと考えます。本当の自立の道は開けないと考えます。本当の自立の道は開けないと考えます。本当の自立の道は開けないと考えます。

一方、市の財政難の１つに、私は市税や国一方、市の財政難の１つに、私は市税や国一方、市の財政難の１つに、私は市税や国一方、市の財政難の１つに、私は市税や国

保税、また水道料金等の使用料、手数料など保税、また水道料金等の使用料、手数料など保税、また水道料金等の使用料、手数料など保税、また水道料金等の使用料、手数料など

の未納、滞納が要因ではないかというふうにの未納、滞納が要因ではないかというふうにの未納、滞納が要因ではないかというふうにの未納、滞納が要因ではないかというふうに

思います。私は、平成15年９月の平成14年度思います。私は、平成15年９月の平成14年度思います。私は、平成15年９月の平成14年度思います。私は、平成15年９月の平成14年度

決算審査特別委員会において、未納、滞納額決算審査特別委員会において、未納、滞納額決算審査特別委員会において、未納、滞納額決算審査特別委員会において、未納、滞納額

について質問しており、理事者側からは約７について質問しており、理事者側からは約７について質問しており、理事者側からは約７について質問しており、理事者側からは約７

億6,000万円の滞納額があるという答弁をいた億6,000万円の滞納額があるという答弁をいた億6,000万円の滞納額があるという答弁をいた億6,000万円の滞納額があるという答弁をいた

だきました。この金額を聞いてびっくりを通だきました。この金額を聞いてびっくりを通だきました。この金額を聞いてびっくりを通だきました。この金額を聞いてびっくりを通

り越して唖然としたことをいまでも覚えており越して唖然としたことをいまでも覚えており越して唖然としたことをいまでも覚えており越して唖然としたことをいまでも覚えてお

ります。この折に今後の収納対策はどうするります。この折に今後の収納対策はどうするります。この折に今後の収納対策はどうするります。この折に今後の収納対策はどうする

のかあわせて聞きました。期間を定めて職員のかあわせて聞きました。期間を定めて職員のかあわせて聞きました。期間を定めて職員のかあわせて聞きました。期間を定めて職員

が各戸を訪問して収納に努める、こういう答が各戸を訪問して収納に努める、こういう答が各戸を訪問して収納に努める、こういう答が各戸を訪問して収納に努める、こういう答

えでもあります。えでもあります。えでもあります。えでもあります。

また、滞納の時効期間はあるかというお聞また、滞納の時効期間はあるかというお聞また、滞納の時効期間はあるかというお聞また、滞納の時効期間はあるかというお聞

きをしたところ、５カ年を経過したものは不きをしたところ、５カ年を経過したものは不きをしたところ、５カ年を経過したものは不きをしたところ、５カ年を経過したものは不

納欠損扱いになる。すなわち、滞納税を払わ納欠損扱いになる。すなわち、滞納税を払わ納欠損扱いになる。すなわち、滞納税を払わ納欠損扱いになる。すなわち、滞納税を払わ

なくて、それでよいというふうな答えでもあなくて、それでよいというふうな答えでもあなくて、それでよいというふうな答えでもあなくて、それでよいというふうな答えでもあ

りました。これでは、経済的に苦しくてもきりました。これでは、経済的に苦しくてもきりました。これでは、経済的に苦しくてもきりました。これでは、経済的に苦しくてもき

ちっと納付を続けている市民の方々は不満をちっと納付を続けている市民の方々は不満をちっと納付を続けている市民の方々は不満をちっと納付を続けている市民の方々は不満を

抱かざるを得ないのではないでしょうか。私抱かざるを得ないのではないでしょうか。私抱かざるを得ないのではないでしょうか。私抱かざるを得ないのではないでしょうか。私

は、まず不納欠損に及ぶ前の収納体制を早急は、まず不納欠損に及ぶ前の収納体制を早急は、まず不納欠損に及ぶ前の収納体制を早急は、まず不納欠損に及ぶ前の収納体制を早急

に講ずるべきと考えますが、市長のお考えをに講ずるべきと考えますが、市長のお考えをに講ずるべきと考えますが、市長のお考えをに講ずるべきと考えますが、市長のお考えを

お伺いしたいと思います。お伺いしたいと思います。お伺いしたいと思います。お伺いしたいと思います。

また、私は市として税の公平性を示す必要また、私は市として税の公平性を示す必要また、私は市として税の公平性を示す必要また、私は市として税の公平性を示す必要

があると思います。特に悪質な滞納者の氏名があると思います。特に悪質な滞納者の氏名があると思います。特に悪質な滞納者の氏名があると思います。特に悪質な滞納者の氏名

を公表する等の条例を制定してはと思っておを公表する等の条例を制定してはと思っておを公表する等の条例を制定してはと思っておを公表する等の条例を制定してはと思ってお

ります。すでに道外では、神奈川県小田原市ります。すでに道外では、神奈川県小田原市ります。すでに道外では、神奈川県小田原市ります。すでに道外では、神奈川県小田原市

で平成12年に施行が行われ、これらを含めてで平成12年に施行が行われ、これらを含めてで平成12年に施行が行われ、これらを含めてで平成12年に施行が行われ、これらを含めて

２市２町で施行されております。道内では、２市２町で施行されております。道内では、２市２町で施行されております。道内では、２市２町で施行されております。道内では、

芦別市がこの17年度施行される見通しと聞い芦別市がこの17年度施行される見通しと聞い芦別市がこの17年度施行される見通しと聞い芦別市がこの17年度施行される見通しと聞い

ております。ほかに夕張市、羅臼町でも同様ております。ほかに夕張市、羅臼町でも同様ております。ほかに夕張市、羅臼町でも同様ております。ほかに夕張市、羅臼町でも同様

の条例制定に向けて動きがあると聞いておりの条例制定に向けて動きがあると聞いておりの条例制定に向けて動きがあると聞いておりの条例制定に向けて動きがあると聞いており

ます。美唄市においても今後の収納率向上にます。美唄市においても今後の収納率向上にます。美唄市においても今後の収納率向上にます。美唄市においても今後の収納率向上に

向けた対策として、また市民の税の公平性を向けた対策として、また市民の税の公平性を向けた対策として、また市民の税の公平性を向けた対策として、また市民の税の公平性を

確保するためにも市税等の特定の滞納者に対確保するためにも市税等の特定の滞納者に対確保するためにも市税等の特定の滞納者に対確保するためにも市税等の特定の滞納者に対

する特別措置に関する条例制定に向けての検する特別措置に関する条例制定に向けての検する特別措置に関する条例制定に向けての検する特別措置に関する条例制定に向けての検

討をすべきだと私は考えますから、不納欠損討をすべきだと私は考えますから、不納欠損討をすべきだと私は考えますから、不納欠損討をすべきだと私は考えますから、不納欠損

対策とあわせて市長の見解をお聞きしたいと対策とあわせて市長の見解をお聞きしたいと対策とあわせて市長の見解をお聞きしたいと対策とあわせて市長の見解をお聞きしたいと

思います。思います。思います。思います。

大綱３点目は、環境行政、特にごみ処分場大綱３点目は、環境行政、特にごみ処分場大綱３点目は、環境行政、特にごみ処分場大綱３点目は、環境行政、特にごみ処分場

についてであります。平成14年12月まで南美についてであります。平成14年12月まで南美についてであります。平成14年12月まで南美についてであります。平成14年12月まで南美

唄地区において可燃ごみは焼却処理、不燃ご唄地区において可燃ごみは焼却処理、不燃ご唄地区において可燃ごみは焼却処理、不燃ご唄地区において可燃ごみは焼却処理、不燃ご

みは埋め立て処理を行ってきていました。焼みは埋め立て処理を行ってきていました。焼みは埋め立て処理を行ってきていました。焼みは埋め立て処理を行ってきていました。焼

却処理については、ダイオキシン問題等で処却処理については、ダイオキシン問題等で処却処理については、ダイオキシン問題等で処却処理については、ダイオキシン問題等で処

理ができなくなり、現在計画を進めている茶理ができなくなり、現在計画を進めている茶理ができなくなり、現在計画を進めている茶理ができなくなり、現在計画を進めている茶

志内地区での最終処分場へのごみ処理を行う志内地区での最終処分場へのごみ処理を行う志内地区での最終処分場へのごみ処理を行う志内地区での最終処分場へのごみ処理を行う

こととしていると思っております。この茶志こととしていると思っております。この茶志こととしていると思っております。この茶志こととしていると思っております。この茶志

内地区の最終処分場につきましては、供用開内地区の最終処分場につきましては、供用開内地区の最終処分場につきましては、供用開内地区の最終処分場につきましては、供用開

始が平成19年から平成33年の15カ年で処理す始が平成19年から平成33年の15カ年で処理す始が平成19年から平成33年の15カ年で処理す始が平成19年から平成33年の15カ年で処理す

るというふうにされておりますが、当然平成1るというふうにされておりますが、当然平成1るというふうにされておりますが、当然平成1るというふうにされておりますが、当然平成1

9年供用開始に向けては、本年から工事に着手9年供用開始に向けては、本年から工事に着手9年供用開始に向けては、本年から工事に着手9年供用開始に向けては、本年から工事に着手

するわけです。この工事着手する前の茶志内するわけです。この工事着手する前の茶志内するわけです。この工事着手する前の茶志内するわけです。この工事着手する前の茶志内

地区における地域住民の方々とのコンセンサ地区における地域住民の方々とのコンセンサ地区における地域住民の方々とのコンセンサ地区における地域住民の方々とのコンセンサ

スを終えているのかどうか、まずお聞きをいスを終えているのかどうか、まずお聞きをいスを終えているのかどうか、まずお聞きをいスを終えているのかどうか、まずお聞きをい

たします。たします。たします。たします。

一方、平成10年９月10日に岩見沢、美唄、一方、平成10年９月10日に岩見沢、美唄、一方、平成10年９月10日に岩見沢、美唄、一方、平成10年９月10日に岩見沢、美唄、

三笠、夕張、栗沢、月形、北村の４市２町１三笠、夕張、栗沢、月形、北村の４市２町１三笠、夕張、栗沢、月形、北村の４市２町１三笠、夕張、栗沢、月形、北村の４市２町１

村で「南空知地域ごみ処理広域化検討協議村で「南空知地域ごみ処理広域化検討協議村で「南空知地域ごみ処理広域化検討協議村で「南空知地域ごみ処理広域化検討協議

会」が設立され、可燃ごみ処理の広域化に向会」が設立され、可燃ごみ処理の広域化に向会」が設立され、可燃ごみ処理の広域化に向会」が設立され、可燃ごみ処理の広域化に向

けた検討を進めてきていると聞いております。けた検討を進めてきていると聞いております。けた検討を進めてきていると聞いております。けた検討を進めてきていると聞いております。

この経過と今後の見通し等、どの程度まで協この経過と今後の見通し等、どの程度まで協この経過と今後の見通し等、どの程度まで協この経過と今後の見通し等、どの程度まで協
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議が進められているのか、また茶志内に計画議が進められているのか、また茶志内に計画議が進められているのか、また茶志内に計画議が進められているのか、また茶志内に計画

をしている最終処分場での可燃ごみ等の取りをしている最終処分場での可燃ごみ等の取りをしている最終処分場での可燃ごみ等の取りをしている最終処分場での可燃ごみ等の取り

扱いがどうなるのか、これらの対比について扱いがどうなるのか、これらの対比について扱いがどうなるのか、これらの対比について扱いがどうなるのか、これらの対比について

市長にお聞きをいたします。市長にお聞きをいたします。市長にお聞きをいたします。市長にお聞きをいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 小関議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 小関議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 小関議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 小関議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、農業行政について、担い手経営安初めに、農業行政について、担い手経営安初めに、農業行政について、担い手経営安初めに、農業行政について、担い手経営安

定対策等についてでありますが、平成16年産定対策等についてでありますが、平成16年産定対策等についてでありますが、平成16年産定対策等についてでありますが、平成16年産

米の現状を踏まえ、道などが中心となり国へ米の現状を踏まえ、道などが中心となり国へ米の現状を踏まえ、道などが中心となり国へ米の現状を踏まえ、道などが中心となり国へ

要望してきた「稲作所得基盤確保対策制度」要望してきた「稲作所得基盤確保対策制度」要望してきた「稲作所得基盤確保対策制度」要望してきた「稲作所得基盤確保対策制度」

及び「担い手経営安定対策制度」の見直しに及び「担い手経営安定対策制度」の見直しに及び「担い手経営安定対策制度」の見直しに及び「担い手経営安定対策制度」の見直しに

ついては、全国の作況指数に比べて10ポインついては、全国の作況指数に比べて10ポインついては、全国の作況指数に比べて10ポインついては、全国の作況指数に比べて10ポイン

ト以上乖離した異常年が２年以上ある場合にト以上乖離した異常年が２年以上ある場合にト以上乖離した異常年が２年以上ある場合にト以上乖離した異常年が２年以上ある場合に

は、17年産米の基準価格及び基準収入の算定は、17年産米の基準価格及び基準収入の算定は、17年産米の基準価格及び基準収入の算定は、17年産米の基準価格及び基準収入の算定

について異常年を除く直近３年平均とするこについて異常年を除く直近３年平均とするこについて異常年を除く直近３年平均とするこについて異常年を除く直近３年平均とするこ

とができるとした特例措置の方針が先般国かとができるとした特例措置の方針が先般国かとができるとした特例措置の方針が先般国かとができるとした特例措置の方針が先般国か

ら示されたところであり、このことは関係機ら示されたところであり、このことは関係機ら示されたところであり、このことは関係機ら示されたところであり、このことは関係機

関、団体を挙げて要望してきていた成果であ関、団体を挙げて要望してきていた成果であ関、団体を挙げて要望してきていた成果であ関、団体を挙げて要望してきていた成果であ

ると考えております。今後は、「北海道水田ると考えております。今後は、「北海道水田ると考えております。今後は、「北海道水田ると考えております。今後は、「北海道水田

農業推進協議会」が「稲作所得基盤確保対農業推進協議会」が「稲作所得基盤確保対農業推進協議会」が「稲作所得基盤確保対農業推進協議会」が「稲作所得基盤確保対

策」及び「担い手経営安定対策」の実施方針策」及び「担い手経営安定対策」の実施方針策」及び「担い手経営安定対策」の実施方針策」及び「担い手経営安定対策」の実施方針

の変更を国に申請し、承認を受けると聞いての変更を国に申請し、承認を受けると聞いての変更を国に申請し、承認を受けると聞いての変更を国に申請し、承認を受けると聞いて

おりますので、変更内容につきまして生産者おりますので、変更内容につきまして生産者おりますので、変更内容につきまして生産者おりますので、変更内容につきまして生産者

に伝えてまいりたいと考えております。に伝えてまいりたいと考えております。に伝えてまいりたいと考えております。に伝えてまいりたいと考えております。

次に、米の食率向上対策についてでありま次に、米の食率向上対策についてでありま次に、米の食率向上対策についてでありま次に、米の食率向上対策についてでありま

すが、道は本年１月25日に「北海道米食率向すが、道は本年１月25日に「北海道米食率向すが、道は本年１月25日に「北海道米食率向すが、道は本年１月25日に「北海道米食率向

上戦略会議」を設立し、道内における道産米上戦略会議」を設立し、道内における道産米上戦略会議」を設立し、道内における道産米上戦略会議」を設立し、道内における道産米

の消費拡大に取り組み、平成22年度までに道の消費拡大に取り組み、平成22年度までに道の消費拡大に取り組み、平成22年度までに道の消費拡大に取り組み、平成22年度までに道

産米の道内食率を主産県並みの80％に引き上産米の道内食率を主産県並みの80％に引き上産米の道内食率を主産県並みの80％に引き上産米の道内食率を主産県並みの80％に引き上

げることとしております。げることとしております。げることとしております。げることとしております。

本市におきましては、これまでも美唄産米本市におきましては、これまでも美唄産米本市におきましては、これまでも美唄産米本市におきましては、これまでも美唄産米

の消費や販路の拡大を図るため、ハーブによの消費や販路の拡大を図るため、ハーブによの消費や販路の拡大を図るため、ハーブによの消費や販路の拡大を図るため、ハーブによ

る減農薬栽培や「北のクリーン農産物表示制る減農薬栽培や「北のクリーン農産物表示制る減農薬栽培や「北のクリーン農産物表示制る減農薬栽培や「北のクリーン農産物表示制

度」への登録促進、学校給食や市の施設の利度」への登録促進、学校給食や市の施設の利度」への登録促進、学校給食や市の施設の利度」への登録促進、学校給食や市の施設の利

用拡大、さらには各種イベントを活用したＰ用拡大、さらには各種イベントを活用したＰ用拡大、さらには各種イベントを活用したＰ用拡大、さらには各種イベントを活用したＰ

Ｒなどに努めてきたところでございます。Ｒなどに努めてきたところでございます。Ｒなどに努めてきたところでございます。Ｒなどに努めてきたところでございます。

また、美唄産米の消費動向は、平成15年にまた、美唄産米の消費動向は、平成15年にまた、美唄産米の消費動向は、平成15年にまた、美唄産米の消費動向は、平成15年に

「農業フォーラム実行委員会」が実施した市「農業フォーラム実行委員会」が実施した市「農業フォーラム実行委員会」が実施した市「農業フォーラム実行委員会」が実施した市

民アンケートの結果によりますと、道産米の民アンケートの結果によりますと、道産米の民アンケートの結果によりますと、道産米の民アンケートの結果によりますと、道産米の

消費割合は80％、また美唄産米の消費割合は6消費割合は80％、また美唄産米の消費割合は6消費割合は80％、また美唄産米の消費割合は6消費割合は80％、また美唄産米の消費割合は6

6％と比較的高い状況にあります。6％と比較的高い状況にあります。6％と比較的高い状況にあります。6％と比較的高い状況にあります。

こうした状況にはありますが、本市の農業こうした状況にはありますが、本市の農業こうした状況にはありますが、本市の農業こうした状況にはありますが、本市の農業

が米を基幹に今後とも持続的に発展していくが米を基幹に今後とも持続的に発展していくが米を基幹に今後とも持続的に発展していくが米を基幹に今後とも持続的に発展していく

ためには、市民の協力のもとに地産地消の取ためには、市民の協力のもとに地産地消の取ためには、市民の協力のもとに地産地消の取ためには、市民の協力のもとに地産地消の取

り組みなどを通じて米の消費拡大をさらに図り組みなどを通じて米の消費拡大をさらに図り組みなどを通じて米の消費拡大をさらに図り組みなどを通じて米の消費拡大をさらに図

っていくことが必要であると考えております。っていくことが必要であると考えております。っていくことが必要であると考えております。っていくことが必要であると考えております。

このため、今後は農業団体や商工団体などこのため、今後は農業団体や商工団体などこのため、今後は農業団体や商工団体などこのため、今後は農業団体や商工団体など

と連携して、飲食店などにおける農産物の利と連携して、飲食店などにおける農産物の利と連携して、飲食店などにおける農産物の利と連携して、飲食店などにおける農産物の利

用実態調査を行い、美唄農産物の消費や販路用実態調査を行い、美唄農産物の消費や販路用実態調査を行い、美唄農産物の消費や販路用実態調査を行い、美唄農産物の消費や販路

の拡大にいかしてまいりたいと考えておりまの拡大にいかしてまいりたいと考えておりまの拡大にいかしてまいりたいと考えておりまの拡大にいかしてまいりたいと考えておりま

す。す。す。す。

次に、収納対策や不納欠損についてであり次に、収納対策や不納欠損についてであり次に、収納対策や不納欠損についてであり次に、収納対策や不納欠損についてであり

ますが、これまで全庁的に管理職を動員したますが、これまで全庁的に管理職を動員したますが、これまで全庁的に管理職を動員したますが、これまで全庁的に管理職を動員した

市税等収納特別対策本部や市税等収納推進対市税等収納特別対策本部や市税等収納推進対市税等収納特別対策本部や市税等収納推進対市税等収納特別対策本部や市税等収納推進対

策本部のもと、滞納整理強調月間や強化週間策本部のもと、滞納整理強調月間や強化週間策本部のもと、滞納整理強調月間や強化週間策本部のもと、滞納整理強調月間や強化週間

を実施し、滞納整理に取り組んできたところを実施し、滞納整理に取り組んできたところを実施し、滞納整理に取り組んできたところを実施し、滞納整理に取り組んできたところ

であります。であります。であります。であります。

今後におきましても一層の収納体制の強化今後におきましても一層の収納体制の強化今後におきましても一層の収納体制の強化今後におきましても一層の収納体制の強化

を図るとともに、高額滞納者等に対しては法を図るとともに、高額滞納者等に対しては法を図るとともに、高額滞納者等に対しては法を図るとともに、高額滞納者等に対しては法

的処分を前提にした滞納処分を実施するなど、的処分を前提にした滞納処分を実施するなど、的処分を前提にした滞納処分を実施するなど、的処分を前提にした滞納処分を実施するなど、

収納率の向上を図ってまいりたいと考えてお収納率の向上を図ってまいりたいと考えてお収納率の向上を図ってまいりたいと考えてお収納率の向上を図ってまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

また、不納欠損につきましては、納税折衝また、不納欠損につきましては、納税折衝また、不納欠損につきましては、納税折衝また、不納欠損につきましては、納税折衝

の強化や滞納処分の早期着手に努めるなど、の強化や滞納処分の早期着手に努めるなど、の強化や滞納処分の早期着手に努めるなど、の強化や滞納処分の早期着手に努めるなど、

不納欠損額の解消に努めてまいりたいと考え不納欠損額の解消に努めてまいりたいと考え不納欠損額の解消に努めてまいりたいと考え不納欠損額の解消に努めてまいりたいと考え

ております。ております。ております。ております。

次に、特例措置に関する条例の制定につい次に、特例措置に関する条例の制定につい次に、特例措置に関する条例の制定につい次に、特例措置に関する条例の制定につい
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てでありますが、空知管内におきましても収てでありますが、空知管内におきましても収てでありますが、空知管内におきましても収てでありますが、空知管内におきましても収

納率の向上に向け、滞納者に対し行政サービ納率の向上に向け、滞納者に対し行政サービ納率の向上に向け、滞納者に対し行政サービ納率の向上に向け、滞納者に対し行政サービ

スの制限や氏名公表を盛り込んだ条例を制定スの制限や氏名公表を盛り込んだ条例を制定スの制限や氏名公表を盛り込んだ条例を制定スの制限や氏名公表を盛り込んだ条例を制定

している自治体もあります。している自治体もあります。している自治体もあります。している自治体もあります。

本市におきましても収納率が年々低下して本市におきましても収納率が年々低下して本市におきましても収納率が年々低下して本市におきましても収納率が年々低下して

きている状況にあることから、収納率向上対きている状況にあることから、収納率向上対きている状況にあることから、収納率向上対きている状況にあることから、収納率向上対

策は大変重要な課題であり、税の負担の公平策は大変重要な課題であり、税の負担の公平策は大変重要な課題であり、税の負担の公平策は大変重要な課題であり、税の負担の公平

を図る観点からも滞納処分の強化や行政サーを図る観点からも滞納処分の強化や行政サーを図る観点からも滞納処分の強化や行政サーを図る観点からも滞納処分の強化や行政サー

ビスの制限の検討など、滞納対策を講じていビスの制限の検討など、滞納対策を講じていビスの制限の検討など、滞納対策を講じていビスの制限の検討など、滞納対策を講じてい

くこととしております。くこととしております。くこととしております。くこととしております。

なお、氏名公表については、慎重に対応しなお、氏名公表については、慎重に対応しなお、氏名公表については、慎重に対応しなお、氏名公表については、慎重に対応し

なければならないものと考えております。なければならないものと考えております。なければならないものと考えております。なければならないものと考えております。

次に、最終処分場整備に伴う住民合意につ次に、最終処分場整備に伴う住民合意につ次に、最終処分場整備に伴う住民合意につ次に、最終処分場整備に伴う住民合意につ

いてでありますが、最終処分場の処理水の放いてでありますが、最終処分場の処理水の放いてでありますが、最終処分場の処理水の放いてでありますが、最終処分場の処理水の放

流河川から農業用水を取水されている聖化溜流河川から農業用水を取水されている聖化溜流河川から農業用水を取水されている聖化溜流河川から農業用水を取水されている聖化溜

池支線組合とは本年２月に協定書を取り交わ池支線組合とは本年２月に協定書を取り交わ池支線組合とは本年２月に協定書を取り交わ池支線組合とは本年２月に協定書を取り交わ

したところでございます。現在は、茶志内５したところでございます。現在は、茶志内５したところでございます。現在は、茶志内５したところでございます。現在は、茶志内５

連合協議会との一定の理解を得ておりますが、連合協議会との一定の理解を得ておりますが、連合協議会との一定の理解を得ておりますが、連合協議会との一定の理解を得ておりますが、

今後合意に向け調整して、早い時期に地域住今後合意に向け調整して、早い時期に地域住今後合意に向け調整して、早い時期に地域住今後合意に向け調整して、早い時期に地域住

民のご理解を得て工事に着手したいと考えて民のご理解を得て工事に着手したいと考えて民のご理解を得て工事に着手したいと考えて民のご理解を得て工事に着手したいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、「南空知地域ごみ処理広域化検討協次に、「南空知地域ごみ処理広域化検討協次に、「南空知地域ごみ処理広域化検討協次に、「南空知地域ごみ処理広域化検討協

議会」についてでありますが、昨年１月に生議会」についてでありますが、昨年１月に生議会」についてでありますが、昨年１月に生議会」についてでありますが、昨年１月に生

ごみを含めた可燃ごみの広域処理を平成24年ごみを含めた可燃ごみの広域処理を平成24年ごみを含めた可燃ごみの広域処理を平成24年ごみを含めた可燃ごみの広域処理を平成24年

度から行うことといたしました。本年度は、度から行うことといたしました。本年度は、度から行うことといたしました。本年度は、度から行うことといたしました。本年度は、

施設整備に向けてのタイムスケジュールや施施設整備に向けてのタイムスケジュールや施施設整備に向けてのタイムスケジュールや施施設整備に向けてのタイムスケジュールや施

設の設置場所などについての検討を行ってお設の設置場所などについての検討を行ってお設の設置場所などについての検討を行ってお設の設置場所などについての検討を行ってお

り、今後は各候補地のメリット、デメリットり、今後は各候補地のメリット、デメリットり、今後は各候補地のメリット、デメリットり、今後は各候補地のメリット、デメリット

等を検討した上で数カ所を選定することとし等を検討した上で数カ所を選定することとし等を検討した上で数カ所を選定することとし等を検討した上で数カ所を選定することとし

ております。ております。ております。ております。

なお、茶志内地区での可燃ごみの処理は平なお、茶志内地区での可燃ごみの処理は平なお、茶志内地区での可燃ごみの処理は平なお、茶志内地区での可燃ごみの処理は平

成19年度から平成23年度まで暫定的に処理し、成19年度から平成23年度まで暫定的に処理し、成19年度から平成23年度まで暫定的に処理し、成19年度から平成23年度まで暫定的に処理し、

平成24年度からは広域処理施設で処理するこ平成24年度からは広域処理施設で処理するこ平成24年度からは広域処理施設で処理するこ平成24年度からは広域処理施設で処理するこ

ととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

●議長中西勇夫君 ５番小関勝教君。●議長中西勇夫君 ５番小関勝教君。●議長中西勇夫君 ５番小関勝教君。●議長中西勇夫君 ５番小関勝教君。

●５番小関勝教君 自席から２点ほどお伺い●５番小関勝教君 自席から２点ほどお伺い●５番小関勝教君 自席から２点ほどお伺い●５番小関勝教君 自席から２点ほどお伺い

いたしたいと思います。いたしたいと思います。いたしたいと思います。いたしたいと思います。

環境行政、ごみ処分の関係ですけれども、環境行政、ごみ処分の関係ですけれども、環境行政、ごみ処分の関係ですけれども、環境行政、ごみ処分の関係ですけれども、

いま答弁いただきましたけれども、本年度はいま答弁いただきましたけれども、本年度はいま答弁いただきましたけれども、本年度はいま答弁いただきましたけれども、本年度は

施設整備に向けてのタイムスケジュール等と施設整備に向けてのタイムスケジュール等と施設整備に向けてのタイムスケジュール等と施設整備に向けてのタイムスケジュール等と

いうことで、「南空知地域ごみ処理広域化検いうことで、「南空知地域ごみ処理広域化検いうことで、「南空知地域ごみ処理広域化検いうことで、「南空知地域ごみ処理広域化検

討協議会」の関係で答弁いただきました。こ討協議会」の関係で答弁いただきました。こ討協議会」の関係で答弁いただきました。こ討協議会」の関係で答弁いただきました。こ

の中でそれぞれの地域、７市町村があるわけの中でそれぞれの地域、７市町村があるわけの中でそれぞれの地域、７市町村があるわけの中でそれぞれの地域、７市町村があるわけ

ですけれども、可燃ごみ処理施設、この導入ですけれども、可燃ごみ処理施設、この導入ですけれども、可燃ごみ処理施設、この導入ですけれども、可燃ごみ処理施設、この導入

については今後各候補地のメリット、デメリについては今後各候補地のメリット、デメリについては今後各候補地のメリット、デメリについては今後各候補地のメリット、デメリ

ット等検討した上で数カ所を選定することとット等検討した上で数カ所を選定することとット等検討した上で数カ所を選定することとット等検討した上で数カ所を選定することと

しているということですけれども、これらのしているということですけれども、これらのしているということですけれども、これらのしているということですけれども、これらの

部分もそれぞれ行政がいままで焼却施設等を部分もそれぞれ行政がいままで焼却施設等を部分もそれぞれ行政がいままで焼却施設等を部分もそれぞれ行政がいままで焼却施設等を

持っていたところもあろうと思いますけれど持っていたところもあろうと思いますけれど持っていたところもあろうと思いますけれど持っていたところもあろうと思いますけれど

も、でき得ることであればこの広域ごみ処理も、でき得ることであればこの広域ごみ処理も、でき得ることであればこの広域ごみ処理も、でき得ることであればこの広域ごみ処理

施設についても美唄に誘致をするような考え施設についても美唄に誘致をするような考え施設についても美唄に誘致をするような考え施設についても美唄に誘致をするような考え

方がとれないのかどうか、この点１点。方がとれないのかどうか、この点１点。方がとれないのかどうか、この点１点。方がとれないのかどうか、この点１点。

さらに、ごみの有料化の実際の実施時期、さらに、ごみの有料化の実際の実施時期、さらに、ごみの有料化の実際の実施時期、さらに、ごみの有料化の実際の実施時期、

それとどの程度のごみの有料化の料金設定をそれとどの程度のごみの有料化の料金設定をそれとどの程度のごみの有料化の料金設定をそれとどの程度のごみの有料化の料金設定を

考えているのか、この点。考えているのか、この点。考えているのか、この点。考えているのか、この点。

それから、有料化にあわせてごみの減量化それから、有料化にあわせてごみの減量化それから、有料化にあわせてごみの減量化それから、有料化にあわせてごみの減量化

の方策として、いまそれぞれ道内で販売され、の方策として、いまそれぞれ道内で販売され、の方策として、いまそれぞれ道内で販売され、の方策として、いまそれぞれ道内で販売され、

国内でも販売されておりますけれども、道内国内でも販売されておりますけれども、道内国内でも販売されておりますけれども、道内国内でも販売されておりますけれども、道内

では特に126自治体がいま有料化になっていよでは特に126自治体がいま有料化になっていよでは特に126自治体がいま有料化になっていよでは特に126自治体がいま有料化になっていよ

うかと思います。このうちの約72カ所ですでうかと思います。このうちの約72カ所ですでうかと思います。このうちの約72カ所ですでうかと思います。このうちの約72カ所ですで

に有料化に対する電動のごみ処理機、これにに有料化に対する電動のごみ処理機、これにに有料化に対する電動のごみ処理機、これにに有料化に対する電動のごみ処理機、これに

ついて半額助成等を実施しているところがごついて半額助成等を実施しているところがごついて半額助成等を実施しているところがごついて半額助成等を実施しているところがご

ざいます。本年から旭川も札幌も有料化に向ざいます。本年から旭川も札幌も有料化に向ざいます。本年から旭川も札幌も有料化に向ざいます。本年から旭川も札幌も有料化に向

けてこのごみ処理機に対しての助成がなされけてこのごみ処理機に対しての助成がなされけてこのごみ処理機に対しての助成がなされけてこのごみ処理機に対しての助成がなされ

るという新聞報道も出ております。いずれにるという新聞報道も出ております。いずれにるという新聞報道も出ております。いずれにるという新聞報道も出ております。いずれに

しても、19年から施設が、埋め立て最終処分しても、19年から施設が、埋め立て最終処分しても、19年から施設が、埋め立て最終処分しても、19年から施設が、埋め立て最終処分

場が供用開始するわけですけれども、この前場が供用開始するわけですけれども、この前場が供用開始するわけですけれども、この前場が供用開始するわけですけれども、この前

段でお聞きをしているごみの有料化の実施時段でお聞きをしているごみの有料化の実施時段でお聞きをしているごみの有料化の実施時段でお聞きをしているごみの有料化の実施時
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期と兼ね合いながら、これらについて市民の期と兼ね合いながら、これらについて市民の期と兼ね合いながら、これらについて市民の期と兼ね合いながら、これらについて市民の

方々にこの助成内容等をアンケートでその需方々にこの助成内容等をアンケートでその需方々にこの助成内容等をアンケートでその需方々にこの助成内容等をアンケートでその需

要的な調査を求めることができないのか。要的な調査を求めることができないのか。要的な調査を求めることができないのか。要的な調査を求めることができないのか。

また、助成をすべきかどかというについてまた、助成をすべきかどかというについてまた、助成をすべきかどかというについてまた、助成をすべきかどかというについて

もそのアンケート調査等の中で確認をし、ももそのアンケート調査等の中で確認をし、ももそのアンケート調査等の中で確認をし、ももそのアンケート調査等の中で確認をし、も

し仮に市内の中で６割、７割の方が自分の台し仮に市内の中で６割、７割の方が自分の台し仮に市内の中で６割、７割の方が自分の台し仮に市内の中で６割、７割の方が自分の台

所で処理のできるような体制であれば導入を所で処理のできるような体制であれば導入を所で処理のできるような体制であれば導入を所で処理のできるような体制であれば導入を

図るとすれば、いま考えている茶志内の最終図るとすれば、いま考えている茶志内の最終図るとすれば、いま考えている茶志内の最終図るとすれば、いま考えている茶志内の最終

処分場への埋め立てのものも減量化が進む。処分場への埋め立てのものも減量化が進む。処分場への埋め立てのものも減量化が進む。処分場への埋め立てのものも減量化が進む。

仮に15年の供用期間があっても６割、７割が仮に15年の供用期間があっても６割、７割が仮に15年の供用期間があっても６割、７割が仮に15年の供用期間があっても６割、７割が

自分の家で肥料化に向けていけれれば、その自分の家で肥料化に向けていけれれば、その自分の家で肥料化に向けていけれれば、その自分の家で肥料化に向けていけれれば、その

供用期間も５年、10年先延ばしをする。そん供用期間も５年、10年先延ばしをする。そん供用期間も５年、10年先延ばしをする。そん供用期間も５年、10年先延ばしをする。そん

な形でいけば、いま実際に計画をしている事な形でいけば、いま実際に計画をしている事な形でいけば、いま実際に計画をしている事な形でいけば、いま実際に計画をしている事

業費を割り返しベースで持っていくと、仮に業費を割り返しベースで持っていくと、仮に業費を割り返しベースで持っていくと、仮に業費を割り返しベースで持っていくと、仮に

電動処理機を助成をかけたとしてもそのスケ電動処理機を助成をかけたとしてもそのスケ電動処理機を助成をかけたとしてもそのスケ電動処理機を助成をかけたとしてもそのスケ

ールメリットの方が、どちらが大きいのか、ールメリットの方が、どちらが大きいのか、ールメリットの方が、どちらが大きいのか、ールメリットの方が、どちらが大きいのか、

そのことも計算をすればすぐ出ることであるそのことも計算をすればすぐ出ることであるそのことも計算をすればすぐ出ることであるそのことも計算をすればすぐ出ることである

と思います。市民１人ひとりがこのごみの減と思います。市民１人ひとりがこのごみの減と思います。市民１人ひとりがこのごみの減と思います。市民１人ひとりがこのごみの減

量化、そして環境に対する意識の向上、こう量化、そして環境に対する意識の向上、こう量化、そして環境に対する意識の向上、こう量化、そして環境に対する意識の向上、こう

いうものを図ってもらうために、何とかアンいうものを図ってもらうために、何とかアンいうものを図ってもらうために、何とかアンいうものを図ってもらうために、何とかアン

ケートによって意識改革、また意識の啓蒙をケートによって意識改革、また意識の啓蒙をケートによって意識改革、また意識の啓蒙をケートによって意識改革、また意識の啓蒙を

図っていただきたい、こんな思いでおります。図っていただきたい、こんな思いでおります。図っていただきたい、こんな思いでおります。図っていただきたい、こんな思いでおります。

この３つについて市長の考え方を再度お聞この３つについて市長の考え方を再度お聞この３つについて市長の考え方を再度お聞この３つについて市長の考え方を再度お聞

きをしたいというふうに思います。きをしたいというふうに思います。きをしたいというふうに思います。きをしたいというふうに思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 小関議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 小関議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 小関議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 小関議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

広域ごみ処理施設の融資等についてであり広域ごみ処理施設の融資等についてであり広域ごみ処理施設の融資等についてであり広域ごみ処理施設の融資等についてであり

ますが、現在「南空知地域ごみ処理広域化検ますが、現在「南空知地域ごみ処理広域化検ますが、現在「南空知地域ごみ処理広域化検ますが、現在「南空知地域ごみ処理広域化検

討協議会」で候補地の検討を行っております。討協議会」で候補地の検討を行っております。討協議会」で候補地の検討を行っております。討協議会」で候補地の検討を行っております。

施設の誘致につきましては地域住民のコンセ施設の誘致につきましては地域住民のコンセ施設の誘致につきましては地域住民のコンセ施設の誘致につきましては地域住民のコンセ

ンサスが必要と考えますので、慎重に対応しンサスが必要と考えますので、慎重に対応しンサスが必要と考えますので、慎重に対応しンサスが必要と考えますので、慎重に対応し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

次に、ごみの有料化についてでありますが、次に、ごみの有料化についてでありますが、次に、ごみの有料化についてでありますが、次に、ごみの有料化についてでありますが、

ごみの有料化はごみ処理に要する財政負担のごみの有料化はごみ処理に要する財政負担のごみの有料化はごみ処理に要する財政負担のごみの有料化はごみ処理に要する財政負担の

軽減だけではなく、ごみ排出量を減少し、環軽減だけではなく、ごみ排出量を減少し、環軽減だけではなく、ごみ排出量を減少し、環軽減だけではなく、ごみ排出量を減少し、環

境に与える負荷の軽減にもつながるものと考境に与える負荷の軽減にもつながるものと考境に与える負荷の軽減にもつながるものと考境に与える負荷の軽減にもつながるものと考

えており、平成18年度の実施に向け、今後昨えており、平成18年度の実施に向け、今後昨えており、平成18年度の実施に向け、今後昨えており、平成18年度の実施に向け、今後昨

年12月に設置した「廃棄物減量等推進審議年12月に設置した「廃棄物減量等推進審議年12月に設置した「廃棄物減量等推進審議年12月に設置した「廃棄物減量等推進審議

会」におきまして実施方法や料金などについ会」におきまして実施方法や料金などについ会」におきまして実施方法や料金などについ会」におきまして実施方法や料金などについ

てご審議をいただくこととなっております。てご審議をいただくこととなっております。てご審議をいただくこととなっております。てご審議をいただくこととなっております。

次に、電動生ごみ処理機についてでありま次に、電動生ごみ処理機についてでありま次に、電動生ごみ処理機についてでありま次に、電動生ごみ処理機についてでありま

すが、生ごみ減量の一手法として考えられますが、生ごみ減量の一手法として考えられますが、生ごみ減量の一手法として考えられますが、生ごみ減量の一手法として考えられま

すことから、アンケート等により市民の需要すことから、アンケート等により市民の需要すことから、アンケート等により市民の需要すことから、アンケート等により市民の需要

を調査してまいりたいと考えております。を調査してまいりたいと考えております。を調査してまいりたいと考えております。を調査してまいりたいと考えております。

また、アンケートの内容につきましては今また、アンケートの内容につきましては今また、アンケートの内容につきましては今また、アンケートの内容につきましては今

後検討してまいりたいと。後検討してまいりたいと。後検討してまいりたいと。後検討してまいりたいと。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

10番米田良克君。10番米田良克君。10番米田良克君。10番米田良克君。

●10番米田良克君（登壇） 2005年第１回定●10番米田良克君（登壇） 2005年第１回定●10番米田良克君（登壇） 2005年第１回定●10番米田良克君（登壇） 2005年第１回定

例会に当たり、大綱２点について市長並びに例会に当たり、大綱２点について市長並びに例会に当たり、大綱２点について市長並びに例会に当たり、大綱２点について市長並びに

教育長にお尋ねをいたします。教育長にお尋ねをいたします。教育長にお尋ねをいたします。教育長にお尋ねをいたします。

大綱の１点目は、まちづくり基本条例につ大綱の１点目は、まちづくり基本条例につ大綱の１点目は、まちづくり基本条例につ大綱の１点目は、まちづくり基本条例につ

いてであります。自立を進める美唄としては、いてであります。自立を進める美唄としては、いてであります。自立を進める美唄としては、いてであります。自立を進める美唄としては、

自立のまちづくりを進めるためにも極めて重自立のまちづくりを進めるためにも極めて重自立のまちづくりを進めるためにも極めて重自立のまちづくりを進めるためにも極めて重

要な役割を果たすという過去の議会議論がご要な役割を果たすという過去の議会議論がご要な役割を果たすという過去の議会議論がご要な役割を果たすという過去の議会議論がご

ざいますまちづくり基本条例、これの制定にざいますまちづくり基本条例、これの制定にざいますまちづくり基本条例、これの制定にざいますまちづくり基本条例、これの制定に

ついてお尋ねをいたします。市長のまちづくついてお尋ねをいたします。市長のまちづくついてお尋ねをいたします。市長のまちづくついてお尋ねをいたします。市長のまちづく

り基本条例についての考え方、この制定時期、り基本条例についての考え方、この制定時期、り基本条例についての考え方、この制定時期、り基本条例についての考え方、この制定時期、

準備作業の進捗状況などをお伺いいたします。準備作業の進捗状況などをお伺いいたします。準備作業の進捗状況などをお伺いいたします。準備作業の進捗状況などをお伺いいたします。

もう１つは、個別テーマの条例との関連にもう１つは、個別テーマの条例との関連にもう１つは、個別テーマの条例との関連にもう１つは、個別テーマの条例との関連に

ついてお尋ねをします。１日の市政執行方針ついてお尋ねをします。１日の市政執行方針ついてお尋ねをします。１日の市政執行方針ついてお尋ねをします。１日の市政執行方針

演説の中では、生活安全条例、そして美しき演説の中では、生活安全条例、そして美しき演説の中では、生活安全条例、そして美しき演説の中では、生活安全条例、そして美しき

まちづくり条例をつくるということが述べらまちづくり条例をつくるということが述べらまちづくり条例をつくるということが述べらまちづくり条例をつくるということが述べら

れました。これら個別テーマの条例と基本条れました。これら個別テーマの条例と基本条れました。これら個別テーマの条例と基本条れました。これら個別テーマの条例と基本条

例との関連はどのようになっているのかお伺例との関連はどのようになっているのかお伺例との関連はどのようになっているのかお伺例との関連はどのようになっているのかお伺

いをいたします。あわせてこれら名前の出ていをいたします。あわせてこれら名前の出ていをいたします。あわせてこれら名前の出ていをいたします。あわせてこれら名前の出て

まいりました条例について、市民の意向集約まいりました条例について、市民の意向集約まいりました条例について、市民の意向集約まいりました条例について、市民の意向集約
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をどのようにして行うのかお伺いをいたしまをどのようにして行うのかお伺いをいたしまをどのようにして行うのかお伺いをいたしまをどのようにして行うのかお伺いをいたしま

す。す。す。す。

次、大綱２点目は、教育行政についてであ次、大綱２点目は、教育行政についてであ次、大綱２点目は、教育行政についてであ次、大綱２点目は、教育行政についてであ

ります。まず最初に、卒業式・入学式についります。まず最初に、卒業式・入学式についります。まず最初に、卒業式・入学式についります。まず最初に、卒業式・入学式につい

てお伺いをいたします。このことにつきましてお伺いをいたします。このことにつきましてお伺いをいたします。このことにつきましてお伺いをいたします。このことにつきまし

ては、昨年の第１回定例会、調べてみますとては、昨年の第１回定例会、調べてみますとては、昨年の第１回定例会、調べてみますとては、昨年の第１回定例会、調べてみますと

ちょうど９日になっていましたが、にもお伺ちょうど９日になっていましたが、にもお伺ちょうど９日になっていましたが、にもお伺ちょうど９日になっていましたが、にもお伺

いをしております。大分いろいろな面からおいをしております。大分いろいろな面からおいをしております。大分いろいろな面からおいをしております。大分いろいろな面からお

尋ねをいたしました。私は、日の丸や君が代尋ねをいたしました。私は、日の丸や君が代尋ねをいたしました。私は、日の丸や君が代尋ねをいたしました。私は、日の丸や君が代

を卒業式や入学式に強制すべきではないといを卒業式や入学式に強制すべきではないといを卒業式や入学式に強制すべきではないといを卒業式や入学式に強制すべきではないとい

う基本的な考え方を持っておりまして、そのう基本的な考え方を持っておりまして、そのう基本的な考え方を持っておりまして、そのう基本的な考え方を持っておりまして、その

立場から教育委員会の考え方をただしてまい立場から教育委員会の考え方をただしてまい立場から教育委員会の考え方をただしてまい立場から教育委員会の考え方をただしてまい

りました。そして、当然子どもたちの思想信りました。そして、当然子どもたちの思想信りました。そして、当然子どもたちの思想信りました。そして、当然子どもたちの思想信

条の自由、良心の自由、内心の自由、そうい条の自由、良心の自由、内心の自由、そうい条の自由、良心の自由、内心の自由、そうい条の自由、良心の自由、内心の自由、そうい

うものが守られるべきであると、こういう立うものが守られるべきであると、こういう立うものが守られるべきであると、こういう立うものが守られるべきであると、こういう立

場に立ってお尋ねをしてきたわけですけれど場に立ってお尋ねをしてきたわけですけれど場に立ってお尋ねをしてきたわけですけれど場に立ってお尋ねをしてきたわけですけれど

も、なかなか私が望むような答弁にはなっても、なかなか私が望むような答弁にはなっても、なかなか私が望むような答弁にはなっても、なかなか私が望むような答弁にはなって

ないわけです。その後教育基本法の改正問題ないわけです。その後教育基本法の改正問題ないわけです。その後教育基本法の改正問題ないわけです。その後教育基本法の改正問題

等も取り上げてお尋ねもしてまいりましたが、等も取り上げてお尋ねもしてまいりましたが、等も取り上げてお尋ねもしてまいりましたが、等も取り上げてお尋ねもしてまいりましたが、

美唄市教育委員会としての判断というものが美唄市教育委員会としての判断というものが美唄市教育委員会としての判断というものが美唄市教育委員会としての判断というものが

具体的には出ないという状況が続いておりま具体的には出ないという状況が続いておりま具体的には出ないという状況が続いておりま具体的には出ないという状況が続いておりま

す。きょう同じ卒業式、入学式を取り上げるす。きょう同じ卒業式、入学式を取り上げるす。きょう同じ卒業式、入学式を取り上げるす。きょう同じ卒業式、入学式を取り上げる

わけですが、少し違う視点からお尋ねをしたわけですが、少し違う視点からお尋ねをしたわけですが、少し違う視点からお尋ねをしたわけですが、少し違う視点からお尋ねをした

いというふうに思います。いというふうに思います。いというふうに思います。いというふうに思います。

最初に、東京都の状況についてお尋ねをい最初に、東京都の状況についてお尋ねをい最初に、東京都の状況についてお尋ねをい最初に、東京都の状況についてお尋ねをい

たします。東京都公立学校教職員組合の徳永たします。東京都公立学校教職員組合の徳永たします。東京都公立学校教職員組合の徳永たします。東京都公立学校教職員組合の徳永

さんという人の文章をちょっとご紹介します。さんという人の文章をちょっとご紹介します。さんという人の文章をちょっとご紹介します。さんという人の文章をちょっとご紹介します。

タイトルは、「入学式・卒業式から子どもとタイトルは、「入学式・卒業式から子どもとタイトルは、「入学式・卒業式から子どもとタイトルは、「入学式・卒業式から子どもと

民主主義が消えた」というものです。東京都民主主義が消えた」というものです。東京都民主主義が消えた」というものです。東京都民主主義が消えた」というものです。東京都

教育委員会は、2003年10月23日、「入学式・教育委員会は、2003年10月23日、「入学式・教育委員会は、2003年10月23日、「入学式・教育委員会は、2003年10月23日、「入学式・

卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実

施について」という通達を出した。この通達施について」という通達を出した。この通達施について」という通達を出した。この通達施について」という通達を出した。この通達

は、これまでの入学式・卒業式を一変させた。は、これまでの入学式・卒業式を一変させた。は、これまでの入学式・卒業式を一変させた。は、これまでの入学式・卒業式を一変させた。

それまでの入学式・卒業式は、各学校で子どそれまでの入学式・卒業式は、各学校で子どそれまでの入学式・卒業式は、各学校で子どそれまでの入学式・卒業式は、各学校で子ど

もや生徒の作品を展示したり、在校生のお祝もや生徒の作品を展示したり、在校生のお祝もや生徒の作品を展示したり、在校生のお祝もや生徒の作品を展示したり、在校生のお祝

いの言葉や作品を飾ったり、式の中で卒業生いの言葉や作品を飾ったり、式の中で卒業生いの言葉や作品を飾ったり、式の中で卒業生いの言葉や作品を飾ったり、式の中で卒業生

の将来の夢を語ったり、実行委員会をつくりの将来の夢を語ったり、実行委員会をつくりの将来の夢を語ったり、実行委員会をつくりの将来の夢を語ったり、実行委員会をつくり

卒業式の順番を考えたりなどのさまざまな工卒業式の順番を考えたりなどのさまざまな工卒業式の順番を考えたりなどのさまざまな工卒業式の順番を考えたりなどのさまざまな工

夫と夢が盛り込まれていた。子どもにとって夫と夢が盛り込まれていた。子どもにとって夫と夢が盛り込まれていた。子どもにとって夫と夢が盛り込まれていた。子どもにとって

も教職員にとっても保護者にとっても入学式も教職員にとっても保護者にとっても入学式も教職員にとっても保護者にとっても入学式も教職員にとっても保護者にとっても入学式

は最初の授業であり、卒業式は最後の授業とは最初の授業であり、卒業式は最後の授業とは最初の授業であり、卒業式は最後の授業とは最初の授業であり、卒業式は最後の授業と

いう認識があった。式の中で笑いがわき上がいう認識があった。式の中で笑いがわき上がいう認識があった。式の中で笑いがわき上がいう認識があった。式の中で笑いがわき上が

り、涙がこぼれることもある。子どもたちのり、涙がこぼれることもある。子どもたちのり、涙がこぼれることもある。子どもたちのり、涙がこぼれることもある。子どもたちの

夢が語られ、未来を同席者全員で描くという夢が語られ、未来を同席者全員で描くという夢が語られ、未来を同席者全員で描くという夢が語られ、未来を同席者全員で描くという

こともあった。確かにそれまでも日の丸、君こともあった。確かにそれまでも日の丸、君こともあった。確かにそれまでも日の丸、君こともあった。確かにそれまでも日の丸、君

が代はあったけれども、そこに強制も圧力もが代はあったけれども、そこに強制も圧力もが代はあったけれども、そこに強制も圧力もが代はあったけれども、そこに強制も圧力も

監視もなかった。来賓の祝いの言葉は、ゲス監視もなかった。来賓の祝いの言葉は、ゲス監視もなかった。来賓の祝いの言葉は、ゲス監視もなかった。来賓の祝いの言葉は、ゲス

トティーチャーの言葉として受け取り、みんトティーチャーの言葉として受け取り、みんトティーチャーの言葉として受け取り、みんトティーチャーの言葉として受け取り、みん

なの総意としてつくり上げた卒業式に民主主なの総意としてつくり上げた卒業式に民主主なの総意としてつくり上げた卒業式に民主主なの総意としてつくり上げた卒業式に民主主

義を感じた。しかし、都教委が出した実施指義を感じた。しかし、都教委が出した実施指義を感じた。しかし、都教委が出した実施指義を感じた。しかし、都教委が出した実施指

針は、国旗は舞台正面に掲揚、屋外の国旗掲針は、国旗は舞台正面に掲揚、屋外の国旗掲針は、国旗は舞台正面に掲揚、屋外の国旗掲針は、国旗は舞台正面に掲揚、屋外の国旗掲

揚、掲揚の時間指定、国歌の式次第への記載、揚、掲揚の時間指定、国歌の式次第への記載、揚、掲揚の時間指定、国歌の式次第への記載、揚、掲揚の時間指定、国歌の式次第への記載、

斉唱時の起立、ピアノ伴奏、舞台壇上での証斉唱時の起立、ピアノ伴奏、舞台壇上での証斉唱時の起立、ピアノ伴奏、舞台壇上での証斉唱時の起立、ピアノ伴奏、舞台壇上での証

書授与、教職員の服装など事細かに決めてい書授与、教職員の服装など事細かに決めてい書授与、教職員の服装など事細かに決めてい書授与、教職員の服装など事細かに決めてい

た。もし校長の職務命令に従わなかったら、た。もし校長の職務命令に従わなかったら、た。もし校長の職務命令に従わなかったら、た。もし校長の職務命令に従わなかったら、

服務上の責任を問うというおどしもついてい服務上の責任を問うというおどしもついてい服務上の責任を問うというおどしもついてい服務上の責任を問うというおどしもついてい

た。この実施指針によって、式の主人公は子た。この実施指針によって、式の主人公は子た。この実施指針によって、式の主人公は子た。この実施指針によって、式の主人公は子

どもであり、式は授業であり、将来を祝福すどもであり、式は授業であり、将来を祝福すどもであり、式は授業であり、将来を祝福すどもであり、式は授業であり、将来を祝福す

る場であるという雰囲気は壊れた。学校、子る場であるという雰囲気は壊れた。学校、子る場であるという雰囲気は壊れた。学校、子る場であるという雰囲気は壊れた。学校、子

ども、教職員、保護者は切り捨てられ、国家ども、教職員、保護者は切り捨てられ、国家ども、教職員、保護者は切り捨てられ、国家ども、教職員、保護者は切り捨てられ、国家

が全面に出てくる式に変貌した。子どもたちが全面に出てくる式に変貌した。子どもたちが全面に出てくる式に変貌した。子どもたちが全面に出てくる式に変貌した。子どもたち

へも日の丸、君が代を強制するという形で子へも日の丸、君が代を強制するという形で子へも日の丸、君が代を強制するという形で子へも日の丸、君が代を強制するという形で子

どもの意見表明権も無視し、教職員、保護者どもの意見表明権も無視し、教職員、保護者どもの意見表明権も無視し、教職員、保護者どもの意見表明権も無視し、教職員、保護者

の思想信条の自由を侵害するという事態に至の思想信条の自由を侵害するという事態に至の思想信条の自由を侵害するという事態に至の思想信条の自由を侵害するという事態に至

った。った。った。った。

都教委は、入学式、卒業式の君が代斉唱の都教委は、入学式、卒業式の君が代斉唱の都教委は、入学式、卒業式の君が代斉唱の都教委は、入学式、卒業式の君が代斉唱の

とき起立しなかったとして、248名の懲戒処分とき起立しなかったとして、248名の懲戒処分とき起立しなかったとして、248名の懲戒処分とき起立しなかったとして、248名の懲戒処分

を強行した。式の座席を指定し、幕の後ろ、を強行した。式の座席を指定し、幕の後ろ、を強行した。式の座席を指定し、幕の後ろ、を強行した。式の座席を指定し、幕の後ろ、
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バルコニーの上など不起立者、ピアノ伴奏拒バルコニーの上など不起立者、ピアノ伴奏拒バルコニーの上など不起立者、ピアノ伴奏拒バルコニーの上など不起立者、ピアノ伴奏拒

否を指導主事や管理職が探し回ったあげくの否を指導主事や管理職が探し回ったあげくの否を指導主事や管理職が探し回ったあげくの否を指導主事や管理職が探し回ったあげくの

異常な処分だった。そして、８月には服務事異常な処分だった。そして、８月には服務事異常な処分だった。そして、８月には服務事異常な処分だった。そして、８月には服務事

故再発防止研修を強行した。日の丸、君が代故再発防止研修を強行した。日の丸、君が代故再発防止研修を強行した。日の丸、君が代故再発防止研修を強行した。日の丸、君が代

と入学式・卒業式との関係に一言も触れること入学式・卒業式との関係に一言も触れること入学式・卒業式との関係に一言も触れること入学式・卒業式との関係に一言も触れるこ

となく、研修者の質問にも一切答えることなとなく、研修者の質問にも一切答えることなとなく、研修者の質問にも一切答えることなとなく、研修者の質問にも一切答えることな

く、自覚を求め、反省を促すことを目的に、く、自覚を求め、反省を促すことを目的に、く、自覚を求め、反省を促すことを目的に、く、自覚を求め、反省を促すことを目的に、

ただただ公務員の法令遵守の徹底を強調した。ただただ公務員の法令遵守の徹底を強調した。ただただ公務員の法令遵守の徹底を強調した。ただただ公務員の法令遵守の徹底を強調した。

研修を強制された教員たちは、東京地裁にこ研修を強制された教員たちは、東京地裁にこ研修を強制された教員たちは、東京地裁にこ研修を強制された教員たちは、東京地裁にこ

の研修の執行停止を訴えた。この訴えに対しの研修の執行停止を訴えた。この訴えに対しの研修の執行停止を訴えた。この訴えに対しの研修の執行停止を訴えた。この訴えに対し

て地裁は、内心の自由に踏み込めば違憲、違て地裁は、内心の自由に踏み込めば違憲、違て地裁は、内心の自由に踏み込めば違憲、違て地裁は、内心の自由に踏み込めば違憲、違

法の可能性があるという見解を出した。この法の可能性があるという見解を出した。この法の可能性があるという見解を出した。この法の可能性があるという見解を出した。この

研修は、処分を不当として人事委員会に提訴研修は、処分を不当として人事委員会に提訴研修は、処分を不当として人事委員会に提訴研修は、処分を不当として人事委員会に提訴

している被処分者に対し著しく精神的苦痛をしている被処分者に対し著しく精神的苦痛をしている被処分者に対し著しく精神的苦痛をしている被処分者に対し著しく精神的苦痛を

与えるものである。これは、二重の処罰を意与えるものである。これは、二重の処罰を意与えるものである。これは、二重の処罰を意与えるものである。これは、二重の処罰を意

味しており、法律が禁じているものである。味しており、法律が禁じているものである。味しており、法律が禁じているものである。味しており、法律が禁じているものである。

また、式の中で生徒が起立しなかったことまた、式の中で生徒が起立しなかったことまた、式の中で生徒が起立しなかったことまた、式の中で生徒が起立しなかったこと

の責任を問い、さらに67名の教職員に厳重注の責任を問い、さらに67名の教職員に厳重注の責任を問い、さらに67名の教職員に厳重注の責任を問い、さらに67名の教職員に厳重注

意。９月には、校長に生徒を指導することの意。９月には、校長に生徒を指導することの意。９月には、校長に生徒を指導することの意。９月には、校長に生徒を指導することの

職務命令を教職員に対して出すように命令し職務命令を教職員に対して出すように命令し職務命令を教職員に対して出すように命令し職務命令を教職員に対して出すように命令し

た。子どもたちの思想信条の自由を踏みにじた。子どもたちの思想信条の自由を踏みにじた。子どもたちの思想信条の自由を踏みにじた。子どもたちの思想信条の自由を踏みにじ

る行動を教職員に強要したのである。ある生る行動を教職員に強要したのである。ある生る行動を教職員に強要したのである。ある生る行動を教職員に強要したのである。ある生

徒は言う。「先生に言われたから座ったわけ徒は言う。「先生に言われたから座ったわけ徒は言う。「先生に言われたから座ったわけ徒は言う。「先生に言われたから座ったわけ

ではありません」と。子どもの権利条約の意ではありません」と。子どもの権利条約の意ではありません」と。子どもの権利条約の意ではありません」と。子どもの権利条約の意

見表明権を真っ向から否定した命令だった。見表明権を真っ向から否定した命令だった。見表明権を真っ向から否定した命令だった。見表明権を真っ向から否定した命令だった。

人間の尊厳と精神活動の自由さを憲法は保障人間の尊厳と精神活動の自由さを憲法は保障人間の尊厳と精神活動の自由さを憲法は保障人間の尊厳と精神活動の自由さを憲法は保障

している。これまでの日本の歴史、特にファしている。これまでの日本の歴史、特にファしている。これまでの日本の歴史、特にファしている。これまでの日本の歴史、特にファ

シズムや軍国主義の非人道的行為への歴史的シズムや軍国主義の非人道的行為への歴史的シズムや軍国主義の非人道的行為への歴史的シズムや軍国主義の非人道的行為への歴史的

反省として、思想信条は重要視されなければ反省として、思想信条は重要視されなければ反省として、思想信条は重要視されなければ反省として、思想信条は重要視されなければ

ならない。特定の思想の強制、行動の統制がならない。特定の思想の強制、行動の統制がならない。特定の思想の強制、行動の統制がならない。特定の思想の強制、行動の統制が

あってはならない。あってはならない。あってはならない。あってはならない。

また、思想信条を理由に不利益な取り扱いまた、思想信条を理由に不利益な取り扱いまた、思想信条を理由に不利益な取り扱いまた、思想信条を理由に不利益な取り扱い

を受けてはならない。これは、大人にも子どを受けてはならない。これは、大人にも子どを受けてはならない。これは、大人にも子どを受けてはならない。これは、大人にも子ど

もにも保障されるべき基本的人権である。もにも保障されるべき基本的人権である。もにも保障されるべき基本的人権である。もにも保障されるべき基本的人権である。

また、子どもは成長の途上にあり、まだ人また、子どもは成長の途上にあり、まだ人また、子どもは成長の途上にあり、まだ人また、子どもは成長の途上にあり、まだ人

格形成の途中である。子どもの価値観の形成格形成の途中である。子どもの価値観の形成格形成の途中である。子どもの価値観の形成格形成の途中である。子どもの価値観の形成

には国家介入や強制や脅迫はあってはならなには国家介入や強制や脅迫はあってはならなには国家介入や強制や脅迫はあってはならなには国家介入や強制や脅迫はあってはならな

い。さまざまな価値観やいろいろな国の地域い。さまざまな価値観やいろいろな国の地域い。さまざまな価値観やいろいろな国の地域い。さまざまな価値観やいろいろな国の地域

の歴史と真実に触れる中で、人生観や価値観の歴史と真実に触れる中で、人生観や価値観の歴史と真実に触れる中で、人生観や価値観の歴史と真実に触れる中で、人生観や価値観

を形成していく。その意味で子どもの権利条を形成していく。その意味で子どもの権利条を形成していく。その意味で子どもの権利条を形成していく。その意味で子どもの権利条

約の中に意見表明権や自己決定権がある。表約の中に意見表明権や自己決定権がある。表約の中に意見表明権や自己決定権がある。表約の中に意見表明権や自己決定権がある。表

現の自由やプライバシーの保護も。しかし、現の自由やプライバシーの保護も。しかし、現の自由やプライバシーの保護も。しかし、現の自由やプライバシーの保護も。しかし、

都教委の実施指針通達やその後の命令は、こ都教委の実施指針通達やその後の命令は、こ都教委の実施指針通達やその後の命令は、こ都教委の実施指針通達やその後の命令は、こ

の権利をことごとく無視している。この文章の権利をことごとく無視している。この文章の権利をことごとく無視している。この文章の権利をことごとく無視している。この文章

まだ続くわけですけれども、ちょっと長くてまだ続くわけですけれども、ちょっと長くてまだ続くわけですけれども、ちょっと長くてまだ続くわけですけれども、ちょっと長くて

申しわけありません。都教委がここまで暴力申しわけありません。都教委がここまで暴力申しわけありません。都教委がここまで暴力申しわけありません。都教委がここまで暴力

的に何が何でもの姿勢で権力を振り回す、こ的に何が何でもの姿勢で権力を振り回す、こ的に何が何でもの姿勢で権力を振り回す、こ的に何が何でもの姿勢で権力を振り回す、こ

ういう背景をこの文章を書いた徳永さんは国ういう背景をこの文章を書いた徳永さんは国ういう背景をこの文章を書いた徳永さんは国ういう背景をこの文章を書いた徳永さんは国

家主義的な民族至上主義によるとしています。家主義的な民族至上主義によるとしています。家主義的な民族至上主義によるとしています。家主義的な民族至上主義によるとしています。

それは、石原都知事の発言にあるというのでそれは、石原都知事の発言にあるというのでそれは、石原都知事の発言にあるというのでそれは、石原都知事の発言にあるというので

す。石原知事の発言というのはこうです。国す。石原知事の発言というのはこうです。国す。石原知事の発言というのはこうです。国す。石原知事の発言というのはこうです。国

家や民族に帰属せざるを得ない人間社会の中家や民族に帰属せざるを得ない人間社会の中家や民族に帰属せざるを得ない人間社会の中家や民族に帰属せざるを得ない人間社会の中

で、私たちが何に対して最終的に責任を持つで、私たちが何に対して最終的に責任を持つで、私たちが何に対して最終的に責任を持つで、私たちが何に対して最終的に責任を持つ

か。何によって恩恵を受けているかを考え、か。何によって恩恵を受けているかを考え、か。何によって恩恵を受けているかを考え、か。何によって恩恵を受けているかを考え、

個人対社会を正確にとらえていくための１つ個人対社会を正確にとらえていくための１つ個人対社会を正確にとらえていくための１つ個人対社会を正確にとらえていくための１つ

のきっかけだというんです。さらに、教育委のきっかけだというんです。さらに、教育委のきっかけだというんです。さらに、教育委のきっかけだというんです。さらに、教育委

員会の毅然とした態度は大きな効果を生んだ。員会の毅然とした態度は大きな効果を生んだ。員会の毅然とした態度は大きな効果を生んだ。員会の毅然とした態度は大きな効果を生んだ。

５年、10年たったら、恐らく首をすくめて眺５年、10年たったら、恐らく首をすくめて眺５年、10年たったら、恐らく首をすくめて眺５年、10年たったら、恐らく首をすくめて眺

めている地方は全部東京のまねをするでしょめている地方は全部東京のまねをするでしょめている地方は全部東京のまねをするでしょめている地方は全部東京のまねをするでしょ

う。それが東京から日本を変えることになる。う。それが東京から日本を変えることになる。う。それが東京から日本を変えることになる。う。それが東京から日本を変えることになる。

この発言は、東京都の教育施策連絡会というこの発言は、東京都の教育施策連絡会というこの発言は、東京都の教育施策連絡会というこの発言は、東京都の教育施策連絡会という

場で知事が発言したものです。場で知事が発言したものです。場で知事が発言したものです。場で知事が発言したものです。

そして、2000年に東京都教育委員会は教育そして、2000年に東京都教育委員会は教育そして、2000年に東京都教育委員会は教育そして、2000年に東京都教育委員会は教育

目標を変えたんです。それまで都の教育目標目標を変えたんです。それまで都の教育目標目標を変えたんです。それまで都の教育目標目標を変えたんです。それまで都の教育目標

の中には、日本国憲法及び教育基本法の精神の中には、日本国憲法及び教育基本法の精神の中には、日本国憲法及び教育基本法の精神の中には、日本国憲法及び教育基本法の精神

に基づき、また児童の権利に関する条約などに基づき、また児童の権利に関する条約などに基づき、また児童の権利に関する条約などに基づき、また児童の権利に関する条約など

の趣旨を尊重しという文言があったわけです。の趣旨を尊重しという文言があったわけです。の趣旨を尊重しという文言があったわけです。の趣旨を尊重しという文言があったわけです。

ところが、これがそっくりなくなってしまいところが、これがそっくりなくなってしまいところが、これがそっくりなくなってしまいところが、これがそっくりなくなってしまい
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ました。かわりに入ったのが我が国の歴史やました。かわりに入ったのが我が国の歴史やました。かわりに入ったのが我が国の歴史やました。かわりに入ったのが我が国の歴史や

文化を尊重し、国際社会に生きる日本人の育文化を尊重し、国際社会に生きる日本人の育文化を尊重し、国際社会に生きる日本人の育文化を尊重し、国際社会に生きる日本人の育

成を期し、道徳心や体力をはぐくみ、思いや成を期し、道徳心や体力をはぐくみ、思いや成を期し、道徳心や体力をはぐくみ、思いや成を期し、道徳心や体力をはぐくみ、思いや

りや規範意識のある人間、社会の一員としてりや規範意識のある人間、社会の一員としてりや規範意識のある人間、社会の一員としてりや規範意識のある人間、社会の一員として

社会に貢献しようとする人間の育成、こうい社会に貢献しようとする人間の育成、こうい社会に貢献しようとする人間の育成、こうい社会に貢献しようとする人間の育成、こうい

う内容が盛り込まれたわけです。私が改めてう内容が盛り込まれたわけです。私が改めてう内容が盛り込まれたわけです。私が改めてう内容が盛り込まれたわけです。私が改めて

言うまでもないことですけれども、憲法とい言うまでもないことですけれども、憲法とい言うまでもないことですけれども、憲法とい言うまでもないことですけれども、憲法とい

うのは国の基本法で、それを受けて教育につうのは国の基本法で、それを受けて教育につうのは国の基本法で、それを受けて教育につうのは国の基本法で、それを受けて教育につ

いての基本を定めたのが教育基本法です。いての基本を定めたのが教育基本法です。いての基本を定めたのが教育基本法です。いての基本を定めたのが教育基本法です。

さきの議会質問でも教育委員会からは、現さきの議会質問でも教育委員会からは、現さきの議会質問でも教育委員会からは、現さきの議会質問でも教育委員会からは、現

行教育基本法について高い評価をしていると行教育基本法について高い評価をしていると行教育基本法について高い評価をしていると行教育基本法について高い評価をしていると

いうご答弁をいただいています。これらを無いうご答弁をいただいています。これらを無いうご答弁をいただいています。これらを無いうご答弁をいただいています。これらを無

視しての教育はあり得ないと言えます。です視しての教育はあり得ないと言えます。です視しての教育はあり得ないと言えます。です視しての教育はあり得ないと言えます。です

から、この東京のやり方が全国に広がるといから、この東京のやり方が全国に広がるといから、この東京のやり方が全国に広がるといから、この東京のやり方が全国に広がるとい

うことは本当に恐ろしいことだと思います。うことは本当に恐ろしいことだと思います。うことは本当に恐ろしいことだと思います。うことは本当に恐ろしいことだと思います。

国家権力が意のままに国民を動かす。それは、国家権力が意のままに国民を動かす。それは、国家権力が意のままに国民を動かす。それは、国家権力が意のままに国民を動かす。それは、

まさに戦争への道を再び歩み出すことだと思まさに戦争への道を再び歩み出すことだと思まさに戦争への道を再び歩み出すことだと思まさに戦争への道を再び歩み出すことだと思

います。60年以上も前へと逆戻りすべきでないます。60年以上も前へと逆戻りすべきでないます。60年以上も前へと逆戻りすべきでないます。60年以上も前へと逆戻りすべきでな

い。これは、当然のことだというふうに思いい。これは、当然のことだというふうに思いい。これは、当然のことだというふうに思いい。これは、当然のことだというふうに思い

ます。徳永さんという人が１人の教師として、ます。徳永さんという人が１人の教師として、ます。徳永さんという人が１人の教師として、ます。徳永さんという人が１人の教師として、

卒業式はどうあるべきか、これを述べている卒業式はどうあるべきか、これを述べている卒業式はどうあるべきか、これを述べている卒業式はどうあるべきか、これを述べている

文章をご紹介したわけです。この東京都の現文章をご紹介したわけです。この東京都の現文章をご紹介したわけです。この東京都の現文章をご紹介したわけです。この東京都の現

状について、教育長はどのようにお考えにな状について、教育長はどのようにお考えにな状について、教育長はどのようにお考えにな状について、教育長はどのようにお考えにな

るのかお伺いをしたいというのがまず１つでるのかお伺いをしたいというのがまず１つでるのかお伺いをしたいというのがまず１つでるのかお伺いをしたいというのがまず１つで

す。す。す。す。

２つ目に、近隣地域の動きについてお尋ね２つ目に、近隣地域の動きについてお尋ね２つ目に、近隣地域の動きについてお尋ね２つ目に、近隣地域の動きについてお尋ね

をしたいんですが、石原さんは５年、10年たをしたいんですが、石原さんは５年、10年たをしたいんですが、石原さんは５年、10年たをしたいんですが、石原さんは５年、10年た

ったらというふうに言っていると紹介したんったらというふうに言っていると紹介したんったらというふうに言っていると紹介したんったらというふうに言っていると紹介したん

ですけれども、実はそんな時間はもう必要なですけれども、実はそんな時間はもう必要なですけれども、実はそんな時間はもう必要なですけれども、実はそんな時間はもう必要な

いんです。昨年の卒業式・入学式について言いんです。昨年の卒業式・入学式について言いんです。昨年の卒業式・入学式について言いんです。昨年の卒業式・入学式について言

えば、君が代を強行するにとどまらず、式のえば、君が代を強行するにとどまらず、式のえば、君が代を強行するにとどまらず、式のえば、君が代を強行するにとどまらず、式の

後に教育委員会が学校を回って君が代斉唱の後に教育委員会が学校を回って君が代斉唱の後に教育委員会が学校を回って君が代斉唱の後に教育委員会が学校を回って君が代斉唱の

ときに起立しなかった教員個々に問いただす、ときに起立しなかった教員個々に問いただす、ときに起立しなかった教員個々に問いただす、ときに起立しなかった教員個々に問いただす、

あるいは詰問をするという、およそ私としてあるいは詰問をするという、およそ私としてあるいは詰問をするという、およそ私としてあるいは詰問をするという、およそ私として

は考えられない動きを行った地域が美唄の近は考えられない動きを行った地域が美唄の近は考えられない動きを行った地域が美唄の近は考えられない動きを行った地域が美唄の近

くにあります。懲戒処分まではいかなかったくにあります。懲戒処分まではいかなかったくにあります。懲戒処分まではいかなかったくにあります。懲戒処分まではいかなかった

んですけれども、これは明らかに憲法違反だんですけれども、これは明らかに憲法違反だんですけれども、これは明らかに憲法違反だんですけれども、これは明らかに憲法違反だ

と私は思います。教育行政の教育内容への明と私は思います。教育行政の教育内容への明と私は思います。教育行政の教育内容への明と私は思います。教育行政の教育内容への明

らかな介入で、教育基本法第10条にも違反すらかな介入で、教育基本法第10条にも違反すらかな介入で、教育基本法第10条にも違反すらかな介入で、教育基本法第10条にも違反す

る内容だと思います。美唄では、学校内で合る内容だと思います。美唄では、学校内で合る内容だと思います。美唄では、学校内で合る内容だと思います。美唄では、学校内で合

意に達するよう十分に議論するとの考え方、意に達するよう十分に議論するとの考え方、意に達するよう十分に議論するとの考え方、意に達するよう十分に議論するとの考え方、

これは繰り返し述べられておりますけれども、これは繰り返し述べられておりますけれども、これは繰り返し述べられておりますけれども、これは繰り返し述べられておりますけれども、

その考え方に変化はないと受けとめておりまその考え方に変化はないと受けとめておりまその考え方に変化はないと受けとめておりまその考え方に変化はないと受けとめておりま

すけれども、ただいま述べたような近隣地域すけれども、ただいま述べたような近隣地域すけれども、ただいま述べたような近隣地域すけれども、ただいま述べたような近隣地域

のような事態にならないということを考えてのような事態にならないということを考えてのような事態にならないということを考えてのような事態にならないということを考えて

おりますけれども、お考えがあればお尋ねをおりますけれども、お考えがあればお尋ねをおりますけれども、お考えがあればお尋ねをおりますけれども、お考えがあればお尋ねを

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

これらの動きとあわせて心配される事態がこれらの動きとあわせて心配される事態がこれらの動きとあわせて心配される事態がこれらの動きとあわせて心配される事態が

幾つかあります。入学式・卒業式で、今週の幾つかあります。入学式・卒業式で、今週の幾つかあります。入学式・卒業式で、今週の幾つかあります。入学式・卒業式で、今週の

終わりから中学校の卒業式始まります。そこ終わりから中学校の卒業式始まります。そこ終わりから中学校の卒業式始まります。そこ終わりから中学校の卒業式始まります。そこ

での日の丸、君が代の明らかな強制が全国的での日の丸、君が代の明らかな強制が全国的での日の丸、君が代の明らかな強制が全国的での日の丸、君が代の明らかな強制が全国的

に行われるようになってしまったんですけれに行われるようになってしまったんですけれに行われるようになってしまったんですけれに行われるようになってしまったんですけれ

ども、それは現実です。そこでは、児童生徒ども、それは現実です。そこでは、児童生徒ども、それは現実です。そこでは、児童生徒ども、それは現実です。そこでは、児童生徒

の意思と関係なく、校長の指示や指導に黙っの意思と関係なく、校長の指示や指導に黙っの意思と関係なく、校長の指示や指導に黙っの意思と関係なく、校長の指示や指導に黙っ

て従うことを教職員や子どもたちに求めていて従うことを教職員や子どもたちに求めていて従うことを教職員や子どもたちに求めていて従うことを教職員や子どもたちに求めてい

るわけです。そして、校長の指示に従わないるわけです。そして、校長の指示に従わないるわけです。そして、校長の指示に従わないるわけです。そして、校長の指示に従わない

教職員には懲戒処分だと。東京都の場合は、教職員には懲戒処分だと。東京都の場合は、教職員には懲戒処分だと。東京都の場合は、教職員には懲戒処分だと。東京都の場合は、

３回やったら首だと言っていますから。これ３回やったら首だと言っていますから。これ３回やったら首だと言っていますから。これ３回やったら首だと言っていますから。これ

をそういう具体的な姿を東京都を先頭にしてをそういう具体的な姿を東京都を先頭にしてをそういう具体的な姿を東京都を先頭にしてをそういう具体的な姿を東京都を先頭にして

見せているわけです。これは、卒業式・入学見せているわけです。これは、卒業式・入学見せているわけです。これは、卒業式・入学見せているわけです。これは、卒業式・入学

式だけの問題では決してないというふうに思式だけの問題では決してないというふうに思式だけの問題では決してないというふうに思式だけの問題では決してないというふうに思

います。います。います。います。

１つは、教科書の問題です。ことしは、こ１つは、教科書の問題です。ことしは、こ１つは、教科書の問題です。ことしは、こ１つは、教科書の問題です。ことしは、こ

としということは17年度は、18年度から使うとしということは17年度は、18年度から使うとしということは17年度は、18年度から使うとしということは17年度は、18年度から使う

中学校教科書を決める採択の年です。これ４中学校教科書を決める採択の年です。これ４中学校教科書を決める採択の年です。これ４中学校教科書を決める採択の年です。これ４

年に１遍回ってきます。４年前には、随分マ年に１遍回ってきます。４年前には、随分マ年に１遍回ってきます。４年前には、随分マ年に１遍回ってきます。４年前には、随分マ

スコミでも話題になりましたけれども、新しスコミでも話題になりましたけれども、新しスコミでも話題になりましたけれども、新しスコミでも話題になりましたけれども、新し

い歴史教科書をつくる会というところが出しい歴史教科書をつくる会というところが出しい歴史教科書をつくる会というところが出しい歴史教科書をつくる会というところが出し
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た、特に歴史分野の教科書です、中学校の。た、特に歴史分野の教科書です、中学校の。た、特に歴史分野の教科書です、中学校の。た、特に歴史分野の教科書です、中学校の。

これが公立学校では採択がゼロだったわけでこれが公立学校では採択がゼロだったわけでこれが公立学校では採択がゼロだったわけでこれが公立学校では採択がゼロだったわけで

す。しかし、今回は全国で10％の採択を目標す。しかし、今回は全国で10％の採択を目標す。しかし、今回は全国で10％の採択を目標す。しかし、今回は全国で10％の採択を目標

に随分いろんな活動が行われております。つに随分いろんな活動が行われております。つに随分いろんな活動が行われております。つに随分いろんな活動が行われております。つ

くる会というふうに縮めて言いますけれども、くる会というふうに縮めて言いますけれども、くる会というふうに縮めて言いますけれども、くる会というふうに縮めて言いますけれども、

つくる会とか、それから同じ考え方の人たちつくる会とか、それから同じ考え方の人たちつくる会とか、それから同じ考え方の人たちつくる会とか、それから同じ考え方の人たち

の集まりである日本会議というところは、教の集まりである日本会議というところは、教の集まりである日本会議というところは、教の集まりである日本会議というところは、教

科書問題と教育基本法、憲法問題、これはお科書問題と教育基本法、憲法問題、これはお科書問題と教育基本法、憲法問題、これはお科書問題と教育基本法、憲法問題、これはお

国のために命を差し出す人づくりのための表国のために命を差し出す人づくりのための表国のために命を差し出す人づくりのための表国のために命を差し出す人づくりのための表

裏一体の重要課題だと、そういう言い方をし裏一体の重要課題だと、そういう言い方をし裏一体の重要課題だと、そういう言い方をし裏一体の重要課題だと、そういう言い方をし

ております。この言葉は表裏一体の重要課題ております。この言葉は表裏一体の重要課題ております。この言葉は表裏一体の重要課題ております。この言葉は表裏一体の重要課題

だと言ったのは自民党の幹事長代理の安倍さだと言ったのは自民党の幹事長代理の安倍さだと言ったのは自民党の幹事長代理の安倍さだと言ったのは自民党の幹事長代理の安倍さ

んなんですけれども、北海道でも十勝地区でんなんですけれども、北海道でも十勝地区でんなんですけれども、北海道でも十勝地区でんなんですけれども、北海道でも十勝地区で

は地元から現職の大臣が出ておられるというは地元から現職の大臣が出ておられるというは地元から現職の大臣が出ておられるというは地元から現職の大臣が出ておられるという

こともあって、つくる会の教科書採択への運こともあって、つくる会の教科書採択への運こともあって、つくる会の教科書採択への運こともあって、つくる会の教科書採択への運

動が非常に活発に行われているということを動が非常に活発に行われているということを動が非常に活発に行われているということを動が非常に活発に行われているということを

聞いております。聞いております。聞いております。聞いております。

教科書採択の方法、仕組みを変えてでもつ教科書採択の方法、仕組みを変えてでもつ教科書採択の方法、仕組みを変えてでもつ教科書採択の方法、仕組みを変えてでもつ

くる会の教科書を採択させようという動きは、くる会の教科書を採択させようという動きは、くる会の教科書を採択させようという動きは、くる会の教科書を採択させようという動きは、

もう４年前から続いておりまして、これは昨もう４年前から続いておりまして、これは昨もう４年前から続いておりまして、これは昨もう４年前から続いておりまして、これは昨

年のことですけれども、埼玉県の場合はつく年のことですけれども、埼玉県の場合はつく年のことですけれども、埼玉県の場合はつく年のことですけれども、埼玉県の場合はつく

る会の副会長だった人物を県の教育委員に知る会の副会長だった人物を県の教育委員に知る会の副会長だった人物を県の教育委員に知る会の副会長だった人物を県の教育委員に知

事が指名したんです。これは、かなり県内で事が指名したんです。これは、かなり県内で事が指名したんです。これは、かなり県内で事が指名したんです。これは、かなり県内で

も反対運動が起きたということがあります。も反対運動が起きたということがあります。も反対運動が起きたということがあります。も反対運動が起きたということがあります。

つくる会の会報というのが出ていますが、昨つくる会の会報というのが出ていますが、昨つくる会の会報というのが出ていますが、昨つくる会の会報というのが出ていますが、昨

年の７月には、今回４年たって新しい版にな年の７月には、今回４年たって新しい版にな年の７月には、今回４年たって新しい版にな年の７月には、今回４年たって新しい版にな

ったわけです。内容が改定されています。日ったわけです。内容が改定されています。日ったわけです。内容が改定されています。日ったわけです。内容が改定されています。日

本を糾弾するために捏造された南京大虐殺、本を糾弾するために捏造された南京大虐殺、本を糾弾するために捏造された南京大虐殺、本を糾弾するために捏造された南京大虐殺、

朝鮮人強制連行、従軍慰安婦強制連行などの朝鮮人強制連行、従軍慰安婦強制連行などの朝鮮人強制連行、従軍慰安婦強制連行などの朝鮮人強制連行、従軍慰安婦強制連行などの

うそは一切書かれていません。旧敵国からのうそは一切書かれていません。旧敵国からのうそは一切書かれていません。旧敵国からのうそは一切書かれていません。旧敵国からの

プロパガンダから全く自由に書かれています。プロパガンダから全く自由に書かれています。プロパガンダから全く自由に書かれています。プロパガンダから全く自由に書かれています。

こういうことをはっきり会報の中で述べておこういうことをはっきり会報の中で述べておこういうことをはっきり会報の中で述べておこういうことをはっきり会報の中で述べてお

ります。ただ、４年前の2000年度の検定のとります。ただ、４年前の2000年度の検定のとります。ただ、４年前の2000年度の検定のとります。ただ、４年前の2000年度の検定のと

きには、書いていなかった南京大虐殺を、こきには、書いていなかった南京大虐殺を、こきには、書いていなかった南京大虐殺を、こきには、書いていなかった南京大虐殺を、こ

れは当時文部省から書かなきゃだめだというれは当時文部省から書かなきゃだめだというれは当時文部省から書かなきゃだめだというれは当時文部省から書かなきゃだめだという

ことを言われて実は書いたりしているんです。ことを言われて実は書いたりしているんです。ことを言われて実は書いたりしているんです。ことを言われて実は書いたりしているんです。

あるいは、朝鮮半島で行われた創氏改名などあるいは、朝鮮半島で行われた創氏改名などあるいは、朝鮮半島で行われた創氏改名などあるいは、朝鮮半島で行われた創氏改名など

の植民地支配の実態の一部も、書く側としての植民地支配の実態の一部も、書く側としての植民地支配の実態の一部も、書く側としての植民地支配の実態の一部も、書く側として

は不本意だけれども、それは書かざるを得なは不本意だけれども、それは書かざるを得なは不本意だけれども、それは書かざるを得なは不本意だけれども、それは書かざるを得な

かったということです。ただ、今回の改訂版かったということです。ただ、今回の改訂版かったということです。ただ、今回の改訂版かったということです。ただ、今回の改訂版

の歴史教科書で言えば、４年前よりも日本のの歴史教科書で言えば、４年前よりも日本のの歴史教科書で言えば、４年前よりも日本のの歴史教科書で言えば、４年前よりも日本の

侵略戦争、加害の事実を一層歪曲し、正当化侵略戦争、加害の事実を一層歪曲し、正当化侵略戦争、加害の事実を一層歪曲し、正当化侵略戦争、加害の事実を一層歪曲し、正当化

した内容になっております。もちろん大東亜した内容になっております。もちろん大東亜した内容になっております。もちろん大東亜した内容になっております。もちろん大東亜

戦争肯定論の立場に立っています。戦争を賛戦争肯定論の立場に立っています。戦争を賛戦争肯定論の立場に立っています。戦争を賛戦争肯定論の立場に立っています。戦争を賛

美、肯定するという、そういう内容であるこ美、肯定するという、そういう内容であるこ美、肯定するという、そういう内容であるこ美、肯定するという、そういう内容であるこ

とに変わりはありません。公民分野の教科書とに変わりはありません。公民分野の教科書とに変わりはありません。公民分野の教科書とに変わりはありません。公民分野の教科書

では、我が国の歴史の始まりとともに存在しでは、我が国の歴史の始まりとともに存在しでは、我が国の歴史の始まりとともに存在しでは、我が国の歴史の始まりとともに存在し

た天皇、皇室の意義をわかりやすく説く。そた天皇、皇室の意義をわかりやすく説く。そた天皇、皇室の意義をわかりやすく説く。そた天皇、皇室の意義をわかりやすく説く。そ

れから、国防の意義を強調する。自衛隊は、れから、国防の意義を強調する。自衛隊は、れから、国防の意義を強調する。自衛隊は、れから、国防の意義を強調する。自衛隊は、

我が国の防衛に不可欠な存在だと子どもたち我が国の防衛に不可欠な存在だと子どもたち我が国の防衛に不可欠な存在だと子どもたち我が国の防衛に不可欠な存在だと子どもたち

が理解できるようにする。それから、憲法改が理解できるようにする。それから、憲法改が理解できるようにする。それから、憲法改が理解できるようにする。それから、憲法改

正問題もタブー視することなく、子どもたち正問題もタブー視することなく、子どもたち正問題もタブー視することなく、子どもたち正問題もタブー視することなく、子どもたち

にわかりやすい形で問題を提起しています。にわかりやすい形で問題を提起しています。にわかりやすい形で問題を提起しています。にわかりやすい形で問題を提起しています。

こういう立場をとっています。これ昨年申しこういう立場をとっています。これ昨年申しこういう立場をとっています。これ昨年申しこういう立場をとっています。これ昨年申し

上げた心のノートの問題もあります。国を愛上げた心のノートの問題もあります。国を愛上げた心のノートの問題もあります。国を愛上げた心のノートの問題もあります。国を愛

する心へと導こうとする中身を持っているとする心へと導こうとする中身を持っているとする心へと導こうとする中身を持っているとする心へと導こうとする中身を持っていると

いうことです。そのほかここずっと続いておいうことです。そのほかここずっと続いておいうことです。そのほかここずっと続いておいうことです。そのほかここずっと続いてお

ります自衛隊のイラク派遣、そして昨年12月、ります自衛隊のイラク派遣、そして昨年12月、ります自衛隊のイラク派遣、そして昨年12月、ります自衛隊のイラク派遣、そして昨年12月、

その延長を決めました。無批判に報道するマその延長を決めました。無批判に報道するマその延長を決めました。無批判に報道するマその延長を決めました。無批判に報道するマ

スコミによって、日本の自衛隊が海外へ出かスコミによって、日本の自衛隊が海外へ出かスコミによって、日本の自衛隊が海外へ出かスコミによって、日本の自衛隊が海外へ出か

けていって活動をするのは当たり前だというけていって活動をするのは当たり前だというけていって活動をするのは当たり前だというけていって活動をするのは当たり前だという

意識を国民の間に植えつけていっているとい意識を国民の間に植えつけていっているとい意識を国民の間に植えつけていっているとい意識を国民の間に植えつけていっているとい

うことだと私は思います。それから、国のやうことだと私は思います。それから、国のやうことだと私は思います。それから、国のやうことだと私は思います。それから、国のや

ることが正しい。国のやることに文句は言わることが正しい。国のやることに文句は言わることが正しい。国のやることに文句は言わることが正しい。国のやることに文句は言わ

せない。進んで国の方針に協力するのは国民せない。進んで国の方針に協力するのは国民せない。進んで国の方針に協力するのは国民せない。進んで国の方針に協力するのは国民

だと、そんな日本の姿が見えてきます。イラだと、そんな日本の姿が見えてきます。イラだと、そんな日本の姿が見えてきます。イラだと、そんな日本の姿が見えてきます。イラ

クでとらえられた今井さん、高遠さんらが受クでとらえられた今井さん、高遠さんらが受クでとらえられた今井さん、高遠さんらが受クでとらえられた今井さん、高遠さんらが受

けた自己責任論による激しい袋だたき、あれけた自己責任論による激しい袋だたき、あれけた自己責任論による激しい袋だたき、あれけた自己責任論による激しい袋だたき、あれ
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はまさに国の方針に従わない国民は国民にあはまさに国の方針に従わない国民は国民にあはまさに国の方針に従わない国民は国民にあはまさに国の方針に従わない国民は国民にあ

らずだと、こういう意識が全国に広がってきらずだと、こういう意識が全国に広がってきらずだと、こういう意識が全国に広がってきらずだと、こういう意識が全国に広がってき

ている証左ではないかというふうに思います。ている証左ではないかというふうに思います。ている証左ではないかというふうに思います。ている証左ではないかというふうに思います。

もちろん国民みんながそんなふうに考えてもちろん国民みんながそんなふうに考えてもちろん国民みんながそんなふうに考えてもちろん国民みんながそんなふうに考えて

いるという状況ではありません。入学式、卒いるという状況ではありません。入学式、卒いるという状況ではありません。入学式、卒いるという状況ではありません。入学式、卒

業式に日の丸、君が代を強制する自由だけが業式に日の丸、君が代を強制する自由だけが業式に日の丸、君が代を強制する自由だけが業式に日の丸、君が代を強制する自由だけが

あって、立たない自由や歌わない自由がない。あって、立たない自由や歌わない自由がない。あって、立たない自由や歌わない自由がない。あって、立たない自由や歌わない自由がない。

憲法に保障された思想信条の自由を主張した憲法に保障された思想信条の自由を主張した憲法に保障された思想信条の自由を主張した憲法に保障された思想信条の自由を主張した

ら、教育公務員であることを理由に非難されら、教育公務員であることを理由に非難されら、教育公務員であることを理由に非難されら、教育公務員であることを理由に非難され

たり、懲戒処分を受ける。そんな美唄にはしたり、懲戒処分を受ける。そんな美唄にはしたり、懲戒処分を受ける。そんな美唄にはしたり、懲戒処分を受ける。そんな美唄にはし

たくないと私は思うのです。考え方は１つだたくないと私は思うのです。考え方は１つだたくないと私は思うのです。考え方は１つだたくないと私は思うのです。考え方は１つだ

けです。他の考え方は許されないとしたら、けです。他の考え方は許されないとしたら、けです。他の考え方は許されないとしたら、けです。他の考え方は許されないとしたら、

日本という国は日本のすぐそばにあるどこか日本という国は日本のすぐそばにあるどこか日本という国は日本のすぐそばにあるどこか日本という国は日本のすぐそばにあるどこか

の国に随分似たものになってしまうのではなの国に随分似たものになってしまうのではなの国に随分似たものになってしまうのではなの国に随分似たものになってしまうのではな

いか、そういう心配をいたします。私がこんいか、そういう心配をいたします。私がこんいか、そういう心配をいたします。私がこんいか、そういう心配をいたします。私がこん

なふうに恐れたり、心配するのは、杞憂にすなふうに恐れたり、心配するのは、杞憂にすなふうに恐れたり、心配するのは、杞憂にすなふうに恐れたり、心配するのは、杞憂にす

ぎないのでしょうか。教育長の見解をお伺いぎないのでしょうか。教育長の見解をお伺いぎないのでしょうか。教育長の見解をお伺いぎないのでしょうか。教育長の見解をお伺い

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

２つ目の小中学校の学習指導について伺い２つ目の小中学校の学習指導について伺い２つ目の小中学校の学習指導について伺い２つ目の小中学校の学習指導について伺い

ます。教育行政執行方針の小中学校教育の学ます。教育行政執行方針の小中学校教育の学ます。教育行政執行方針の小中学校教育の学ます。教育行政執行方針の小中学校教育の学

習指導についてお尋ねをしたいんですが、子習指導についてお尋ねをしたいんですが、子習指導についてお尋ねをしたいんですが、子習指導についてお尋ねをしたいんですが、子

どもの学習状況を的確に把握し、個に応じたどもの学習状況を的確に把握し、個に応じたどもの学習状況を的確に把握し、個に応じたどもの学習状況を的確に把握し、個に応じた

わかる授業で確かな学力の育成を図るためにわかる授業で確かな学力の育成を図るためにわかる授業で確かな学力の育成を図るためにわかる授業で確かな学力の育成を図るために

少人数指導や習熟度別指導、チームティーチ少人数指導や習熟度別指導、チームティーチ少人数指導や習熟度別指導、チームティーチ少人数指導や習熟度別指導、チームティーチ

ングなど指導方法や指導体制の工夫改善に努ングなど指導方法や指導体制の工夫改善に努ングなど指導方法や指導体制の工夫改善に努ングなど指導方法や指導体制の工夫改善に努

めるとあります。この中の習熟度別指導につめるとあります。この中の習熟度別指導につめるとあります。この中の習熟度別指導につめるとあります。この中の習熟度別指導につ

いては、昨年３月議会で質問をいたしました。いては、昨年３月議会で質問をいたしました。いては、昨年３月議会で質問をいたしました。いては、昨年３月議会で質問をいたしました。

その際私なりに、これはかなり問題を含んでその際私なりに、これはかなり問題を含んでその際私なりに、これはかなり問題を含んでその際私なりに、これはかなり問題を含んで

いるという趣旨で質問をさせていただいたんいるという趣旨で質問をさせていただいたんいるという趣旨で質問をさせていただいたんいるという趣旨で質問をさせていただいたん

ですけれども、そのときは管内、道内の先進ですけれども、そのときは管内、道内の先進ですけれども、そのときは管内、道内の先進ですけれども、そのときは管内、道内の先進

地を調査研究し、各学校に適切な指導、助言地を調査研究し、各学校に適切な指導、助言地を調査研究し、各学校に適切な指導、助言地を調査研究し、各学校に適切な指導、助言

をする。まとめて言うとこういう答弁でした。をする。まとめて言うとこういう答弁でした。をする。まとめて言うとこういう答弁でした。をする。まとめて言うとこういう答弁でした。

これらの調査研究の結果として、今回の方針これらの調査研究の結果として、今回の方針これらの調査研究の結果として、今回の方針これらの調査研究の結果として、今回の方針

の中に載ってきたのかと思いますけれども、の中に載ってきたのかと思いますけれども、の中に載ってきたのかと思いますけれども、の中に載ってきたのかと思いますけれども、

習熟度別指導を取り入れるとの判断になった習熟度別指導を取り入れるとの判断になった習熟度別指導を取り入れるとの判断になった習熟度別指導を取り入れるとの判断になった

経過をお尋ねをしたい。経過をお尋ねをしたい。経過をお尋ねをしたい。経過をお尋ねをしたい。

また、今16年度に市内の学校でどの程度こまた、今16年度に市内の学校でどの程度こまた、今16年度に市内の学校でどの程度こまた、今16年度に市内の学校でどの程度こ

の習熟度別指導が取り入れられているのか、の習熟度別指導が取り入れられているのか、の習熟度別指導が取り入れられているのか、の習熟度別指導が取り入れられているのか、

これもお伺いをいたします。これもお伺いをいたします。これもお伺いをいたします。これもお伺いをいたします。

次に、もう１つ、教職員研修についてです。次に、もう１つ、教職員研修についてです。次に、もう１つ、教職員研修についてです。次に、もう１つ、教職員研修についてです。

これも方針の中で、一層の充実に努めるといこれも方針の中で、一層の充実に努めるといこれも方針の中で、一層の充実に努めるといこれも方針の中で、一層の充実に努めるとい

うふうにあります。これらの新年度に向けてうふうにあります。これらの新年度に向けてうふうにあります。これらの新年度に向けてうふうにあります。これらの新年度に向けて

教職員研修について新たな考え方があればお教職員研修について新たな考え方があればお教職員研修について新たな考え方があればお教職員研修について新たな考え方があればお

伺いをしたいということです。公開研究指定伺いをしたいということです。公開研究指定伺いをしたいということです。公開研究指定伺いをしたいということです。公開研究指定

校とか研究奨励事業などのことが書かれてお校とか研究奨励事業などのことが書かれてお校とか研究奨励事業などのことが書かれてお校とか研究奨励事業などのことが書かれてお

りますけれども、これらの実施状況についてりますけれども、これらの実施状況についてりますけれども、これらの実施状況についてりますけれども、これらの実施状況について

お伺いをいたします。お伺いをいたします。お伺いをいたします。お伺いをいたします。

また、昨年の質問でも日々多忙な学校の日また、昨年の質問でも日々多忙な学校の日また、昨年の質問でも日々多忙な学校の日また、昨年の質問でも日々多忙な学校の日

程の中で研究会参加がなかなか難しいという程の中で研究会参加がなかなか難しいという程の中で研究会参加がなかなか難しいという程の中で研究会参加がなかなか難しいという

ことでお尋ねをしたわけですけれども、研究ことでお尋ねをしたわけですけれども、研究ことでお尋ねをしたわけですけれども、研究ことでお尋ねをしたわけですけれども、研究

会参加を奨励したいということを述べられて会参加を奨励したいということを述べられて会参加を奨励したいということを述べられて会参加を奨励したいということを述べられて

おりますから、学校の中が研究会参加を奨励おりますから、学校の中が研究会参加を奨励おりますから、学校の中が研究会参加を奨励おりますから、学校の中が研究会参加を奨励

しても大丈夫な状況になっているのか、多忙しても大丈夫な状況になっているのか、多忙しても大丈夫な状況になっているのか、多忙しても大丈夫な状況になっているのか、多忙

な状況の解消が進んでいるか、教育委員会のな状況の解消が進んでいるか、教育委員会のな状況の解消が進んでいるか、教育委員会のな状況の解消が進んでいるか、教育委員会の

判断をお伺いしたいと思います。判断をお伺いしたいと思います。判断をお伺いしたいと思います。判断をお伺いしたいと思います。

また、方針の中にはありませんが、教師のまた、方針の中にはありませんが、教師のまた、方針の中にはありませんが、教師のまた、方針の中にはありませんが、教師の

人間としての研修の必要についても昨年お尋人間としての研修の必要についても昨年お尋人間としての研修の必要についても昨年お尋人間としての研修の必要についても昨年お尋

ねをいたしました。これらについても考え方ねをいたしました。これらについても考え方ねをいたしました。これらについても考え方ねをいたしました。これらについても考え方

をお伺いをいたします。をお伺いをいたします。をお伺いをいたします。をお伺いをいたします。

●議長中西勇夫君 米田議員の質問に対する●議長中西勇夫君 米田議員の質問に対する●議長中西勇夫君 米田議員の質問に対する●議長中西勇夫君 米田議員の質問に対する

理事者答弁は、午後からといたしたいと思い理事者答弁は、午後からといたしたいと思い理事者答弁は、午後からといたしたいと思い理事者答弁は、午後からといたしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

午後１時10分まで休憩いたします。午後１時10分まで休憩いたします。午後１時10分まで休憩いたします。午後１時10分まで休憩いたします。

午後０時０２分 休憩午後０時０２分 休憩午後０時０２分 休憩午後０時０２分 休憩

午後１時１０分 開議午後１時１０分 開議午後１時１０分 開議午後１時１０分 開議

●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を
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開きます。開きます。開きます。開きます。

午前中の米田議員の質問に対する理事者の午前中の米田議員の質問に対する理事者の午前中の米田議員の質問に対する理事者の午前中の米田議員の質問に対する理事者の

答弁から入ります。答弁から入ります。答弁から入ります。答弁から入ります。

市長。市長。市長。市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

まちづくり基本条例についてでありますが、まちづくり基本条例についてでありますが、まちづくり基本条例についてでありますが、まちづくり基本条例についてでありますが、

地方分権の流れや住民意識の高揚などを背景地方分権の流れや住民意識の高揚などを背景地方分権の流れや住民意識の高揚などを背景地方分権の流れや住民意識の高揚などを背景

として、全国各地で自治基本条例あるいはまとして、全国各地で自治基本条例あるいはまとして、全国各地で自治基本条例あるいはまとして、全国各地で自治基本条例あるいはま

ちづくり基本条例の制定の動きが見られておちづくり基本条例の制定の動きが見られておちづくり基本条例の制定の動きが見られておちづくり基本条例の制定の動きが見られてお

ります。本市においても今後の自立に向けたります。本市においても今後の自立に向けたります。本市においても今後の自立に向けたります。本市においても今後の自立に向けた

まちづくりを市民の皆さんとともに進める上まちづくりを市民の皆さんとともに進める上まちづくりを市民の皆さんとともに進める上まちづくりを市民の皆さんとともに進める上

で基本的なルールが必要であると考え、条例で基本的なルールが必要であると考え、条例で基本的なルールが必要であると考え、条例で基本的なルールが必要であると考え、条例

制定に向け、検討作業を進めているところで制定に向け、検討作業を進めているところで制定に向け、検討作業を進めているところで制定に向け、検討作業を進めているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

この条例は、まちづくりの基本理念を定めこの条例は、まちづくりの基本理念を定めこの条例は、まちづくりの基本理念を定めこの条例は、まちづくりの基本理念を定め

ることにより、他の条例や計画等の策定指針ることにより、他の条例や計画等の策定指針ることにより、他の条例や計画等の策定指針ることにより、他の条例や計画等の策定指針

となる基本条例としての性格を持つとともに、となる基本条例としての性格を持つとともに、となる基本条例としての性格を持つとともに、となる基本条例としての性格を持つとともに、

市民の皆さんの権利等を明確にし、市の組織、市民の皆さんの権利等を明確にし、市の組織、市民の皆さんの権利等を明確にし、市の組織、市民の皆さんの権利等を明確にし、市の組織、

運営に関する基本的事項を定めるなど、まち運営に関する基本的事項を定めるなど、まち運営に関する基本的事項を定めるなど、まち運営に関する基本的事項を定めるなど、まち

づくりに必要な基本原則を網羅する総合条例づくりに必要な基本原則を網羅する総合条例づくりに必要な基本原則を網羅する総合条例づくりに必要な基本原則を網羅する総合条例

としての性格をあわせ持つものであります。としての性格をあわせ持つものであります。としての性格をあわせ持つものであります。としての性格をあわせ持つものであります。

現在市民５名、職員５名による「わたしたち現在市民５名、職員５名による「わたしたち現在市民５名、職員５名による「わたしたち現在市民５名、職員５名による「わたしたち

の自治検討委員会」で平成18年度中の制定をの自治検討委員会」で平成18年度中の制定をの自治検討委員会」で平成18年度中の制定をの自治検討委員会」で平成18年度中の制定を

目指し、先進自治体の条例研究、条例の構成目指し、先進自治体の条例研究、条例の構成目指し、先進自治体の条例研究、条例の構成目指し、先進自治体の条例研究、条例の構成

の検討などを行っております。の検討などを行っております。の検討などを行っております。の検討などを行っております。

次に、個別条例との関連についてでありま次に、個別条例との関連についてでありま次に、個別条例との関連についてでありま次に、個別条例との関連についてでありま

すが、まちづくり基本条例はまちづくりの指すが、まちづくり基本条例はまちづくりの指すが、まちづくり基本条例はまちづくりの指すが、まちづくり基本条例はまちづくりの指

針となる基本条例であることから、「生活安針となる基本条例であることから、「生活安針となる基本条例であることから、「生活安針となる基本条例であることから、「生活安

全条例」「美しきまちづくり条例」等はこの全条例」「美しきまちづくり条例」等はこの全条例」「美しきまちづくり条例」等はこの全条例」「美しきまちづくり条例」等はこの

条例に基づき制定される各分野ごとの条例と条例に基づき制定される各分野ごとの条例と条例に基づき制定される各分野ごとの条例と条例に基づき制定される各分野ごとの条例と

して位置づけられることとなります。して位置づけられることとなります。して位置づけられることとなります。して位置づけられることとなります。

また、市民の皆さんからの意見の集約方法また、市民の皆さんからの意見の集約方法また、市民の皆さんからの意見の集約方法また、市民の皆さんからの意見の集約方法

については、条例素案を策定した段階でまちについては、条例素案を策定した段階でまちについては、条例素案を策定した段階でまちについては、条例素案を策定した段階でまち

づくり地区懇談会での説明及び意見交換、市づくり地区懇談会での説明及び意見交換、市づくり地区懇談会での説明及び意見交換、市づくり地区懇談会での説明及び意見交換、市

広報紙、ホームページによる意見募集などを広報紙、ホームページによる意見募集などを広報紙、ホームページによる意見募集などを広報紙、ホームページによる意見募集などを

予定しております。予定しております。予定しております。予定しております。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご

質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。

初めに、卒業式・入学式についてでありま初めに、卒業式・入学式についてでありま初めに、卒業式・入学式についてでありま初めに、卒業式・入学式についてでありま

すが、国旗、国歌の実施につきましては全国すが、国旗、国歌の実施につきましては全国すが、国旗、国歌の実施につきましては全国すが、国旗、国歌の実施につきましては全国

的にさまざまな動きがございますが、美唄市的にさまざまな動きがございますが、美唄市的にさまざまな動きがございますが、美唄市的にさまざまな動きがございますが、美唄市

教育委員会といたしましては学習指導要領に教育委員会といたしましては学習指導要領に教育委員会といたしましては学習指導要領に教育委員会といたしましては学習指導要領に

基づき、卒業式や入学式などにおいて実施し基づき、卒業式や入学式などにおいて実施し基づき、卒業式や入学式などにおいて実施し基づき、卒業式や入学式などにおいて実施し

ているものであります。ているものであります。ているものであります。ているものであります。

また、国際社会に生きる日本人としての自また、国際社会に生きる日本人としての自また、国際社会に生きる日本人としての自また、国際社会に生きる日本人としての自

覚を育てる観点からも国旗を掲揚し、国歌を覚を育てる観点からも国旗を掲揚し、国歌を覚を育てる観点からも国旗を掲揚し、国歌を覚を育てる観点からも国旗を掲揚し、国歌を

斉唱することは大変重要であり、公教育推進斉唱することは大変重要であり、公教育推進斉唱することは大変重要であり、公教育推進斉唱することは大変重要であり、公教育推進

の観点においても各学校で国旗、国歌を適切の観点においても各学校で国旗、国歌を適切の観点においても各学校で国旗、国歌を適切の観点においても各学校で国旗、国歌を適切

に指導することが大切であると考えておりまに指導することが大切であると考えておりまに指導することが大切であると考えておりまに指導することが大切であると考えておりま

す。す。す。す。

卒業式や入学式における国旗、国歌につい卒業式や入学式における国旗、国歌につい卒業式や入学式における国旗、国歌につい卒業式や入学式における国旗、国歌につい

ては、厳粛かつ清新な雰囲気の中で児童生徒ては、厳粛かつ清新な雰囲気の中で児童生徒ては、厳粛かつ清新な雰囲気の中で児童生徒ては、厳粛かつ清新な雰囲気の中で児童生徒

１人ひとりが新しい生活に向け集団への帰属１人ひとりが新しい生活に向け集団への帰属１人ひとりが新しい生活に向け集団への帰属１人ひとりが新しい生活に向け集団への帰属

感あるいは連帯感を深める機会であり、より感あるいは連帯感を深める機会であり、より感あるいは連帯感を深める機会であり、より感あるいは連帯感を深める機会であり、より

望ましい形で実施されるよう教職員や地域の望ましい形で実施されるよう教職員や地域の望ましい形で実施されるよう教職員や地域の望ましい形で実施されるよう教職員や地域の

理解を深めながら､適切に実施されるようお願理解を深めながら､適切に実施されるようお願理解を深めながら､適切に実施されるようお願理解を深めながら､適切に実施されるようお願

いしているところでございます。いしているところでございます。いしているところでございます。いしているところでございます。

次に、小中学校の学習指導についてであり次に、小中学校の学習指導についてであり次に、小中学校の学習指導についてであり次に、小中学校の学習指導についてであり

ますが、一昨日３月７日発行の北海道新聞にますが、一昨日３月７日発行の北海道新聞にますが、一昨日３月７日発行の北海道新聞にますが、一昨日３月７日発行の北海道新聞に

も大きく取り上げられていましたが、個に応も大きく取り上げられていましたが、個に応も大きく取り上げられていましたが、個に応も大きく取り上げられていましたが、個に応

じたきめ細かな指導で子どもの学習意欲を高じたきめ細かな指導で子どもの学習意欲を高じたきめ細かな指導で子どもの学習意欲を高じたきめ細かな指導で子どもの学習意欲を高

めるとともに、基礎、基本の確実な定着やみめるとともに、基礎、基本の確実な定着やみめるとともに、基礎、基本の確実な定着やみめるとともに、基礎、基本の確実な定着やみ

ずから学び、考える力などを育成するためのずから学び、考える力などを育成するためのずから学び、考える力などを育成するためのずから学び、考える力などを育成するための

指導方法の１つが習熟度別学習であると考え指導方法の１つが習熟度別学習であると考え指導方法の１つが習熟度別学習であると考え指導方法の１つが習熟度別学習であると考え

ております。同じく個に応じた指導である少ております。同じく個に応じた指導である少ております。同じく個に応じた指導である少ております。同じく個に応じた指導である少

人数指導やチームティーチングなどとともに人数指導やチームティーチングなどとともに人数指導やチームティーチングなどとともに人数指導やチームティーチングなどとともに
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教育効果が上がるという成果を受け、全国的教育効果が上がるという成果を受け、全国的教育効果が上がるという成果を受け、全国的教育効果が上がるという成果を受け、全国的

に広がりを見せているものと受けとめておりに広がりを見せているものと受けとめておりに広がりを見せているものと受けとめておりに広がりを見せているものと受けとめており

ます。ます。ます。ます。

平成16年度、本市では小学校３校、中学校平成16年度、本市では小学校３校、中学校平成16年度、本市では小学校３校、中学校平成16年度、本市では小学校３校、中学校

３校の計６校で習熟度別授業を取り入れたと３校の計６校で習熟度別授業を取り入れたと３校の計６校で習熟度別授業を取り入れたと３校の計６校で習熟度別授業を取り入れたと

の報告があり、補充的な学習を中心に個に応の報告があり、補充的な学習を中心に個に応の報告があり、補充的な学習を中心に個に応の報告があり、補充的な学習を中心に個に応

じたきめ細かな指導の充実が図られてきていじたきめ細かな指導の充実が図られてきていじたきめ細かな指導の充実が図られてきていじたきめ細かな指導の充実が図られてきてい

るものと考えております。各学校においては、るものと考えております。各学校においては、るものと考えております。各学校においては、るものと考えております。各学校においては、

子どもたちが差別意識などを抱くことがない子どもたちが差別意識などを抱くことがない子どもたちが差別意識などを抱くことがない子どもたちが差別意識などを抱くことがない

ように十分配慮する必要があり、集団を固定ように十分配慮する必要があり、集団を固定ように十分配慮する必要があり、集団を固定ように十分配慮する必要があり、集団を固定

せず、弾力的に入れかえたり、希望を踏まえせず、弾力的に入れかえたり、希望を踏まえせず、弾力的に入れかえたり、希望を踏まえせず、弾力的に入れかえたり、希望を踏まえ

て選択させるなどの工夫が必要であると考えて選択させるなどの工夫が必要であると考えて選択させるなどの工夫が必要であると考えて選択させるなどの工夫が必要であると考え

ております。いずれにいたしましても、このております。いずれにいたしましても、このております。いずれにいたしましても、このております。いずれにいたしましても、この

習熟度別指導は競争や効率からの取り組みで習熟度別指導は競争や効率からの取り組みで習熟度別指導は競争や効率からの取り組みで習熟度別指導は競争や効率からの取り組みで

はなく、子どもの学習意欲に視点を充てた指はなく、子どもの学習意欲に視点を充てた指はなく、子どもの学習意欲に視点を充てた指はなく、子どもの学習意欲に視点を充てた指

導方法として活用していくことが望ましいと導方法として活用していくことが望ましいと導方法として活用していくことが望ましいと導方法として活用していくことが望ましいと

考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。

次に、職員研修についてでありますが、教次に、職員研修についてでありますが、教次に、職員研修についてでありますが、教次に、職員研修についてでありますが、教

育は人なりと言われるように、直接学校教育育は人なりと言われるように、直接学校教育育は人なりと言われるように、直接学校教育育は人なりと言われるように、直接学校教育

に携わる教員の役割は極めて大きいことから、に携わる教員の役割は極めて大きいことから、に携わる教員の役割は極めて大きいことから、に携わる教員の役割は極めて大きいことから、

１人ひとりがその資質能力を向上させるため１人ひとりがその資質能力を向上させるため１人ひとりがその資質能力を向上させるため１人ひとりがその資質能力を向上させるため

に研修と就業に励むことは大切なことであるに研修と就業に励むことは大切なことであるに研修と就業に励むことは大切なことであるに研修と就業に励むことは大切なことである

と考えております。特に子どもにとってわかと考えております。特に子どもにとってわかと考えております。特に子どもにとってわかと考えております。特に子どもにとってわか

る授業を推進するためには、これまでにも増る授業を推進するためには、これまでにも増る授業を推進するためには、これまでにも増る授業を推進するためには、これまでにも増

して教員の専門性を高めることが重要であるして教員の専門性を高めることが重要であるして教員の専門性を高めることが重要であるして教員の専門性を高めることが重要である

ことから、仮説検証型の研究を進めるなど校ことから、仮説検証型の研究を進めるなど校ことから、仮説検証型の研究を進めるなど校ことから、仮説検証型の研究を進めるなど校

内研修の活性化を図るとともに、各種研修会内研修の活性化を図るとともに、各種研修会内研修の活性化を図るとともに、各種研修会内研修の活性化を図るとともに、各種研修会

等への積極的な参加など、校外研修にも取り等への積極的な参加など、校外研修にも取り等への積極的な参加など、校外研修にも取り等への積極的な参加など、校外研修にも取り

組む姿勢が必要であると考えております。組む姿勢が必要であると考えております。組む姿勢が必要であると考えております。組む姿勢が必要であると考えております。

平成16年度の公開研究指定校につきまして平成16年度の公開研究指定校につきまして平成16年度の公開研究指定校につきまして平成16年度の公開研究指定校につきまして

は、中央幼稚園１園、研究奨励校につきましは、中央幼稚園１園、研究奨励校につきましは、中央幼稚園１園、研究奨励校につきましは、中央幼稚園１園、研究奨励校につきまし

ては中央小学校、三井美唄幼稚園の２校となては中央小学校、三井美唄幼稚園の２校となては中央小学校、三井美唄幼稚園の２校となては中央小学校、三井美唄幼稚園の２校とな

っております。っております。っております。っております。

また、教職員１人ひとりの自主性、主体性また、教職員１人ひとりの自主性、主体性また、教職員１人ひとりの自主性、主体性また、教職員１人ひとりの自主性、主体性

を基盤とした研修意欲が大切であることから、を基盤とした研修意欲が大切であることから、を基盤とした研修意欲が大切であることから、を基盤とした研修意欲が大切であることから、

日常的な教職員相互の理解と協力による研修日常的な教職員相互の理解と協力による研修日常的な教職員相互の理解と協力による研修日常的な教職員相互の理解と協力による研修

に対する環境づくりの工夫について引き続きに対する環境づくりの工夫について引き続きに対する環境づくりの工夫について引き続きに対する環境づくりの工夫について引き続き

各学校に対して指導、助言しながら、研修機各学校に対して指導、助言しながら、研修機各学校に対して指導、助言しながら、研修機各学校に対して指導、助言しながら、研修機

会の確保に努めていきたいと考えております。会の確保に努めていきたいと考えております。会の確保に努めていきたいと考えております。会の確保に努めていきたいと考えております。

いずれにいたしましても、子どもの限りないいずれにいたしましても、子どもの限りないいずれにいたしましても、子どもの限りないいずれにいたしましても、子どもの限りない

可能性を見つけ広げる教員にあっては、鋭い可能性を見つけ広げる教員にあっては、鋭い可能性を見つけ広げる教員にあっては、鋭い可能性を見つけ広げる教員にあっては、鋭い

先見性と幅広い教養を基盤とする実践的な指先見性と幅広い教養を基盤とする実践的な指先見性と幅広い教養を基盤とする実践的な指先見性と幅広い教養を基盤とする実践的な指

導力を身につけようとする日常的な研鑽が必導力を身につけようとする日常的な研鑽が必導力を身につけようとする日常的な研鑽が必導力を身につけようとする日常的な研鑽が必

要であると、このように考えているところで要であると、このように考えているところで要であると、このように考えているところで要であると、このように考えているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。

●10番米田良克君 この場から再質問をさせ●10番米田良克君 この場から再質問をさせ●10番米田良克君 この場から再質問をさせ●10番米田良克君 この場から再質問をさせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まず、まちづくり基本条例についてでありまず、まちづくり基本条例についてでありまず、まちづくり基本条例についてでありまず、まちづくり基本条例についてであり

ますが、桜井市長が就任されて最初の第３回ますが、桜井市長が就任されて最初の第３回ますが、桜井市長が就任されて最初の第３回ますが、桜井市長が就任されて最初の第３回

臨時会の中でこのことについてのやりとりが臨時会の中でこのことについてのやりとりが臨時会の中でこのことについてのやりとりが臨時会の中でこのことについてのやりとりが

ありました。その中でも、いま答弁がありまありました。その中でも、いま答弁がありまありました。その中でも、いま答弁がありまありました。その中でも、いま答弁がありま

したけれども、個別条例とのかかわりについしたけれども、個別条例とのかかわりについしたけれども、個別条例とのかかわりについしたけれども、個別条例とのかかわりについ

て言えば、個別条例というのは基本条例に基て言えば、個別条例というのは基本条例に基て言えば、個別条例というのは基本条例に基て言えば、個別条例というのは基本条例に基

づいて制定されるという趣旨の市長の答弁がづいて制定されるという趣旨の市長の答弁がづいて制定されるという趣旨の市長の答弁がづいて制定されるという趣旨の市長の答弁が

あったかというふうに記憶しております。いあったかというふうに記憶しております。いあったかというふうに記憶しております。いあったかというふうに記憶しております。い

まのご答弁はわかるのです。ただ、時期的なまのご答弁はわかるのです。ただ、時期的なまのご答弁はわかるのです。ただ、時期的なまのご答弁はわかるのです。ただ、時期的な

ものとしては､18年度中の制定を目指すというものとしては､18年度中の制定を目指すというものとしては､18年度中の制定を目指すというものとしては､18年度中の制定を目指すという

答弁をいただきましたけれども、昨年の10月答弁をいただきましたけれども、昨年の10月答弁をいただきましたけれども、昨年の10月答弁をいただきましたけれども、昨年の10月

の臨時会の質疑のやりとりの中ではもうすでの臨時会の質疑のやりとりの中ではもうすでの臨時会の質疑のやりとりの中ではもうすでの臨時会の質疑のやりとりの中ではもうすで

に条文の検討に入っているのではないかといに条文の検討に入っているのではないかといに条文の検討に入っているのではないかといに条文の検討に入っているのではないかとい

う、これは質問される側のご発言でしたけれう、これは質問される側のご発言でしたけれう、これは質問される側のご発言でしたけれう、これは質問される側のご発言でしたけれ

ども、ありまして、すでに作業が進んでいるども、ありまして、すでに作業が進んでいるども、ありまして、すでに作業が進んでいるども、ありまして、すでに作業が進んでいる

のかなという、そういう印象を私は受けておのかなという、そういう印象を私は受けておのかなという、そういう印象を私は受けておのかなという、そういう印象を私は受けてお

りました。これが18年中の制定ということにりました。これが18年中の制定ということにりました。これが18年中の制定ということにりました。これが18年中の制定ということに

なるとまだ１年以上あるわけでして、そのあなるとまだ１年以上あるわけでして、そのあなるとまだ１年以上あるわけでして、そのあなるとまだ１年以上あるわけでして、そのあ

たりについては作業状況といいますか、一応たりについては作業状況といいますか、一応たりについては作業状況といいますか、一応たりについては作業状況といいますか、一応

検討をやっておりますという答弁をいただい検討をやっておりますという答弁をいただい検討をやっておりますという答弁をいただい検討をやっておりますという答弁をいただい
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たのですけれども、その辺の進みぐあいが、たのですけれども、その辺の進みぐあいが、たのですけれども、その辺の進みぐあいが、たのですけれども、その辺の進みぐあいが、

前任の井坂市長のときからこの議論は議会で前任の井坂市長のときからこの議論は議会で前任の井坂市長のときからこの議論は議会で前任の井坂市長のときからこの議論は議会で

何度も上っておりましたから、作業が進んで何度も上っておりましたから、作業が進んで何度も上っておりましたから、作業が進んで何度も上っておりましたから、作業が進んで

いるのかなという、そういう感じで受けとめいるのかなという、そういう感じで受けとめいるのかなという、そういう感じで受けとめいるのかなという、そういう感じで受けとめ

ていたというのがございます。その辺のとこていたというのがございます。その辺のとこていたというのがございます。その辺のとこていたというのがございます。その辺のとこ

ろがもし説明がいただければと思います。ろがもし説明がいただければと思います。ろがもし説明がいただければと思います。ろがもし説明がいただければと思います。

それから、今回の一般質問の中で、生活安それから、今回の一般質問の中で、生活安それから、今回の一般質問の中で、生活安それから、今回の一般質問の中で、生活安

全条例については今年度制定したいという市全条例については今年度制定したいという市全条例については今年度制定したいという市全条例については今年度制定したいという市

長の答弁がございました。そうしますと、い長の答弁がございました。そうしますと、い長の答弁がございました。そうしますと、い長の答弁がございました。そうしますと、い

まの基本条例、個別条例のかかわりでいうと、まの基本条例、個別条例のかかわりでいうと、まの基本条例、個別条例のかかわりでいうと、まの基本条例、個別条例のかかわりでいうと、

個別条例は基本条例に基づいて制定されるも個別条例は基本条例に基づいて制定されるも個別条例は基本条例に基づいて制定されるも個別条例は基本条例に基づいて制定されるも

のとして位置づけられていますと、そういうのとして位置づけられていますと、そういうのとして位置づけられていますと、そういうのとして位置づけられていますと、そういう

答弁だったんです。しかし、生活安全条例は1答弁だったんです。しかし、生活安全条例は1答弁だったんです。しかし、生活安全条例は1答弁だったんです。しかし、生活安全条例は1

7年度でやりたいと。基本条例は18年度だとい7年度でやりたいと。基本条例は18年度だとい7年度でやりたいと。基本条例は18年度だとい7年度でやりたいと。基本条例は18年度だとい

うことになれば、順序が違うのではないかとうことになれば、順序が違うのではないかとうことになれば、順序が違うのではないかとうことになれば、順序が違うのではないかと

いうふうに受けとめたわけです。このあたりいうふうに受けとめたわけです。このあたりいうふうに受けとめたわけです。このあたりいうふうに受けとめたわけです。このあたり

のご説明をいただきたいというふうに思いまのご説明をいただきたいというふうに思いまのご説明をいただきたいというふうに思いまのご説明をいただきたいというふうに思いま

す。す。す。す。

それから、卒業式、入学式についてでありそれから、卒業式、入学式についてでありそれから、卒業式、入学式についてでありそれから、卒業式、入学式についてであり

ますが、質問の最初でも申し上げましたけれますが、質問の最初でも申し上げましたけれますが、質問の最初でも申し上げましたけれますが、質問の最初でも申し上げましたけれ

ども、毎年取り上げますが、私が願うようなども、毎年取り上げますが、私が願うようなども、毎年取り上げますが、私が願うようなども、毎年取り上げますが、私が願うような

答弁はいただけないわけです。私自身として答弁はいただけないわけです。私自身として答弁はいただけないわけです。私自身として答弁はいただけないわけです。私自身として

は、大変残念だなというふうに思っています。は、大変残念だなというふうに思っています。は、大変残念だなというふうに思っています。は、大変残念だなというふうに思っています。

この問題で大事なのは、先ほどの徳永さんのこの問題で大事なのは、先ほどの徳永さんのこの問題で大事なのは、先ほどの徳永さんのこの問題で大事なのは、先ほどの徳永さんの

文章にもありましたが、主人公である児童生文章にもありましたが、主人公である児童生文章にもありましたが、主人公である児童生文章にもありましたが、主人公である児童生

徒たちの気持ちだと思うんです。子どもたち徒たちの気持ちだと思うんです。子どもたち徒たちの気持ちだと思うんです。子どもたち徒たちの気持ちだと思うんです。子どもたち

への祝福の気持ちを忘れないで卒業式、入学への祝福の気持ちを忘れないで卒業式、入学への祝福の気持ちを忘れないで卒業式、入学への祝福の気持ちを忘れないで卒業式、入学

式を組み立てる。そして、出席する。学校と式を組み立てる。そして、出席する。学校と式を組み立てる。そして、出席する。学校と式を組み立てる。そして、出席する。学校と

しては、憲法、教育基本法を忘れないでほししては、憲法、教育基本法を忘れないでほししては、憲法、教育基本法を忘れないでほししては、憲法、教育基本法を忘れないでほし

いと思います。憲法を時には思い出して、自いと思います。憲法を時には思い出して、自いと思います。憲法を時には思い出して、自いと思います。憲法を時には思い出して、自

分の生活を振り返ってみる。そんな日本国民分の生活を振り返ってみる。そんな日本国民分の生活を振り返ってみる。そんな日本国民分の生活を振り返ってみる。そんな日本国民

になってほしいと思いながら、子どもたちにになってほしいと思いながら、子どもたちにになってほしいと思いながら、子どもたちにになってほしいと思いながら、子どもたちに

新しい生活へ進んでほしい。私は、そんな願新しい生活へ進んでほしい。私は、そんな願新しい生活へ進んでほしい。私は、そんな願新しい生活へ進んでほしい。私は、そんな願

いで送り出したいと思っているわけです。卒いで送り出したいと思っているわけです。卒いで送り出したいと思っているわけです。卒いで送り出したいと思っているわけです。卒

業式にかかわる人たち全員が同じ思いで送り業式にかかわる人たち全員が同じ思いで送り業式にかかわる人たち全員が同じ思いで送り業式にかかわる人たち全員が同じ思いで送り

出せたら、これは本当に望ましい姿だと思う出せたら、これは本当に望ましい姿だと思う出せたら、これは本当に望ましい姿だと思う出せたら、これは本当に望ましい姿だと思う

んです。子どもたちも全員が本当に明るく輝んです。子どもたちも全員が本当に明るく輝んです。子どもたちも全員が本当に明るく輝んです。子どもたちも全員が本当に明るく輝

く笑顔で手を振って巣立っていくんではないく笑顔で手を振って巣立っていくんではないく笑顔で手を振って巣立っていくんではないく笑顔で手を振って巣立っていくんではない

かというふうに思います。せめて卒業する彼かというふうに思います。せめて卒業する彼かというふうに思います。せめて卒業する彼かというふうに思います。せめて卒業する彼

らが思い悩む場面を経験しないで済めばと思らが思い悩む場面を経験しないで済めばと思らが思い悩む場面を経験しないで済めばと思らが思い悩む場面を経験しないで済めばと思

っています。っています。っています。っています。

これまでの答弁では、思想信条の自由は侵これまでの答弁では、思想信条の自由は侵これまでの答弁では、思想信条の自由は侵これまでの答弁では、思想信条の自由は侵

しませんというお話をいただきました。良心しませんというお話をいただきました。良心しませんというお話をいただきました。良心しませんというお話をいただきました。良心

の自由を認めるということですね。内心の自の自由を認めるということですね。内心の自の自由を認めるということですね。内心の自の自由を認めるということですね。内心の自

由を認めるということです。しかし、子ども由を認めるということです。しかし、子ども由を認めるということです。しかし、子ども由を認めるということです。しかし、子ども

たちは国歌斉唱という場面で立つのか立たなたちは国歌斉唱という場面で立つのか立たなたちは国歌斉唱という場面で立つのか立たなたちは国歌斉唱という場面で立つのか立たな

いのか、歌うのか歌わないのか、みずからのいのか、歌うのか歌わないのか、みずからのいのか、歌うのか歌わないのか、みずからのいのか、歌うのか歌わないのか、みずからの

行動について自身で選択をしなければならな行動について自身で選択をしなければならな行動について自身で選択をしなければならな行動について自身で選択をしなければならな

いんです。選択を迫られるわけです。家を出いんです。選択を迫られるわけです。家を出いんです。選択を迫られるわけです。家を出いんです。選択を迫られるわけです。家を出

るときにどうするか心を決めていたとしても、るときにどうするか心を決めていたとしても、るときにどうするか心を決めていたとしても、るときにどうするか心を決めていたとしても、

会場に入ってから、あるいは迷いが出るかも会場に入ってから、あるいは迷いが出るかも会場に入ってから、あるいは迷いが出るかも会場に入ってから、あるいは迷いが出るかも

しれません。周囲の仲間の目を、あるいは気しれません。周囲の仲間の目を、あるいは気しれません。周囲の仲間の目を、あるいは気しれません。周囲の仲間の目を、あるいは気

持ちを考えるかもしれない。具体的な例とし持ちを考えるかもしれない。具体的な例とし持ちを考えるかもしれない。具体的な例とし持ちを考えるかもしれない。具体的な例とし

ては、周りがみんな立って座っている子に対ては、周りがみんな立って座っている子に対ては、周りがみんな立って座っている子に対ては、周りがみんな立って座っている子に対

して、おまえ、何で立たないのよという、そして、おまえ、何で立たないのよという、そして、おまえ、何で立たないのよという、そして、おまえ、何で立たないのよという、そ

ういう声がかかるというのもあるそうです。ういう声がかかるというのもあるそうです。ういう声がかかるというのもあるそうです。ういう声がかかるというのもあるそうです。

どちらかに自分の気持ちを決めなきゃならなどちらかに自分の気持ちを決めなきゃならなどちらかに自分の気持ちを決めなきゃならなどちらかに自分の気持ちを決めなきゃならな

い。どちらに決めたとしても心だけでしたら、い。どちらに決めたとしても心だけでしたら、い。どちらに決めたとしても心だけでしたら、い。どちらに決めたとしても心だけでしたら、

それはだれにも見られることなく、知られるそれはだれにも見られることなく、知られるそれはだれにも見られることなく、知られるそれはだれにも見られることなく、知られる

こともないんです。しかし、態度に、行動にこともないんです。しかし、態度に、行動にこともないんです。しかし、態度に、行動にこともないんです。しかし、態度に、行動に

あらわさなければならないわけです。内心のあらわさなければならないわけです。内心のあらわさなければならないわけです。内心のあらわさなければならないわけです。内心の

自由というのは、外にあらわす必要は本来は自由というのは、外にあらわす必要は本来は自由というのは、外にあらわす必要は本来は自由というのは、外にあらわす必要は本来は

ないと思うんですけれども、それを態度にあないと思うんですけれども、それを態度にあないと思うんですけれども、それを態度にあないと思うんですけれども、それを態度にあ

らわす、行動にあらわさなければならない。らわす、行動にあらわさなければならない。らわす、行動にあらわさなければならない。らわす、行動にあらわさなければならない。

これは、子どもたちにとって非常に強い圧力これは、子どもたちにとって非常に強い圧力これは、子どもたちにとって非常に強い圧力これは、子どもたちにとって非常に強い圧力

だというふうに思います。徳永さんの書いただというふうに思います。徳永さんの書いただというふうに思います。徳永さんの書いただというふうに思います。徳永さんの書いた

文書の中でも、子どもは成長の途上にあり、文書の中でも、子どもは成長の途上にあり、文書の中でも、子どもは成長の途上にあり、文書の中でも、子どもは成長の途上にあり、

まだ人格形成の途中である。子どもの価値観まだ人格形成の途中である。子どもの価値観まだ人格形成の途中である。子どもの価値観まだ人格形成の途中である。子どもの価値観
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の形成には、国家介入や強制や脅迫はあっての形成には、国家介入や強制や脅迫はあっての形成には、国家介入や強制や脅迫はあっての形成には、国家介入や強制や脅迫はあって

はならない。さまざまな価値観やいろいろなはならない。さまざまな価値観やいろいろなはならない。さまざまな価値観やいろいろなはならない。さまざまな価値観やいろいろな

国や地域の歴史と真実に触れる中で、人生観国や地域の歴史と真実に触れる中で、人生観国や地域の歴史と真実に触れる中で、人生観国や地域の歴史と真実に触れる中で、人生観

や価値観を形成していくとありました。中学や価値観を形成していくとありました。中学や価値観を形成していくとありました。中学や価値観を形成していくとありました。中学

生であっても、みずからの判断はなかなか難生であっても、みずからの判断はなかなか難生であっても、みずからの判断はなかなか難生であっても、みずからの判断はなかなか難

しいのではないでしょうか。それをさせようしいのではないでしょうか。それをさせようしいのではないでしょうか。それをさせようしいのではないでしょうか。それをさせよう

とする。そんな権限がだれかにあるんでしょとする。そんな権限がだれかにあるんでしょとする。そんな権限がだれかにあるんでしょとする。そんな権限がだれかにあるんでしょ

うか。私は、そんな権限はだれにもないと思うか。私は、そんな権限はだれにもないと思うか。私は、そんな権限はだれにもないと思うか。私は、そんな権限はだれにもないと思

います。学習指導要領を理由に子どもたちにいます。学習指導要領を理由に子どもたちにいます。学習指導要領を理由に子どもたちにいます。学習指導要領を理由に子どもたちに

強制できるとは思いません。日本には、日本強制できるとは思いません。日本には、日本強制できるとは思いません。日本には、日本強制できるとは思いません。日本には、日本

国憲法があって、教育基本法があって、学校国憲法があって、教育基本法があって、学校国憲法があって、教育基本法があって、学校国憲法があって、教育基本法があって、学校

教育法があるわけです。長い間強制すること教育法があるわけです。長い間強制すること教育法があるわけです。長い間強制すること教育法があるわけです。長い間強制すること

なくやってきたんです。子どもたちの卒業式、なくやってきたんです。子どもたちの卒業式、なくやってきたんです。子どもたちの卒業式、なくやってきたんです。子どもたちの卒業式、

子どもたちの入学式なんです。子どもたちの入学式なんです。子どもたちの入学式なんです。子どもたちの入学式なんです。

教育長は、１日の教育行政執行方針の中で、教育長は、１日の教育行政執行方針の中で、教育長は、１日の教育行政執行方針の中で、教育長は、１日の教育行政執行方針の中で、

これまでの枠組みから地方や地域が責任を持これまでの枠組みから地方や地域が責任を持これまでの枠組みから地方や地域が責任を持これまでの枠組みから地方や地域が責任を持

って主体性をより発揮することができる新しって主体性をより発揮することができる新しって主体性をより発揮することができる新しって主体性をより発揮することができる新し

い社会の実現に向けた取り組みが進められてい社会の実現に向けた取り組みが進められてい社会の実現に向けた取り組みが進められてい社会の実現に向けた取り組みが進められて

おりますと述べられました。おりますと述べられました。おりますと述べられました。おりますと述べられました。

また、児童生徒１人ひとりにみずから学び、また、児童生徒１人ひとりにみずから学び、また、児童生徒１人ひとりにみずから学び、また、児童生徒１人ひとりにみずから学び、

みずから考えるなどの生きる力をはぐくむたみずから考えるなどの生きる力をはぐくむたみずから考えるなどの生きる力をはぐくむたみずから考えるなどの生きる力をはぐくむた

めの教育を推進していくとも述べられました。めの教育を推進していくとも述べられました。めの教育を推進していくとも述べられました。めの教育を推進していくとも述べられました。

考え直してみませんか。全国とは言いません。考え直してみませんか。全国とは言いません。考え直してみませんか。全国とは言いません。考え直してみませんか。全国とは言いません。

せめて美唄だけでも考え直して、子ども中心せめて美唄だけでも考え直して、子ども中心せめて美唄だけでも考え直して、子ども中心せめて美唄だけでも考え直して、子ども中心

に考えてみて、どうあるのが卒業式や入学式に考えてみて、どうあるのが卒業式や入学式に考えてみて、どうあるのが卒業式や入学式に考えてみて、どうあるのが卒業式や入学式

なのか、そういうことを考えていただくわけなのか、そういうことを考えていただくわけなのか、そういうことを考えていただくわけなのか、そういうことを考えていただくわけ

にはいかないでしょうか。いかがでしょうか。にはいかないでしょうか。いかがでしょうか。にはいかないでしょうか。いかがでしょうか。にはいかないでしょうか。いかがでしょうか。

それから、学習指導の問題ですが、いただそれから、学習指導の問題ですが、いただそれから、学習指導の問題ですが、いただそれから、学習指導の問題ですが、いただ

いた答弁はわかりました。答弁でもおっしゃいた答弁はわかりました。答弁でもおっしゃいた答弁はわかりました。答弁でもおっしゃいた答弁はわかりました。答弁でもおっしゃ

られていますが、７日の北海道新聞に実にタられていますが、７日の北海道新聞に実にタられていますが、７日の北海道新聞に実にタられていますが、７日の北海道新聞に実にタ

イミングよく出たんです。私もびっくりしたイミングよく出たんです。私もびっくりしたイミングよく出たんです。私もびっくりしたイミングよく出たんです。私もびっくりした

んですけれども、さっと読んでみたら、大変んですけれども、さっと読んでみたら、大変んですけれども、さっと読んでみたら、大変んですけれども、さっと読んでみたら、大変

いいことだけ書いてありまして、問題点はほいいことだけ書いてありまして、問題点はほいいことだけ書いてありまして、問題点はほいいことだけ書いてありまして、問題点はほ

とんど書いていない。品川のうまくいっていとんど書いていない。品川のうまくいっていとんど書いていない。品川のうまくいっていとんど書いていない。品川のうまくいってい

る例が大きく記事になって載っています。たる例が大きく記事になって載っています。たる例が大きく記事になって載っています。たる例が大きく記事になって載っています。た

だ、これを読んでみては、やはりどうするのだ、これを読んでみては、やはりどうするのだ、これを読んでみては、やはりどうするのだ、これを読んでみては、やはりどうするの

が一番子どものためかという視点が非常に強が一番子どものためかという視点が非常に強が一番子どものためかという視点が非常に強が一番子どものためかという視点が非常に強

く出ているというふうに思いました。ですかく出ているというふうに思いました。ですかく出ているというふうに思いました。ですかく出ているというふうに思いました。ですか

ら、私１年前に質問したときに習熟度別指導ら、私１年前に質問したときに習熟度別指導ら、私１年前に質問したときに習熟度別指導ら、私１年前に質問したときに習熟度別指導

というのはかなり問題がありますよという指というのはかなり問題がありますよという指というのはかなり問題がありますよという指というのはかなり問題がありますよという指

摘をさせていただいたんです。そのことの気摘をさせていただいたんです。そのことの気摘をさせていただいたんです。そのことの気摘をさせていただいたんです。そのことの気

持ちに別に変わりはないんですけれども、現持ちに別に変わりはないんですけれども、現持ちに別に変わりはないんですけれども、現持ちに別に変わりはないんですけれども、現

場の先生方が一生懸命努力して、やっぱりい場の先生方が一生懸命努力して、やっぱりい場の先生方が一生懸命努力して、やっぱりい場の先生方が一生懸命努力して、やっぱりい

かに子どもたちにわかる授業をつくるかといかに子どもたちにわかる授業をつくるかといかに子どもたちにわかる授業をつくるかといかに子どもたちにわかる授業をつくるかとい

うことでは、努力されることの成果というのうことでは、努力されることの成果というのうことでは、努力されることの成果というのうことでは、努力されることの成果というの

はやっぱりあるんだということ。そのことは、はやっぱりあるんだということ。そのことは、はやっぱりあるんだということ。そのことは、はやっぱりあるんだということ。そのことは、

私は認めたいと思うんです。ただ、向かい合私は認めたいと思うんです。ただ、向かい合私は認めたいと思うんです。ただ、向かい合私は認めたいと思うんです。ただ、向かい合

わせのページのところに、やっぱり教育学研わせのページのところに、やっぱり教育学研わせのページのところに、やっぱり教育学研わせのページのところに、やっぱり教育学研

究者の中には効率的に見える能力別編成は結究者の中には効率的に見える能力別編成は結究者の中には効率的に見える能力別編成は結究者の中には効率的に見える能力別編成は結

果的に子どもの意欲をそぎ、効果がない、こ果的に子どもの意欲をそぎ、効果がない、こ果的に子どもの意欲をそぎ、効果がない、こ果的に子どもの意欲をそぎ、効果がない、こ

ういう意見の方もいらっしゃるということはういう意見の方もいらっしゃるということはういう意見の方もいらっしゃるということはういう意見の方もいらっしゃるということは

ちょっと書いてあります。ですから、そういちょっと書いてあります。ですから、そういちょっと書いてあります。ですから、そういちょっと書いてあります。ですから、そうい

うマイナスの分野の方へ進んでしまうようなうマイナスの分野の方へ進んでしまうようなうマイナスの分野の方へ進んでしまうようなうマイナスの分野の方へ進んでしまうような

ことになるのはやっぱり絶対避けなければなことになるのはやっぱり絶対避けなければなことになるのはやっぱり絶対避けなければなことになるのはやっぱり絶対避けなければな

らないというふうに思うわけです。らないというふうに思うわけです。らないというふうに思うわけです。らないというふうに思うわけです。

すでに小中３校ずつで実践をされているとすでに小中３校ずつで実践をされているとすでに小中３校ずつで実践をされているとすでに小中３校ずつで実践をされていると

いうことでありますから、その結果等についいうことでありますから、その結果等についいうことでありますから、その結果等についいうことでありますから、その結果等につい

てもいずれ教育委員会の方からご報告がいたてもいずれ教育委員会の方からご報告がいたてもいずれ教育委員会の方からご報告がいたてもいずれ教育委員会の方からご報告がいた

だけるかなと思うのですけれども、私が１つだけるかなと思うのですけれども、私が１つだけるかなと思うのですけれども、私が１つだけるかなと思うのですけれども、私が１つ

心配するのは教員配置の問題なんです。１つ心配するのは教員配置の問題なんです。１つ心配するのは教員配置の問題なんです。１つ心配するのは教員配置の問題なんです。１つ

のクラスをたとえば２つに分けて指導するとのクラスをたとえば２つに分けて指導するとのクラスをたとえば２つに分けて指導するとのクラスをたとえば２つに分けて指導すると

いうふうになると、もう１人先生が必要にないうふうになると、もう１人先生が必要にないうふうになると、もう１人先生が必要にないうふうになると、もう１人先生が必要にな

るわけです。なかなかそういうゆとりはいまるわけです。なかなかそういうゆとりはいまるわけです。なかなかそういうゆとりはいまるわけです。なかなかそういうゆとりはいま

の学校にはないと思うわけで、これら小３、の学校にはないと思うわけで、これら小３、の学校にはないと思うわけで、これら小３、の学校にはないと思うわけで、これら小３、

中３の学校でどんな工夫、努力をされている中３の学校でどんな工夫、努力をされている中３の学校でどんな工夫、努力をされている中３の学校でどんな工夫、努力をされている

のかなと。その辺もし把握しておられればおのかなと。その辺もし把握しておられればおのかなと。その辺もし把握しておられればおのかなと。その辺もし把握しておられればお

聞かせをいただきたいと思うんです。今回そ聞かせをいただきたいと思うんです。今回そ聞かせをいただきたいと思うんです。今回そ聞かせをいただきたいと思うんです。今回そ

の辺まではつかんでいないということであれの辺まではつかんでいないということであれの辺まではつかんでいないということであれの辺まではつかんでいないということであれ
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ば、またいずれ機会を改めてお聞きをしたいば、またいずれ機会を改めてお聞きをしたいば、またいずれ機会を改めてお聞きをしたいば、またいずれ機会を改めてお聞きをしたい

というふうに思います。ただ、繰り返しになというふうに思います。ただ、繰り返しになというふうに思います。ただ、繰り返しになというふうに思います。ただ、繰り返しにな

って申しわけありませんが、やっぱり学校はって申しわけありませんが、やっぱり学校はって申しわけありませんが、やっぱり学校はって申しわけありませんが、やっぱり学校は

子どものためにある場所ですから、子どもが子どものためにある場所ですから、子どもが子どものためにある場所ですから、子どもが子どものためにある場所ですから、子どもが

いい勉強できたと。きょうの勉強は楽しかっいい勉強できたと。きょうの勉強は楽しかっいい勉強できたと。きょうの勉強は楽しかっいい勉強できたと。きょうの勉強は楽しかっ

たっていうふうにそう思える授業をぜひつくたっていうふうにそう思える授業をぜひつくたっていうふうにそう思える授業をぜひつくたっていうふうにそう思える授業をぜひつく

るという視点を絶対はずさないでもらいたい。るという視点を絶対はずさないでもらいたい。るという視点を絶対はずさないでもらいたい。るという視点を絶対はずさないでもらいたい。

そのことは多分一番考えているのは現場の先そのことは多分一番考えているのは現場の先そのことは多分一番考えているのは現場の先そのことは多分一番考えているのは現場の先

生方だと思いますから、余計な心配かもしれ生方だと思いますから、余計な心配かもしれ生方だと思いますから、余計な心配かもしれ生方だと思いますから、余計な心配かもしれ

ませんけれども、そのことは教育委員会としませんけれども、そのことは教育委員会としませんけれども、そのことは教育委員会としませんけれども、そのことは教育委員会とし

ても常々気をつけていただきたいなというこても常々気をつけていただきたいなというこても常々気をつけていただきたいなというこても常々気をつけていただきたいなというこ

とを思います。とを思います。とを思います。とを思います。

あと、研修の問題は、研修しようというふあと、研修の問題は、研修しようというふあと、研修の問題は、研修しようというふあと、研修の問題は、研修しようというふ

うに思っていても物理的に難しいということうに思っていても物理的に難しいということうに思っていても物理的に難しいということうに思っていても物理的に難しいということ

では困りますという話を去年もいたしましたでは困りますという話を去年もいたしましたでは困りますという話を去年もいたしましたでは困りますという話を去年もいたしました

が、そういうところの努力をされているのかが、そういうところの努力をされているのかが、そういうところの努力をされているのかが、そういうところの努力をされているのか

なとも思うのですけれども、いろいろ聞こえなとも思うのですけれども、いろいろ聞こえなとも思うのですけれども、いろいろ聞こえなとも思うのですけれども、いろいろ聞こえ

てくる話ではなかなか難しい状況があるといてくる話ではなかなか難しい状況があるといてくる話ではなかなか難しい状況があるといてくる話ではなかなか難しい状況があるとい

うことですね。２年前の３月議会では、超勤うことですね。２年前の３月議会では、超勤うことですね。２年前の３月議会では、超勤うことですね。２年前の３月議会では、超勤

訴訟の問題も取り上げてお尋ねをしました。訴訟の問題も取り上げてお尋ねをしました。訴訟の問題も取り上げてお尋ねをしました。訴訟の問題も取り上げてお尋ねをしました。

今回市政報告の中でそのことに触れられまし今回市政報告の中でそのことに触れられまし今回市政報告の中でそのことに触れられまし今回市政報告の中でそのことに触れられまし

たが、これはまた別の機会にお尋ねしたいとたが、これはまた別の機会にお尋ねしたいとたが、これはまた別の機会にお尋ねしたいとたが、これはまた別の機会にお尋ねしたいと

いうふうに思いますけれども、なかなか現場いうふうに思いますけれども、なかなか現場いうふうに思いますけれども、なかなか現場いうふうに思いますけれども、なかなか現場

ゆとりがないという状況が続いているとすれゆとりがないという状況が続いているとすれゆとりがないという状況が続いているとすれゆとりがないという状況が続いているとすれ

ば、研修研修と言われることが今度は教師のば、研修研修と言われることが今度は教師のば、研修研修と言われることが今度は教師のば、研修研修と言われることが今度は教師の

ストレスになってしまったのではうまくないストレスになってしまったのではうまくないストレスになってしまったのではうまくないストレスになってしまったのではうまくない

というふうに思うわけで、その辺は十分ひとというふうに思うわけで、その辺は十分ひとというふうに思うわけで、その辺は十分ひとというふうに思うわけで、その辺は十分ひと

つ喜んで研修に参加できる体制というんですつ喜んで研修に参加できる体制というんですつ喜んで研修に参加できる体制というんですつ喜んで研修に参加できる体制というんです

か、そういうものにご努力をいただきたいとか、そういうものにご努力をいただきたいとか、そういうものにご努力をいただきたいとか、そういうものにご努力をいただきたいと

思います。思います。思います。思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

最初に、まちづくり基本条例の制定状況に最初に、まちづくり基本条例の制定状況に最初に、まちづくり基本条例の制定状況に最初に、まちづくり基本条例の制定状況に

ついてでありますが、昨年庁内の検討委員会ついてでありますが、昨年庁内の検討委員会ついてでありますが、昨年庁内の検討委員会ついてでありますが、昨年庁内の検討委員会

におきまして論点整理をまとめ、現在これをにおきまして論点整理をまとめ、現在これをにおきまして論点整理をまとめ、現在これをにおきまして論点整理をまとめ、現在これを

もとに先進地の条例研究や条例の構成の検討もとに先進地の条例研究や条例の構成の検討もとに先進地の条例研究や条例の構成の検討もとに先進地の条例研究や条例の構成の検討

を行っており、具体的な条文の検討を今後行を行っており、具体的な条文の検討を今後行を行っており、具体的な条文の検討を今後行を行っており、具体的な条文の検討を今後行

っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。っていきたいと考えております。

また、市民の皆さんからの意見をお聞きすまた、市民の皆さんからの意見をお聞きすまた、市民の皆さんからの意見をお聞きすまた、市民の皆さんからの意見をお聞きす

る時間もとりたいと考えているところで、平る時間もとりたいと考えているところで、平る時間もとりたいと考えているところで、平る時間もとりたいと考えているところで、平

成18年度中の制定を予定しているところでご成18年度中の制定を予定しているところでご成18年度中の制定を予定しているところでご成18年度中の制定を予定しているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

次に、まちづくり基本条例と個別条例の関次に、まちづくり基本条例と個別条例の関次に、まちづくり基本条例と個別条例の関次に、まちづくり基本条例と個別条例の関

係についてでありますが、ご指摘のように基係についてでありますが、ご指摘のように基係についてでありますが、ご指摘のように基係についてでありますが、ご指摘のように基

本理念や基本原則を定めるという意味でまち本理念や基本原則を定めるという意味でまち本理念や基本原則を定めるという意味でまち本理念や基本原則を定めるという意味でまち

づくり基本条例は先行制定しておくべきであづくり基本条例は先行制定しておくべきであづくり基本条例は先行制定しておくべきであづくり基本条例は先行制定しておくべきであ

るという考え方もございますが、本市ではするという考え方もございますが、本市ではするという考え方もございますが、本市ではするという考え方もございますが、本市ではす

でに情報公開条例や個人情報保護条例あるいでに情報公開条例や個人情報保護条例あるいでに情報公開条例や個人情報保護条例あるいでに情報公開条例や個人情報保護条例あるい

は福祉のまちづくり条例など、まちづくり基は福祉のまちづくり条例など、まちづくり基は福祉のまちづくり条例など、まちづくり基は福祉のまちづくり条例など、まちづくり基

本条例に基づく個別条例と位置づけられるべ本条例に基づく個別条例と位置づけられるべ本条例に基づく個別条例と位置づけられるべ本条例に基づく個別条例と位置づけられるべ

き条例が制定されております。まちづくり基き条例が制定されております。まちづくり基き条例が制定されております。まちづくり基き条例が制定されております。まちづくり基

本条例は、まちづくりの指針となる基本条例本条例は、まちづくりの指針となる基本条例本条例は、まちづくりの指針となる基本条例本条例は、まちづくりの指針となる基本条例

であることから、これらの個別条例は各分野であることから、これらの個別条例は各分野であることから、これらの個別条例は各分野であることから、これらの個別条例は各分野

ごとの条例として位置づけられることとなりごとの条例として位置づけられることとなりごとの条例として位置づけられることとなりごとの条例として位置づけられることとなり

ます。ます。ます。ます。

生活安全条例につきましては、全国的に増生活安全条例につきましては、全国的に増生活安全条例につきましては、全国的に増生活安全条例につきましては、全国的に増

加しつつある事件、事故の状況をかんがみ、加しつつある事件、事故の状況をかんがみ、加しつつある事件、事故の状況をかんがみ、加しつつある事件、事故の状況をかんがみ、

安全で安心な地域社会を築くため、平成17年安全で安心な地域社会を築くため、平成17年安全で安心な地域社会を築くため、平成17年安全で安心な地域社会を築くため、平成17年

度中に制定を予定しているところでございま度中に制定を予定しているところでございま度中に制定を予定しているところでございま度中に制定を予定しているところでございま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお

答え申し上げます。答え申し上げます。答え申し上げます。答え申し上げます。

初めに、卒業式、入学式における国旗、国初めに、卒業式、入学式における国旗、国初めに、卒業式、入学式における国旗、国初めに、卒業式、入学式における国旗、国

歌についてでありますけれども、これは先ほ歌についてでありますけれども、これは先ほ歌についてでありますけれども、これは先ほ歌についてでありますけれども、これは先ほ

ど申し上げましたとおり学習指導要領に基づど申し上げましたとおり学習指導要領に基づど申し上げましたとおり学習指導要領に基づど申し上げましたとおり学習指導要領に基づ

きまして、21世紀という新しい時代の中で国きまして、21世紀という新しい時代の中で国きまして、21世紀という新しい時代の中で国きまして、21世紀という新しい時代の中で国
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際社会にいきる日本人としての自覚を育てる際社会にいきる日本人としての自覚を育てる際社会にいきる日本人としての自覚を育てる際社会にいきる日本人としての自覚を育てる

ために、また公教育推進の観点から校長が主ために、また公教育推進の観点から校長が主ために、また公教育推進の観点から校長が主ために、また公教育推進の観点から校長が主

催する職員会議で教職員の共通理解を図りな催する職員会議で教職員の共通理解を図りな催する職員会議で教職員の共通理解を図りな催する職員会議で教職員の共通理解を図りな

がら、適切に国旗、国歌を指導し、実施するがら、適切に国旗、国歌を指導し、実施するがら、適切に国旗、国歌を指導し、実施するがら、適切に国旗、国歌を指導し、実施する

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

なお、子どもたちの思想、良心との関連でなお、子どもたちの思想、良心との関連でなお、子どもたちの思想、良心との関連でなお、子どもたちの思想、良心との関連で

ございますけれども、指導に当たりましてはございますけれども、指導に当たりましてはございますけれども、指導に当たりましてはございますけれども、指導に当たりましては

内心まで入って強制しようとするものではな内心まで入って強制しようとするものではな内心まで入って強制しようとするものではな内心まで入って強制しようとするものではな

くて、教育上の配慮のもとに適切に指導を進くて、教育上の配慮のもとに適切に指導を進くて、教育上の配慮のもとに適切に指導を進くて、教育上の配慮のもとに適切に指導を進

めていくものであると、このように考えていめていくものであると、このように考えていめていくものであると、このように考えていめていくものであると、このように考えてい

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。

次に、習熟度別の学習についてでございま次に、習熟度別の学習についてでございま次に、習熟度別の学習についてでございま次に、習熟度別の学習についてでございま

すけれども、これにつきましては私どもも16すけれども、これにつきましては私どもも16すけれども、これにつきましては私どもも16すけれども、これにつきましては私どもも16

年度から少し一部学校で取り入れしておりま年度から少し一部学校で取り入れしておりま年度から少し一部学校で取り入れしておりま年度から少し一部学校で取り入れしておりま

す。この習熟度別授業によって得られる効果す。この習熟度別授業によって得られる効果す。この習熟度別授業によって得られる効果す。この習熟度別授業によって得られる効果

というのが大きいものと私ども受けとめておというのが大きいものと私ども受けとめておというのが大きいものと私ども受けとめておというのが大きいものと私ども受けとめてお

るわけでございますけれども、実は私も学校るわけでございますけれども、実は私も学校るわけでございますけれども、実は私も学校るわけでございますけれども、実は私も学校

を回ってみた折にある先生から聞いたんですを回ってみた折にある先生から聞いたんですを回ってみた折にある先生から聞いたんですを回ってみた折にある先生から聞いたんです

けれども、これ習熟度別、グループ別ではごけれども、これ習熟度別、グループ別ではごけれども、これ習熟度別、グループ別ではごけれども、これ習熟度別、グループ別ではご

ざいませんでしたけれども、学校にたまたまざいませんでしたけれども、学校にたまたまざいませんでしたけれども、学校にたまたまざいませんでしたけれども、学校にたまたま

朝非常に早く来る子どもがいると。その子ど朝非常に早く来る子どもがいると。その子ど朝非常に早く来る子どもがいると。その子ど朝非常に早く来る子どもがいると。その子ど

もについては、学力は決して優秀な方ではなもについては、学力は決して優秀な方ではなもについては、学力は決して優秀な方ではなもについては、学力は決して優秀な方ではな

かったんですけれども、たまたま朝早く来るかったんですけれども、たまたま朝早く来るかったんですけれども、たまたま朝早く来るかったんですけれども、たまたま朝早く来る

ものですから、先生がちょっと職員室に呼んものですから、先生がちょっと職員室に呼んものですから、先生がちょっと職員室に呼んものですから、先生がちょっと職員室に呼ん

で、どうなのこうなのということで指導しまで、どうなのこうなのということで指導しまで、どうなのこうなのということで指導しまで、どうなのこうなのということで指導しま

したところ、あっという間に学力向上したと。したところ、あっという間に学力向上したと。したところ、あっという間に学力向上したと。したところ、あっという間に学力向上したと。

初め親もこの子は学校そこそこでということ初め親もこの子は学校そこそこでということ初め親もこの子は学校そこそこでということ初め親もこの子は学校そこそこでということ

を考えていたんでしょうけれども、持ってくを考えていたんでしょうけれども、持ってくを考えていたんでしょうけれども、持ってくを考えていたんでしょうけれども、持ってく

る、テストで評価するということじゃございる、テストで評価するということじゃございる、テストで評価するということじゃございる、テストで評価するということじゃござい

ませんけれども、テストの成績も非常に上がませんけれども、テストの成績も非常に上がませんけれども、テストの成績も非常に上がませんけれども、テストの成績も非常に上が

ってきた。私事実公開授業なんか見に行きまってきた。私事実公開授業なんか見に行きまってきた。私事実公開授業なんか見に行きまってきた。私事実公開授業なんか見に行きま

したけれども、みんなの前で非常にはっきりしたけれども、みんなの前で非常にはっきりしたけれども、みんなの前で非常にはっきりしたけれども、みんなの前で非常にはっきり

発表しておったという、自信を持った学習態発表しておったという、自信を持った学習態発表しておったという、自信を持った学習態発表しておったという、自信を持った学習態

度であったということございます。これは、度であったということございます。これは、度であったということございます。これは、度であったということございます。これは、

たまたまその子１人でございましたけれども、たまたまその子１人でございましたけれども、たまたまその子１人でございましたけれども、たまたまその子１人でございましたけれども、

これが２人になり３人になって５人になるとこれが２人になり３人になって５人になるとこれが２人になり３人になって５人になるとこれが２人になり３人になって５人になると

どうなるか、それは私実際検証したわけでごどうなるか、それは私実際検証したわけでごどうなるか、それは私実際検証したわけでごどうなるか、それは私実際検証したわけでご

ざいませんので、わかりませんけれども、やざいませんので、わかりませんけれども、やざいませんので、わかりませんけれども、やざいませんので、わかりませんけれども、や

はりそういった子どもに応じた指導をすれば、はりそういった子どもに応じた指導をすれば、はりそういった子どもに応じた指導をすれば、はりそういった子どもに応じた指導をすれば、

子どもというのは学ぶ意欲をみずからもって子どもというのは学ぶ意欲をみずからもって子どもというのは学ぶ意欲をみずからもって子どもというのは学ぶ意欲をみずからもって

進んでいくものだと。それまでのおくれを一進んでいくものだと。それまでのおくれを一進んでいくものだと。それまでのおくれを一進んでいくものだと。それまでのおくれを一

気に取り返せる分があるんじゃなかろうかと、気に取り返せる分があるんじゃなかろうかと、気に取り返せる分があるんじゃなかろうかと、気に取り返せる分があるんじゃなかろうかと、

そんなふうに私実感をいたしました。そんなふうに私実感をいたしました。そんなふうに私実感をいたしました。そんなふうに私実感をいたしました。

それで、この習熟度につきましては、先ほそれで、この習熟度につきましては、先ほそれで、この習熟度につきましては、先ほそれで、この習熟度につきましては、先ほ

どもお答え申し上げましたけれども、やはりどもお答え申し上げましたけれども、やはりどもお答え申し上げましたけれども、やはりどもお答え申し上げましたけれども、やはり

実施するときにはいろいろ配慮しなければな実施するときにはいろいろ配慮しなければな実施するときにはいろいろ配慮しなければな実施するときにはいろいろ配慮しなければな

らない部分ございますけれども、そういったらない部分ございますけれども、そういったらない部分ございますけれども、そういったらない部分ございますけれども、そういった

ことを十分考慮しながらやっていってもらいことを十分考慮しながらやっていってもらいことを十分考慮しながらやっていってもらいことを十分考慮しながらやっていってもらい

たいな、そんなふうに私ども考えているとこたいな、そんなふうに私ども考えているとこたいな、そんなふうに私ども考えているとこたいな、そんなふうに私ども考えているとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

それから、研修の関係でございます。これそれから、研修の関係でございます。これそれから、研修の関係でございます。これそれから、研修の関係でございます。これ

確かに先生によりまして日常学務、いろんな確かに先生によりまして日常学務、いろんな確かに先生によりまして日常学務、いろんな確かに先生によりまして日常学務、いろんな

雑務ございまして、多忙な先生もいらっしゃ雑務ございまして、多忙な先生もいらっしゃ雑務ございまして、多忙な先生もいらっしゃ雑務ございまして、多忙な先生もいらっしゃ

いますけれども、これ教特法にもありますよいますけれども、これ教特法にもありますよいますけれども、これ教特法にもありますよいますけれども、これ教特法にもありますよ

うに、先生というのはやはり24時間、365日はうに、先生というのはやはり24時間、365日はうに、先生というのはやはり24時間、365日はうに、先生というのはやはり24時間、365日は

研修に努めなければならない。そういった普研修に努めなければならない。そういった普研修に努めなければならない。そういった普研修に努めなければならない。そういった普

通の公務員と違った義務を持っているわけで通の公務員と違った義務を持っているわけで通の公務員と違った義務を持っているわけで通の公務員と違った義務を持っているわけで

ございます。私は、こういった研修なり自己ございます。私は、こういった研修なり自己ございます。私は、こういった研修なり自己ございます。私は、こういった研修なり自己

啓発なり、これはいろいろあると思うんです。啓発なり、これはいろいろあると思うんです。啓発なり、これはいろいろあると思うんです。啓発なり、これはいろいろあると思うんです。

確かに自分の職務に通じる研修、啓発という確かに自分の職務に通じる研修、啓発という確かに自分の職務に通じる研修、啓発という確かに自分の職務に通じる研修、啓発という

のは、これはだれしも自分の仕事のことで一のは、これはだれしも自分の仕事のことで一のは、これはだれしも自分の仕事のことで一のは、これはだれしも自分の仕事のことで一

生懸命やらなきゃならないんですけれども、生懸命やらなきゃならないんですけれども、生懸命やらなきゃならないんですけれども、生懸命やらなきゃならないんですけれども、

そのほかにも仕事以外にも自分の能力を開発そのほかにも仕事以外にも自分の能力を開発そのほかにも仕事以外にも自分の能力を開発そのほかにも仕事以外にも自分の能力を開発

するとか発見するとか自分が希望するとかとするとか発見するとか自分が希望するとかとするとか発見するとか自分が希望するとかとするとか発見するとか自分が希望するとかと

いうこともあるでしょうし、またさらに大きいうこともあるでしょうし、またさらに大きいうこともあるでしょうし、またさらに大きいうこともあるでしょうし、またさらに大き

な１つの自己研修の最大の目的は、やはり人な１つの自己研修の最大の目的は、やはり人な１つの自己研修の最大の目的は、やはり人な１つの自己研修の最大の目的は、やはり人

間としてどう完成するかということだと思う間としてどう完成するかということだと思う間としてどう完成するかということだと思う間としてどう完成するかということだと思う

んです。この３つが自己研修、自己啓発の基んです。この３つが自己研修、自己啓発の基んです。この３つが自己研修、自己啓発の基んです。この３つが自己研修、自己啓発の基
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本にあると思うんですけれども、これは先生本にあると思うんですけれども、これは先生本にあると思うんですけれども、これは先生本にあると思うんですけれども、これは先生

は子どもにとりましてやはり１つの社会、日は子どもにとりましてやはり１つの社会、日は子どもにとりましてやはり１つの社会、日は子どもにとりましてやはり１つの社会、日

中は先生が社会でございます。やはり先生の中は先生が社会でございます。やはり先生の中は先生が社会でございます。やはり先生の中は先生が社会でございます。やはり先生の

姿を見て子どもたちは学ぶんであって、こう姿を見て子どもたちは学ぶんであって、こう姿を見て子どもたちは学ぶんであって、こう姿を見て子どもたちは学ぶんであって、こう

いった指導、日常多くの先生はそういうふういった指導、日常多くの先生はそういうふういった指導、日常多くの先生はそういうふういった指導、日常多くの先生はそういうふう

に努力しているわけでございますけれども、に努力しているわけでございますけれども、に努力しているわけでございますけれども、に努力しているわけでございますけれども、

やはりそういった姿勢を子どもたちの前で示やはりそういった姿勢を子どもたちの前で示やはりそういった姿勢を子どもたちの前で示やはりそういった姿勢を子どもたちの前で示

してもらいたいなと、そんなふうに私も考えしてもらいたいなと、そんなふうに私も考えしてもらいたいなと、そんなふうに私も考えしてもらいたいなと、そんなふうに私も考え

ているところでございます。十分なお答えにているところでございます。十分なお答えにているところでございます。十分なお答えにているところでございます。十分なお答えに

なったかどうかちょっとわかりませんけれどなったかどうかちょっとわかりませんけれどなったかどうかちょっとわかりませんけれどなったかどうかちょっとわかりませんけれど

も、以上でございます。も、以上でございます。も、以上でございます。も、以上でございます。

●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。

●10番米田良克君 いま市長から再度答弁を●10番米田良克君 いま市長から再度答弁を●10番米田良克君 いま市長から再度答弁を●10番米田良克君 いま市長から再度答弁を

いただきましたが、従来のでき上がっている、いただきましたが、従来のでき上がっている、いただきましたが、従来のでき上がっている、いただきましたが、従来のでき上がっている、

近いところでいうと福祉のまちづくり条例で近いところでいうと福祉のまちづくり条例で近いところでいうと福祉のまちづくり条例で近いところでいうと福祉のまちづくり条例で

すか、これら等はいま話題にしました基本条すか、これら等はいま話題にしました基本条すか、これら等はいま話題にしました基本条すか、これら等はいま話題にしました基本条

例とたとえば生活安全条例の関係ではちょっ例とたとえば生活安全条例の関係ではちょっ例とたとえば生活安全条例の関係ではちょっ例とたとえば生活安全条例の関係ではちょっ

と違うかなという感じがするんです。というと違うかなという感じがするんです。というと違うかなという感じがするんです。というと違うかなという感じがするんです。という

のは、基本条例があって、その下に個別条例のは、基本条例があって、その下に個別条例のは、基本条例があって、その下に個別条例のは、基本条例があって、その下に個別条例

ができるというのが、そういう仕組みが基本ができるというのが、そういう仕組みが基本ができるというのが、そういう仕組みが基本ができるというのが、そういう仕組みが基本

ですという考え方を市長が示されたわけです。ですという考え方を市長が示されたわけです。ですという考え方を市長が示されたわけです。ですという考え方を市長が示されたわけです。

それで、あるいは生活安全条例が極めて緊急それで、あるいは生活安全条例が極めて緊急それで、あるいは生活安全条例が極めて緊急それで、あるいは生活安全条例が極めて緊急

を要する課題だということのとらえ方かなとを要する課題だということのとらえ方かなとを要する課題だということのとらえ方かなとを要する課題だということのとらえ方かなと

も思うのですけれども、それをいまこれからも思うのですけれども、それをいまこれからも思うのですけれども、それをいまこれからも思うのですけれども、それをいまこれから

つくるということですから、まちづくり基本つくるということですから、まちづくり基本つくるということですから、まちづくり基本つくるということですから、まちづくり基本

条例の部分を作業を急いで、それでもし可能条例の部分を作業を急いで、それでもし可能条例の部分を作業を急いで、それでもし可能条例の部分を作業を急いで、それでもし可能

ならば18年度の予定を17年度末にでも仕上げならば18年度の予定を17年度末にでも仕上げならば18年度の予定を17年度末にでも仕上げならば18年度の予定を17年度末にでも仕上げ

ると。その考え方しっかり受けとめて、個別ると。その考え方しっかり受けとめて、個別ると。その考え方しっかり受けとめて、個別ると。その考え方しっかり受けとめて、個別

の生活安全条例の作業も進めていくと。形との生活安全条例の作業も進めていくと。形との生活安全条例の作業も進めていくと。形との生活安全条例の作業も進めていくと。形と

しては、ほとんど余り違わない時期ででき上しては、ほとんど余り違わない時期ででき上しては、ほとんど余り違わない時期ででき上しては、ほとんど余り違わない時期ででき上

がるということになるかもしれませんけども、がるということになるかもしれませんけども、がるということになるかもしれませんけども、がるということになるかもしれませんけども、

そういうふうな、市長がこれからやられる仕そういうふうな、市長がこれからやられる仕そういうふうな、市長がこれからやられる仕そういうふうな、市長がこれからやられる仕

事ですから、それぞれの位置づけというのが事ですから、それぞれの位置づけというのが事ですから、それぞれの位置づけというのが事ですから、それぞれの位置づけというのが

あるのかなという気がするわけです。そこのあるのかなという気がするわけです。そこのあるのかなという気がするわけです。そこのあるのかなという気がするわけです。そこの

ところをぜひ、先ほどのご答弁ではどうもちところをぜひ、先ほどのご答弁ではどうもちところをぜひ、先ほどのご答弁ではどうもちところをぜひ、先ほどのご答弁ではどうもち

ょっとすとんと落ちないという感じがあったょっとすとんと落ちないという感じがあったょっとすとんと落ちないという感じがあったょっとすとんと落ちないという感じがあった

もんですから、もう１度立ちました。もんですから、もう１度立ちました。もんですから、もう１度立ちました。もんですから、もう１度立ちました。

あと、これいま教育長から答弁いただきまあと、これいま教育長から答弁いただきまあと、これいま教育長から答弁いただきまあと、これいま教育長から答弁いただきま

した。卒業式・入学式の問題は、何度もご答した。卒業式・入学式の問題は、何度もご答した。卒業式・入学式の問題は、何度もご答した。卒業式・入学式の問題は、何度もご答

弁いただいていますから、これは申し上げま弁いただいていますから、これは申し上げま弁いただいていますから、これは申し上げま弁いただいていますから、これは申し上げま

せん。これは、私の考え方は申し上げましたせん。これは、私の考え方は申し上げましたせん。これは、私の考え方は申し上げましたせん。これは、私の考え方は申し上げました

から。から。から。から。

あと、研修の問題ですが、教育長、最後にあと、研修の問題ですが、教育長、最後にあと、研修の問題ですが、教育長、最後にあと、研修の問題ですが、教育長、最後に

言われました、いわば人間教師としてやっぱ言われました、いわば人間教師としてやっぱ言われました、いわば人間教師としてやっぱ言われました、いわば人間教師としてやっぱ

りぜひ個々の先生方は磨きをかけてほしいとりぜひ個々の先生方は磨きをかけてほしいとりぜひ個々の先生方は磨きをかけてほしいとりぜひ個々の先生方は磨きをかけてほしいと

いう気持ちがあります。美唄の学校で学ぶ子いう気持ちがあります。美唄の学校で学ぶ子いう気持ちがあります。美唄の学校で学ぶ子いう気持ちがあります。美唄の学校で学ぶ子

どもたちがみんないい先生に習ったというふどもたちがみんないい先生に習ったというふどもたちがみんないい先生に習ったというふどもたちがみんないい先生に習ったというふ

うに思えるような、そういう機会も私はやっうに思えるような、そういう機会も私はやっうに思えるような、そういう機会も私はやっうに思えるような、そういう機会も私はやっ

ぱり必要だと思うんです。とかくは、やっぱぱり必要だと思うんです。とかくは、やっぱぱり必要だと思うんです。とかくは、やっぱぱり必要だと思うんです。とかくは、やっぱ

りこれは市の教育委員会に申し上げてもだめりこれは市の教育委員会に申し上げてもだめりこれは市の教育委員会に申し上げてもだめりこれは市の教育委員会に申し上げてもだめ

かもしれない。北海道教育委員会の考え方がかもしれない。北海道教育委員会の考え方がかもしれない。北海道教育委員会の考え方がかもしれない。北海道教育委員会の考え方が

非常にしゃくし定規と言ったら悪いかもしれ非常にしゃくし定規と言ったら悪いかもしれ非常にしゃくし定規と言ったら悪いかもしれ非常にしゃくし定規と言ったら悪いかもしれ

ないですけども、主催者によってこれは研修、ないですけども、主催者によってこれは研修、ないですけども、主催者によってこれは研修、ないですけども、主催者によってこれは研修、

これは研修じゃないというような、そういうこれは研修じゃないというような、そういうこれは研修じゃないというような、そういうこれは研修じゃないというような、そういう

分け方をする考え方が強いものですから、そ分け方をする考え方が強いものですから、そ分け方をする考え方が強いものですから、そ分け方をする考え方が強いものですから、そ

れでついこういうことを申し上げるんですけれでついこういうことを申し上げるんですけれでついこういうことを申し上げるんですけれでついこういうことを申し上げるんですけ

ども、もっと幅広く考えて先生方の人間研修ども、もっと幅広く考えて先生方の人間研修ども、もっと幅広く考えて先生方の人間研修ども、もっと幅広く考えて先生方の人間研修

を進めてもらいたいなと、私はそう願っていを進めてもらいたいなと、私はそう願っていを進めてもらいたいなと、私はそう願っていを進めてもらいたいなと、私はそう願ってい

ますんで、ちょっとご答弁要りませんけれどますんで、ちょっとご答弁要りませんけれどますんで、ちょっとご答弁要りませんけれどますんで、ちょっとご答弁要りませんけれど

も、申し上げます。も、申し上げます。も、申し上げます。も、申し上げます。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 米田議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 米田議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 米田議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 米田議員の再々質問にお

答えします。答えします。答えします。答えします。

生活安全条例につきましては、私は極めて生活安全条例につきましては、私は極めて生活安全条例につきましては、私は極めて生活安全条例につきましては、私は極めて

緊急を要するという、その判断から、先行制緊急を要するという、その判断から、先行制緊急を要するという、その判断から、先行制緊急を要するという、その判断から、先行制

定やむなしという考え方をしておりますので、定やむなしという考え方をしておりますので、定やむなしという考え方をしておりますので、定やむなしという考え方をしておりますので、

ご理解願いたいと思います。ご理解願いたいと思います。ご理解願いたいと思います。ご理解願いたいと思います。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。
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19番荘司光雄君。19番荘司光雄君。19番荘司光雄君。19番荘司光雄君。

●19番荘司光雄君（登壇） 私は、３点につ●19番荘司光雄君（登壇） 私は、３点につ●19番荘司光雄君（登壇） 私は、３点につ●19番荘司光雄君（登壇） 私は、３点につ

いて市長及び教育長に質問いたします。いて市長及び教育長に質問いたします。いて市長及び教育長に質問いたします。いて市長及び教育長に質問いたします。

今定例会の一般質問もきょう３日目を迎え今定例会の一般質問もきょう３日目を迎え今定例会の一般質問もきょう３日目を迎え今定例会の一般質問もきょう３日目を迎え

て最終日程であります。最後の質問者でありて最終日程であります。最後の質問者でありて最終日程であります。最後の質問者でありて最終日程であります。最後の質問者であり

ますので、それぞれ各議員からいままで重要ますので、それぞれ各議員からいままで重要ますので、それぞれ各議員からいままで重要ますので、それぞれ各議員からいままで重要

な事項等について質問もされております。私な事項等について質問もされております。私な事項等について質問もされております。私な事項等について質問もされております。私

は、個別的あるいは具体的な課題等については、個別的あるいは具体的な課題等については、個別的あるいは具体的な課題等については、個別的あるいは具体的な課題等について

はこれからの日程にあります、言えば議会のはこれからの日程にあります、言えば議会のはこれからの日程にあります、言えば議会のはこれからの日程にあります、言えば議会の

命である審査権行使の権限行使の機会に譲り命である審査権行使の権限行使の機会に譲り命である審査権行使の権限行使の機会に譲り命である審査権行使の権限行使の機会に譲り

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

３点に絞りましたが、これは今日の時代認３点に絞りましたが、これは今日の時代認３点に絞りましたが、これは今日の時代認３点に絞りましたが、これは今日の時代認

識を受けて自分なりにいま当面重要事項と考識を受けて自分なりにいま当面重要事項と考識を受けて自分なりにいま当面重要事項と考識を受けて自分なりにいま当面重要事項と考

えているわけであります。すなわち、いまのえているわけであります。すなわち、いまのえているわけであります。すなわち、いまのえているわけであります。すなわち、いまの

変化する時代について多くの識者も言ってい変化する時代について多くの識者も言ってい変化する時代について多くの識者も言ってい変化する時代について多くの識者も言ってい

るとおり、明治維新以来２度目の革命的転換るとおり、明治維新以来２度目の革命的転換るとおり、明治維新以来２度目の革命的転換るとおり、明治維新以来２度目の革命的転換

期だという認識をともにしております。１つ期だという認識をともにしております。１つ期だという認識をともにしております。１つ期だという認識をともにしております。１つ

に地域自立、２つに福祉、３つに生涯学習のに地域自立、２つに福祉、３つに生涯学習のに地域自立、２つに福祉、３つに生涯学習のに地域自立、２つに福祉、３つに生涯学習の

この課題、まさに革命的な変化をしているとこの課題、まさに革命的な変化をしているとこの課題、まさに革命的な変化をしているとこの課題、まさに革命的な変化をしていると

考えいるからであります。そのためには、い考えいるからであります。そのためには、い考えいるからであります。そのためには、い考えいるからであります。そのためには、い

まの時代状況があの封建社会から近代資本主まの時代状況があの封建社会から近代資本主まの時代状況があの封建社会から近代資本主まの時代状況があの封建社会から近代資本主

義に体制そのものが変わった歴史的転換につ義に体制そのものが変わった歴史的転換につ義に体制そのものが変わった歴史的転換につ義に体制そのものが変わった歴史的転換につ

いて、いわゆる明治維新でありますが、一定いて、いわゆる明治維新でありますが、一定いて、いわゆる明治維新でありますが、一定いて、いわゆる明治維新でありますが、一定

の共通認識が必要だと考えています。ここでの共通認識が必要だと考えています。ここでの共通認識が必要だと考えています。ここでの共通認識が必要だと考えています。ここで

るる述べるつもりはありませんが、質問理由るる述べるつもりはありませんが、質問理由るる述べるつもりはありませんが、質問理由るる述べるつもりはありませんが、質問理由

の中で若干の考え方を申し上げたいと思いまの中で若干の考え方を申し上げたいと思いまの中で若干の考え方を申し上げたいと思いまの中で若干の考え方を申し上げたいと思いま

す。す。す。す。

まず第１に、美唄市の地域自立についてでまず第１に、美唄市の地域自立についてでまず第１に、美唄市の地域自立についてでまず第１に、美唄市の地域自立についてで

あります。この平成の大合併の最大様相は一あります。この平成の大合併の最大様相は一あります。この平成の大合併の最大様相は一あります。この平成の大合併の最大様相は一

体何なのか。簡単に言えば、戦後の日本の資体何なのか。簡単に言えば、戦後の日本の資体何なのか。簡単に言えば、戦後の日本の資体何なのか。簡単に言えば、戦後の日本の資

本主義は中央集権による統制社会、言いかえ本主義は中央集権による統制社会、言いかえ本主義は中央集権による統制社会、言いかえ本主義は中央集権による統制社会、言いかえ

れば日本型変形社会主義が経済を中心に破たれば日本型変形社会主義が経済を中心に破たれば日本型変形社会主義が経済を中心に破たれば日本型変形社会主義が経済を中心に破た

んをして、中央政府がやっていけなくなった。んをして、中央政府がやっていけなくなった。んをして、中央政府がやっていけなくなった。んをして、中央政府がやっていけなくなった。

だから、もともと憲法が保障する地方自治をだから、もともと憲法が保障する地方自治をだから、もともと憲法が保障する地方自治をだから、もともと憲法が保障する地方自治を

持ち出して、地方分権の名のもとに地方に自持ち出して、地方分権の名のもとに地方に自持ち出して、地方分権の名のもとに地方に自持ち出して、地方分権の名のもとに地方に自

立を求めてきたと私は考えています。合併も立を求めてきたと私は考えています。合併も立を求めてきたと私は考えています。合併も立を求めてきたと私は考えています。合併も

地方自立の１つの手段にすぎないのでありま地方自立の１つの手段にすぎないのでありま地方自立の１つの手段にすぎないのでありま地方自立の１つの手段にすぎないのでありま

す。経済破たんですから、地方はいずれにしす。経済破たんですから、地方はいずれにしす。経済破たんですから、地方はいずれにしす。経済破たんですから、地方はいずれにし

ろ自立の道筋を模索しなければなりません。ろ自立の道筋を模索しなければなりません。ろ自立の道筋を模索しなければなりません。ろ自立の道筋を模索しなければなりません。

その場合、最も重要なのが経済的自立を確保その場合、最も重要なのが経済的自立を確保その場合、最も重要なのが経済的自立を確保その場合、最も重要なのが経済的自立を確保

するかどうかであります。この押さえについするかどうかであります。この押さえについするかどうかであります。この押さえについするかどうかであります。この押さえについ

て、まず市長の認識を伺います。て、まず市長の認識を伺います。て、まず市長の認識を伺います。て、まず市長の認識を伺います。

その２は、昨年12月議会にも質問いたしまその２は、昨年12月議会にも質問いたしまその２は、昨年12月議会にも質問いたしまその２は、昨年12月議会にも質問いたしま

した。美唄市の地域経済を支える産業基盤をした。美唄市の地域経済を支える産業基盤をした。美唄市の地域経済を支える産業基盤をした。美唄市の地域経済を支える産業基盤を

構造的に、さらには生産高、生産高に占める構造的に、さらには生産高、生産高に占める構造的に、さらには生産高、生産高に占める構造的に、さらには生産高、生産高に占める

比率、産業の連関性、さらには域内外の収支、比率、産業の連関性、さらには域内外の収支、比率、産業の連関性、さらには域内外の収支、比率、産業の連関性、さらには域内外の収支、

いわば貿易収支でありますが、これらの実態いわば貿易収支でありますが、これらの実態いわば貿易収支でありますが、これらの実態いわば貿易収支でありますが、これらの実態

把握を欠かすことはできない課題だと。言う把握を欠かすことはできない課題だと。言う把握を欠かすことはできない課題だと。言う把握を欠かすことはできない課題だと。言う

なら、美唄という自国を経営していけるかどなら、美唄という自国を経営していけるかどなら、美唄という自国を経営していけるかどなら、美唄という自国を経営していけるかど

うかの問題であります。この点について再度うかの問題であります。この点について再度うかの問題であります。この点について再度うかの問題であります。この点について再度

お答え願います。お答え願います。お答え願います。お答え願います。

その３は、地域会計システムについてであその３は、地域会計システムについてであその３は、地域会計システムについてであその３は、地域会計システムについてであ

りますが、この点についても昨年の12月議会りますが、この点についても昨年の12月議会りますが、この点についても昨年の12月議会りますが、この点についても昨年の12月議会

で質問いたしましたが、これはなかなか困難で質問いたしましたが、これはなかなか困難で質問いたしましたが、これはなかなか困難で質問いたしましたが、これはなかなか困難

であると。しかし、行政各会計が一定の企業であると。しかし、行政各会計が一定の企業であると。しかし、行政各会計が一定の企業であると。しかし、行政各会計が一定の企業

会計、複式簿記にしているので、バランスシ会計、複式簿記にしているので、バランスシ会計、複式簿記にしているので、バランスシ会計、複式簿記にしているので、バランスシ

ートを何とかやってみたいとの答弁でありまートを何とかやってみたいとの答弁でありまートを何とかやってみたいとの答弁でありまートを何とかやってみたいとの答弁でありま

した。その後の状況について説明を願います。した。その後の状況について説明を願います。した。その後の状況について説明を願います。した。その後の状況について説明を願います。

しかし、私は困難であってもどうしても市民しかし、私は困難であってもどうしても市民しかし、私は困難であってもどうしても市民しかし、私は困難であってもどうしても市民

ＧＤＰの勘定とか産業連関表だとか資金循環ＧＤＰの勘定とか産業連関表だとか資金循環ＧＤＰの勘定とか産業連関表だとか資金循環ＧＤＰの勘定とか産業連関表だとか資金循環

表、域内外収支、市民の貸借対照表など、こ表、域内外収支、市民の貸借対照表など、こ表、域内外収支、市民の貸借対照表など、こ表、域内外収支、市民の貸借対照表など、こ

のマクロ会計は手がけるべきだと考えておりのマクロ会計は手がけるべきだと考えておりのマクロ会計は手がけるべきだと考えておりのマクロ会計は手がけるべきだと考えており

ます。そうでなければ、現実的に何が基幹産ます。そうでなければ、現実的に何が基幹産ます。そうでなければ、現実的に何が基幹産ます。そうでなければ、現実的に何が基幹産

業なのか、あるいは産業の振興策にとっては業なのか、あるいは産業の振興策にとっては業なのか、あるいは産業の振興策にとっては業なのか、あるいは産業の振興策にとっては

どの分野に資源開拓の要素があるのか、政策どの分野に資源開拓の要素があるのか、政策どの分野に資源開拓の要素があるのか、政策どの分野に資源開拓の要素があるのか、政策

に根拠がないことになってしまうと考えます。に根拠がないことになってしまうと考えます。に根拠がないことになってしまうと考えます。に根拠がないことになってしまうと考えます。

この点についてお答えを願います。この点についてお答えを願います。この点についてお答えを願います。この点についてお答えを願います。

大綱の２点目は、介護保険制度及び少子化大綱の２点目は、介護保険制度及び少子化大綱の２点目は、介護保険制度及び少子化大綱の２点目は、介護保険制度及び少子化
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対策であります。このことも従来の福祉とい対策であります。このことも従来の福祉とい対策であります。このことも従来の福祉とい対策であります。このことも従来の福祉とい

う考え方は根本的に変わりました。従来政治、う考え方は根本的に変わりました。従来政治、う考え方は根本的に変わりました。従来政治、う考え方は根本的に変わりました。従来政治、

行政の責任で保護あるいは庇護、支援、この行政の責任で保護あるいは庇護、支援、この行政の責任で保護あるいは庇護、支援、この行政の責任で保護あるいは庇護、支援、この

思想が社会連帯で支える福祉サービスの選択思想が社会連帯で支える福祉サービスの選択思想が社会連帯で支える福祉サービスの選択思想が社会連帯で支える福祉サービスの選択

は自分の意思、そして提供者と契約を結ぶ、は自分の意思、そして提供者と契約を結ぶ、は自分の意思、そして提供者と契約を結ぶ、は自分の意思、そして提供者と契約を結ぶ、

いわゆる契約論の形になりました。自己選択、いわゆる契約論の形になりました。自己選択、いわゆる契約論の形になりました。自己選択、いわゆる契約論の形になりました。自己選択、

自己決定、自己責任であります。こういう思自己決定、自己責任であります。こういう思自己決定、自己責任であります。こういう思自己決定、自己責任であります。こういう思

想ですから、従来型の、ある意味では恩恵的想ですから、従来型の、ある意味では恩恵的想ですから、従来型の、ある意味では恩恵的想ですから、従来型の、ある意味では恩恵的

な施し、あるいは援助という考え方が通じなな施し、あるいは援助という考え方が通じなな施し、あるいは援助という考え方が通じなな施し、あるいは援助という考え方が通じな

くなってきました。その意味では、根本からくなってきました。その意味では、根本からくなってきました。その意味では、根本からくなってきました。その意味では、根本から

変わったという意味で、この福祉問題の介護変わったという意味で、この福祉問題の介護変わったという意味で、この福祉問題の介護変わったという意味で、この福祉問題の介護

保険制度の今日までの５年間の状況が知りた保険制度の今日までの５年間の状況が知りた保険制度の今日までの５年間の状況が知りた保険制度の今日までの５年間の状況が知りた

いのであります。そして、行く末の方向性をいのであります。そして、行く末の方向性をいのであります。そして、行く末の方向性をいのであります。そして、行く末の方向性を

知りたいのであります。どのように考えてい知りたいのであります。どのように考えてい知りたいのであります。どのように考えてい知りたいのであります。どのように考えてい

るか。るか。るか。るか。

さらに、少子化の問題であります。少子化さらに、少子化の問題であります。少子化さらに、少子化の問題であります。少子化さらに、少子化の問題であります。少子化

は、根本的には出生率の問題であろうと思いは、根本的には出生率の問題であろうと思いは、根本的には出生率の問題であろうと思いは、根本的には出生率の問題であろうと思い

ますが、全国的な出生率は1.29と承知していますが、全国的な出生率は1.29と承知していますが、全国的な出生率は1.29と承知していますが、全国的な出生率は1.29と承知してい

ますが、少なくとも２人以上の出生率がないますが、少なくとも２人以上の出生率がないますが、少なくとも２人以上の出生率がないますが、少なくとも２人以上の出生率がない

と人口は維持できないことになると思います。と人口は維持できないことになると思います。と人口は維持できないことになると思います。と人口は維持できないことになると思います。

何といっても出産するのは女性でありますか何といっても出産するのは女性でありますか何といっても出産するのは女性でありますか何といっても出産するのは女性でありますか

ら、女性の出産あるいは子育ての条件の整備ら、女性の出産あるいは子育ての条件の整備ら、女性の出産あるいは子育ての条件の整備ら、女性の出産あるいは子育ての条件の整備

はもちろん、基本的には男女相互に対等平等はもちろん、基本的には男女相互に対等平等はもちろん、基本的には男女相互に対等平等はもちろん、基本的には男女相互に対等平等

が当たり前の社会風土、このことを目指さなが当たり前の社会風土、このことを目指さなが当たり前の社会風土、このことを目指さなが当たり前の社会風土、このことを目指さな

ければならないと思います。昨日も矢部議員ければならないと思います。昨日も矢部議員ければならないと思います。昨日も矢部議員ければならないと思います。昨日も矢部議員

から男女共同参画社会について質問ありましから男女共同参画社会について質問ありましから男女共同参画社会について質問ありましから男女共同参画社会について質問ありまし

たが、このような計画の推進などが行政が旗たが、このような計画の推進などが行政が旗たが、このような計画の推進などが行政が旗たが、このような計画の推進などが行政が旗

振りをしなければならないこと自体が本来的振りをしなければならないこと自体が本来的振りをしなければならないこと自体が本来的振りをしなければならないこと自体が本来的

ではないというふうに思います。いわゆる日ではないというふうに思います。いわゆる日ではないというふうに思います。いわゆる日ではないというふうに思います。いわゆる日

本型男性優位社会で育ってきた私のような高本型男性優位社会で育ってきた私のような高本型男性優位社会で育ってきた私のような高本型男性優位社会で育ってきた私のような高

年齢者こそ、頭の切りかえが必要だと思いま年齢者こそ、頭の切りかえが必要だと思いま年齢者こそ、頭の切りかえが必要だと思いま年齢者こそ、頭の切りかえが必要だと思いま

すが、そのほかに国際的な視野あるいは感覚すが、そのほかに国際的な視野あるいは感覚すが、そのほかに国際的な視野あるいは感覚すが、そのほかに国際的な視野あるいは感覚

を持つことも大切かと思います。欧米では、を持つことも大切かと思います。欧米では、を持つことも大切かと思います。欧米では、を持つことも大切かと思います。欧米では、

男女全く対等平等、そういう意味ではファー男女全く対等平等、そういう意味ではファー男女全く対等平等、そういう意味ではファー男女全く対等平等、そういう意味ではファー

ストレディの言葉に言葉に代表されるようにストレディの言葉に言葉に代表されるようにストレディの言葉に言葉に代表されるようにストレディの言葉に言葉に代表されるように

全く当たり前のことであります。質問の趣旨全く当たり前のことであります。質問の趣旨全く当たり前のことであります。質問の趣旨全く当たり前のことであります。質問の趣旨

は、そういう意味で全体としてこれからどうは、そういう意味で全体としてこれからどうは、そういう意味で全体としてこれからどうは、そういう意味で全体としてこれからどう

いう形で進めていこうかということについていう形で進めていこうかということについていう形で進めていこうかということについていう形で進めていこうかということについて

でありますので、その点についてお答えを願でありますので、その点についてお答えを願でありますので、その点についてお答えを願でありますので、その点についてお答えを願

います。います。います。います。

次に、教育行政についてであります。教育次に、教育行政についてであります。教育次に、教育行政についてであります。教育次に、教育行政についてであります。教育

長に質問いたします。今日ほど教育問題が各長に質問いたします。今日ほど教育問題が各長に質問いたします。今日ほど教育問題が各長に質問いたします。今日ほど教育問題が各

般にわたって議論されているときはありませ般にわたって議論されているときはありませ般にわたって議論されているときはありませ般にわたって議論されているときはありませ

ん。ただいまも米田議員から質問がありましん。ただいまも米田議員から質問がありましん。ただいまも米田議員から質問がありましん。ただいまも米田議員から質問がありまし

た。特に教育基本法そのものの変更が現在中た。特に教育基本法そのものの変更が現在中た。特に教育基本法そのものの変更が現在中た。特に教育基本法そのものの変更が現在中

教審で議論されています。教育の憲法とも言教審で議論されています。教育の憲法とも言教審で議論されています。教育の憲法とも言教審で議論されています。教育の憲法とも言

うべき教育基本法が行政改革、構造改革、市うべき教育基本法が行政改革、構造改革、市うべき教育基本法が行政改革、構造改革、市うべき教育基本法が行政改革、構造改革、市

町村合併など、この異常な騒ぎの中で改正議町村合併など、この異常な騒ぎの中で改正議町村合併など、この異常な騒ぎの中で改正議町村合併など、この異常な騒ぎの中で改正議

論される。もっとも憲法改正の議論が対象に論される。もっとも憲法改正の議論が対象に論される。もっとも憲法改正の議論が対象に論される。もっとも憲法改正の議論が対象に

なっているんですから、この時代状況とは一なっているんですから、この時代状況とは一なっているんですから、この時代状況とは一なっているんですから、この時代状況とは一

体どうなっているのかと。確かに明治以来の体どうなっているのかと。確かに明治以来の体どうなっているのかと。確かに明治以来の体どうなっているのかと。確かに明治以来の

２度目の歴史的転換期であることは間違いな２度目の歴史的転換期であることは間違いな２度目の歴史的転換期であることは間違いな２度目の歴史的転換期であることは間違いな

い。しかし、何でもありというこの状況は少い。しかし、何でもありというこの状況は少い。しかし、何でもありというこの状況は少い。しかし、何でもありというこの状況は少

なくとも私は正常とは見ていません。特に教なくとも私は正常とは見ていません。特に教なくとも私は正常とは見ていません。特に教なくとも私は正常とは見ていません。特に教

育問題は、最も冷静にして、そして国の将来育問題は、最も冷静にして、そして国の将来育問題は、最も冷静にして、そして国の将来育問題は、最も冷静にして、そして国の将来

と同時にその子どもたちの将来、あるいはこと同時にその子どもたちの将来、あるいはこと同時にその子どもたちの将来、あるいはこと同時にその子どもたちの将来、あるいはこ

の国のあるべき姿、これらを考えるべきものの国のあるべき姿、これらを考えるべきものの国のあるべき姿、これらを考えるべきものの国のあるべき姿、これらを考えるべきもの

であります。であります。であります。であります。

私は、平成12年第１回定例会から何度とな私は、平成12年第１回定例会から何度とな私は、平成12年第１回定例会から何度とな私は、平成12年第１回定例会から何度とな

く今日の地方教育行政に携わる教育委員会とく今日の地方教育行政に携わる教育委員会とく今日の地方教育行政に携わる教育委員会とく今日の地方教育行政に携わる教育委員会と

その事務局の役割の重さを訴えてきました。その事務局の役割の重さを訴えてきました。その事務局の役割の重さを訴えてきました。その事務局の役割の重さを訴えてきました。

しかし、私の目から見て、美唄市の教育委員しかし、私の目から見て、美唄市の教育委員しかし、私の目から見て、美唄市の教育委員しかし、私の目から見て、美唄市の教育委員

会及び事務局とも一体本気に使命感や、ある会及び事務局とも一体本気に使命感や、ある会及び事務局とも一体本気に使命感や、ある会及び事務局とも一体本気に使命感や、ある

いは能動性もあり意欲的な気心を持っているいは能動性もあり意欲的な気心を持っているいは能動性もあり意欲的な気心を持っているいは能動性もあり意欲的な気心を持っている

のか、疑わざるを得ない状況が随所に見られのか、疑わざるを得ない状況が随所に見られのか、疑わざるを得ない状況が随所に見られのか、疑わざるを得ない状況が随所に見られ

ます。具体的には予算審査特別委員会の方でます。具体的には予算審査特別委員会の方でます。具体的には予算審査特別委員会の方でます。具体的には予算審査特別委員会の方で

触れたいと思いますので、この場ではこの時触れたいと思いますので、この場ではこの時触れたいと思いますので、この場ではこの時触れたいと思いますので、この場ではこの時

代的にも重要と思われる点について質問いた代的にも重要と思われる点について質問いた代的にも重要と思われる点について質問いた代的にも重要と思われる点について質問いた
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します。します。します。します。

その１つは、生涯学習の時代的重要性につその１つは、生涯学習の時代的重要性につその１つは、生涯学習の時代的重要性につその１つは、生涯学習の時代的重要性につ

いてであります。私は、議員の役をいただいいてであります。私は、議員の役をいただいいてであります。私は、議員の役をいただいいてであります。私は、議員の役をいただい

て以来今日までライフワークの１つとして社て以来今日までライフワークの１つとして社て以来今日までライフワークの１つとして社て以来今日までライフワークの１つとして社

会教育問題に取り組んできました。教育と言会教育問題に取り組んできました。教育と言会教育問題に取り組んできました。教育と言会教育問題に取り組んできました。教育と言

えば学校を連想し、学校教育に目が向きます。えば学校を連想し、学校教育に目が向きます。えば学校を連想し、学校教育に目が向きます。えば学校を連想し、学校教育に目が向きます。

戦後のすし詰め教室に代表される子どもたち戦後のすし詰め教室に代表される子どもたち戦後のすし詰め教室に代表される子どもたち戦後のすし詰め教室に代表される子どもたち

の学ぶ場がない当時は、それもまた理解できの学ぶ場がない当時は、それもまた理解できの学ぶ場がない当時は、それもまた理解できの学ぶ場がない当時は、それもまた理解でき

ます。しかし、社会教育法は早い法律でした。ます。しかし、社会教育法は早い法律でした。ます。しかし、社会教育法は早い法律でした。ます。しかし、社会教育法は早い法律でした。

昭和24年制定以来、いわゆるすべての国民に昭和24年制定以来、いわゆるすべての国民に昭和24年制定以来、いわゆるすべての国民に昭和24年制定以来、いわゆるすべての国民に

対する文化的な教養やスポーツなどの機会を対する文化的な教養やスポーツなどの機会を対する文化的な教養やスポーツなどの機会を対する文化的な教養やスポーツなどの機会を

提供して、学校教育とは違う角度で国民の生提供して、学校教育とは違う角度で国民の生提供して、学校教育とは違う角度で国民の生提供して、学校教育とは違う角度で国民の生

活や精神的レベルの向上を目指してきたもの活や精神的レベルの向上を目指してきたもの活や精神的レベルの向上を目指してきたもの活や精神的レベルの向上を目指してきたもの

であります。この法律をベースに、時代のニであります。この法律をベースに、時代のニであります。この法律をベースに、時代のニであります。この法律をベースに、時代のニ

ーズに合わせながら今日生涯学習と呼ばれてーズに合わせながら今日生涯学習と呼ばれてーズに合わせながら今日生涯学習と呼ばれてーズに合わせながら今日生涯学習と呼ばれて

います。このことについて私は解説するつもいます。このことについて私は解説するつもいます。このことについて私は解説するつもいます。このことについて私は解説するつも

りはありません。現実に長寿社会になった、りはありません。現実に長寿社会になった、りはありません。現実に長寿社会になった、りはありません。現実に長寿社会になった、

また子育てが終わった女性の各分野に対するまた子育てが終わった女性の各分野に対するまた子育てが終わった女性の各分野に対するまた子育てが終わった女性の各分野に対する

参加と行動、私はいまは生まれてから死ぬま参加と行動、私はいまは生まれてから死ぬま参加と行動、私はいまは生まれてから死ぬま参加と行動、私はいまは生まれてから死ぬま

で、まさに生涯が学習の場にあると考えていで、まさに生涯が学習の場にあると考えていで、まさに生涯が学習の場にあると考えていで、まさに生涯が学習の場にあると考えてい

ます。生涯を通じてその時々自分の教養、趣ます。生涯を通じてその時々自分の教養、趣ます。生涯を通じてその時々自分の教養、趣ます。生涯を通じてその時々自分の教養、趣

味、娯楽、スポーツ、また小さな子どもの好味、娯楽、スポーツ、また小さな子どもの好味、娯楽、スポーツ、また小さな子どもの好味、娯楽、スポーツ、また小さな子どもの好

きな遊びなど、自分の自己充実、自己満足、きな遊びなど、自分の自己充実、自己満足、きな遊びなど、自分の自己充実、自己満足、きな遊びなど、自分の自己充実、自己満足、

自己実現、これに浸りたい要求をいまほど強自己実現、これに浸りたい要求をいまほど強自己実現、これに浸りたい要求をいまほど強自己実現、これに浸りたい要求をいまほど強

く求めて行動する時代はなかったと思います。く求めて行動する時代はなかったと思います。く求めて行動する時代はなかったと思います。く求めて行動する時代はなかったと思います。

しかし、美唄市の生涯学習を推進する事務局しかし、美唄市の生涯学習を推進する事務局しかし、美唄市の生涯学習を推進する事務局しかし、美唄市の生涯学習を推進する事務局

とも言うべき教育委員会事務局に対して、職とも言うべき教育委員会事務局に対して、職とも言うべき教育委員会事務局に対して、職とも言うべき教育委員会事務局に対して、職

員の取り組む姿勢に余りにも個人差があり過員の取り組む姿勢に余りにも個人差があり過員の取り組む姿勢に余りにも個人差があり過員の取り組む姿勢に余りにも個人差があり過

ぎて全体的な存在感になっていないというこぎて全体的な存在感になっていないというこぎて全体的な存在感になっていないというこぎて全体的な存在感になっていないというこ

とを私は受けとめています。アルテピアッツとを私は受けとめています。アルテピアッツとを私は受けとめています。アルテピアッツとを私は受けとめています。アルテピアッツ

ァ、それから昨年でき上がった組織化されたァ、それから昨年でき上がった組織化されたァ、それから昨年でき上がった組織化されたァ、それから昨年でき上がった組織化された

市民劇場などに関係する職員の努力には目を市民劇場などに関係する職員の努力には目を市民劇場などに関係する職員の努力には目を市民劇場などに関係する職員の努力には目を

みはるものがあります。よく頑張っているとみはるものがあります。よく頑張っているとみはるものがあります。よく頑張っているとみはるものがあります。よく頑張っていると

思います。しかし、とにかく市教委、事務局思います。しかし、とにかく市教委、事務局思います。しかし、とにかく市教委、事務局思います。しかし、とにかく市教委、事務局

からの先ほど申し上げた全体感が伝わってこからの先ほど申し上げた全体感が伝わってこからの先ほど申し上げた全体感が伝わってこからの先ほど申し上げた全体感が伝わってこ

ない。いまこそ生涯学習の時代という認識をない。いまこそ生涯学習の時代という認識をない。いまこそ生涯学習の時代という認識をない。いまこそ生涯学習の時代という認識を

持つべきと考えています。教育長の見解を問持つべきと考えています。教育長の見解を問持つべきと考えています。教育長の見解を問持つべきと考えています。教育長の見解を問

いたいのであります。いたいのであります。いたいのであります。いたいのであります。

その２は、慣例上、質問書と質問内容につその２は、慣例上、質問書と質問内容につその２は、慣例上、質問書と質問内容につその２は、慣例上、質問書と質問内容につ

いてお手元に行っておると思いますが、「スいてお手元に行っておると思いますが、「スいてお手元に行っておると思いますが、「スいてお手元に行っておると思いますが、「ス

ポーツ・文化」となっておりますが、スポーポーツ・文化」となっておりますが、スポーポーツ・文化」となっておりますが、スポーポーツ・文化」となっておりますが、スポー

ツ文化ということでありますので、そのことツ文化ということでありますので、そのことツ文化ということでありますので、そのことツ文化ということでありますので、そのこと

について私から質問いたします。スポーツがについて私から質問いたします。スポーツがについて私から質問いたします。スポーツがについて私から質問いたします。スポーツが

持っている人の心に響く文化性について、余持っている人の心に響く文化性について、余持っている人の心に響く文化性について、余持っている人の心に響く文化性について、余

りにも無視もしくは軽視しているのではないりにも無視もしくは軽視しているのではないりにも無視もしくは軽視しているのではないりにも無視もしくは軽視しているのではない

かと考えられる現象が多々あります。市教委かと考えられる現象が多々あります。市教委かと考えられる現象が多々あります。市教委かと考えられる現象が多々あります。市教委

事務局の体育振興課長は、総合体育館の館長事務局の体育振興課長は、総合体育館の館長事務局の体育振興課長は、総合体育館の館長事務局の体育振興課長は、総合体育館の館長

と兼務となっていますが、行政役割からいっと兼務となっていますが、行政役割からいっと兼務となっていますが、行政役割からいっと兼務となっていますが、行政役割からいっ

て地域、職域、学校など全体を見渡しながらて地域、職域、学校など全体を見渡しながらて地域、職域、学校など全体を見渡しながらて地域、職域、学校など全体を見渡しながら

美唄市の体育、全体的な体育関係の状況を把美唄市の体育、全体的な体育関係の状況を把美唄市の体育、全体的な体育関係の状況を把美唄市の体育、全体的な体育関係の状況を把

握をして、美唄の体育振興の政策を立案し、握をして、美唄の体育振興の政策を立案し、握をして、美唄の体育振興の政策を立案し、握をして、美唄の体育振興の政策を立案し、

これをどう具体化するかといった側面が強く、これをどう具体化するかといった側面が強く、これをどう具体化するかといった側面が強く、これをどう具体化するかといった側面が強く、

そのことが地域の活性化にどう結びつけていそのことが地域の活性化にどう結びつけていそのことが地域の活性化にどう結びつけていそのことが地域の活性化にどう結びつけてい

くか、人の活性化にどうつないでいくかといくか、人の活性化にどうつないでいくかといくか、人の活性化にどうつないでいくかといくか、人の活性化にどうつないでいくかとい

うテーマが最も大きいとも言います。行事をうテーマが最も大きいとも言います。行事をうテーマが最も大きいとも言います。行事をうテーマが最も大きいとも言います。行事を

消化している、あるいは催事物だけではない消化している、あるいは催事物だけではない消化している、あるいは催事物だけではない消化している、あるいは催事物だけではない

と思います。スポーツ文化は、地域を変えると思います。スポーツ文化は、地域を変えると思います。スポーツ文化は、地域を変えると思います。スポーツ文化は、地域を変える

とさえ言われております。現実に日本ハムフとさえ言われております。現実に日本ハムフとさえ言われております。現実に日本ハムフとさえ言われております。現実に日本ハムフ

ァイターズが北海道にフランチャイズ化しまァイターズが北海道にフランチャイズ化しまァイターズが北海道にフランチャイズ化しまァイターズが北海道にフランチャイズ化しま

した。苫小牧駒澤高は甲子園で優勝しました。した。苫小牧駒澤高は甲子園で優勝しました。した。苫小牧駒澤高は甲子園で優勝しました。した。苫小牧駒澤高は甲子園で優勝しました。

そして、道東釧路が打倒苫小牧、高校アイスそして、道東釧路が打倒苫小牧、高校アイスそして、道東釧路が打倒苫小牧、高校アイスそして、道東釧路が打倒苫小牧、高校アイス

ホッケーの全道優勝をとりました。サッカーホッケーの全道優勝をとりました。サッカーホッケーの全道優勝をとりました。サッカーホッケーの全道優勝をとりました。サッカー

Ｊリーグの本拠地の姿だとか、これらを外かＪリーグの本拠地の姿だとか、これらを外かＪリーグの本拠地の姿だとか、これらを外かＪリーグの本拠地の姿だとか、これらを外か

ら見ていてもスポーツにはもともと人の心をら見ていてもスポーツにはもともと人の心をら見ていてもスポーツにはもともと人の心をら見ていてもスポーツにはもともと人の心を

動かす文化性を秘めていると私は考えていま動かす文化性を秘めていると私は考えていま動かす文化性を秘めていると私は考えていま動かす文化性を秘めていると私は考えていま

す。有名なことだけではないと思います。要す。有名なことだけではないと思います。要す。有名なことだけではないと思います。要す。有名なことだけではないと思います。要

は、地域振興に結びつけて発想することが大は、地域振興に結びつけて発想することが大は、地域振興に結びつけて発想することが大は、地域振興に結びつけて発想することが大

切であり、それは何も職員だけが考えるもの切であり、それは何も職員だけが考えるもの切であり、それは何も職員だけが考えるもの切であり、それは何も職員だけが考えるもの
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ではないと思います。私が書物から引っ張りではないと思います。私が書物から引っ張りではないと思います。私が書物から引っ張りではないと思います。私が書物から引っ張り

出したんでありますが、１つの形が地域密着出したんでありますが、１つの形が地域密着出したんでありますが、１つの形が地域密着出したんでありますが、１つの形が地域密着

型に通じておりますが、たとえばイベントフ型に通じておりますが、たとえばイベントフ型に通じておりますが、たとえばイベントフ型に通じておりますが、たとえばイベントフ

ェスティバル型、ニュースポーツ開発型、パェスティバル型、ニュースポーツ開発型、パェスティバル型、ニュースポーツ開発型、パェスティバル型、ニュースポーツ開発型、パ

ークゴルフなんかもそうでありますが、大規ークゴルフなんかもそうでありますが、大規ークゴルフなんかもそうでありますが、大規ークゴルフなんかもそうでありますが、大規

模イベントの誘致型、合宿キャンプ地型、い模イベントの誘致型、合宿キャンプ地型、い模イベントの誘致型、合宿キャンプ地型、い模イベントの誘致型、合宿キャンプ地型、い

わゆる自然環境活用型でありますが、など、わゆる自然環境活用型でありますが、など、わゆる自然環境活用型でありますが、など、わゆる自然環境活用型でありますが、など、

これら列記しても立地条件や気象条件などをこれら列記しても立地条件や気象条件などをこれら列記しても立地条件や気象条件などをこれら列記しても立地条件や気象条件などを

含めて地域住民と密着したものが多いのであ含めて地域住民と密着したものが多いのであ含めて地域住民と密着したものが多いのであ含めて地域住民と密着したものが多いのであ

ります。このようなスポーツ文化の取り組みります。このようなスポーツ文化の取り組みります。このようなスポーツ文化の取り組みります。このようなスポーツ文化の取り組み

については、教育委員会からいわゆる地域住については、教育委員会からいわゆる地域住については、教育委員会からいわゆる地域住については、教育委員会からいわゆる地域住

民の立場での発信がほとんど見られない。こ民の立場での発信がほとんど見られない。こ民の立場での発信がほとんど見られない。こ民の立場での発信がほとんど見られない。こ

のことについての見解をお伺いします。のことについての見解をお伺いします。のことについての見解をお伺いします。のことについての見解をお伺いします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、経済的自立についてでありますが、初めに、経済的自立についてでありますが、初めに、経済的自立についてでありますが、初めに、経済的自立についてでありますが、

今日地域経済は少子高齢化の進行、経済のグ今日地域経済は少子高齢化の進行、経済のグ今日地域経済は少子高齢化の進行、経済のグ今日地域経済は少子高齢化の進行、経済のグ

ローバル化の進展、国、地方の厳しい財政状ローバル化の進展、国、地方の厳しい財政状ローバル化の進展、国、地方の厳しい財政状ローバル化の進展、国、地方の厳しい財政状

況等の環境変化に直面しており、我が国の相況等の環境変化に直面しており、我が国の相況等の環境変化に直面しており、我が国の相況等の環境変化に直面しており、我が国の相

当の地域において人口、雇用、所得が減少し、当の地域において人口、雇用、所得が減少し、当の地域において人口、雇用、所得が減少し、当の地域において人口、雇用、所得が減少し、

地域における生活水準が低下すると懸念され地域における生活水準が低下すると懸念され地域における生活水準が低下すると懸念され地域における生活水準が低下すると懸念され

ております。ております。ております。ております。

一方、地方分権の進展をはじめ規制緩和や一方、地方分権の進展をはじめ規制緩和や一方、地方分権の進展をはじめ規制緩和や一方、地方分権の進展をはじめ規制緩和や

構造改革特区など、地域の実情に応じた地域構造改革特区など、地域の実情に応じた地域構造改革特区など、地域の実情に応じた地域構造改革特区など、地域の実情に応じた地域

経営を行うための環境が整備されつつあり、経営を行うための環境が整備されつつあり、経営を行うための環境が整備されつつあり、経営を行うための環境が整備されつつあり、

今後とも地域の自由度が拡大する傾向にあり今後とも地域の自由度が拡大する傾向にあり今後とも地域の自由度が拡大する傾向にあり今後とも地域の自由度が拡大する傾向にあり

ます。こうした中において、本市が自立に向ます。こうした中において、本市が自立に向ます。こうした中において、本市が自立に向ます。こうした中において、本市が自立に向

けて雇用と所得を持続的に維持・拡大し、地けて雇用と所得を持続的に維持・拡大し、地けて雇用と所得を持続的に維持・拡大し、地けて雇用と所得を持続的に維持・拡大し、地

域における生活水準を維持・向上させていく域における生活水準を維持・向上させていく域における生活水準を維持・向上させていく域における生活水準を維持・向上させていく

ためには、地域を支える産業などの経済活動ためには、地域を支える産業などの経済活動ためには、地域を支える産業などの経済活動ためには、地域を支える産業などの経済活動

を確保していくことがいま最も重要な課題でを確保していくことがいま最も重要な課題でを確保していくことがいま最も重要な課題でを確保していくことがいま最も重要な課題で

あると考えております。あると考えております。あると考えております。あると考えております。

このため地域経済の構造、直面する課題、このため地域経済の構造、直面する課題、このため地域経済の構造、直面する課題、このため地域経済の構造、直面する課題、

活用可能な地域資源などを踏まえた効果的な活用可能な地域資源などを踏まえた効果的な活用可能な地域資源などを踏まえた効果的な活用可能な地域資源などを踏まえた効果的な

地域産業振興策を市民の皆さんとともに考え、地域産業振興策を市民の皆さんとともに考え、地域産業振興策を市民の皆さんとともに考え、地域産業振興策を市民の皆さんとともに考え、

実行に移していくことが本市の経済的自立に実行に移していくことが本市の経済的自立に実行に移していくことが本市の経済的自立に実行に移していくことが本市の経済的自立に

向けた私の使命であると考えております。向けた私の使命であると考えております。向けた私の使命であると考えております。向けた私の使命であると考えております。

次に、美唄市の地域経済を支える産業基盤次に、美唄市の地域経済を支える産業基盤次に、美唄市の地域経済を支える産業基盤次に、美唄市の地域経済を支える産業基盤

の構造についてでありますが、本年１月に発の構造についてでありますが、本年１月に発の構造についてでありますが、本年１月に発の構造についてでありますが、本年１月に発

表された経済産業省の「美唄都市圏の経済構表された経済産業省の「美唄都市圏の経済構表された経済産業省の「美唄都市圏の経済構表された経済産業省の「美唄都市圏の経済構

造分析」では、地域経済を構成する産業を域造分析」では、地域経済を構成する産業を域造分析」では、地域経済を構成する産業を域造分析」では、地域経済を構成する産業を域

内市場産業と域外市場産業とに分け、人口の内市場産業と域外市場産業とに分け、人口の内市場産業と域外市場産業とに分け、人口の内市場産業と域外市場産業とに分け、人口の

増減の影響を勘案しつつ、市として６つの視増減の影響を勘案しつつ、市として６つの視増減の影響を勘案しつつ、市として６つの視増減の影響を勘案しつつ、市として６つの視

点から地域経済を分析し、地域の現状と課題点から地域経済を分析し、地域の現状と課題点から地域経済を分析し、地域の現状と課題点から地域経済を分析し、地域の現状と課題

を明らかにしているものであり、数値は2000を明らかにしているものであり、数値は2000を明らかにしているものであり、数値は2000を明らかにしているものであり、数値は2000

年を基本としております。年を基本としております。年を基本としております。年を基本としております。

初めに、「住民生活を直接的に支えている初めに、「住民生活を直接的に支えている初めに、「住民生活を直接的に支えている初めに、「住民生活を直接的に支えている

産業は何か」という視点では、域内就業者数産業は何か」という視点では、域内就業者数産業は何か」という視点では、域内就業者数産業は何か」という視点では、域内就業者数

の占める比率の大きい産業はサービス業30.5の占める比率の大きい産業はサービス業30.5の占める比率の大きい産業はサービス業30.5の占める比率の大きい産業はサービス業30.5

％、農林水産業15.0％、卸売・小売業、飲食％、農林水産業15.0％、卸売・小売業、飲食％、農林水産業15.0％、卸売・小売業、飲食％、農林水産業15.0％、卸売・小売業、飲食

店14.4％の順となっております。店14.4％の順となっております。店14.4％の順となっております。店14.4％の順となっております。

次に、「域外市場産業として域外マネーを次に、「域外市場産業として域外マネーを次に、「域外市場産業として域外マネーを次に、「域外市場産業として域外マネーを

獲得している産業は何か」という視点では、獲得している産業は何か」という視点では、獲得している産業は何か」という視点では、獲得している産業は何か」という視点では、

純移出額を基本として建設業104億円、公務97純移出額を基本として建設業104億円、公務97純移出額を基本として建設業104億円、公務97純移出額を基本として建設業104億円、公務97

億円、サービス業94億円、農林水産業62億円億円、サービス業94億円、農林水産業62億円億円、サービス業94億円、農林水産業62億円億円、サービス業94億円、農林水産業62億円

の順となっております。この場合、地域全体の順となっております。この場合、地域全体の順となっております。この場合、地域全体の順となっております。この場合、地域全体

としては域内生産額が977億円、中間投入額がとしては域内生産額が977億円、中間投入額がとしては域内生産額が977億円、中間投入額がとしては域内生産額が977億円、中間投入額が

567億円で、域内産出額が1,544億円となって567億円で、域内産出額が1,544億円となって567億円で、域内産出額が1,544億円となって567億円で、域内産出額が1,544億円となって

おります。おります。おります。おります。

次に、「各産業で生み出された付加価値は次に、「各産業で生み出された付加価値は次に、「各産業で生み出された付加価値は次に、「各産業で生み出された付加価値は

域内に落ちているか」という視点では、域内域内に落ちているか」という視点では、域内域内に落ちているか」という視点では、域内域内に落ちているか」という視点では、域内

の中間投入の大きい産業として、農業などをの中間投入の大きい産業として、農業などをの中間投入の大きい産業として、農業などをの中間投入の大きい産業として、農業などを

中心に域内調達率と域内産業間の波及効果に中心に域内調達率と域内産業間の波及効果に中心に域内調達率と域内産業間の波及効果に中心に域内調達率と域内産業間の波及効果に

ついて今後分析が必要となります。ついて今後分析が必要となります。ついて今後分析が必要となります。ついて今後分析が必要となります。

次に、「域外主要産業は持続的・安定的次に、「域外主要産業は持続的・安定的次に、「域外主要産業は持続的・安定的次に、「域外主要産業は持続的・安定的

か」という視点では、域外市場産業のうち域か」という視点では、域外市場産業のうち域か」という視点では、域外市場産業のうち域か」という視点では、域外市場産業のうち域

外マネーを獲得している産業が民間消費支出外マネーを獲得している産業が民間消費支出外マネーを獲得している産業が民間消費支出外マネーを獲得している産業が民間消費支出
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に支えられている農林水産業であるため、域に支えられている農林水産業であるため、域に支えられている農林水産業であるため、域に支えられている農林水産業であるため、域

外市場産業の持続性・安定性は比較的高いと外市場産業の持続性・安定性は比較的高いと外市場産業の持続性・安定性は比較的高いと外市場産業の持続性・安定性は比較的高いと

いうことが言えます。いうことが言えます。いうことが言えます。いうことが言えます。

次に、「消費は域内で行われているか」と次に、「消費は域内で行われているか」と次に、「消費は域内で行われているか」と次に、「消費は域内で行われているか」と

いう視点では、美唄都市圏の小売吸引力が200いう視点では、美唄都市圏の小売吸引力が200いう視点では、美唄都市圏の小売吸引力が200いう視点では、美唄都市圏の小売吸引力が200

2年数値で0.73となっており、一部域外に流出2年数値で0.73となっており、一部域外に流出2年数値で0.73となっており、一部域外に流出2年数値で0.73となっており、一部域外に流出

が生じております。が生じております。が生じております。が生じております。

次に、「再投資は域内で行われているか」次に、「再投資は域内で行われているか」次に、「再投資は域内で行われているか」次に、「再投資は域内で行われているか」

という視点では、預貸率が2002年数値で32.8という視点では、預貸率が2002年数値で32.8という視点では、預貸率が2002年数値で32.8という視点では、預貸率が2002年数値で32.8

％であり、近年低下傾向であることから、域％であり、近年低下傾向であることから、域％であり、近年低下傾向であることから、域％であり、近年低下傾向であることから、域

内再投資は低調となっております。内再投資は低調となっております。内再投資は低調となっております。内再投資は低調となっております。

このような地域経済の実態を踏まえつつ、このような地域経済の実態を踏まえつつ、このような地域経済の実態を踏まえつつ、このような地域経済の実態を踏まえつつ、

地域において活用可能な地域資源を見きわめ地域において活用可能な地域資源を見きわめ地域において活用可能な地域資源を見きわめ地域において活用可能な地域資源を見きわめ

た上で、域外市場産業と域内市場産業の両面た上で、域外市場産業と域内市場産業の両面た上で、域外市場産業と域内市場産業の両面た上で、域外市場産業と域内市場産業の両面

において重点事項を特定し、地域における産において重点事項を特定し、地域における産において重点事項を特定し、地域における産において重点事項を特定し、地域における産

業振興策を評価、再構築し、地域の経済活性業振興策を評価、再構築し、地域の経済活性業振興策を評価、再構築し、地域の経済活性業振興策を評価、再構築し、地域の経済活性

化、生活水準の維持・向上のための取り組み化、生活水準の維持・向上のための取り組み化、生活水準の維持・向上のための取り組み化、生活水準の維持・向上のための取り組み

が必要となります。が必要となります。が必要となります。が必要となります。

今後の産業振興の基本的な考え方としては、今後の産業振興の基本的な考え方としては、今後の産業振興の基本的な考え方としては、今後の産業振興の基本的な考え方としては、

１点目として、農林水産業、製造業の就業者１点目として、農林水産業、製造業の就業者１点目として、農林水産業、製造業の就業者１点目として、農林水産業、製造業の就業者

数が減少しているが、建設業や公務の就業者数が減少しているが、建設業や公務の就業者数が減少しているが、建設業や公務の就業者数が減少しているが、建設業や公務の就業者

数の減少が予想され、それらは商業、サービ数の減少が予想され、それらは商業、サービ数の減少が予想され、それらは商業、サービ数の減少が予想され、それらは商業、サービ

ス業のスパイラル的な衰退、地域内雇用の減ス業のスパイラル的な衰退、地域内雇用の減ス業のスパイラル的な衰退、地域内雇用の減ス業のスパイラル的な衰退、地域内雇用の減

少に至る可能性があること。少に至る可能性があること。少に至る可能性があること。少に至る可能性があること。

２点目として、こうした事態を阻止するた２点目として、こうした事態を阻止するた２点目として、こうした事態を阻止するた２点目として、こうした事態を阻止するた

め、農業などの域外市場産業で域内連関の高め、農業などの域外市場産業で域内連関の高め、農業などの域外市場産業で域内連関の高め、農業などの域外市場産業で域内連関の高

い産業との重点的な振興により、建設業や公い産業との重点的な振興により、建設業や公い産業との重点的な振興により、建設業や公い産業との重点的な振興により、建設業や公

務等の減少傾向が避けられない部門の雇用減務等の減少傾向が避けられない部門の雇用減務等の減少傾向が避けられない部門の雇用減務等の減少傾向が避けられない部門の雇用減

を補うことが必要であること。を補うことが必要であること。を補うことが必要であること。を補うことが必要であること。

３つ目として、域内消費も域外流出が始ま３つ目として、域内消費も域外流出が始ま３つ目として、域内消費も域外流出が始ま３つ目として、域内消費も域外流出が始ま

ると採算性の悪化、品ぞろえ等の魅力の減退、ると採算性の悪化、品ぞろえ等の魅力の減退、ると採算性の悪化、品ぞろえ等の魅力の減退、ると採算性の悪化、品ぞろえ等の魅力の減退、

さらなる流出という負のスパイラルの可能性さらなる流出という負のスパイラルの可能性さらなる流出という負のスパイラルの可能性さらなる流出という負のスパイラルの可能性

があるため、域内需要の流出を事前に阻止すがあるため、域内需要の流出を事前に阻止すがあるため、域内需要の流出を事前に阻止すがあるため、域内需要の流出を事前に阻止す

るためには、競争関係にある近隣都市圏を念るためには、競争関係にある近隣都市圏を念るためには、競争関係にある近隣都市圏を念るためには、競争関係にある近隣都市圏を念

頭に、魅力的な商業、サービス機能を維持・頭に、魅力的な商業、サービス機能を維持・頭に、魅力的な商業、サービス機能を維持・頭に、魅力的な商業、サービス機能を維持・

充実することが必要であること。充実することが必要であること。充実することが必要であること。充実することが必要であること。

４つ目として、域外の有価証券の購入に充４つ目として、域外の有価証券の購入に充４つ目として、域外の有価証券の購入に充４つ目として、域外の有価証券の購入に充

てられている資金を農業などの美唄都市圏のてられている資金を農業などの美唄都市圏のてられている資金を農業などの美唄都市圏のてられている資金を農業などの美唄都市圏の

重点的振興産業に振り向けることが必要であ重点的振興産業に振り向けることが必要であ重点的振興産業に振り向けることが必要であ重点的振興産業に振り向けることが必要であ

ることとなっております。ることとなっております。ることとなっております。ることとなっております。

以上、概略的な地域経済の構造分析の結果以上、概略的な地域経済の構造分析の結果以上、概略的な地域経済の構造分析の結果以上、概略的な地域経済の構造分析の結果

でありますが、今後ともこの分析手法などをでありますが、今後ともこの分析手法などをでありますが、今後ともこの分析手法などをでありますが、今後ともこの分析手法などを

参考としながら、美唄市の産業構造の分析を参考としながら、美唄市の産業構造の分析を参考としながら、美唄市の産業構造の分析を参考としながら、美唄市の産業構造の分析を

進めるとともに、地元経済関連機関、団体と進めるとともに、地元経済関連機関、団体と進めるとともに、地元経済関連機関、団体と進めるとともに、地元経済関連機関、団体と

十分協議を行い、地域の経済的自立に向けた十分協議を行い、地域の経済的自立に向けた十分協議を行い、地域の経済的自立に向けた十分協議を行い、地域の経済的自立に向けた

内発的、自立的な地域経済振興策に取り組ん内発的、自立的な地域経済振興策に取り組ん内発的、自立的な地域経済振興策に取り組ん内発的、自立的な地域経済振興策に取り組ん

でまいりたいと考えております。でまいりたいと考えております。でまいりたいと考えております。でまいりたいと考えております。

次に、地域会計システムについてでありま次に、地域会計システムについてでありま次に、地域会計システムについてでありま次に、地域会計システムについてでありま

すが、厳しい市内の経済状況の中で、美唄のすが、厳しい市内の経済状況の中で、美唄のすが、厳しい市内の経済状況の中で、美唄のすが、厳しい市内の経済状況の中で、美唄の

まち全体を１つの地域勘定会計の視点でとらまち全体を１つの地域勘定会計の視点でとらまち全体を１つの地域勘定会計の視点でとらまち全体を１つの地域勘定会計の視点でとら

え、全体としてのバランスシートをつくるとえ、全体としてのバランスシートをつくるとえ、全体としてのバランスシートをつくるとえ、全体としてのバランスシートをつくると

いうことは、美唄市という地域社会の経済的いうことは、美唄市という地域社会の経済的いうことは、美唄市という地域社会の経済的いうことは、美唄市という地域社会の経済的

実力を把握する上で必要なことであると認識実力を把握する上で必要なことであると認識実力を把握する上で必要なことであると認識実力を把握する上で必要なことであると認識

しておりますが、資産や費用の分類、民間企しておりますが、資産や費用の分類、民間企しておりますが、資産や費用の分類、民間企しておりますが、資産や費用の分類、民間企

業のデータ収集など、現実的には極めて困難業のデータ収集など、現実的には極めて困難業のデータ収集など、現実的には極めて困難業のデータ収集など、現実的には極めて困難

性が伴うものと考えております。このため、性が伴うものと考えております。このため、性が伴うものと考えております。このため、性が伴うものと考えております。このため、

先ほど申し上げました「地域経済構造の分先ほど申し上げました「地域経済構造の分先ほど申し上げました「地域経済構造の分先ほど申し上げました「地域経済構造の分

析」の検討を進めるとともに、「市の全会計析」の検討を進めるとともに、「市の全会計析」の検討を進めるとともに、「市の全会計析」の検討を進めるとともに、「市の全会計

を連結したバランスシートの作成」について、を連結したバランスシートの作成」について、を連結したバランスシートの作成」について、を連結したバランスシートの作成」について、

資産の把握や会計間の調整等、導入に当たっ資産の把握や会計間の調整等、導入に当たっ資産の把握や会計間の調整等、導入に当たっ資産の把握や会計間の調整等、導入に当たっ

ての検討課題を調査・検討するなど、市民のての検討課題を調査・検討するなど、市民のての検討課題を調査・検討するなど、市民のての検討課題を調査・検討するなど、市民の

皆さんとの情報共有の推進や説明責任に努め皆さんとの情報共有の推進や説明責任に努め皆さんとの情報共有の推進や説明責任に努め皆さんとの情報共有の推進や説明責任に努め

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

最後に、少子高齢化の現状と将来的見通し最後に、少子高齢化の現状と将来的見通し最後に、少子高齢化の現状と将来的見通し最後に、少子高齢化の現状と将来的見通し

についてでありますが、高齢者の介護を社会についてでありますが、高齢者の介護を社会についてでありますが、高齢者の介護を社会についてでありますが、高齢者の介護を社会

連帯で支え、自立生活を支援する介護保険制連帯で支え、自立生活を支援する介護保険制連帯で支え、自立生活を支援する介護保険制連帯で支え、自立生活を支援する介護保険制

度がスタートしてから５年が経過しようとし度がスタートしてから５年が経過しようとし度がスタートしてから５年が経過しようとし度がスタートしてから５年が経過しようとし

ており、この間サービスの利用は急速に拡大ており、この間サービスの利用は急速に拡大ており、この間サービスの利用は急速に拡大ており、この間サービスの利用は急速に拡大
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し、介護保険は国民の老後における介護の不し、介護保険は国民の老後における介護の不し、介護保険は国民の老後における介護の不し、介護保険は国民の老後における介護の不

安にこたえるシステムとして定着してきてお安にこたえるシステムとして定着してきてお安にこたえるシステムとして定着してきてお安にこたえるシステムとして定着してきてお

ります。反面、要支援や要介護１の軽度認定ります。反面、要支援や要介護１の軽度認定ります。反面、要支援や要介護１の軽度認定ります。反面、要支援や要介護１の軽度認定

者の大幅な増加などが介護保険費用を押し上者の大幅な増加などが介護保険費用を押し上者の大幅な増加などが介護保険費用を押し上者の大幅な増加などが介護保険費用を押し上

げ、また居宅サービスや施設サービスが必ずげ、また居宅サービスや施設サービスが必ずげ、また居宅サービスや施設サービスが必ずげ、また居宅サービスや施設サービスが必ず

しも要介護状態の改善につながっていないなしも要介護状態の改善につながっていないなしも要介護状態の改善につながっていないなしも要介護状態の改善につながっていないな

どの課題が生じております。本市においては、どの課題が生じております。本市においては、どの課題が生じております。本市においては、どの課題が生じております。本市においては、

要介護になりやすい後期高齢者の割合が高く、要介護になりやすい後期高齢者の割合が高く、要介護になりやすい後期高齢者の割合が高く、要介護になりやすい後期高齢者の割合が高く、

軽度の方が要介護認定者の半数以上を占めて軽度の方が要介護認定者の半数以上を占めて軽度の方が要介護認定者の半数以上を占めて軽度の方が要介護認定者の半数以上を占めて

いる状況から、介護予防を喫緊の課題としている状況から、介護予防を喫緊の課題としている状況から、介護予防を喫緊の課題としている状況から、介護予防を喫緊の課題として

現在取り組んでいるところであり、このたび現在取り組んでいるところであり、このたび現在取り組んでいるところであり、このたび現在取り組んでいるところであり、このたび

の介護保険の改正も予防重視型サービスの転の介護保険の改正も予防重視型サービスの転の介護保険の改正も予防重視型サービスの転の介護保険の改正も予防重視型サービスの転

換が図られることとされております。換が図られることとされております。換が図られることとされております。換が図られることとされております。

また、高齢者世帯や認知症高齢者が増加しまた、高齢者世帯や認知症高齢者が増加しまた、高齢者世帯や認知症高齢者が増加しまた、高齢者世帯や認知症高齢者が増加し

ており、身近なところでサービスが受けられており、身近なところでサービスが受けられており、身近なところでサービスが受けられており、身近なところでサービスが受けられ

るように地域密着型サービスを整備するととるように地域密着型サービスを整備するととるように地域密着型サービスを整備するととるように地域密着型サービスを整備するとと

もに、地域での支え合いによりできる限り住もに、地域での支え合いによりできる限り住もに、地域での支え合いによりできる限り住もに、地域での支え合いによりできる限り住

みなれた地域で安心して暮らすことができるみなれた地域で安心して暮らすことができるみなれた地域で安心して暮らすことができるみなれた地域で安心して暮らすことができる

地域包括ケア体制を推進してまいりたいと考地域包括ケア体制を推進してまいりたいと考地域包括ケア体制を推進してまいりたいと考地域包括ケア体制を推進してまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

次に、少子化についてでありますが、平成1次に、少子化についてでありますが、平成1次に、少子化についてでありますが、平成1次に、少子化についてでありますが、平成1

5年度の合計特殊出生率では、全国で1.29、道5年度の合計特殊出生率では、全国で1.29、道5年度の合計特殊出生率では、全国で1.29、道5年度の合計特殊出生率では、全国で1.29、道

で1.20と人口を維持するのに必要な水準であで1.20と人口を維持するのに必要な水準であで1.20と人口を維持するのに必要な水準であで1.20と人口を維持するのに必要な水準であ

る2.08を大きく割り込み、また本市での出生る2.08を大きく割り込み、また本市での出生る2.08を大きく割り込み、また本市での出生る2.08を大きく割り込み、また本市での出生

数は平成15年度で185人と毎年減少を続けてい数は平成15年度で185人と毎年減少を続けてい数は平成15年度で185人と毎年減少を続けてい数は平成15年度で185人と毎年減少を続けてい

るところでございます。少子化の進行は、労るところでございます。少子化の進行は、労るところでございます。少子化の進行は、労るところでございます。少子化の進行は、労

働力人口の減少や社会保障負担の増加など、働力人口の減少や社会保障負担の増加など、働力人口の減少や社会保障負担の増加など、働力人口の減少や社会保障負担の増加など、

社会全般にも大きな影響を与えることから、社会全般にも大きな影響を与えることから、社会全般にも大きな影響を与えることから、社会全般にも大きな影響を与えることから、

国では従来の少子化対策をもう１歩進めるた国では従来の少子化対策をもう１歩進めるた国では従来の少子化対策をもう１歩進めるた国では従来の少子化対策をもう１歩進めるた

めに「次世代育成支援対策推進法」などを制めに「次世代育成支援対策推進法」などを制めに「次世代育成支援対策推進法」などを制めに「次世代育成支援対策推進法」などを制

定し、国をあげて今後10年間の集中的な取り定し、国をあげて今後10年間の集中的な取り定し、国をあげて今後10年間の集中的な取り定し、国をあげて今後10年間の集中的な取り

組みが推進されることとなったところでござ組みが推進されることとなったところでござ組みが推進されることとなったところでござ組みが推進されることとなったところでござ

います。少子化の流れを変えるためには、男います。少子化の流れを変えるためには、男います。少子化の流れを変えるためには、男います。少子化の流れを変えるためには、男

性の子育て参加や女性の出産後も安心して働性の子育て参加や女性の出産後も安心して働性の子育て参加や女性の出産後も安心して働性の子育て参加や女性の出産後も安心して働

き続けられる職場環境の整備など、仕事と家き続けられる職場環境の整備など、仕事と家き続けられる職場環境の整備など、仕事と家き続けられる職場環境の整備など、仕事と家

庭の両立支援と働き方の見直しを行い、子ど庭の両立支援と働き方の見直しを行い、子ど庭の両立支援と働き方の見直しを行い、子ど庭の両立支援と働き方の見直しを行い、子ど

もを安心して産み育てられる環境づくりを推もを安心して産み育てられる環境づくりを推もを安心して産み育てられる環境づくりを推もを安心して産み育てられる環境づくりを推

進することが重要であり、子どもや家庭への進することが重要であり、子どもや家庭への進することが重要であり、子どもや家庭への進することが重要であり、子どもや家庭への

支援を社会全体で取り組むことが大切である支援を社会全体で取り組むことが大切である支援を社会全体で取り組むことが大切である支援を社会全体で取り組むことが大切である

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

このことから、本市においては４月からスこのことから、本市においては４月からスこのことから、本市においては４月からスこのことから、本市においては４月からス

タートします「次世代育成支援美唄市行動計タートします「次世代育成支援美唄市行動計タートします「次世代育成支援美唄市行動計タートします「次世代育成支援美唄市行動計

画」をもとに、地域で子どもを支え合う仕組画」をもとに、地域で子どもを支え合う仕組画」をもとに、地域で子どもを支え合う仕組画」をもとに、地域で子どもを支え合う仕組

みづくりを推進するなど、「みんなで支え、みづくりを推進するなど、「みんなで支え、みづくりを推進するなど、「みんなで支え、みづくりを推進するなど、「みんなで支え、

楽しい子育て」ができるまちづくりを目指し、楽しい子育て」ができるまちづくりを目指し、楽しい子育て」ができるまちづくりを目指し、楽しい子育て」ができるまちづくりを目指し、

市民と事業者・行政とが協働して取り組んで市民と事業者・行政とが協働して取り組んで市民と事業者・行政とが協働して取り組んで市民と事業者・行政とが協働して取り組んで

まいります。まいります。まいります。まいります。

少子高齢化は、自立を目指す本市の大きな少子高齢化は、自立を目指す本市の大きな少子高齢化は、自立を目指す本市の大きな少子高齢化は、自立を目指す本市の大きな

課題でありますが、介護が必要になっても子課題でありますが、介護が必要になっても子課題でありますが、介護が必要になっても子課題でありますが、介護が必要になっても子

育てに不安が生じても地域の人々や行政がし育てに不安が生じても地域の人々や行政がし育てに不安が生じても地域の人々や行政がし育てに不安が生じても地域の人々や行政がし

っかりと支えていくことにより、１人ひとりっかりと支えていくことにより、１人ひとりっかりと支えていくことにより、１人ひとりっかりと支えていくことにより、１人ひとり

の持てる力を引き出し、活力あるまちづくりの持てる力を引き出し、活力あるまちづくりの持てる力を引き出し、活力あるまちづくりの持てる力を引き出し、活力あるまちづくり

を進めてまいりたいと考えております。を進めてまいりたいと考えております。を進めてまいりたいと考えております。を進めてまいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 荘司議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 荘司議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 荘司議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 荘司議員のご

質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。

初めに、生涯学習の時代的重要性について初めに、生涯学習の時代的重要性について初めに、生涯学習の時代的重要性について初めに、生涯学習の時代的重要性について

でありますが、変化と多様性をキーワードとでありますが、変化と多様性をキーワードとでありますが、変化と多様性をキーワードとでありますが、変化と多様性をキーワードと

する21世紀の歩みは、中央集権型社会から地する21世紀の歩みは、中央集権型社会から地する21世紀の歩みは、中央集権型社会から地する21世紀の歩みは、中央集権型社会から地

方や個人の自立的判断や活動が重視される社方や個人の自立的判断や活動が重視される社方や個人の自立的判断や活動が重視される社方や個人の自立的判断や活動が重視される社

会へと転換、また画一的平等主義からの脱却、会へと転換、また画一的平等主義からの脱却、会へと転換、また画一的平等主義からの脱却、会へと転換、また画一的平等主義からの脱却、

情報公開にも見られる市場参加型行政の確立情報公開にも見られる市場参加型行政の確立情報公開にも見られる市場参加型行政の確立情報公開にも見られる市場参加型行政の確立

などが進み、そのような流れの中で教育行政などが進み、そのような流れの中で教育行政などが進み、そのような流れの中で教育行政などが進み、そのような流れの中で教育行政

においても適切な取り組みと対応が求められにおいても適切な取り組みと対応が求められにおいても適切な取り組みと対応が求められにおいても適切な取り組みと対応が求められ

ております。いま国において取り組まれていております。いま国において取り組まれていております。いま国において取り組まれていております。いま国において取り組まれてい

る構造改革は、規制緩和、官から民へといっる構造改革は、規制緩和、官から民へといっる構造改革は、規制緩和、官から民へといっる構造改革は、規制緩和、官から民へといっ

た流れの中で新たな社会や地域コミュニティた流れの中で新たな社会や地域コミュニティた流れの中で新たな社会や地域コミュニティた流れの中で新たな社会や地域コミュニティ

ーの創意あふれる取り組みを支援し、それがーの創意あふれる取り組みを支援し、それがーの創意あふれる取り組みを支援し、それがーの創意あふれる取り組みを支援し、それが
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大きく育っていくための環境を整備すること大きく育っていくための環境を整備すること大きく育っていくための環境を整備すること大きく育っていくための環境を整備すること

にあります。このような時代において、だれにあります。このような時代において、だれにあります。このような時代において、だれにあります。このような時代において、だれ

もが自分の住むまちが美しく、ふれあいがあもが自分の住むまちが美しく、ふれあいがあもが自分の住むまちが美しく、ふれあいがあもが自分の住むまちが美しく、ふれあいがあ

り、活気に満ちた暮らしやすいまちであるこり、活気に満ちた暮らしやすいまちであるこり、活気に満ちた暮らしやすいまちであるこり、活気に満ちた暮らしやすいまちであるこ

とを願っています。そのためにも自立を決めとを願っています。そのためにも自立を決めとを願っています。そのためにも自立を決めとを願っています。そのためにも自立を決め

た自分のまちに市民みんなが責任を持つことた自分のまちに市民みんなが責任を持つことた自分のまちに市民みんなが責任を持つことた自分のまちに市民みんなが責任を持つこと

が活力ある地域づくりに大切で、行政には地が活力ある地域づくりに大切で、行政には地が活力ある地域づくりに大切で、行政には地が活力ある地域づくりに大切で、行政には地

域を活性化するために市民やボランティア団域を活性化するために市民やボランティア団域を活性化するために市民やボランティア団域を活性化するために市民やボランティア団

体、ＮＰＯなど民間の活力が最大限に発揮で体、ＮＰＯなど民間の活力が最大限に発揮で体、ＮＰＯなど民間の活力が最大限に発揮で体、ＮＰＯなど民間の活力が最大限に発揮で

きるような環境づくりが求められております。きるような環境づくりが求められております。きるような環境づくりが求められております。きるような環境づくりが求められております。

まちづくりの基本は、人づくりにあると言まちづくりの基本は、人づくりにあると言まちづくりの基本は、人づくりにあると言まちづくりの基本は、人づくりにあると言

われます。人づくりの基礎は、生涯学習に取われます。人づくりの基礎は、生涯学習に取われます。人づくりの基礎は、生涯学習に取われます。人づくりの基礎は、生涯学習に取

り組む市民の熱いエネルギーから生まれるとり組む市民の熱いエネルギーから生まれるとり組む市民の熱いエネルギーから生まれるとり組む市民の熱いエネルギーから生まれると

考えております。生涯学習が活発になればま考えております。生涯学習が活発になればま考えております。生涯学習が活発になればま考えております。生涯学習が活発になればま

ちづくりに関心も深まり、参画意識が高まり、ちづくりに関心も深まり、参画意識が高まり、ちづくりに関心も深まり、参画意識が高まり、ちづくりに関心も深まり、参画意識が高まり、

地域の活性化が促進されるものと考えます。地域の活性化が促進されるものと考えます。地域の活性化が促進されるものと考えます。地域の活性化が促進されるものと考えます。

このため、行政全体で生涯学習を意識し、取このため、行政全体で生涯学習を意識し、取このため、行政全体で生涯学習を意識し、取このため、行政全体で生涯学習を意識し、取

り組むことが必要であり、教育行政としてもり組むことが必要であり、教育行政としてもり組むことが必要であり、教育行政としてもり組むことが必要であり、教育行政としても

まちづくりとまちの活性化に向け、市民が主まちづくりとまちの活性化に向け、市民が主まちづくりとまちの活性化に向け、市民が主まちづくりとまちの活性化に向け、市民が主

役、そして推進役であることの認識を持ちな役、そして推進役であることの認識を持ちな役、そして推進役であることの認識を持ちな役、そして推進役であることの認識を持ちな

がら、生涯学習の推進に対処していかなけれがら、生涯学習の推進に対処していかなけれがら、生涯学習の推進に対処していかなけれがら、生涯学習の推進に対処していかなけれ

ばならないと考えております。ばならないと考えております。ばならないと考えております。ばならないと考えております。

教育委員会は、教育、学術、文化に関して教育委員会は、教育、学術、文化に関して教育委員会は、教育、学術、文化に関して教育委員会は、教育、学術、文化に関して

行政で最も重い責任を負うべき存在として委行政で最も重い責任を負うべき存在として委行政で最も重い責任を負うべき存在として委行政で最も重い責任を負うべき存在として委

員会本来の機能が十分発揮できるよう、さら員会本来の機能が十分発揮できるよう、さら員会本来の機能が十分発揮できるよう、さら員会本来の機能が十分発揮できるよう、さら

に努めてまいります。事務局職員は、時代のに努めてまいります。事務局職員は、時代のに努めてまいります。事務局職員は、時代のに努めてまいります。事務局職員は、時代の

流れや諸制度の背景などを的確に認識し、み流れや諸制度の背景などを的確に認識し、み流れや諸制度の背景などを的確に認識し、み流れや諸制度の背景などを的確に認識し、み

ずから考え、みずから行動する。そして、そずから考え、みずから行動する。そして、そずから考え、みずから行動する。そして、そずから考え、みずから行動する。そして、そ

の結果に責任を持たなければなりません。その結果に責任を持たなければなりません。その結果に責任を持たなければなりません。その結果に責任を持たなければなりません。そ

のため、現在月に１度ほど行っている職場内のため、現在月に１度ほど行っている職場内のため、現在月に１度ほど行っている職場内のため、現在月に１度ほど行っている職場内

研修などを通し、職員の資質の向上や意識の研修などを通し、職員の資質の向上や意識の研修などを通し、職員の資質の向上や意識の研修などを通し、職員の資質の向上や意識の

改革に努めてまいります。改革に努めてまいります。改革に努めてまいります。改革に努めてまいります。

次に、スポーツ文化と地域活性化について次に、スポーツ文化と地域活性化について次に、スポーツ文化と地域活性化について次に、スポーツ文化と地域活性化について

でありますが、少子高齢化、情報化や長引くでありますが、少子高齢化、情報化や長引くでありますが、少子高齢化、情報化や長引くでありますが、少子高齢化、情報化や長引く

経済不況、長い間の経済成長を優先してきた経済不況、長い間の経済成長を優先してきた経済不況、長い間の経済成長を優先してきた経済不況、長い間の経済成長を優先してきた

結果からの福祉や健康の問題、生活環境の問結果からの福祉や健康の問題、生活環境の問結果からの福祉や健康の問題、生活環境の問結果からの福祉や健康の問題、生活環境の問

題など、将来への不安を抱えた急激で大きな題など、将来への不安を抱えた急激で大きな題など、将来への不安を抱えた急激で大きな題など、将来への不安を抱えた急激で大きな

社会変化の中、市民のニーズも多岐にわたり社会変化の中、市民のニーズも多岐にわたり社会変化の中、市民のニーズも多岐にわたり社会変化の中、市民のニーズも多岐にわたり

変わろうとしています。これまでのスポーツ変わろうとしています。これまでのスポーツ変わろうとしています。これまでのスポーツ変わろうとしています。これまでのスポーツ

文化は、行政や企業からサービスを受けると文化は、行政や企業からサービスを受けると文化は、行政や企業からサービスを受けると文化は、行政や企業からサービスを受けると

いう受け身のものでありましたけれども、行いう受け身のものでありましたけれども、行いう受け身のものでありましたけれども、行いう受け身のものでありましたけれども、行

政と市民やＮＰＯなど関係団体との協働の関政と市民やＮＰＯなど関係団体との協働の関政と市民やＮＰＯなど関係団体との協働の関政と市民やＮＰＯなど関係団体との協働の関

係において市民の手によるスポーツ文化を創係において市民の手によるスポーツ文化を創係において市民の手によるスポーツ文化を創係において市民の手によるスポーツ文化を創

造し、交流へとつなげていくことが必要であ造し、交流へとつなげていくことが必要であ造し、交流へとつなげていくことが必要であ造し、交流へとつなげていくことが必要であ

ると考えます。ると考えます。ると考えます。ると考えます。

また、スポーツ文化がもたらす生の感動とまた、スポーツ文化がもたらす生の感動とまた、スポーツ文化がもたらす生の感動とまた、スポーツ文化がもたらす生の感動と

一体感が連帯感を生み、地域の活性化やコミ一体感が連帯感を生み、地域の活性化やコミ一体感が連帯感を生み、地域の活性化やコミ一体感が連帯感を生み、地域の活性化やコミ

ュニケーションづくりに大きな役割を果たすュニケーションづくりに大きな役割を果たすュニケーションづくりに大きな役割を果たすュニケーションづくりに大きな役割を果たす

ものと考えております。美唄には、すばらしものと考えております。美唄には、すばらしものと考えております。美唄には、すばらしものと考えております。美唄には、すばらし

い手本となる取り組みがあります。それは、い手本となる取り組みがあります。それは、い手本となる取り組みがあります。それは、い手本となる取り組みがあります。それは、

障害者スポーツを通して市民のネットワーク障害者スポーツを通して市民のネットワーク障害者スポーツを通して市民のネットワーク障害者スポーツを通して市民のネットワーク

を広げ開催している車椅子バスケット大会でを広げ開催している車椅子バスケット大会でを広げ開催している車椅子バスケット大会でを広げ開催している車椅子バスケット大会で

あり、競技する人、ボランティアで大会運営あり、競技する人、ボランティアで大会運営あり、競技する人、ボランティアで大会運営あり、競技する人、ボランティアで大会運営

を支える人、観客として参加する人、またそを支える人、観客として参加する人、またそを支える人、観客として参加する人、またそを支える人、観客として参加する人、またそ

れが競技だけにとどまらず、映画会や写真展、れが競技だけにとどまらず、映画会や写真展、れが競技だけにとどまらず、映画会や写真展、れが競技だけにとどまらず、映画会や写真展、

コンサートなどの開催へとつながりを持ってコンサートなどの開催へとつながりを持ってコンサートなどの開催へとつながりを持ってコンサートなどの開催へとつながりを持って

いることです。今後このような取り組みがまいることです。今後このような取り組みがまいることです。今後このような取り組みがまいることです。今後このような取り組みがま

すます重要になってきていますことから、既すます重要になってきていますことから、既すます重要になってきていますことから、既すます重要になってきていますことから、既

存事業についても視点を変え、運営手法など存事業についても視点を変え、運営手法など存事業についても視点を変え、運営手法など存事業についても視点を変え、運営手法など

について考えております。市民が信頼し合っについて考えております。市民が信頼し合っについて考えております。市民が信頼し合っについて考えております。市民が信頼し合っ

て暮らせる住んでよかったと思える地域づくて暮らせる住んでよかったと思える地域づくて暮らせる住んでよかったと思える地域づくて暮らせる住んでよかったと思える地域づく

り、まちづくりのためにも、生涯学習におけり、まちづくりのためにも、生涯学習におけり、まちづくりのためにも、生涯学習におけり、まちづくりのためにも、生涯学習におけ

るスポーツ文化の果たす役割は大きいものがるスポーツ文化の果たす役割は大きいものがるスポーツ文化の果たす役割は大きいものがるスポーツ文化の果たす役割は大きいものが

あることを職員１人ひとりが認識をし、今後あることを職員１人ひとりが認識をし、今後あることを職員１人ひとりが認識をし、今後あることを職員１人ひとりが認識をし、今後

も市民やＮＰＯなど関係団体との協働を大切も市民やＮＰＯなど関係団体との協働を大切も市民やＮＰＯなど関係団体との協働を大切も市民やＮＰＯなど関係団体との協働を大切

にして、円滑な教育行政、体育文化、スポーにして、円滑な教育行政、体育文化、スポーにして、円滑な教育行政、体育文化、スポーにして、円滑な教育行政、体育文化、スポー

ツの振興に努めてまいりたい、このように考ツの振興に努めてまいりたい、このように考ツの振興に努めてまいりたい、このように考ツの振興に努めてまいりたい、このように考

えております。えております。えております。えております。
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●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。

●19番荘司光雄君 私も見せていただきまし●19番荘司光雄君 私も見せていただきまし●19番荘司光雄君 私も見せていただきまし●19番荘司光雄君 私も見せていただきまし

た。経済産業省の地域経済産業審議官、薦田た。経済産業省の地域経済産業審議官、薦田た。経済産業省の地域経済産業審議官、薦田た。経済産業省の地域経済産業審議官、薦田

康久さんですか、書いたのは。ことし１月で康久さんですか、書いたのは。ことし１月で康久さんですか、書いたのは。ことし１月で康久さんですか、書いたのは。ことし１月で

すね、これで言われたやつ。これは、主に国すね、これで言われたやつ。これは、主に国すね、これで言われたやつ。これは、主に国すね、これで言われたやつ。これは、主に国

勢調査が、国調が中心です。ですから、この勢調査が、国調が中心です。ですから、この勢調査が、国調が中心です。ですから、この勢調査が、国調が中心です。ですから、この

データを見ますと、詳しくは見ておりませんデータを見ますと、詳しくは見ておりませんデータを見ますと、詳しくは見ておりませんデータを見ますと、詳しくは見ておりません

けれども、1995年、2000年、ことし国調だとけれども、1995年、2000年、ことし国調だとけれども、1995年、2000年、ことし国調だとけれども、1995年、2000年、ことし国調だと

思うんです。一部指定統計の中からとってい思うんです。一部指定統計の中からとってい思うんです。一部指定統計の中からとってい思うんです。一部指定統計の中からとってい

るのもありますけど、これやっぱりきちっとるのもありますけど、これやっぱりきちっとるのもありますけど、これやっぱりきちっとるのもありますけど、これやっぱりきちっと

これを解析するには、少なくても相当なこれこれを解析するには、少なくても相当なこれこれを解析するには、少なくても相当なこれこれを解析するには、少なくても相当なこれ

を手のひらに入れなきゃだめなんです、きっを手のひらに入れなきゃだめなんです、きっを手のひらに入れなきゃだめなんです、きっを手のひらに入れなきゃだめなんです、きっ

ちり。私も少し勉強をさせていただきましたちり。私も少し勉強をさせていただきましたちり。私も少し勉強をさせていただきましたちり。私も少し勉強をさせていただきました

けれども、ちょっとわかりかねるところもあけれども、ちょっとわかりかねるところもあけれども、ちょっとわかりかねるところもあけれども、ちょっとわかりかねるところもあ

って、そしてさらに自己分析が必要である。って、そしてさらに自己分析が必要である。って、そしてさらに自己分析が必要である。って、そしてさらに自己分析が必要である。

みずから分析をしなきゃならない部分もありみずから分析をしなきゃならない部分もありみずから分析をしなきゃならない部分もありみずから分析をしなきゃならない部分もあり

ます。先ほどある程度のことが、数値を出します。先ほどある程度のことが、数値を出します。先ほどある程度のことが、数値を出します。先ほどある程度のことが、数値を出し

ていただきました、その中でわかります。たていただきました、その中でわかります。たていただきました、その中でわかります。たていただきました、その中でわかります。た

だ、ここに俗に言うＮＩＲＡというアウトプだ、ここに俗に言うＮＩＲＡというアウトプだ、ここに俗に言うＮＩＲＡというアウトプだ、ここに俗に言うＮＩＲＡというアウトプ

ットを出したんですが、これは「地域自立勘ットを出したんですが、これは「地域自立勘ットを出したんですが、これは「地域自立勘ットを出したんですが、これは「地域自立勘

定の開発と応用に関する研究」、社会工学研定の開発と応用に関する研究」、社会工学研定の開発と応用に関する研究」、社会工学研定の開発と応用に関する研究」、社会工学研

究所が出しているんです。これは、実は私20究所が出しているんです。これは、実は私20究所が出しているんです。これは、実は私20究所が出しているんです。これは、実は私20

年ぐらい前に地域の経済を分析しなければど年ぐらい前に地域の経済を分析しなければど年ぐらい前に地域の経済を分析しなければど年ぐらい前に地域の経済を分析しなければど

うにもならないと言って、いろんな形でもっうにもならないと言って、いろんな形でもっうにもならないと言って、いろんな形でもっうにもならないと言って、いろんな形でもっ

て書籍を、聞見にして歩いたときに、これとて書籍を、聞見にして歩いたときに、これとて書籍を、聞見にして歩いたときに、これとて書籍を、聞見にして歩いたときに、これと

内発型の問題と出てきているものです。内発型の問題と出てきているものです。内発型の問題と出てきているものです。内発型の問題と出てきているものです。

それで、先ほど申し上げた、１つ私が質問それで、先ほど申し上げた、１つ私が質問それで、先ほど申し上げた、１つ私が質問それで、先ほど申し上げた、１つ私が質問

したいのは、これを補強しながらきちっと分したいのは、これを補強しながらきちっと分したいのは、これを補強しながらきちっと分したいのは、これを補強しながらきちっと分

析、解析みずからやれる。これやろうと思え析、解析みずからやれる。これやろうと思え析、解析みずからやれる。これやろうと思え析、解析みずからやれる。これやろうと思え

ば全部できますね。ですから、これ手引を見ば全部できますね。ですから、これ手引を見ば全部できますね。ですから、これ手引を見ば全部できますね。ですから、これ手引を見

ながらやればできるんですから、もちろん手ながらやればできるんですから、もちろん手ながらやればできるんですから、もちろん手ながらやればできるんですから、もちろん手

引の理解だと思うんですけども、これを経済引の理解だと思うんですけども、これを経済引の理解だと思うんですけども、これを経済引の理解だと思うんですけども、これを経済

というものは５年たって、分析結果ではやっというものは５年たって、分析結果ではやっというものは５年たって、分析結果ではやっというものは５年たって、分析結果ではやっ

ぱりどうしてもいまのスピードではない。言ぱりどうしてもいまのスピードではない。言ぱりどうしてもいまのスピードではない。言ぱりどうしてもいまのスピードではない。言

うならば一昔前という状況になっているわけうならば一昔前という状況になっているわけうならば一昔前という状況になっているわけうならば一昔前という状況になっているわけ

です。ですから、これをリアルタイムに進めです。ですから、これをリアルタイムに進めです。ですから、これをリアルタイムに進めです。ですから、これをリアルタイムに進め

ていくという体制を考えていくべきだと思いていくという体制を考えていくべきだと思いていくという体制を考えていくべきだと思いていくという体制を考えていくべきだと思い

ますが、そのことについて１つはお伺いをしますが、そのことについて１つはお伺いをしますが、そのことについて１つはお伺いをしますが、そのことについて１つはお伺いをし

たいということです。たいということです。たいということです。たいということです。

それから、もう１点は、確かに難しいです。それから、もう１点は、確かに難しいです。それから、もう１点は、確かに難しいです。それから、もう１点は、確かに難しいです。

でも、実際に地域会計システムをやるときにでも、実際に地域会計システムをやるときにでも、実際に地域会計システムをやるときにでも、実際に地域会計システムをやるときに

は、いわゆる先ほど民間データのとり方が非は、いわゆる先ほど民間データのとり方が非は、いわゆる先ほど民間データのとり方が非は、いわゆる先ほど民間データのとり方が非

常に難しいと言っておりました民間会計、そ常に難しいと言っておりました民間会計、そ常に難しいと言っておりました民間会計、そ常に難しいと言っておりました民間会計、そ

れからいまこれはやってみたいと言っているれからいまこれはやってみたいと言っているれからいまこれはやってみたいと言っているれからいまこれはやってみたいと言っている

役所の会計です。これ公務の方です。その他、役所の会計です。これ公務の方です。その他、役所の会計です。これ公務の方です。その他、役所の会計です。これ公務の方です。その他、

これいわゆる家計調査も必要になりますから、これいわゆる家計調査も必要になりますから、これいわゆる家計調査も必要になりますから、これいわゆる家計調査も必要になりますから、

そういう意味でのミクロ会計ということは１そういう意味でのミクロ会計ということは１そういう意味でのミクロ会計ということは１そういう意味でのミクロ会計ということは１

つ用意しなければなんないんです、この本をつ用意しなければなんないんです、この本をつ用意しなければなんないんです、この本をつ用意しなければなんないんです、この本を

私見ますと。それから、市民ＧＤＰ勘定を考私見ますと。それから、市民ＧＤＰ勘定を考私見ますと。それから、市民ＧＤＰ勘定を考私見ますと。それから、市民ＧＤＰ勘定を考

えなきゃならないんです。昔は、これ所得とえなきゃならないんです。昔は、これ所得とえなきゃならないんです。昔は、これ所得とえなきゃならないんです。昔は、これ所得と

言っていましたから、ＧＮＰと言っていまし言っていましたから、ＧＮＰと言っていまし言っていましたから、ＧＮＰと言っていまし言っていましたから、ＧＮＰと言っていまし

たけれども、いまは総生産ですね。それから、たけれども、いまは総生産ですね。それから、たけれども、いまは総生産ですね。それから、たけれども、いまは総生産ですね。それから、

産業連関、先ほど申し上げました。それから産業連関、先ほど申し上げました。それから産業連関、先ほど申し上げました。それから産業連関、先ほど申し上げました。それから

地域の資金循環表、これはフローです。資金地域の資金循環表、これはフローです。資金地域の資金循環表、これはフローです。資金地域の資金循環表、これはフローです。資金

が地域でどのようにして回っているか。ストが地域でどのようにして回っているか。ストが地域でどのようにして回っているか。ストが地域でどのようにして回っているか。スト

ックではないです。そして、域内外の収支、ックではないです。そして、域内外の収支、ックではないです。そして、域内外の収支、ックではないです。そして、域内外の収支、

美唄から外へ出ている、売りに出ていてお金美唄から外へ出ている、売りに出ていてお金美唄から外へ出ている、売りに出ていてお金美唄から外へ出ている、売りに出ていてお金

を稼ぐものと外から買ってきてお金を支払わを稼ぐものと外から買ってきてお金を支払わを稼ぐものと外から買ってきてお金を支払わを稼ぐものと外から買ってきてお金を支払わ

なきゃならないもの。この域内外の収支です。なきゃならないもの。この域内外の収支です。なきゃならないもの。この域内外の収支です。なきゃならないもの。この域内外の収支です。

これらと市民の貸借対照表が、結局市民がどこれらと市民の貸借対照表が、結局市民がどこれらと市民の貸借対照表が、結局市民がどこれらと市民の貸借対照表が、結局市民がど

れだけの資産があってどれだけの借金を抱えれだけの資産があってどれだけの借金を抱えれだけの資産があってどれだけの借金を抱えれだけの資産があってどれだけの借金を抱え

ているかという貸借対照表のバランスです。ているかという貸借対照表のバランスです。ているかという貸借対照表のバランスです。ているかという貸借対照表のバランスです。

これは、公会計の起債等の借金もあれば、そこれは、公会計の起債等の借金もあれば、そこれは、公会計の起債等の借金もあれば、そこれは、公会計の起債等の借金もあれば、そ

れから金融関係の、先ほど言っていましたけれから金融関係の、先ほど言っていましたけれから金融関係の、先ほど言っていましたけれから金融関係の、先ほど言っていましたけ

れども、貸し出しと預貸率の関係を見ていっれども、貸し出しと預貸率の関係を見ていっれども、貸し出しと預貸率の関係を見ていっれども、貸し出しと預貸率の関係を見ていっ

て、その貸し出しの部分が負債の部分になるて、その貸し出しの部分が負債の部分になるて、その貸し出しの部分が負債の部分になるて、その貸し出しの部分が負債の部分になる

わけです、市民１人の平均の。そういうやつわけです、市民１人の平均の。そういうやつわけです、市民１人の平均の。そういうやつわけです、市民１人の平均の。そういうやつ

をやらなきゃならんわけです。それぞれ今度をやらなきゃならんわけです。それぞれ今度をやらなきゃならんわけです。それぞれ今度をやらなきゃならんわけです。それぞれ今度
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は、産業ごとに全体ＧＤＰに対して、いわゆは、産業ごとに全体ＧＤＰに対して、いわゆは、産業ごとに全体ＧＤＰに対して、いわゆは、産業ごとに全体ＧＤＰに対して、いわゆ

る美唄の総生産に対してどういう効果を上げる美唄の総生産に対してどういう効果を上げる美唄の総生産に対してどういう効果を上げる美唄の総生産に対してどういう効果を上げ

ているかという問題があります。それが地域ているかという問題があります。それが地域ているかという問題があります。それが地域ているかという問題があります。それが地域

に循環フローや外側の収支や家計や、そういに循環フローや外側の収支や家計や、そういに循環フローや外側の収支や家計や、そういに循環フローや外側の収支や家計や、そうい

うものとどう結びついているかということをうものとどう結びついているかということをうものとどう結びついているかということをうものとどう結びついているかということを

考えなければならないわけです。そういうこ考えなければならないわけです。そういうこ考えなければならないわけです。そういうこ考えなければならないわけです。そういうこ

とが明らかになって初めて美唄でどういうポとが明らかになって初めて美唄でどういうポとが明らかになって初めて美唄でどういうポとが明らかになって初めて美唄でどういうポ

テンシャルが必要だとかということを、産業テンシャルが必要だとかということを、産業テンシャルが必要だとかということを、産業テンシャルが必要だとかということを、産業

としてどういうポテンシャルがあるか。観光としてどういうポテンシャルがあるか。観光としてどういうポテンシャルがあるか。観光としてどういうポテンシャルがあるか。観光

も１つ美唄であります。それから、いまのよも１つ美唄であります。それから、いまのよも１つ美唄であります。それから、いまのよも１つ美唄であります。それから、いまのよ

うな新しい意味でもピアッツァとか、そういうな新しい意味でもピアッツァとか、そういうな新しい意味でもピアッツァとか、そういうな新しい意味でもピアッツァとか、そうい

うものからこうやっていくと、必然的にいろうものからこうやっていくと、必然的にいろうものからこうやっていくと、必然的にいろうものからこうやっていくと、必然的にいろ

んなものがはっきりしてくるんです。いま私んなものがはっきりしてくるんです。いま私んなものがはっきりしてくるんです。いま私んなものがはっきりしてくるんです。いま私

どもが簡単にというよりも、もうそのとおりどもが簡単にというよりも、もうそのとおりどもが簡単にというよりも、もうそのとおりどもが簡単にというよりも、もうそのとおり

事実をぱっと目の前に見ていますから、産業事実をぱっと目の前に見ていますから、産業事実をぱっと目の前に見ていますから、産業事実をぱっと目の前に見ていますから、産業

分類で言えば農林水産業、農業は基幹産業と分類で言えば農林水産業、農業は基幹産業と分類で言えば農林水産業、農業は基幹産業と分類で言えば農林水産業、農業は基幹産業と

言っています。でも、先ほど考えているよう言っています。でも、先ほど考えているよう言っています。でも、先ほど考えているよう言っています。でも、先ほど考えているよう

に就労人口15％でしょう。それから、域外にに就労人口15％でしょう。それから、域外にに就労人口15％でしょう。それから、域外にに就労人口15％でしょう。それから、域外に

対しての効果というのは62億円だったでしょ対しての効果というのは62億円だったでしょ対しての効果というのは62億円だったでしょ対しての効果というのは62億円だったでしょ

う。建設業は№１でしたね。そして、その次う。建設業は№１でしたね。そして、その次う。建設業は№１でしたね。そして、その次う。建設業は№１でしたね。そして、その次

には公務ですね。実際問題そういうものが、には公務ですね。実際問題そういうものが、には公務ですね。実際問題そういうものが、には公務ですね。実際問題そういうものが、

ではどういうところに市長が言う「道の駅」、ではどういうところに市長が言う「道の駅」、ではどういうところに市長が言う「道の駅」、ではどういうところに市長が言う「道の駅」、

「食」の駅、「食」の連関というものでいけ「食」の駅、「食」の連関というものでいけ「食」の駅、「食」の連関というものでいけ「食」の駅、「食」の連関というものでいけ

ば、これは農業にそのポテンシャルがあって、ば、これは農業にそのポテンシャルがあって、ば、これは農業にそのポテンシャルがあって、ば、これは農業にそのポテンシャルがあって、

これを逃せばまさに基幹産業になっていけなこれを逃せばまさに基幹産業になっていけなこれを逃せばまさに基幹産業になっていけなこれを逃せばまさに基幹産業になっていけな

いんだと、そういうような根拠を持った、そいんだと、そういうような根拠を持った、そいんだと、そういうような根拠を持った、そいんだと、そういうような根拠を持った、そ

して科学的に合理的に市民に説明がつく、そして科学的に合理的に市民に説明がつく、そして科学的に合理的に市民に説明がつく、そして科学的に合理的に市民に説明がつく、そ

れに従事している農業の関係者の方も、だかれに従事している農業の関係者の方も、だかれに従事している農業の関係者の方も、だかれに従事している農業の関係者の方も、だか

らおれたちはこういうやり方をやらなかったらおれたちはこういうやり方をやらなかったらおれたちはこういうやり方をやらなかったらおれたちはこういうやり方をやらなかった

らだめなんだと、こういうふうにだれが見てらだめなんだと、こういうふうにだれが見てらだめなんだと、こういうふうにだれが見てらだめなんだと、こういうふうにだれが見て

もわかる形でやらないと、過去の経験法則や、もわかる形でやらないと、過去の経験法則や、もわかる形でやらないと、過去の経験法則や、もわかる形でやらないと、過去の経験法則や、

あるいは推計下、この仕事の単位ではもはやあるいは推計下、この仕事の単位ではもはやあるいは推計下、この仕事の単位ではもはやあるいは推計下、この仕事の単位ではもはや

通じないわけです。そういう意味では、この通じないわけです。そういう意味では、この通じないわけです。そういう意味では、この通じないわけです。そういう意味では、この

地域会計システムにもやはり困難であっても地域会計システムにもやはり困難であっても地域会計システムにもやはり困難であっても地域会計システムにもやはり困難であっても

少なくてもチャレンジをしていく。言うなら少なくてもチャレンジをしていく。言うなら少なくてもチャレンジをしていく。言うなら少なくてもチャレンジをしていく。言うなら

ば、専門家グループと協議をしながらやってば、専門家グループと協議をしながらやってば、専門家グループと協議をしながらやってば、専門家グループと協議をしながらやって

いかなきゃならないと私は思います。そうでいかなきゃならないと私は思います。そうでいかなきゃならないと私は思います。そうでいかなきゃならないと私は思います。そうで

なければ、この自立の推進計画の根拠になっなければ、この自立の推進計画の根拠になっなければ、この自立の推進計画の根拠になっなければ、この自立の推進計画の根拠になっ

ている経済的自立性はあるやなしや、このこている経済的自立性はあるやなしや、このこている経済的自立性はあるやなしや、このこている経済的自立性はあるやなしや、このこ

とがはっきりしてこない。いつまでたってもとがはっきりしてこない。いつまでたってもとがはっきりしてこない。いつまでたってもとがはっきりしてこない。いつまでたっても

はっきりしない22年なり27年までとかというはっきりしない22年なり27年までとかというはっきりしない22年なり27年までとかというはっきりしない22年なり27年までとかという

ことをこの17年の初年度になってスタートしことをこの17年の初年度になってスタートしことをこの17年の初年度になってスタートしことをこの17年の初年度になってスタートし

たところで、この方向性、このポテンシャルたところで、この方向性、このポテンシャルたところで、この方向性、このポテンシャルたところで、この方向性、このポテンシャル

を引き伸ばすと、可能性を伸ばすと、こういを引き伸ばすと、可能性を伸ばすと、こういを引き伸ばすと、可能性を伸ばすと、こういを引き伸ばすと、可能性を伸ばすと、こうい

うようなことがはっきりしていかないと過去うようなことがはっきりしていかないと過去うようなことがはっきりしていかないと過去うようなことがはっきりしていかないと過去

の経験法則になっちゃうわけじゃないですか。の経験法則になっちゃうわけじゃないですか。の経験法則になっちゃうわけじゃないですか。の経験法則になっちゃうわけじゃないですか。

先ほどから大変申しわけないけれど、受益と先ほどから大変申しわけないけれど、受益と先ほどから大変申しわけないけれど、受益と先ほどから大変申しわけないけれど、受益と

負担の原則という抽象的な理由、何をもって負担の原則という抽象的な理由、何をもって負担の原則という抽象的な理由、何をもって負担の原則という抽象的な理由、何をもって

受益、何をもって負担というかもわからない。受益、何をもって負担というかもわからない。受益、何をもって負担というかもわからない。受益、何をもって負担というかもわからない。

他市の状況等を見ながら住民負担を上げます他市の状況等を見ながら住民負担を上げます他市の状況等を見ながら住民負担を上げます他市の状況等を見ながら住民負担を上げます

などという話は、これは全く過去そういうやなどという話は、これは全く過去そういうやなどという話は、これは全く過去そういうやなどという話は、これは全く過去そういうや

り方です。過去の手法です、それは。現代に、り方です。過去の手法です、それは。現代に、り方です。過去の手法です、それは。現代に、り方です。過去の手法です、それは。現代に、

いまの時代に通用しないです。そういうよういまの時代に通用しないです。そういうよういまの時代に通用しないです。そういうよういまの時代に通用しないです。そういうよう

なことをこの経済分析では言っていると思うなことをこの経済分析では言っていると思うなことをこの経済分析では言っていると思うなことをこの経済分析では言っていると思う

んです。だから、これに類したものが、私こんです。だから、これに類したものが、私こんです。だから、これに類したものが、私こんです。だから、これに類したものが、私こ

の間出しましたね。北海道経済白書、道が出の間出しましたね。北海道経済白書、道が出の間出しましたね。北海道経済白書、道が出の間出しましたね。北海道経済白書、道が出

している。北海道の経済産業局も出していましている。北海道の経済産業局も出していましている。北海道の経済産業局も出していましている。北海道の経済産業局も出していま

す。それから、北海道、民間の、特に未来総す。それから、北海道、民間の、特に未来総す。それから、北海道、民間の、特に未来総す。それから、北海道、民間の、特に未来総

研なんかも出ていますし、ヒットなんかも出研なんかも出ていますし、ヒットなんかも出研なんかも出ていますし、ヒットなんかも出研なんかも出ていますし、ヒットなんかも出

しています。そういうようなところのももうしています。そういうようなところのももうしています。そういうようなところのももうしています。そういうようなところのももう

少し、この市役所にとどまっていないで、目少し、この市役所にとどまっていないで、目少し、この市役所にとどまっていないで、目少し、この市役所にとどまっていないで、目

をそこらに向ければ情報がいっぱいあります。をそこらに向ければ情報がいっぱいあります。をそこらに向ければ情報がいっぱいあります。をそこらに向ければ情報がいっぱいあります。

そういうところから情報を入手すると同時に、そういうところから情報を入手すると同時に、そういうところから情報を入手すると同時に、そういうところから情報を入手すると同時に、

やっぱりコーチングを受けて、そして勉強しやっぱりコーチングを受けて、そして勉強しやっぱりコーチングを受けて、そして勉強しやっぱりコーチングを受けて、そして勉強し

て、美唄みずからが市役所が自立できる、自て、美唄みずからが市役所が自立できる、自て、美唄みずからが市役所が自立できる、自て、美唄みずからが市役所が自立できる、自

立した仕事をやっていけることにならなけれ立した仕事をやっていけることにならなけれ立した仕事をやっていけることにならなけれ立した仕事をやっていけることにならなけれ

ば、地域の自立を言及することなんかできなば、地域の自立を言及することなんかできなば、地域の自立を言及することなんかできなば、地域の自立を言及することなんかできな

いです。私はそう思います。そういう意味でいです。私はそう思います。そういう意味でいです。私はそう思います。そういう意味でいです。私はそう思います。そういう意味で
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は、申し上げましたが、リアルタイムに一層は、申し上げましたが、リアルタイムに一層は、申し上げましたが、リアルタイムに一層は、申し上げましたが、リアルタイムに一層

近づけるためにはどう考えるかということと、近づけるためにはどう考えるかということと、近づけるためにはどう考えるかということと、近づけるためにはどう考えるかということと、

それから地域会計システムにはやはり果敢にそれから地域会計システムにはやはり果敢にそれから地域会計システムにはやはり果敢にそれから地域会計システムにはやはり果敢に

そういういろんな情報と知恵をみずから取りそういういろんな情報と知恵をみずから取りそういういろんな情報と知恵をみずから取りそういういろんな情報と知恵をみずから取り

寄せ、あるいはお金がかかってもそこに足を寄せ、あるいはお金がかかってもそこに足を寄せ、あるいはお金がかかってもそこに足を寄せ、あるいはお金がかかってもそこに足を

運んで、学んで美唄市役所が経済的に自立す運んで、学んで美唄市役所が経済的に自立す運んで、学んで美唄市役所が経済的に自立す運んで、学んで美唄市役所が経済的に自立す

る、そういうようなことを、プロをやっぱりる、そういうようなことを、プロをやっぱりる、そういうようなことを、プロをやっぱりる、そういうようなことを、プロをやっぱり

つくっていくと、そういうようなことが必要つくっていくと、そういうようなことが必要つくっていくと、そういうようなことが必要つくっていくと、そういうようなことが必要

だと思うんです。そのプロをやるから、このだと思うんです。そのプロをやるから、このだと思うんです。そのプロをやるから、このだと思うんです。そのプロをやるから、この

仕事をやらなくてもいいんじゃないんです。仕事をやらなくてもいいんじゃないんです。仕事をやらなくてもいいんじゃないんです。仕事をやらなくてもいいんじゃないんです。

いまやっている仕事プラスこういうことをやいまやっている仕事プラスこういうことをやいまやっている仕事プラスこういうことをやいまやっている仕事プラスこういうことをや

らなきゃだめだということです、それでなからなきゃだめだということです、それでなからなきゃだめだということです、それでなからなきゃだめだということです、それでなか

ったら人がふえてしまうんだから。そういうったら人がふえてしまうんだから。そういうったら人がふえてしまうんだから。そういうったら人がふえてしまうんだから。そういう

ようなやり方を考えていく必要があると思いようなやり方を考えていく必要があると思いようなやり方を考えていく必要があると思いようなやり方を考えていく必要があると思い

ますけれども、その点２点についてお伺いしますけれども、その点２点についてお伺いしますけれども、その点２点についてお伺いしますけれども、その点２点についてお伺いし

ます。ます。ます。ます。

もう１点、教育長に申し上げますけど、教もう１点、教育長に申し上げますけど、教もう１点、教育長に申し上げますけど、教もう１点、教育長に申し上げますけど、教

育長、大変申しわけないんですけれど、私何育長、大変申しわけないんですけれど、私何育長、大変申しわけないんですけれど、私何育長、大変申しわけないんですけれど、私何

回も指摘しています。これここにあるだけで回も指摘しています。これここにあるだけで回も指摘しています。これここにあるだけで回も指摘しています。これここにあるだけで

もって私が教育委員会の役割の責任、それかもって私が教育委員会の役割の責任、それかもって私が教育委員会の役割の責任、それかもって私が教育委員会の役割の責任、それか

ら委員会の指示、指令を教育長が受けて、教ら委員会の指示、指令を教育長が受けて、教ら委員会の指示、指令を教育長が受けて、教ら委員会の指示、指令を教育長が受けて、教

育長が統括をして、事務局職員がどうあらね育長が統括をして、事務局職員がどうあらね育長が統括をして、事務局職員がどうあらね育長が統括をして、事務局職員がどうあらね

ばならないか。そして、いま地方教育行政とばならないか。そして、いま地方教育行政とばならないか。そして、いま地方教育行政とばならないか。そして、いま地方教育行政と

いうのを担当している市の教育委員会がどういうのを担当している市の教育委員会がどういうのを担当している市の教育委員会がどういうのを担当している市の教育委員会がどう

いう状況に置かれているか、不要論まで出ていう状況に置かれているか、不要論まで出ていう状況に置かれているか、不要論まで出ていう状況に置かれているか、不要論まで出て

いる時代でしょう、ある意味では。そういういる時代でしょう、ある意味では。そういういる時代でしょう、ある意味では。そういういる時代でしょう、ある意味では。そういう

ようなときに、大変申しわけないけれど、いようなときに、大変申しわけないけれど、いようなときに、大変申しわけないけれど、いようなときに、大変申しわけないけれど、い

つになったら生き生きとして本気になって動つになったら生き生きとして本気になって動つになったら生き生きとして本気になって動つになったら生き生きとして本気になって動

いてくるんだということが私はずっと、特にいてくるんだということが私はずっと、特にいてくるんだということが私はずっと、特にいてくるんだということが私はずっと、特に

６年間ほど見ています。ですから、もう少し、６年間ほど見ています。ですから、もう少し、６年間ほど見ています。ですから、もう少し、６年間ほど見ています。ですから、もう少し、

先ほど課長に１回連絡会議とか言っています先ほど課長に１回連絡会議とか言っています先ほど課長に１回連絡会議とか言っています先ほど課長に１回連絡会議とか言っています

けれども、これ施設多いんです。公民館からけれども、これ施設多いんです。公民館からけれども、これ施設多いんです。公民館からけれども、これ施設多いんです。公民館から

図書館から学校給食から、いろんなものが多図書館から学校給食から、いろんなものが多図書館から学校給食から、いろんなものが多図書館から学校給食から、いろんなものが多

いんです、ずっと。これ本庁に集めて会議をいんです、ずっと。これ本庁に集めて会議をいんです、ずっと。これ本庁に集めて会議をいんです、ずっと。これ本庁に集めて会議を

持つなどというようなことをやっていたら、持つなどというようなことをやっていたら、持つなどというようなことをやっていたら、持つなどというようなことをやっていたら、

その会議費のコストが高くてだめです。そのその会議費のコストが高くてだめです。そのその会議費のコストが高くてだめです。そのその会議費のコストが高くてだめです。その

中で部長というのは１人ですから大変かと思中で部長というのは１人ですから大変かと思中で部長というのは１人ですから大変かと思中で部長というのは１人ですから大変かと思

いますけれど、現場をもっと精力的に回るぐいますけれど、現場をもっと精力的に回るぐいますけれど、現場をもっと精力的に回るぐいますけれど、現場をもっと精力的に回るぐ

らいやらなきゃだめです。精力的に動かなきらいやらなきゃだめです。精力的に動かなきらいやらなきゃだめです。精力的に動かなきらいやらなきゃだめです。精力的に動かなき

ゃだめです。そんなの月に１回各所属長を集ゃだめです。そんなの月に１回各所属長を集ゃだめです。そんなの月に１回各所属長を集ゃだめです。そんなの月に１回各所属長を集

めて、そして会議を開く。そして、それぞれめて、そして会議を開く。そして、それぞれめて、そして会議を開く。そして、それぞれめて、そして会議を開く。そして、それぞれ

問題を出す。そして、この市役所の本庁事務問題を出す。そして、この市役所の本庁事務問題を出す。そして、この市役所の本庁事務問題を出す。そして、この市役所の本庁事務

局にあるところが何か本部みたいになっちゃ局にあるところが何か本部みたいになっちゃ局にあるところが何か本部みたいになっちゃ局にあるところが何か本部みたいになっちゃ

っているような、こんな感覚でもって教育委っているような、こんな感覚でもって教育委っているような、こんな感覚でもって教育委っているような、こんな感覚でもって教育委

員会は動かない。私は、６年間それを見てき員会は動かない。私は、６年間それを見てき員会は動かない。私は、６年間それを見てき員会は動かない。私は、６年間それを見てき

た。しかし、黙っていたわけでないです。何た。しかし、黙っていたわけでないです。何た。しかし、黙っていたわけでないです。何た。しかし、黙っていたわけでないです。何

回も指摘してきました。それだけいま教育は、回も指摘してきました。それだけいま教育は、回も指摘してきました。それだけいま教育は、回も指摘してきました。それだけいま教育は、

学校教育含めて大変なんです。しかし、学校学校教育含めて大変なんです。しかし、学校学校教育含めて大変なんです。しかし、学校学校教育含めて大変なんです。しかし、学校

教育その他のことについては、予算委員会に教育その他のことについては、予算委員会に教育その他のことについては、予算委員会に教育その他のことについては、予算委員会に

譲りたいと思っていますが、生涯学習はいま譲りたいと思っていますが、生涯学習はいま譲りたいと思っていますが、生涯学習はいま譲りたいと思っていますが、生涯学習はいま

非常に大切です。あげて生涯学習の視点を持非常に大切です。あげて生涯学習の視点を持非常に大切です。あげて生涯学習の視点を持非常に大切です。あげて生涯学習の視点を持

つべきだという、行政全体が。そういう意味つべきだという、行政全体が。そういう意味つべきだという、行政全体が。そういう意味つべきだという、行政全体が。そういう意味

で私は取り上げて、その一翼を担うスポーツで私は取り上げて、その一翼を担うスポーツで私は取り上げて、その一翼を担うスポーツで私は取り上げて、その一翼を担うスポーツ

文化というものを取り上げたんですが、これ文化というものを取り上げたんですが、これ文化というものを取り上げたんですが、これ文化というものを取り上げたんですが、これ

は地域の振興に結びつき、そういう意味で申は地域の振興に結びつき、そういう意味で申は地域の振興に結びつき、そういう意味で申は地域の振興に結びつき、そういう意味で申

し上げているんで、具体的で細かいことも指し上げているんで、具体的で細かいことも指し上げているんで、具体的で細かいことも指し上げているんで、具体的で細かいことも指

摘した提案は予算審査特別委員会等に譲りた摘した提案は予算審査特別委員会等に譲りた摘した提案は予算審査特別委員会等に譲りた摘した提案は予算審査特別委員会等に譲りた

いと思いますが、その辺のことをいかにしていと思いますが、その辺のことをいかにしていと思いますが、その辺のことをいかにしていと思いますが、その辺のことをいかにして

教育委員会が動くか、そしてその全体的な存教育委員会が動くか、そしてその全体的な存教育委員会が動くか、そしてその全体的な存教育委員会が動くか、そしてその全体的な存

在感が見えてくるか、そのことについてだけ在感が見えてくるか、そのことについてだけ在感が見えてくるか、そのことについてだけ在感が見えてくるか、そのことについてだけ

教育長からご答弁をいただきたいと思います。教育長からご答弁をいただきたいと思います。教育長からご答弁をいただきたいと思います。教育長からご答弁をいただきたいと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

本年１月に発表されました経済産業省の本年１月に発表されました経済産業省の本年１月に発表されました経済産業省の本年１月に発表されました経済産業省の

「美唄都市圏の経済構造分析」が初めてこう「美唄都市圏の経済構造分析」が初めてこう「美唄都市圏の経済構造分析」が初めてこう「美唄都市圏の経済構造分析」が初めてこう

いうような分析を出されまして、私も行政というような分析を出されまして、私も行政というような分析を出されまして、私も行政というような分析を出されまして、私も行政と

して本当に役に立つ貴重な分析表であるといして本当に役に立つ貴重な分析表であるといして本当に役に立つ貴重な分析表であるといして本当に役に立つ貴重な分析表であるとい
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うことで喜んでおります。今後さらに、このうことで喜んでおります。今後さらに、このうことで喜んでおります。今後さらに、このうことで喜んでおります。今後さらに、この

内容を分析しまして、また今後リアルタイム内容を分析しまして、また今後リアルタイム内容を分析しまして、また今後リアルタイム内容を分析しまして、また今後リアルタイム

にこのような把握ができるかどうか、このあにこのような把握ができるかどうか、このあにこのような把握ができるかどうか、このあにこのような把握ができるかどうか、このあ

たりのデータづくりに関しましても努めてまたりのデータづくりに関しましても努めてまたりのデータづくりに関しましても努めてまたりのデータづくりに関しましても努めてま

いりたいと、そういうふうに考えてございまいりたいと、そういうふうに考えてございまいりたいと、そういうふうに考えてございまいりたいと、そういうふうに考えてございま

す。す。す。す。

次、全市的な押さえとしまして、市の前回次、全市的な押さえとしまして、市の前回次、全市的な押さえとしまして、市の前回次、全市的な押さえとしまして、市の前回

でのバランスシート、その間に民間のフローでのバランスシート、その間に民間のフローでのバランスシート、その間に民間のフローでのバランスシート、その間に民間のフロー

ストック等、それから産業連関、これは美唄ストック等、それから産業連関、これは美唄ストック等、それから産業連関、これは美唄ストック等、それから産業連関、これは美唄

総生産にかかわるいろんなミクロ分析という総生産にかかわるいろんなミクロ分析という総生産にかかわるいろんなミクロ分析という総生産にかかわるいろんなミクロ分析という

のは非常に難しいものがございますけれども、のは非常に難しいものがございますけれども、のは非常に難しいものがございますけれども、のは非常に難しいものがございますけれども、

できる限り先ほどの分析表を参考にしながらできる限り先ほどの分析表を参考にしながらできる限り先ほどの分析表を参考にしながらできる限り先ほどの分析表を参考にしながら

私どもも取り組んでまいりたい。そして、こ私どもも取り組んでまいりたい。そして、こ私どもも取り組んでまいりたい。そして、こ私どもも取り組んでまいりたい。そして、こ

の分析等を利用しながらまちの振興策を今後の分析等を利用しながらまちの振興策を今後の分析等を利用しながらまちの振興策を今後の分析等を利用しながらまちの振興策を今後

検討してまいりたいと考えております。いず検討してまいりたいと考えております。いず検討してまいりたいと考えております。いず検討してまいりたいと考えております。いず

れにいたしましても、経済的自立に向けましれにいたしましても、経済的自立に向けましれにいたしましても、経済的自立に向けましれにいたしましても、経済的自立に向けまし

てさまざまな分析、それから取り組みを今後てさまざまな分析、それから取り組みを今後てさまざまな分析、それから取り組みを今後てさまざまな分析、それから取り組みを今後

鋭意検討してまいりたい。鋭意検討してまいりたい。鋭意検討してまいりたい。鋭意検討してまいりたい。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 荘司議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 荘司議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 荘司議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 荘司議員の再質問にお

答えを申し上げます。答えを申し上げます。答えを申し上げます。答えを申し上げます。

教育委員会の全体的な存在感と申しますか、教育委員会の全体的な存在感と申しますか、教育委員会の全体的な存在感と申しますか、教育委員会の全体的な存在感と申しますか、

でございますけれども、教育委員会、いまごでございますけれども、教育委員会、いまごでございますけれども、教育委員会、いまごでございますけれども、教育委員会、いまご

質問にありましたけれども、市内14校あるい質問にありましたけれども、市内14校あるい質問にありましたけれども、市内14校あるい質問にありましたけれども、市内14校あるい

は図書館、プール、公民館等非常に施設が多は図書館、プール、公民館等非常に施設が多は図書館、プール、公民館等非常に施設が多は図書館、プール、公民館等非常に施設が多

岐に分散しておりまして、これ事実私どもな岐に分散しておりまして、これ事実私どもな岐に分散しておりまして、これ事実私どもな岐に分散しておりまして、これ事実私どもな

るべく現場に行くということは、日常的に回るべく現場に行くということは、日常的に回るべく現場に行くということは、日常的に回るべく現場に行くということは、日常的に回

るということは本当に大変なことでございまるということは本当に大変なことでございまるということは本当に大変なことでございまるということは本当に大変なことでございま

す。それで、所属長会議等によってみんながす。それで、所属長会議等によってみんながす。それで、所属長会議等によってみんながす。それで、所属長会議等によってみんなが

情報を共有しながら、横の連携を持ちながら情報を共有しながら、横の連携を持ちながら情報を共有しながら、横の連携を持ちながら情報を共有しながら、横の連携を持ちながら

やるということでやっているわけですけれどやるということでやっているわけですけれどやるということでやっているわけですけれどやるということでやっているわけですけれど

も、それはそれに私ども効果を発揮しているも、それはそれに私ども効果を発揮しているも、それはそれに私ども効果を発揮しているも、それはそれに私ども効果を発揮している

と思うんですけれども、しかしこういった複と思うんですけれども、しかしこういった複と思うんですけれども、しかしこういった複と思うんですけれども、しかしこういった複

雑化、多様化する行政課題に果たしてどれだ雑化、多様化する行政課題に果たしてどれだ雑化、多様化する行政課題に果たしてどれだ雑化、多様化する行政課題に果たしてどれだ

け柔軟、的確に対応していけるか、この辺はけ柔軟、的確に対応していけるか、この辺はけ柔軟、的確に対応していけるか、この辺はけ柔軟、的確に対応していけるか、この辺は

確かに悩む部分があるわけでございまして、確かに悩む部分があるわけでございまして、確かに悩む部分があるわけでございまして、確かに悩む部分があるわけでございまして、

このことにつきましてはやはりこれ私も当然このことにつきましてはやはりこれ私も当然このことにつきましてはやはりこれ私も当然このことにつきましてはやはりこれ私も当然

そうですけれども、部長なり課長なりそれぞそうですけれども、部長なり課長なりそれぞそうですけれども、部長なり課長なりそれぞそうですけれども、部長なり課長なりそれぞ

れの所属長がその職場のリーダーとトップとれの所属長がその職場のリーダーとトップとれの所属長がその職場のリーダーとトップとれの所属長がその職場のリーダーとトップと

してしっかりと認識を持たなきゃならない。してしっかりと認識を持たなきゃならない。してしっかりと認識を持たなきゃならない。してしっかりと認識を持たなきゃならない。

確かにリーダーとしての求められる部分は、確かにリーダーとしての求められる部分は、確かにリーダーとしての求められる部分は、確かにリーダーとしての求められる部分は、

判断力であるとか、それから情報力、人脈、判断力であるとか、それから情報力、人脈、判断力であるとか、それから情報力、人脈、判断力であるとか、それから情報力、人脈、

いろんなものがあるかと思いますけれども、いろんなものがあるかと思いますけれども、いろんなものがあるかと思いますけれども、いろんなものがあるかと思いますけれども、

これは一律にしてできるものではなくて、やこれは一律にしてできるものではなくて、やこれは一律にしてできるものではなくて、やこれは一律にしてできるものではなくて、や

はりそれぞれの部署で日常丁寧に仕事を１つはりそれぞれの部署で日常丁寧に仕事を１つはりそれぞれの部署で日常丁寧に仕事を１つはりそれぞれの部署で日常丁寧に仕事を１つ

ひとつしていくということから始まらなきゃひとつしていくということから始まらなきゃひとつしていくということから始まらなきゃひとつしていくということから始まらなきゃ

ならないものと、そんなふうに思っておりまならないものと、そんなふうに思っておりまならないものと、そんなふうに思っておりまならないものと、そんなふうに思っておりま

す。そういった積み重ねがそれぞれの職としす。そういった積み重ねがそれぞれの職としす。そういった積み重ねがそれぞれの職としす。そういった積み重ねがそれぞれの職とし

ての人間をつくっていくものであろうと、こての人間をつくっていくものであろうと、こての人間をつくっていくものであろうと、こての人間をつくっていくものであろうと、こ

のように考えております。いずれにいたしまのように考えております。いずれにいたしまのように考えております。いずれにいたしまのように考えております。いずれにいたしま

しても、私ども教育委員会をはじめ事務局職しても、私ども教育委員会をはじめ事務局職しても、私ども教育委員会をはじめ事務局職しても、私ども教育委員会をはじめ事務局職

員、いかにこの変化に対応していく教育行政員、いかにこの変化に対応していく教育行政員、いかにこの変化に対応していく教育行政員、いかにこの変化に対応していく教育行政

を担っていける人材になり得るか、この辺のを担っていける人材になり得るか、この辺のを担っていける人材になり得るか、この辺のを担っていける人材になり得るか、この辺の

ことをひとつ十分私ども中心にして職員を指ことをひとつ十分私ども中心にして職員を指ことをひとつ十分私ども中心にして職員を指ことをひとつ十分私ども中心にして職員を指

揮してまいりたい、このように考えておりま揮してまいりたい、このように考えておりま揮してまいりたい、このように考えておりま揮してまいりたい、このように考えておりま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり

ます。ます。ます。ます。

●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程

は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。

午後２時３４分 散会午後２時３４分 散会午後２時３４分 散会午後２時３４分 散会


